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序文

わが国における中央集権的な国家体制は いまから1.300年ほど前に制定された大宝令には

じまります。人々や土地を国家が直接支配して税を納めさせる律令制度のもとで，地方の行

政単位は国・郡・郷(里)として整備され，国・郡には地方の役所が設置されました。

千葉県にも上総・下総・安房の3国，その下に23の郡が配置され，それぞれ役所として国

には国府が，郡には郡街が設置されました。現在，県内では国府を特定できる明確な遺跡は

確認されておらず，郡衝についても下総国相馬郡街(我孫子市日秀西遺跡)や下総国埴生郡

街(印播郡栄町大畑 I遺跡)などが特定されているだけで，県内の官街遺跡の実体はほとん

ど明らかになっていません。

そこで千葉県教育委員会では，県内の官街(古代役所)の状況を解明することを目的に，

平成9年度から国庫補助を得て，財団法人千葉県教育振興財団に調査業務を委託し山武市

(旧成東町・旧山武町)に所在する上総国武射郡街推定地の嶋戸東遺跡の発掘調査を実施し

てまいりました。その成果については これまでに 6冊の報告書を刊行してきましたが，武

射郡街のより詳しい内容を把握するため さらに継続して調査を進めてきたところです。

このたび，平成18年度に実施した嶋戸東遺跡の調査成果を公表するとともに，これまでに

千葉県教育委員会が実施した調査と それ以前に実施された山武郡市文化財センタ一等によ

る調査の成果を再度検討し武射郡街跡の総合的な調査所見としてとりまとめ，総括報告書

として刊行することとしました。この報告書は，嶋戸東遺跡の武射郡街としての位置づけを

確固たるものとし今後，武射郡街の実体を解明していく上で重要な足がかりとなると考え

られます。本書が学術資料として，また文化財保存と活用のための基礎資料として広く活用

されることを期待します。

最後になりま したが，文化庁をはじめ，山武市教育委員会，土地所有者の方々など，多大

な御協力をいただきました関係の皆様には 心から感謝申し上げます。

平成21年3月

千葉県教育庁教育振興部

文化財課長山口 喜弘



凡例

1 本書は，千葉県山武市島戸343-1ほかに所在する嶋戸東遺跡(遺跡コード 旧成東町内分404-006.

旧山武町内分405-014. 山武市内分237-001)の総括報告書である。第 9次調査については，本書を正

式報告とする。また本書とこれまでの調査報告書とで内容が異なる場合には本書をも って正式とする。

2 本事業は千葉県教育委員会が国の補助を受けて実施している官街関連遺跡確認調査で，調査を財団法

人千葉県教育振興財団(平成17年9月1日付けで財団法人千葉県文化財センターから名称変更。以下，

財団と略す)に委託して実施した。

3 発掘調査の担当者及び実施期間は，第 1章第 1節に記載した。

4 本書の執筆担当者は，第 1章第2節第3項に記載した。

5 発掘調査から報告書の刊行に至るまで，山武市教育委員会(成東町 ・山武町ほか1町・ 1村が合併し
さん!J' L 

て，平成18年3月27日付けで山武市となる).財団法人山武郡市文化財センターの各機関，伊藤しげ，井

野明，金子一成，金田三郎，金親茂， 金親久子，金親柴夫，金親満，菊池勝江， 倉田通治. 小易

誠，佐久間正巳，鈴木幸子，鈴木治美，高柳滋子，土屋義雄，原 巌，原 正俊，矢j畢米一，山溢征

一， 山溢 進の土地所有者及び耕作者の皆様(五十音順).文化庁文化財保護部記念物謀 玉田芳英・渡

辺丈彦，奈良文化財研究所 山中敏史・箱崎和久，山武市教育委員会 山口直人ほか，多くの機関・多

くの方々から御指導，御協力を得た。また財団の河原純之・阿部義平両理事からも御指導，御教示をい

ただいた(敬称略)。

6 本書で使用した地形図は，下記のとおりである。

第1図 成東町役場発行白地図 1 : 2.500平面図 2 (医-LF33-3)平成 5年修正

成東町役場発行白地図 1 : 2.500平面図 6 (区一LF43-1)平成 5年修正

を図郭に合わせて合成 し. 1: 5.000に縮小して使用した。

第4図 国土地理院発行 1 : 50.000地形図「成田J(NI-54-19-10) 

国土地理院発行 1 : 50.000地形図「八日市場J(NI -54 -19 -6 ) 

国土地理院発行 1 : 50.000地形図「東金J(NI -54-19-11) 

国土地理院発行 1 : 50.000地形図「木戸J(NI -54-19-7) 

を図郭に合わせて合成し. 1: 100.000に縮小して使用した。

第5図 国土地理院発行 1 : 50.000地形図「東金J(NI -54-19-11)を原寸で使用した。

第41図柏書房株式会社発行 1989r明治前期 関東平野地誌図集成.1 139 八日市場」・ 140 木

戸」・ 145 新東京国際空港J. 146 多古J. 147 成田J. 148 酒々井上 149 成東J. 150 上総片

貝」 ・152 東金」 ・153 四天木」 ・155 茂原J. 161 小林J. 162 佐倉」 ・165 千葉東部J. 166 蘇

我J. 169 海士有木」を合成して1: 100.000に縮小して使用した。

7 本書で使用した航空写真うち，図版 1は京葉測量株式会社が昭和42年3月に撮影したものを約 1: 

11.000に拡大して使用し図版17は約 1: 3.000に拡大して使用した。

8 本書で使用した間尺の記載方法は天平尺(1尺=297mm)を基本とし数値としては 1尺を300mmとし

て概算値を採用した。



9 本書で使用した座標はすべて日本測地系に基づく平面直角座標で，図面の方位はすべてその座標北を

示す。主要な地点の世界測地系への変換値については第 1章第 1節に掲載した。

10 土層の色調，出土遺物類の色調等の表記に当たっては，小山忠・竹原秀雄 1999 r新版標準土色帖.1(財)

日本色彩研究所を参考にしたものがある。
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第 1章はじめに

第 1節調査の方法

古代上総国武射郡街1)の有力な推定地である嶋戸東遺跡の解明を目指して，国庫補助を受け平成 9年か

ら平成18年度まで嶋戸東遺跡、の確認調査を第 9次まで実施してきた。嶋戸東遺跡が位置する台地の大半の

地目は畑地で， 一部がスギを主体とする山林になる。調査は借地して実施するために，畑地については作

物の耕作時期と調整しながら調査地を選定することになった。調査当初から中枢施設の一部(後の前期・

I期政庁)の所在が明らかになっていたので，その一帯を中心として調査を展開していった。調査を進め

る中で郡街遺跡である蓋然性が極めて高くなってきたことから，途中から調査の目的に遺跡の範囲確認と

いう要素も加わるようになっていく 。

調査は確認調査を主体とし借地した畑地を現況復原する必要があったことから，第4次調査までは幅

2m程度のトレンチ幅を目安に調査を行った。遺構の広がり・規模を確認するため，必要に応じて調査区

を拡張してその把握に努めた。 トレンチの幅については，通常，官街遺跡、では 3m以上のI隔が必要とされ

るのに対してやや狭長なトレンチ幅だ‘ったために，掘立柱建物を主体とする遺構を把握するには自ずと限

界があった。また，現在，台地中央を主要道路が偏向方位で走行しており，畑地等の地境もそれに規制さ

れて偏向方位の場合が多い。現地調査では人の出入りや重機の取り回し等を考えて，地境に沿って調査区

を設定した場合が多く，それによって細長い調査区が偏向することになり，斜行した建物には都合がよい

が，正方位の建物には必ずしも有効で、はなかった。そうした反省も踏まえて第5次調査以降，調査区を線

から面へとシフトして個々の掘立柱建物の規模の把握に努めるようにした。ただし調査区が広域になった

分，調査地の現況復旧にはより慎重にならざるを得なくなった。

各年次の調査では500rriを目安として調査計画を立てたが，調査面積が第7次調査のようにl.OOOrriを超

える場合もあった。遺構の確認は，人力もしくは重機による表土除去後，掘立柱建物の柱穴については平

面的な観察の後に，柱穴上面を少し掘り下げ，柱痕跡 ・柱抜取痕跡等の部分をさらに掘り下げた。 また柱

穴が重複したり構造の解明が必要な場合には，最小限の断ち割り 等を実施して，それらを図面・写真等に

記録した。平面図の作製に当たっては，基本的には簡易やり方を用いて作図したが.状況に応 じて平板測

量も採用した。第8・9次調査では電子平板測量も導入し実測作業の精度向上と労力削減を図った。調

査後は山砂を撒布して，遺構面を養生しその後埋め戻して現状復原を行った(第 1図)。

調査の実施にあたっては 各調査次ごとに基準点測量を実施して，現地での基準杭の設置や遺構の図化

等の用に供してきた。しかし平成13年度に国土地理院が九十九里地区の三等 ・四等三角点を改測して三角

点の成果を改定したことによって 第7次調査までの座標系と第8次調査以降の座標系にずれが生じる結

果となった。ここでは説明の便宜上，第7次調査までの座標系を旧座標系としそれ以降の座標系を新座

標系とすると，両者の関係は旧座標系から南へO.264m，西へO.021m移動したものが新座標系になる。旧

座標系に基づく第5次調査までは調査区の要所に任意の杭を打設しその杭の座標を委託測量で観測して

いった。そのため現地で作成した図面は任意座標の杭方向を図上の基線としていたために，座標系と図面

の基線が一致せず，図面の合成等に不都合な場合があった。そこで平成18年度に第5次調査までの主要な



平面図については旧座標系を書き加えることによって，図上で座標系が確認できるようにした。新座標系

の図面と重複もしくは隣接する旧座標系の図面については新座標系も書き加えた。

平成14年4月1日付け測量法施行令の改正に伴って，平成16年度に過去の測量成果まで、遡って座標値を

世界測地系へ変換し点網図等の測量図には世界測地系に準拠した数値を短線(ティックマーク)で追記

し今後の利用の便宜を図ることとした。数値変換はパイリニア法 TKY2JGD.par Ver.2.1.1による。こ

のように嶋戸東遺跡の調査では 3種類の座標系が重複することになるが，本報告では煩頭を避けて日本測

地系に準拠した新座標系のみを採用している。おもな建物の中心における日本測地系(新座標系)と世界

測地系の座標値・経緯度の変換値は第 1表に示すとおりである。

第1表 おもな建物における日本測地系と世界測地系の座標値と経緯度 2)

SB008(前期郡庁)の中心 SBOOl(後期郡庁)の中心 SB032 (後期正倉)の中心

X座標 41.756.000m -4 1.807.000 m 41.574.0∞m 

日本測地系
Y座標 52.5 10.000 m 52.457.000m 52.550.000m 

北 緯 350 37' 19.90738" 350 37' 18.26249" 350 37' 25.80590" 

東 経 1400 24' 47.12583グ 1400 24' 45.00739" 1400 24' 48.75831グ

X座標 -41.401.0315m 41.452.0391 m -41.219.0266m 

世界測地系
Y座標 52.216.0175m 52.l63.0155m 52.256.0257m 

北緯 350 37' 31.62645" 350 37' 29.98143" 350 37' 37.52454" 

東 経 1400 24' 35.27729" 1400 24' 33.15900" 1400 24' 36.90973" 

第2節調査の経緯

1. これまでの調査の概要(第 1図，図版17. 第2表，別表1)

千葉県教育委員会では，昭和54年度の重要古墳群として調査した「龍角寺古墳群(第 1次調査)J を皮

切りに. I中近世城館跡・古代寺院跡・窯業遺跡・官街関連遺跡・県内主要古墳・県内主要貝塚」などの

テーマに沿って，国庫補助事業の重要遺跡確認調査として県内の主要な遺跡を選出して継続的に調査を実

施し，その成果は学術資料としてばかりでなく，遺跡の保存・活用等にも役立ててきた。平成7年度以降

は官街関連遺跡について継続事業として実施してきた。なお次節以降で触れる，嶋戸東遺跡に隣接する真

行寺廃寺は「古代寺院跡」の 2年次目に調査した古代寺院にあたる。

官街関連遺跡は，上総国海上郡街推定地である市原市西野遺跡がもっとも始めに着手した遺跡になる。

平成7・8年度の 2カ年にわたって調査し郡衝を構成すると考えられる掘立柱建物群・井戸 ・溝などを

確認した(高梨 1996・渡謹 1997)。嶋戸東遺跡はその翌年度の平成9年度から調査を始め，これまで 9

次にわたる現地調査を実施してきたが 重要遺跡として 1遺跡をこれだけ長期にわたって調査したのは，

千葉県では嶋戸東遺跡以外に例がない。それにあわせて発掘調査報告書も 6冊刊行してきた(第2表)。

報告書にはその都度，調査成果にたいして遺跡の性格を反映した評価も行ってきた。しかし広域な遺跡範

囲で， しかも掘立柱建物が大半を占める遺構群が面的に広がるという状況に対して，確認調査を主体とし

た調査手法には自ずと限界があった。また報告書作成にしても時間的制約がある中で最大限の努力を尽く

してきたものの，現時点から顧みると，過去の調査成果を盛り込みながら総体的な観点から遺跡像を再構

築するというところまではなかなか手が回らなかったようにも思う 。また官衝を構成する遺構または遺構

群相互の評価には，相対的な評価というものも常につきまとうから，新しい調査成果が出るたびにそれま

-2-



で点でしかなかったものが線でつながったり面を構成するようになったり，また次の成果でそれが逆転し

たりという試行錯誤を繰り返すばかりで，なかなか結論にたどり着けなかったというのが実状である。

最終報告をまとめるに当たって，それらを今一度解きほぐして，以下でこれまで明らかになってきた課

題を浮き彫りにする意味も含めて，各調査次ごとの調査概要について触れておく 。調査内容がこれまで未

報告だ、った第9次調査については項を独立して記述することにした。なお各年度ごとの調査面積・調査期

間・調査担当者・当該報告書等については第2表にまとめたとおりである。

第1次調査

後述する(財)山武郡市文化財センターの調査によって明らかになった，後に前期政庁とした長舎建物

群3)(B -1・B-2)の位置を遺跡の中枢的な範囲と考え，その様相を明らかにするとともに遺構群の

広がりを把握するために，その北側を中心に調査トレンチを設定して調査した。その結果，長舎建物 (B

-1)の南東の柱筋上にも長舎建物が続いて，建物群が少なくとも鈎の手状に配置されている可能性が高

くなった。一方，南西部では 5間x3間で桁行の柱間す法が12尺等聞になる大型建物 (SB001)を確認し

た。柱掘方もl.5m前後ある大規模な造作である。この建物の評価をめぐっては，その後，様々な意見が

出る結果にもなった。北東部では後期正倉の基壇建物を 2棟確認し，西方でも掘立柱建物の一部を確認し

かなり広範囲に建物群が広がる様相を把握できた。こうした建物群の様相から，これらの建物群を古代武

射郡街を構成する遺構群である可能性を指摘した。なおこの調査の折りに，建物の建築方位に正方位と偏

向方位でも 2群あり，建築方位が大きく 3群あることを指摘した。つまり正方位と，西に200前後さらに

300前後振れるものの 3群で，それらが時間的経過の中で推移する可能性を想定しそれに基づいて建物

群の変選と占地の状況を捉えようとした。これら 3群の建築方位は後に，遺構の重複関係から偏向方位か

ら正方位に変遷していくことが明らかになり，正方位の遺構群を後期，偏向方位の建物群を前期として大

別するようになる。

第2次調査

おもに前期政庁域西側の建物構成を確認し大型建物 (SBOOl)の周辺部の状況を把握するための調査

を実施した。また遺跡範囲の把握という目的も加わり， 遺跡、の南限・西限を確認するための調査もあわせ

て実施した。前期政庁西側の建物構成については，長舎建物 2棟が南北に直列することが明らかになり，

政庁全体の配置構成を「コ」の字もしくは「ロ」の字配置になる可能性を指摘した。

なお(財)山武郡市文化財センターの調査では基準点測量を実施していなかったために，正確な位置関

係について不確かな部分があった。そこで平成18年度に外部委託でオルソ幾何補正を採用した座標復原を

行った。復原に当たっては調査当時の航空写真と公図を入手し現地調査も踏まえて. (財) 山武郡市文

化財センターより提供を受けた当時の写真 ・図面等に基づいて調査当時の座標系を復原し，ほほ当初の想

定どおりの位置で、建物群がみつかっていたことが確認できた (r第6・7・8次報告j4))。この成果によ

ってその後の調査で確認した周囲の建物群とほぼ閉じ精度を保って図上で合成することが可能になった。

また大型建物 (SBOOl)の南東部には偏向方位で，後に 8間 (22.8m)x 3間 (5.9m)の規模であること

が判明した長舎建物 (SB012)の一部を確認した。遺跡の広がりについては， 自然地形の谷頭が迫る

SB012の南側を南端とし，西限については掘立柱建物 ・竪穴住居の確認状況から，西側の崖線手前40mほ

どと考え，南北約130m.東西420mを超える範囲を想定した。
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第3次調査

第2次調査の成果を受けて，前期政庁を構成する建物配置を確認するために，前期政庁域の北東部と南

東部に調査区を設定した。北東部では西側の建物群に対応するような柱穴の一群を確認し南東部では

SB009の柱筋上で柱穴を確認した。これらから前期政庁の建物構成を偏向した東西方向に長い長方形の各

辺に，長舎建物各2棟を配置した「ロ」の字形の配置形態を想定した。全国の郡庁の建物配置を類型化し

た山中敏史はこの成果に基づいて 嶋戸東遺跡の前期郡庁を「ロ」の字状に長舎建物を配置した IA類に

分類して紹介した(山中 2004a)。

また総地業の礎石建物4棟を確認し平面的に前期郡庁域と後期正倉域が重なることから，前期郡庁は

後期正倉造営時には移転していたと考え，この時点から建築方位に基づいて建物群を前期・後期として峻

別するようになっていく o SBOOl周辺の調査では建物の西側で平行する 2条の南北溝 (SD007・008と

SD016)を確認しそれまでにSBOOlの東・北部で確認していた溝(状)遺構が. SBOOlの南側を除く 3

辺を一辺40m前後の範囲で、取り囲むという景観案を提示した。これによってSBOO1を後期郡庁の正殿とす

る具体的な格付けを与えたことになる。

第4次調査

第3次調査で想定したSBOOlの南側と西辺外側の調査と，そして遺跡の北限を確認するため台地北西部

の調査を行った。SBOOl西側の調査では建物の連続性が途切れることを確認した。SBOOl南側の調査では

SBOOlの梁行の柱筋を合わせた建物 (SB021)になることから正殿 (SBOOl)に対応する前殿相当の建物

と理解し郡庁としてはやや特異な配置形態を想定した。しかしSB021は第8次調査で推定位置に柱穴が

確認できなかったことから. r第6・7・8次報告Jでは柱穴の組み合わせを変更して報告し.SB021を

前殿とする想定については白紙に戻す結果となった。なおSBOO1を東・西・北の 3方向から取り囲むよう

に位置する 1条もしくは 2条からなる講を一連のものと考えて，内部の建物構成は不明としながらも東西

方向38m(約 3分の 1町)の郡庁域を想定した。台地の北西部については，谷頭付近で数条の溝を確認し

ただけで掘立柱建物は確認できなかったことから，地形的にみてもこの一帯を遺跡範囲の限界と考えた。

第5次調査

後期郡庁の南側の状況を確認するために. SBOO1の南方65mの地点で、調査区を面的に広げて調査を実施

した。その結果，後期の梁行を 3聞とする建物群がかなり密集して存在することが明らかになり，建物群

の中には 5間x3聞の低床の屋倉と考えられる南北棟総柱建物 (SB023) もあった。また前年度に台地西

部で遺跡の北限を確認したことから，第5次調査では北限の東部を確認することになった(第34区)。調

査区の南端では大型の総柱建物 1棟 (SB028)の一部を確認しそのやや北から東西方向の溝も確認した

ことから，後期正倉域がこの一帯まで進出していることが明らかとなった。調査区内で3条の溝を断面で

確認しているが，後に懸案となる後期正倉域の西辺で平行する 2条の溝との対応関係はこの時点では考慮

されていないが，いずれの溝も比較的掘り込みが大きく正倉域の区画溝として遜色ないものと判断した。

なお『報告Jでは建物の偏向方位に関連して. I迅速図」から確認できる偏向方位の道(佐倉海道)に注

目した。境川が開析した左岸台地縁辺をつなぐ唯一の幹線道路で. r第6. 7・8次報告Jでは近世絵図

に当時の主要道として描かれていることを指摘した。

第6次調査

SBOOlと第5次調査域との聞が空白域として残っていたために，その空白を埋めるための調査を面的に
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実施した。調査区はSB001の真南の一郭にあたり. SB001の南53mの地点で四脚門 (SB033) を確認した

以外には， 二重周溝をもっ後期古墳の周溝約 3分の 1と掘立柱建物 1棟と柵列 3基を確認したにとどまる O

南側に隣接する第 5次調査区の様相とはかなり異なって，閑散とした建物配置であることが判明した。

SB001をそれまでの想定どおり後期郡庁正殿とすれば，この空白地帯を正殿の前面に確保された儀礼ある

いは饗宴の場としての庁庭とみなすことが可能になった。その空間を限るように位置する四脚門の存在は

さらにその蓋然性を高めることになった。また平行して第5次調査で確認したSB028の西側の調査と台

地南部の崖線から台地中央に向かつて40mほどの地点に調査区を設定して，南限の区画等の存否を確認し

たが，現在も封土を残す前方後円墳 (SMOOl)の盾型周溝の一部を確認しただけで，官衝の区画施設まで

は確認できなかった。

なお第5次調査までは調査当該年度に発掘調査報告書を刊行してきたが，第 6次調査から第8次調査に

かけての調査成果に関しては，それまでの調査成果も踏まえて，第8次調査の翌年度にあたる平成17年度

に1冊の報告書としてまとめて刊行するという計画を立てた (r第6・7. 8次報告.Do

第7次調査

後期政庁については，この時点で一定の結論を得たと判断したことから，第 7次調査では後期正倉の具

体的な様相を明らかにすることを目的に調査区を設定した。調査区の選定に当たっては，それまでに確認

している礎石建物の配置状況 とくに南北方向に規則的に配列されている状況に注目した。そして区画溝

については平成4年に(財)山武郡市文化財センターが実施した島戸境遺跡の確認調査で、みつかっている

溝も含め(稲見ほか 1991).周辺の調査成果も総合的に検討した結果，正倉院北西部の様相についてはあ

る程度の見通しをもつことができたので，正倉院北西部の一郭に1，000ぱを超える調査面積を確保して調

査を実施することとなった。

その結果，礎石建物 1 棟 (SB032) ・塀 1 基 (SA007) ・帆立員式古墳 1 基 (SM004) ・溝 4 条 (SD039~

SD042)などを確認した。溝はそれぞれ東西方向と南北方向に 2条平行することがわかり，屈曲部分は確

認できなかったものの2条の溝がほぼ直角に折れ曲がって連続すると想定した。溝2条が平行する様相は，

その延長部分が昭和42年 (1967)に撮影された航空写真にソイルマークでも確認できることが明らかにな

った(図版17)。それらを判断材料として正倉院の規模を想定して，東西長約350m(3町半)にも及ぶ，

全国的にみても例のないほど大規模な正倉域を確保していたと考えた。正倉院の範囲がほぼ確定したこと

で，正倉院は中央部に谷地形を大きく取り込み，それまで、にみつかっていた正倉群についても西側では南

北に列をなして並置され，北側でも正倉が東西に列をなし囲繰する溝の各辺と谷の縁辺部を中心に正倉

群が配置されていた様相が次第に明らかになってきた。

またSB032の南側でみつかったSM004は近年まで封土があった古墳であることが判明したので，ある時

期にSB032とSM004の封土は正倉院の景観の中で同時に存在したと考えるに至った。それは正倉院の造営

にあたっては前代の墓域までも取り込んだものの，墳丘を削平するような整地工事まではしなかったこと

を示している。SB032とSM004の聞には塀 (SA007) も設置しているので，掘立柱建物から古墳を視覚的

に遮蔽する必要性があったこともうかがわせている。こうした事実は，栃木県上神主・茂原官街遺跡(梁

木ほか 2003)の例なども参考にすると，古墳の封土を削平せずに古墳と掘立柱建物とが景観の中で共存

した可能性について再度検討を要す課題にもなった。
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第8次調査

SBOOlを後期郡庁の政庁としたと考えた場合に，脇殿に相当する施設が未確認だ、ったために，最終的な

決め手に欠けていた。そこで第8次調査では東脇殿に相当する位置に当たるSBOOlの南東部の一郭を調査

した。その結果. SBOOlの前面には庁庭に相当する空閑地が確保されていることがわかったものの，脇殿

に相当する施設がなく，谷頭も間近に迫っていることがわかった。そして前面の空閑地には第6次調査で

確認していたSM002の周溝の東側約 3分の 2を確認し一帯に造営された掘立柱建物群が円墳の墳丘部分

まで進出していないことから，第 7次調査のSB032とSM004の調査成果も参考にして，円墳の墳丘を残し

たまま掘立柱建物群が造営された可能性も出てきて. SBOOlを郡庁の正殿以外の建物になる可能性も模索

するようになった。確かにSBOOlは建物規模が大きく，主要建物であることに変わりはないが，こうした

調査成果をうけて『第6・7・8次報告Jでは. SBOOlを非実務的機関の中枢的施設として，館などを一

つの候補とする案を提示した。

ここまでの経過を踏まえれば，嶋戸東遺跡を武射郡街を構成する遺跡とすることに大きな異論はないで

あろう 。この時点では後期の正倉院とともに機能していた実務上の中枢的施設である郡庁の所在が宙に浮

いてしまっているが，方半町程度 (54m)の規模が平均値となる郡庁よりも専有面積が広大な正倉院(後

期)の様相を区画としてかなり鮮明に捉えることができるようになってきた意義はもっと評価すべきであ

ろう。しかし出土遺物が少ない官街遺跡の多く場合がそうであるように，時間軸の定点を見いだしにくい

という感があるのは否めない。すでに述べたように柱穴の重複関係等から建物の建築方位の違いによって，

建物群が大きく 2 時期の変遷を辿ることが明らかになってきた。 つまり建築方位が真北から20度~30度前

後に偏向する建物群を前期，真北方位の建物群を後期としてきたように，建築方位が偏向方位から正方位

へ推移する。この建築方位の推移は， 一般に地方官街では 8世紀前半代に建築方位が偏向方位から真北方

第2表嶋戸東遺跡、の調査一覧

調査次数 発掘調査期間 調査面積 調査担当者 報告書名(略称) おもな遺構・調査対象地等

平成 9年10月1日 推定前期郡庁，後期大型建物 (SBOOl)・正倉区
第 1次調査 623ぱ 小林信一 I第 1次J

平成 9年10月31日 画溝口区-8区) (成東町)

平成10年10月1日 推定前期郡庁，後期大型建物 (SBOOl)・正倉区
第 2次調査 527rrl 小林信一 『第 2次j

平成10年10月30日 画溝，西方建物群 (9区-15区) (成東町)

平成11年10月1日 中央建物群北半部，推定前期郡庁，後期正倉域基
第 3次調査 500ぱ 香取正彦 『第 3次』

平成11年10月29日 壇建物(16区-23区) (成東町)

平成12年10月2日
第4次調査 600rrl 

平成12年10月31日
香取正彦 『第 4次J 中央建物群北半音[¥(24区-29区) (成東町)

平成13年10月1日 中央建物群南半部，推定前期郡庁，後期正倉域 (30
第 5次調査 604rrl 香取正彦 f第 5次』

平成13年10月31日 区-39区) (成東町・山武町)

平成14年10月1日 中央建物群北半部・南半部，後期正倉域 (40区~
第6次調査 602rrl 今泉潔 『第 6・7・8次J

平成14年10月31日 43区) (成東町・山武町)

平成15年10月l日 後期正倉域(基壇建物・区画溝)(44区-46区)(成
第7次調査 1.028rrl 柴田龍司 『第6・7・8次j

平成15年11月19日 東町・旧山武町)

平成16年 6月1日
第 8次調資 850ぱ 今泉潔 『第6・7・8次j 西方建物群・後期正倉域 (47区) (山武市)

平成16年 6月30日

平成18年10月2日
第 9次調査 579rrl 今 泉潔 本報告 西方建物群 (48区-52区) (山武市)

平成18年10月31日
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位へ変化するという傾向と軌をーにするものとみることができる。また正倉の礎石建物の前身に同位置で

これは 8世(後期正倉域SB032a'bなど)。大型の掘立柱建物を造営していたことが確認できた例もある

紀後半以降，郡街遺跡、で礎石建物が占める比率が高くなるという流れのなかで理解できるものである。嶋

そ戸東遺跡では大きくこの 2点を時間軸の定点に据えれば，全国の地方官街遺跡の調査例に照らしても，

の趨勢から大きくはずれるものではないことは確かであろう 。

第 1次調査以前の周辺の調査成果(第 1・2図)

既述したように，嶋戸東遺跡の継続的な調査の契機となったのは，平成 3年に (財)山武郡市文化財セ

ンターが宅地造成に伴う調査で長舎建物 2棟 (B-l'B-2)が iLJ字形に配置されていることを確

1994) 5) (第 2図)0i武射寺」・(山口さらに建物を壊して開削された南北溝を確認したことによる認し

「大寺」の墨書土器が出土した真行寺廃寺(篠崎 1983・天1982.沼j宰ほか1937・沼i宰1934 .平野ほか

さらに周辺に散在する古墳時代後期の古墳群の景1985)とは至近の距離にあり，1984・谷川ほか野ほか

観が埴生郡街推定遺跡、である大畑 I遺跡と近似することなどから，郡街関連遺跡である可能性が高いこと

を指摘した。この調査を契機として嶋戸東遺跡で継続的な調査が行われるようになった。これらの建物群

は，後に前期政庁を構成する建物群の一部と評価するようになる。また翌年には個人専用住宅の開発申請

に伴って島戸境遺跡の確認調査が実施され，南北構 3条と古墳時代後期と推定される竪穴住居8軒を確認

1991)。確認した 3条の溝のうち 2条が，後に正倉院を囲緯する西辺溝に相当することがした (稲見ほか

明らかになった。

嶋戸東遺跡の西北では耕作中に鏡・玉類が出土したことから島戸境 1号墳の調査が実施され，イ方製鏡4

1994)。(平山ほか面と玉類を副葬品とする，径30m前後の前期古墳(円墳)であることが明らかになった

後にこのj梓が正倉院を囲緯する東辺調査で墳正の一部を壊して南北に走行する南北構の一部がみつかり，

溝の一部と推定されるようになった (W第6・7・8次報告J)。また周辺の古墳についても現状確認が行わ

れて，正倉院西北部で新たに古墳3基の高まりを確認しそのうちの 1基である島戸境3号墳が第 7次調

査で確認したSM004になる。島戸境 1号墳の主要な出土資料は平成 7年 3月に千葉県指定有形文化財(考

1995)。古資料)に指定された(千葉県教委

眼下を流れる境川が大きく左へ屈曲する左
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岸の台地一帯が真行寺遺跡になり その一部を平成8年 (1996)に(財)山武郡市文化財センターが調査

を実施した(山口 1998)。調査は約1O.000rriを調査対象面積として，その 3%について確認調査を行った。

その結果，古墳時代後期の竪穴住居2軒，奈良・平安時代の竪穴住居3軒を確認したのみで，官衝に直接

関わる遺構等は確認していない。真行寺遺跡は嶋戸東遺跡が位置する台地からは20mほど低くなり，嶋戸

東遺跡と境川との中段に位置することになる。嶋戸東遺跡の官街域が成立・充実していくなかで，眼下を

流れる境川が果たした役割等を考えるうえで，非常に興味深い地点に位置する遺跡である。

2. 第9次調査の概要(第3図)

それまで後期郡庁の中枢施設と考えていたSB001が，第8次調査の結果，脇殿等に相当する施設がみつ

からず決定打に欠けることから，後期郡庁については一端白紙に戻るかたちになった。そこで後期正倉院

の調査成果に基づいて 再度 後期郡庁の所在を確認することを最重要課題とした。調査地の選定にあた

って念頭に置いたのは，位置 ・規模等とも明確な正倉院からの位置関係と地形上の問題である。これまで

の全国的な調査例に照らしても.郡庁と正倉院の位置関係について規則性は見い出せない。一般的に国庁

がある一定の範型を持ち合わせているのにたいして 郡では在地の主体性や実情，そして地理的特性が優

先した結果と考えられているからである。

¥J 
¥

/

州コ

⑧

/¥[¥
 

〉長発

/ 

¥/ W 
¥/ 

λ¥  ぷク

，〆〆/〆 ぺ~ 
¥、¥'C'y):汲4;4タ=ω〆/ 

十

v :;22訟¥ / ザ~-A~y 一

/ 

(J : 1.(00) 100m 

/、¥/
第3図 第9次調査(西方建物群)

¥¥ ど/

-10-



そこで注目されるのが [倉庫令』第二十二にみえる正倉と他の官舎群との距離関係に関する規定である。

そこには「凡倉。皆於高燥処。置之。側開池渠。去倉五十丈内。不得置館舎。」とあり，正倉を他の官舎

から50丈(約150m)以上離すことを規定している。しかしこれまでの具体的な調査例では正倉院から150

m以内に郡庁が存在している場合がほとんどで(山中 1994) ，むしろこの規定を道守していない場合の

方が多いということがわかってきた。

これらから調査の候補地を，後期正倉院から150m以内の地点で，地形的には周囲の台地のなかでわず

かにしても標高がもっとも高い地点6)という観点から選定しその結果，正倉院西側の地点を候補地とし

た。この一帯はこれまでの調査成果に照らしても，候補地周辺は高い密度で掘立柱建物の存在が期待でき

る地点にもなか北側では南北から谷が迫って台地の幅を狭め，北側については地形的にかなり制約を受

ける一角になるので，調査地としてもっとも妥当と判断するに至った。調査地は大型東西棟建物 (SBOOl)

の北西50m-100mの地点に位置することになるので， SB001の性格・機能を考える上でも重要な地域と

なる。

トレンチ状の調査区を設定後，重機で表土を除去し遺構の確認状況によってそれを拡張するという調

査方法で調査に臨んだ。調査区の具体的な設定にあたっては，専有面積が限定的な正殿等の建物よりも，

郡庁域を画する施設を見極めることに主眼をおいた。つまり正殿にたいする左右の脇殿，あるいは正殿を

「ロJ字状に取り囲む回廊もしくは長舎建物であれば，線的な調査からでも捕捉できる確率が高いと判断

したからにほかならない。また後期郡庁を調査の対象にするので，後期建物群の建築方位がほぼ真北方位

になることから，調査区も四方位に合わせ， トレンチの幅も 3mを基本とした。

第9次調査では，最終的に掘立柱建物群がもっとも まとま っていた第51区を中心に調査区を拡張し最

終的に579rriの確認調査を実施した。以下で調査区ごとの概要について触れておく(括弧内は調査時の調

査区名)。なお柱穴を多く確認した第51区については電子平板測量で遺構実測を行い，その他の調査区に

ついては簡易造り方による手実測で遺構実測を行った。調査の終了段階には小型遠隔操作ヘリコプターに

よる空中写真撮影を調査区やおもな遺構ごとに実施して，埋め戻した。

第48区 (Aー1区) 耕作によるトレンチャーが格子状にはいり，遺構の確認状況はあまりよくない。竪

穴住居4軒を確認した。古墳時代前期・後期の竪穴住居とともに 9世紀後半の竪穴住居 (SI056)を1軒

確認し郡衡の中枢域の位置によっては廃絶時期を示唆する住居になる可能性がある。

第49区 (8-2区) 南北棟建物 1棟 (SB045) と， 2基の塀・柵列 (SA012. SA013) を確認したのにと

どまる。柱掘方径がやや大きい柱穴も確認したが，建物を復原するまでには至らなかった。塀・柵列は真

北方位にたいする振れが大きく その果たした役割については不明である。

第50区 (8-1区)調査区の中央部より北側で山砂が帯状に堆積したSX005を確認した。SX005はいった

ん地山を皿状に浅く掘りくぽめ，そこへ黒褐色土・暗茶褐色土の混合土を充填して水平に整えて，その上

に最大厚12cmで白色砂を積み上げている。出土遺物としては，被熱痕跡を残す土師器聾の上半部が砂にめ

り込んで、出土した。この種の遺構は嶋戸東遺跡でははじめての調査例になり，周囲に関連する遺構も確認

できなかったので，その性格については不明で、ある。また第 1次調査第5区で確認した掘立柱建物の北側

部分にあたる調査区になるが，今回の調査成果から一部柱穴の組み合わせも含めて，建物規模を再度見直

す結果になった。

第51区 (C-1・2区) 掘立柱建物が密集した地域になる。調査区の西端に南北溝 (SD047)が走行し
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掘立柱建物の一部が壊されている。SB040-SB044の5棟の掘立柱建物とSAOlO・SAOl1の 2基の塀 ・柵

列を確認した。掘立柱建物の建築方位はいずれも真北方位から数度のずれのなかにおさまるので，後期の

建物群で構成されていることになる。その中でもっとも注目されるのがSB040である。SB040は桁行4間

以上，梁行3間の東西棟床束建物で，北側柱列の一部に柱筋溝状遺構を敷設するのが特徴である。柱掘方

径は 1mを超え.柱痕跡の径も35cm前後あか造作の大きい建物であったことを物語っている。SB042.

SB043も建物の平面形式を梁行3聞に復原できるので，この地区に梁行 3間の建物が比較的集中すること

が判明した。また調査区西北部でも. 1辺長 1mを超え，柱掘方が方形になる. SB040と同等かそれ以上

の柱穴 1基がSD047に壊されているのを確認しているので，その集中範囲はさらに北西にも広がるようで

ある。なおこの調査区の柱穴では柱抜取り穴に白色系の砂が堆積する柱穴としない柱穴とが混在しており，

これまでの|嶋戸東遺跡の調査のなかでは前者の比率が高い傾向にあるといえよう 。

第52区 (C-3区) 調査区中央の南端部で桁行の北側柱列と考えられるSB039を1棟確認しそれ以外

にも柱掘方径がやや大きい単独柱穴を数基確認した。調査区西端部で、は第51区で、みつかったSD047の延長

部分と考えられる溝が. 2軒の古墳時代後期の竪穴住居 (S1061. S1062) を壊して南北に走行する。

なお平成18年度から嶋戸東遺跡の発掘調査 ・整理作業について指導し専門的な見地から調査成果を検

討するために，学識経験者(河原純之 ・阿部義平)・地元関係者 ・財団職員からなる千葉県教育庁教育振

興部文化財課を主管課とする 111鳴戸東遺跡確認調査指導委員会」を設置し将来的な保存 ・活用・整備を

検討する体制を整えた。平成18年10月28日には遺跡周辺住民及び一般県民を対象として現地説明会を開催

し 天候にも恵まれ72名の参加があった。

3. 報告書の作成

本報告を嶋戸東遺跡に関する最終的な報告書とするために，調査指導委員会(会議)の下部組織として

作業部会を設置し報告書作成に関する実務的な作業を実施していくことになった。作業は平成19年度 ・

20年度の 2箇年にわたる。作業部会は財団文化財センター職員 栗田則久・郷堀英司 ・今泉 潔・小林信

一 ・半樺幹雄の 5名からなり，それ以外の組織からは，萩原恭一 (国立歴史民俗博物館)・平山誠一 (山

武市教育委員会)・糸原 清(財団房総のむら)の 3名が参加した。作業は報告書刊行に向けてこれまで

の調査成果の再検討を踏まえながら 報告書の構成から検討し 執筆内容 ・掲載図面の選択 ・報告書の体

裁・用語の統ーなどの討議を経て，最終的に報告書の執筆分担を決定した。執筆分担は以下に掲げるとお

りである。

第1章第 1節今泉，第2節今泉，第3節栗田

第2章第 1節小林，第2節郷堀，第3節小林，第4節半j畢，第5節今泉

第3章第 1節郷堀，第2節-1 今泉，第2節-2 萩原，第 3節今泉，第4節小林

第4章第 1節-1 小林. 2 郷堀. 3 小林 ・半揮. 4 今泉，第2節萩原

第3節栗田，第4節郷堀，第5節-1 糸原，第5節 2 今泉，第6節今泉

付章 阿部義平

そして全体の構成も含めて，最終的に今泉が編集した。
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第3節遺跡の位置と環境

1.遺跡の位置と地理的環境(第4・5図)

嶋戸東遺跡の所在する成東町・山武町(現山武市 以下，合併以前の件に関して記述する場合に旧を省

略して旧町名のまま記載する場合がある。)は，房総半島東部，九十九里平野の中央部から内陸の台地上

にかけて位置する。遺跡の範囲は，成東町大字島戸 ・野堀・真行寺から山武町大字麻生新田におよぶ。

遺跡が位置する台地は 九十九里平野に流入する境川の左岸にあたり，台地平坦面で、標高50mを測る。

西側を流れる境川の谷底平野とは35mほどの標高差があり，現状では急峻な崖面を形成している。境JIIは

山武町横田付近を源流とし九十九里平野に流入する山武町殿台で南側から流れ込む成東川と合流し，作

田川となって太平洋に注ぐ。本遺跡は，境川下流域の屈曲部に面しており，郡街という性格上.境川及び

河口部の沖積地が交通上重要な位置を占めていたものと思われる。

九十九里平野沖積地の地形的特徴については，森脇 広によって研究されているが，それによると，

九十九里平野には10数列の砂堤が認められ，規模や堤間湿地の発達度合などにより 3群に区分し，内陸か

ら海岸に向かつて. )11買に第 I砂堤群，第 E砂堤群，第E砂堤群と呼称した (森脇 1979)。また，その形

成時期を第 I砂堤群が縄文時代中期，第E砂堤群が縄文時代後期，第E砂堤群は古墳時代に陸化し始めた

とした。森脇の提示した九十九里平野の地形図を参考に，周辺の平野部の地形をみてみよう(第4図)。

九十九里平野北部と南部は比較的類似した地形を示すが 本遺跡周辺の中央部は様相が異なる。図でも明

らかなように第E砂堤群が広く発達し，第 I砂堤群がほとんど認められない。九十九里南部地域では海岸

の急速な前進に伴い，第 I砂堤群が形成されるが，中部から北部にかけては砂堤の形成は顕著で、はなく，

遠浅の海が広がっていたとされる(森脇 1979)。縄文後期から弥生時代にかけての小海退にともない第E
ま がめ

砂堤群が形成される。木戸川から真亀川にかけては，幅の広い第E砂堤群の形成によって台地側と海側が

遮断されるようになり，広い低湿地や潟が生じたようである。この状況から，本遺跡が所在する台地下の

平野側には広い潟湖が形成されていたことが想定できる。現境川の河口部には. I津辺」という字名が現

存しており，想像を遣しくすれば，沼沢地化した潟湖を利用した「津」を形成していたのかもしれない。

2. 遺跡の歴史的環境(第5・6図)

嶋戸東遺跡、はすでに述べたように，古代上総国武射郡街に推定されている。平城京の長屋王邸出土木簡

の和銅 6年 (713)の年紀のある木簡によると. I上総国武昌郡高舎里荏油四升八合和銅六年十月Jとあり，

武射に武昌の用字を当てていたことがわかる(渡辺編 2001)。また 『和名類衆抄J(池遁 1976)によれば，

巨備 ・加毛・理倉 ・押狼 ・長倉 ・畔代 ・片野・大蔵 ・新居 ・新屋・埴屋の11郷をあげ. r養老令j戸令の

郡の等級によれば武射郡は中郡に相当する。古代武射郡の郷名のいくつかは現地名からその遺称地をうか

がえるので，それらを手がかりにおよそ古代武射郡の版図を中心に，古墳時代から奈良・平安時代の遺跡

を取り上げて，嶋戸東遺跡を取り巻く歴史的環境について触れておくこととする。
しんせきど

弥生時代の遺跡は少なく 境川下流域の成東町比良台遺跡群を構成する八坂台遺跡や真赤土遺跡(山口

ほか 1992)で，後期から古墳時代前期にかけての小規模な集落，早船遺跡で後期の集落が確認されてい

る程度である。嶋戸東遺跡、でもこれまでに 7軒の竪穴住居を確認しているが，いずれも後期に属し北関

東系の附加条縄文を施文する土器が出土している。

古墳時代の遺跡については，集落よりも大形古墳を含む古墳群が注目されている。当該地域は国造制下
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第4図 九十九里沿岸の地形と主要古墳の分布 (森脇の砂堤群を合成)
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しがのたかあな のみや わに白おみ ひニおけ つのみ二と ひこ

の武社国に含まれる。武社国造は志賀高穴穂朝(成務天皇)の御世に，和週臣の祖・彦意祁都命の孫の彦
おしひとのみこと

忍人命を国造に定めたのを始祖とするという 。大形の古墳を含む古墳群が境川流域や南側の成東川流域に

多く分布する。境川流域左岸には，北から胡摩手台古墳群，麻生新田古墳群などの大形古墳を主墳とする

古墳時代後期から終末期にかけての古墳群が所在している。この中では，中流域に位置する胡摩手台古墳

群中の胡摩手台16号墳(萩原 1995)が全長85mの前方後円墳で，横穴式石室の様相から終末期の古墳と
きょヲそうづか

考えられる。また，下流域の麻生新田古墳群にある経僧塚古墳(径45m) (市毛 1971)・カブト塚古墳

(径43m) (jll戸 1966) は大形の円墳で，埴輪をもっ経僧塚古墳から埴輪が認められないカブト塚古墳へ

と変遅していったことが想定される。同古墳群には終末期の方墳も認められるが，主墳となるような大形

のものは確認されていない。したがってこの流域の最後の大形古墳は，方墳ではなく，前方後円墳である

胡摩手台16号墳ということになろう 。

一方，成東川流域左岸には大形墳を含む板附古墳群が所在する。埴輪の有無や墳形，横穴式石室の様相

などから，西ノ台古墳(全長90m) (軽部 1958・杉山ほか 1991)から不動塚古墳(全長63m) (軽部ほか

1952・軽部 1955・平岡ほか 1996)へと推移する前方後円墳の流れ及び後続する終末期の方墳，駄ノ塚

古墳(1辺60m)が築造される(安藤ほか 1980・白石ほか 1996)。駄ノ塚古墳は二重周溝が巡り，軟質

砂岩の複式構造の横穴式石室を採用している。出土した須恵器の年代等から 7世紀第 1四半期の首長墓と

考えられている。印波国造領域の岩屋古墳と同様に， 一国内に大形方墳が1基築造される典型的な例と思

われる。終末期方墳と初期寺院及び郡街の造営を一連の流れとして想定できるならば，駄ノ塚古墳・真行

寺廃寺 ・嶋戸東遺跡のセ ットが考えられる。それらの位置関係や埴生郡街との比較等については後章で検

討する。

周辺の集落については，これまでの調査が少ないため，詳細は不明と言わざるを得ない。嶋戸東遺跡で

は，多くの古墳時代の竪穴住居を確認している。確認調査のみのため年代等明らかではない部分が多いが，

かなり大規模な集落と思われ 真行寺古墳群等を支えた集落が展開していたと考えることができ ょう 。境

川流域左岸の九十九里平野を望む台地上にある比良台遺跡群でも大規模な集落が確認されている。比良台

遺跡・八坂台遺跡・真赤土遺跡の 3遺跡(山口ほか 1992)があり，確認調査を主体とするが100軒に近い
〈 ぽゃっ

古墳時代後期の竪穴住居を確認した。境川中流域左岸の山武町久保谷遺跡(加藤ほか 2000)では古墳時

代中期から後期のかけての集落がみつかり，近隣の古墳群の母体となった集落と考えられている。

一方，低地に目を向けると，嶋戸東遺跡の位置する台地下にあたる境川A遺跡(黒沢 2002)の調査で

は，古墳時代前期の土師器とともに当該期主考えられる疑似畦畔を確認し古墳時代前期には一帯がすで

に生産・生活の領域として利用されていたものと，思われる。

奈良・平安時代の調査例もそれほど多くないが，境川流域に初期寺院とされる真行寺廃寺(沼浮

1982・沼津ほか 1983・滝口 1983・天野ほか 1984・谷川ほか 1985)・埴谷横宿廃寺 (坂詰 1960・糸原

1998) ，成東川流域に湯坂廃寺(中村ほか 1971)が位置する。真行寺廃寺は，部分的な調査であるが，掘

り込み地業で基壇が構築された金堂及び基壇周縁に瓦積み化粧を施した講堂を確認している。基壇建物以

外には，掘立柱建物や竪穴住居 ・鍛冶工房があり，竪穴住居は10世紀後半，鍛冶工房跡は 8世紀末から 9

世紀初頭の年代である。創建期の瓦は，素文縁単弁十三葉蓮華文軒丸瓦・雷文縁八葉複弁蓮華文軒丸瓦

(紀寺式)と二重弧文軒平瓦 ・素文軒平瓦の組み合わせである。補修瓦としては，素文縁単弁十四葉蓮華

文軒丸瓦と格子・平行・斜格子叩き目をもっ桶巻き作りの平瓦が8世紀中葉まで用いられる。8世紀後半

-15-





以降は，重廓文軒平瓦と縄叩き目平瓦に特異な文様の叩き目をもっ平瓦が加わる。瓦以外には墨書土器や

瓦塔などが出土している。墨書土器には. i武射寺J. i大寺」 ・「仏工舎J. i寒川IJなどがあり. i武射寺J

の墨書土器から，本廃寺は古代武射郡の郡名寺院であることが明らかとなった。また創建期の瓦の一部が

埴谷横宿廃寺・湯坂廃寺と共通することから，真行寺廃寺をネットワークの要とする造寺・造瓦活動が進

められた可能性が高い。8世紀後半に創建された小川廃寺では，真行寺廃寺の補修瓦と同箔の瓦が採用さ

れ，この段階でも真行寺廃寺が中核的な寺院であったことを物語っている(福間 1998)。
くぽゃっ

境川中流域左岸の集落の調査例として注目される遺跡に，前述した山武町久保谷遺跡(加藤ほか

2000)がある。古墳時代を主体とした集落遺跡だが 南北方向に伸びる古代道もみつかっている。出土遺

物等から，奈良時代に整備された道路跡と想定されている。この道路跡は，嶋戸東遺跡を抜けて九十九里

平野に向かう 旧佐倉海道に並行しており，官道と して機能していた可能性が高い。境川中流域右岸の妙見

崎台遺跡(吉田 2001)は. 6世紀後半から 9世紀中頃までの小規模な集落であることがわかった。古墳

時代後期を主体とするが. 9世紀代の竪穴住居からは真行寺廃寺や埴谷横宿廃寺に類似した丸瓦・平瓦が
。がしかぜふきやま

出土しており，周辺寺院との関連を窺わせる。境川と成東川のほぼ中間に位置する新坂遺跡・東風吹山遺

第6図 板附古墳群(駄ノ塚古墳ほか)と栗焼棒遺跡
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かぱの

跡・蒲野遺跡(石本ほか 1995)は部分的な調査ではあるが，古墳時代の遺構はなく. 8世紀から10世紀

にかけての比較的まとまった集落がみられる。

成東川中流域右岸の鷺山入遺跡(山口ほか 1999)では，竪穴住居31軒，掘立柱建物 8棟などがみつか

った。掘立柱建物群は 1箇所に集中し片面廟建物 1棟も含む。近くの竪穴住居からは「山宝寺」と書か
くりやきぼう

れた墨書土器も出土しており，仏教的色彩が強い集落である。成東川中流域左岸に位置する山武町栗焼棒

遺跡(栗田 1995 .半浮 1994 .加藤ほか 1998)は，駄ノ塚古墳とは同じ台地上の西方500mのところに位

置し. 7世紀から 9世紀代にかけての集落が営まれている。集落は古墳時代後期を主体とするが，特筆す

べきなのは 8世紀後半から 9世紀前半にかけて造営された長大な掘立柱建物が2棟みつかったことである

(第 6図)0 1号建物は桁行11間 (19.2m) x梁行4間 (6.8m) の東西棟側柱建物で，柱聞は約 6尺 (1.8

m)になる。柱掘方はほぼ円形で掘方の上部には山砂が堆積する柱穴もみられる。2号建物は桁行10間以

上 (11.6m以上) x梁行3間 (6.3m)の南北棟側柱建物で，柱聞は 1号建物とほぼ同様で，桁行では6.3尺

(1.9m)で，梁行では中央の聞がやや狭く 5尺 (1.5m).その両脇の聞は広くなって2.0m~2.8m になる 。

柱掘方はほぼ円形で. 1号建物よりは掘方径がやや大きくなる傾向がある。2棟の掘立柱建物は740の角

度で南西を開口するように「ハ」の字状に配置している。

建物周辺の竪穴住居は 7 世紀後半と 9 世紀代が占め • 8世紀代の竪穴住居を欠くことから. 2棟の掘立

柱建物の時期を竪穴住居の空白期間に当たる 8世紀代に比定している。2棟の掘立柱建物には建て替えの

痕跡がなく，長期にわたる使用は想定できないものの これほどの大型建物は一般集落ではみられないも

のである。具体的な性格についてはこれからの課題とするにしても，集落とは排他的な関係を維持しなが

ら掘立柱建物が成立している事実を重要視するなら，集落から分離した地方末端官街の一例と考えること

も可能で、あろう (山中 2004b)。

一方，畑で銅印「山漣郡印jが発見されて有名になった八街市滝台遺跡は，昭和43年の発掘調査の結果，

古墳時代後期から平安時代にかけての竪穴住居29軒なとeがみつかった(丸子 1968)。うち 4軒の竪穴住

居には小鍛冶を行っていた痕跡があった。論文の中では，ほかに高床倉庫とされる総柱の掘立柱建物4棟

及び5間x2聞の掘立柱建物をあげているが，正式な報告ではないため詳細なことまではわからない。郡

印の発見から近在に山辺郡街の存在した可能性もあるが，遺跡の性格が今ひとつ不明なこともあってはっ

きりしない。なお銅印「山遺郡印Jはタテ・ヨコ4.80cm. 全高5.40cmの，紐を通す孔のない孤鉦無孔の印

で• ~n面4.7cm四方のなかに力強い書体で，彫りの深い印文を刻んでいる 。 字形が典型的な楕書体である

ことから，天平勝宝~天平神護年間 (749~767) の所産と考えられている(佐々木ほか 1996 .平川

1999・平川 2001)。郡印中でも優品の部類に属し，昭和46年(1971) 6月22日に重要文化財(考古資料)

に指定された。

成東川と境川が合流する作田川流域の平野部では，第 E砂堤群上に位置する小泉遺跡(平山 1999)で，

奈良時代と思われる溝から. 8世紀後半の土師器杯に「中道jと書いた墨書土器が出土している。同じ第
そうさ

E砂堤群上に立地する八日市場市(現匝瑳市)平木遺跡、(小久貰 1988)でも「大道上」と墨書した土師

器杯が出土しており，砂堤群を利用した往来の存在を想定できる。先述の旧佐倉海道や津と関連して注目

される。

当該地域は古墳時代には武社国に相当 し 律令制下になって 北部の武射郡と南部の山遁郡に分かれる。

ここでは，武社国の範囲の中でもう少し広く流域ごとの遺跡の動向をみてみる。北から，木戸川・境川・
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作田川・真亀川 ・南白亀川の各河川がある。古墳の様相からみると，木戸川から作田川にかけては，古墳

時代後期から終末期にかけての大形古墳が連綿と営まれているが，南の真亀川・南白亀川には大形古墳は

認められない。一方，古墳時代から奈良 ・平安時代にかけての集落にも流域ごとの特徴がみられる (栗田

ほか 2005)。木戸川流域では 6世紀代から 7世紀代の集落が多く. 8世紀以降はきわめて小規模な集落

が散在するのみになる。南側に位置する境川・成東川流域では，本格的な集落の形成は 7世紀以降で，栗

焼棒遺跡を除く他の遺跡は 8世紀代が中心となり. 9世紀代には縮小化する。さらに南側の真亀川流域は

7世紀から 9世紀代にかけて継続して集落が営まれるが. 8世紀代に大集落がみられるようになる。また，

南白亀川流域は 7世紀以前の集落は少なく. 8世紀から 9世紀にかけて大規模な集落が営まれ.10世紀以

降まで継続するものもみられる。

このようにみてみると，各流域ごとの古墳と集落の変遷が同様の推移を辿っている。木戸川流域では，

殿塚・姫塚古墳に代表されるような大形古墳を含む古墳群を支えた集落が展開する。南側の真亀川でも大

形古墳を含まない古墳群の母体となった集落は存在するものの，以降の奈良 ・平安時代の集落が主体とな

る。この傾向は南白亀川で顕著となり，古墳がほとんど認められず，該期の集落も少ない。一方で、，奈

良・平安時代からの大集落が出現してくる。本遺跡が所在する境川・作田川流域は，木戸川流域と真亀

川・南白亀川流域の両者の様相が混在している地域で，この流域付近が武射郡と山遺郡の郡境に相当する。

胡摩手台16号墳(萩原 1995)や駄ノ塚古墳のような終末期の大形古墳が営まれる一方で. 8世紀代にピ

ークを迎える集落の展開，武射郡街の造営や真行寺廃寺の建立など，古墳時代終末から奈良時代にかけて

国造制下の武社国及び律令制下の武射郡の中心地となったものと思われる。

中世以降の遺跡については調査例が少ないが，ここでは，中世の荘園経営を中心に簡単にふれておく。

中世前期の山武地域は，千葉氏・印東氏 ・鏑木氏なと千葉・上総系氏族の支配下にあったようである。

こうした在地有力層によって武射御厨をはじめ，山辺庄・山辺保などの荘園が開発されていった。武射御

厨は， 三浦一族がほとんど壊滅して北条氏が独裁体制を確立した宝治合戦(宝治元年 (1247))以降，千

葉氏の所領が足利氏に与えられ，その一部が伊勢神宮に寄進され成立したものと考えられている。その範

囲については. r荘園志料j(清水編 1933)によれば成東町南部から東金市武射田付近の比較的狭い範囲

を想定している。武射御厨の経営年代については不明で、あるが，応永8年(1375)の「市原八幡宮国役注

進状」には，武射南郡と北郡という新体制の地方行政単位に変貌を遂げ. I御厨の解体が窮知される。」

(伊藤 1986)としていることから，この段階には御厨の衰退が想定される。

『和名類来抄j(池遊 1976)では. I武射郷」が「武射郡」ではなく「山遁郡」に属している。9世紀

末に興福寺に施入された上総三荘の一つである「藻原庄」に代表されるように，平安時代以降の荘園開発

が行われ，それが武射地域南部にも及んで、いた可能性がある。「武射郡」の郡名郷である「武射郷」が

「山連郡」に編入されたのも，武射御厨をはじめとするそうした荘園開発という契機が背景にあったので

あろう。その過程が郡の再編という形で 『和名類衆抄』の編纂に投影されたのではなかろうか。これにつ

いては，第4章で改めて詳述する。

なお近代の市制町村制施行の時点(明治22年 (1889)4月1日)では，武射郡は成東町を筆頭に，現山武

市 ・現横芝光町 ・現芝山町に含まれる 1町14村から構成されていた。それが明治30年 (1897)に山辺郡

と合併することになって，山武と武射の郡名から 1字ずつをとった山武郡が誕生して，古代律令期から連
tr if だ

綿と受け継がれてきた武射郡という郡名はこのときをもって消滅し東金市の作田川下流の右岸の武射田
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という，武射郷の遺称地とも目されている小地名だけが，今に伝えられている。

注

1 以下の説明では，遺跡の性格上，具体的に郡街という呼称を使用する場合があるが，大宝令以前の評街から

郡街への転換を見極めるのは非常に困難なので， とくに断らない限り評制下の官街施設も含めて郡衡と総称す

る。

2 数値は IWeb版TTKY2 ]GD Ver1.3.79パラメータ Ver2.l.1Jによる。「日本測地系」は「旧日本測地系

(Tokyo Datum) Jを指し， I世界測地系」は「日本測地系2000(J apanese Geodetic Datum2000) Jを指す。

3 桁行7間以上の細長い平面形の建物を長舎建物と仮称することがあるが(山中 2004a)，前期建物群は桁行6間で，

その分類からいえばこれらの建物は短舎建物になる。しかし地方官街官舎の平面形式の分布をみると桁行5間と 6聞

の間ですでに大きな落差があり，桁行6間でも梁行が2間程度の場合にはその平面形を長舎建物と表現しても差し支

えないと判断して，嶋戸東遺跡、の前期建物を象徴的に表現するために桁行6聞の建物でも長舎建物と表現することと

した。なお(財)山武郡市文化財センター調査時には， B-1の建物形態を回廊の一部と考えていた(山口 1994)。

4 以下，財団が実施した嶋戸東遺跡の報告書を引用する場合には，調査次数の略号を用いて当該調査報告書を指

すこととした。第1次の調査報告書に関しては標題に次数を明記していないが，これを第1次として取り扱った。

5 嶋戸東遺跡の基礎資料として，山口直人 1994I付篇調査報告 E嶋戸東遺跡Jr山武郡市文化財センタ一年

報jNo. 9 (財)山武郡市文化財センターは度々引用することがあるので，以下では『年報Jとだけ略す。

6 神野向遺跡(推定常陸国鹿島郡街)の郡庁の場合も，郡庁の位置を確認するにあたって，それまでにみつかっ

ている正倉院内よりも 0.5m~ 1.5m標高の高い地点を候補地に選定して調査した結果，郡庁の位置を突き止めて

いる(本田ほか 1985)。
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第2章遺 構

第 1節建築方位から見た画期と地区の設定

前章までの説明ではこれまでの調査成果に基づいて，時期的なことを表現する場合に前期・後期という

呼称をそのまま継承してきた。つまり嶋戸東遺跡では建物の建築方位にしたがって，斜め方位と正方位の

二者があり，斜め方位を前期，正方位の建物を後期と呼称してきたのはこれまで述べてきたとおりである。

さらに前期を詳しくみると，斜め方位の建物には西へ30度前後振れるものと20度前後振れるものがあるこ

ともわかってきた。それらを含めると嶋戸東遺跡では 3方位の建物群の存在を想定することが可能になる。

その 3方位の相対的な関係を数少ない柱穴の重複関係からみていくと，時期が新しくなるにつれて建築方

位が正方位に近くなるという傾向のあることがわかってきた(第7図)。

以下の説明では遺構の変選を跡づけることを念頭において，個々の建物を中心に説明していくので，少

なくとも前期の二者の建築方位については，便宜的にでも分別しておいたほうが説明しやすい。後期につ

いても 8世紀代と 9世紀代の様相を対比させる場合もあり得るので，その場合には概念的ではあっても両

者を分離しておきたい。これらを前期・後期の 2区分だけで説明するのは煩墳になるので，新たに建築方

位に基づく I期から凹期の時期区分を設定することとした。

I期は前期の西へ30度前後振れる建物群で，その時期の政庁域と考えている建物群を中心とした範囲に

分布する。E期は前期の西へ20度前後振れる建物で，建物群として集中する箇所までは把握できていない

が，中央建物群を中心に分布する傾向がある。したがって I期 .1I期がこれまでの前期に相当することに

なる。暦年代については 7世紀後半-8世紀前半のうちに収まる年代を一つの目安としている。E期がこ

れまでの後期に相当しさらに a. bの小期を設定した。IIIa期は正倉域で確認できた，掘立柱建物から

礎石建物へ変遷する事例を象徴的に捉えて設定したものである。これは全国的にみて 8世紀後半以降，掘

S6036 

0 (1 : 50) 1m 

ーム， 際、。 (J : I∞) 

Eニニニニニニニニコ (47) 

第7図 建築方位の異なる掘立柱建物の重複(中央建物群北半部SB035. SB036) 
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立柱建物から礎石建物へ変選する傾向があるということと連動するものと考え，その年代観を採用して 8

世紀代を一つの目安として設定したものである。illb期は中央建物群のなかに 9世紀代の土器類を出土し

た遺構群があることから， 9世紀代を中心とした遺構群と考えておくことにする。その面的な広がりはそ

うした遺構群と有機的に関連すると考えられる，周辺の建物群まで含めた広域な範囲をとりあえず想定し

ておきたい。なおE期は正方位の建築方位しかないので 小期の帰属を決めがたい場合や，小期の記述ま

では不要と判断した場合には，単にE期とだけ記述して小期の記述を省略する場合がある 1)。

前節ですでに述べたように 嶋戸東遺跡ではこれまでに 9次にわたる調査を実施してきており，その調

査範囲はかなり広大な範囲に及ぶ。また近接地や同一の遺構を異なる調査次数で調査している場合も多々

あり，調査区が錯綜して極めて煩噴な状況にある。そこでここでは遺跡像を再構築する足がかりとするた

めに，建物群等を主体とする遺構の平面的な広がりを 5箇所のエリアにまとめて，それぞれに地区名をあ

たえて説明していくことにした(第8図)。

それぞれの地区を目次の順に従って紹介しておくと I期政庁域としたのは，これまで前期政庁として

きた長舎建物を主体とした遺構群からなり，嶋戸東遺跡全体のなかでは中央よりやや北東に位置する一帯

を指している。建物群のまとまりとしては偏向方位の建物群が主体となる。次に説明する皿期正倉域とは

空間的に重複することになる。皿期正倉域はおもに正倉院を囲緯する溝のうち西辺と北辺の一部がわかっ

ており，それらの延長線によって取り固まれると想定した範囲に含まれる遺構群を中心とする。遺跡範囲

の東半分をほとんど占めるような広大な範囲になる。中央建物群北半部は I期政庁域の南西約90mの一帯

で， 5間x3聞の大型建物であるSB001を中心に，その南側に展開する建物群を含み，南端の境を四脚門

であるSB033とした。中央建物群南半部は北半部の南に位置する建物群で， 5間x3間の南北棟総柱建物

であるSB023を中心とする。西方建物群は中央建物群北半部の北西約100mの地点で，掘立柱建物群が比

較的集中する一角で， SB040を中核的な建物とする。

第2節 I期政庁域

(財)山武郡市文化財センターの発掘調査によって明らかになった，政庁を構成すると考えられる長舎

建物(回廊状建物)の実態とその周辺の状況を把握するために，おもに第 1~3 次にかけて調査を実施し

た。この一帯はE期正倉域とも重なり，礎石建物 2基 (SB014. SB018)や 『年報Jの記載から漏れた掘

立柱建物B-3などのE期正倉群を構成すると考えられる建物群や，正倉院を囲繰する溝等については次

節で取り上げる。なお本区域では竪穴住居は確認していない。

I期政庁域の建物配置については 前固までの報告書では「ロ」の字状を基本として配置であった可能

性が高いことを指摘した。しかしながら今回，内部で詳細な検討を加えた結果， Iロ」の字状の東部を形

成すると考えたSB015. SB019の柱穴の並びには不明な点が多いことがわかり，建物群が「ロ」の字に閉

じることについては根拠が薄弱なため，不明とすることにした。なおこれまでの経緯については，第4章

第1節 1項を参照されたい。

l.掘立柱建物(第 1~3 ・ 9 .11図，図版2. 3，別表1)

SB008 (第3・9・11図，図版2・3，別表 1) 第1次調査第3区，第2次調査第14区

B-1と西側柱の柱筋を揃えて並ぶ桁行6間 (16.8m) x梁行2間 (4.0m)の掘立柱建物である O 床束

をもち，床張りの建物であった可能性が高い。柱聞は桁行が9尺 5す前後あり，建築方位は， N -340 
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Wである。柱掘方はほぼ円形のものが大半である。西側柱列

北第 3柱のみが楕円形だが，撹乱が多く入札実態は不鮮明

であった。側柱の柱掘方の大きさは l.lm ~1.2mのものが

多いが，西側柱列北第4柱のO.95mx O.90mを最小として，

東側柱列北第 3柱の1.45mx 1.35mまである。深さはボーリ

ングステッキでの探査では. O.7m~ l.l mで，埋土には白色の山砂を中心部に含む。

床束は. O.75m x O.55m ~O.8m x O.9mのものがある。深さは 西側柱第2列北第3柱が25cmと浅い。西

側柱第2列北第 3柱を半裁して. 86cm X 76cmの柱掘方内の暗褐色の埋土を10cm掘り下げたところ，円形の

版築面があった。範囲は直径が38cmあり，その部分をさらに掘り下げたところ，深さがさらに15cmあり，

2段の柱掘方であることを確認した。西側柱第2列北第4柱は柱筋からははずれており，伴うものかどう

か判別しにくいが，東西の柱筋の線上にあることから，一連の床束の柱掘方と認識しておく 。

なお. SB008の西側柱列の柱筋と B-1の西側柱の柱筋が一致するので. 2棟の建物は西側の柱筋を基

準にして建てられたものと考えられる。また SB008とB-1の西側柱の軸線上の中間地点には円形で規

模がO.85mX O.90mの柱穴がみられ，これについては 2棟の建物を結ぶ塀の柱掘方である可能性が高い。

SB009 (第9・11図，図版3.別表1) 第1次調査第3区・第2次調査第14区

SB008の東側に L字状に配列する東西棟の掘立柱建物であり，規模は

桁行4間以上(1O.8m以上)で梁行が2間 (4.8m)になるものと考えら

れる。建築方位は. N -330 

- Wと考えられる。西側柱列の第 1・2柱

は，皿期正倉院を区画する正倉院内溝 (SD004) とSD005. 北側柱列西

第3柱はSD006に切られてみつかった。調査区外に伸びるものや重複によって，柱掘方の形状が明確には

把握できないものが多いが，基本的には隅丸の方形に近い形状と考えられる。柱掘方径はO.95m~ 1.20m 

である。北側柱列西第 1. 5柱に柱掘方の重複があり，建て替えを行っていた可能性がある。

北側柱列にみられる柱掘方には帯状の張出部がある。これらは柱の抜取痕跡と考えられるが. 2基一対

でつなぐいわゆる柱筋溝状遺構の可能性も考えられる。この部分の埋土は非常に軟らかく， しまりがない

土であった。北側柱列西第3柱は柱掘方底面まで調査を行い，柱当たりを確認した。柱穴埋土は上層が黄

褐色土で 8cm以下のローム塊を主体とし，中層は暗褐色土で黒色土を多く含む層である。下層は黄褐色土

で5cm以下のローム塊の層であった。深さは当たりの部分で1.4mである。ほかの柱掘方については底面

までは確認しておらず，深さについてはボーリングステッキの探査でl.Om~ 1.4mで、あった。 埋土の基本

的な色調は暗褐色であり，ローム塊・ローム粒が多く，黒色粒を含む。

SB015・SB019(別表 1) 第3次調査第19区・第22区

東列を構成すると考えられる掘立柱建物には SB015とSB019があるが 両者とも杉木立によって調査

区が限定されていたため，わずかな基数の柱掘方を確認しただけで不明な点が多い。幾通りかの柱穴の組

み合わせが考えられるが，ここでは柱掘方の規模だけを述べるに止めたい。

SB015はSB019の南に位置し. SB019と直列する可能性がある。柱掘方の規模はl.Om~ l.3m.深さ はピ

ンポールによる探査で、O.6m~O.9mで、ある 。 桁行の柱間寸法は 3m (10尺)程度と考えられる。SB019の

柱掘方はほぼ円形で，規模はO.9m~ l.l m 深さはピンポールによる探査で、O.8m~O.9mである 。 なお，

SB019の西隅柱と考えられる柱掘方は，礎石建物 (SB017)の下からみつかっており，この礎石建物より
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も古いことがわかっている。

SB015 . SB019の周辺では，このほかに柱掘方 4基を確認した。SB019の東側にみられるほぽ円形の柱

掘方は，規模が65cm程度でやや小型で、ある。埋土上層は暗褐色土でローム塊を含む。深さは不明で、ある。

SB015の西側の礎石建物 (SB014)の下部及び南東に 3基の大型の柱掘方がある。このうち，礎石建物下

の柱掘方2基は，正倉院を構成する総柱建物の柱掘方である可能性が高い。南東にある柱掘方はSB009の

北側柱列の延長線上に位置しており，建物群の南列を構成する柱掘方である可能性もある。柱掘方の規模

は推定で1.3m前後の円形で，深さは確認面から80cm以上ある。埋士には山砂を含む層があった。

(財)山武郡市文化財センターの調査遺構(第 1-3・9・11図，別表1)

(財) 山武郡市文化財センターが調査した B-1・B-2は，これまで平面的に図面を合成する中でそ

の調査成果を 『年報Jの報告から援用してきた。これらの遺構は嶋戸東遺跡を継続的に調査する契機とも

なったきわめて重要な遺構群になるので，その後の調査成果もまじえて改めて取り上げておくことにする O

なおこれらは前述した平成18年度に実施したオルソ測量による座標復原をもとにしている。

B -1 (第 1-3・9・11図，別表1)(財)山武郡市文化財センター調査区

建物群の西列に位置し. SB008の調査成果を参考にして，ほほ

同規模の建物とすると桁行6間 (16m以上) x梁行2間(3.8m)

の南北棟建物と考えられる。それにしたがえば桁行両端の南北 1

間ずつが未調査ということになる。ほほ円形の柱掘方で，建物の

外側に柱抜取穴が舌状にそれぞれ延びる。柱掘方径はO.80m-

1.22m. 深さはO.9m-1.2mあり.嶋戸東遺跡の中ではやや大型な柱穴の部類に属する。桁行の柱間す法

は2.84m(9.5尺前後)あり，柱筋の通りはよい。柱抜取穴は幅O.6m-O.8mで. O.8m-l.Omの長さで伸び，

調査したすべての柱穴で確認している。柱抜取穴は柱穴の深さの約半分から斜め上方に立ち上がる。建築

方位はN-340 -Wである。なおSB008の西側柱列と B-1の西側柱列の柱筋とがほぼ一致するので. 2 

棟の建物は西側の柱筋に基準線を設定して同時に造営したのであろう 。B-1の南端の柱掘方については，

(財)山武郡市文化財センターの発掘調査時点にさらに南に 1間分，柱聞が伸びることを確認しているの

で付け加え，これによって 2棟の建物が塀等の施設で結ぼれていたと考えられる。

柱抜取痕跡については. r年報』ではこれらの痕跡を柱抜取痕跡と認めながらも. 3基の柱穴で柱痕跡

がみえるとしている。その状況は土層の説明を省略しているものの，図示されている。柱痕跡とする土層

は柱穴の上面までは届かず，その層の上面を山砂・焼土・炭化粒を含む黒色土が 1層ないし 2層になって

覆っている。土質からその性状は埋戻し土と考えられ，そうすると埋戻し土が柱抜取痕跡を被覆している

ことになって，柱掘方にみえる抜取痕跡と柱穴内の土層の堆積状況に関する所見が必ずしも整合していな

いことになる。ここでは柱掘方の形状を尊重して柱を抜取っていると考えておくが，柱痕跡を重視すれば

2段掘りの柱掘方で，柱は切られているという理解も可能になる。

B -2 (第 1-3・9・11図，別表1)(財)山武郡市文化財センター調査区

建物群の北列に位置する東西棟建物で，南側柱列を中心に でト一一一一 ~

調査している。M-3の溝により 一部の柱掘方が切られてい 斗μ r-r---一
介号、~""" 門 R ft. (i!¥づ

る。柱掘方はほぼ円形で，径がl.Om-1.3mで，深さはl.Om ~ γ ~ν  γ》 刊
-1.4mになる。SB008.B -1と同じ桁行とすると. 6間(l6.5m)でほぼ9尺等間に推定できる。梁行
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は不明だがSB008'B -1と同じ梁行とするならば2聞になり，同す法(推定3.8m)の梁行を想定した場

合， 20cmほどの誤差はあるもののB-1北側柱列の東延長にB-2の北側柱列が位置する。両者の桁行の

柱列の延長でみると直角になり，南側の柱筋はB-1の北2間目の間にあたると想定できる。これらの想

定が正しければ， SB008・B-1'B-2の3棟の建物はきわめて計画的に造営されていたことを窺わせ

る。そしてこれら 3棟の建物が直角に配置されたこの一角は，具体的には建物の桁行の外郭線を基準とし

た縄張りがあったと考えることが可能である(竹井 1991)。建築方位はN-340 -Wである。

なお調査した 8基の柱穴のうち 5基の柱穴で径30cmほどの柱痕跡を確認しているが， B -1と同様に柱

痕跡の土層が柱穴上面まで届かない柱穴がある。いずれも山砂を含む黒色土が柱穴上面を覆っているが，

柱抜取穴のない点がB-1とは異なる。この場合は，柱を切断していると考えるべきであろう 。

2. 塀・柵列(第11図，別表 1) 

SA002 (第11図，別表 1)第 1次調査第8区

次に説明するSD001の西岸の肩部に敷設された塀・柵列である。掘立柱建物の可能性もあるが，溝に付

随するような状況から，塀または柵列と判断した。SD001は3箇所の調査区で確認しているが，こうした

施設を敷設しているのは この第8区だけになる。SD001の西岸に沿って 4基の柱掘方からなり，確認し

た全長は6.4mで，柱間寸法はおよそ2.lm (7尺)等問になる。柱掘方はやや角張った円形で，掘方径は

65cm-70cmで、ある。建築方位はN-280 

- Wである。SD001は溝が掘り直されていると考えられ，掘り直

し時にもっとも北端の柱掘方は壊されている。

3. 溝 (第 1・3・11・13・14図)

SDOOl (第 1・3・11図)第 1次調査第8区第2次調査第13・15区

SB008・B-1の西側にあり 走行方位もそれらとほぼ同じN-360 -Wである。各調査区を通して総

延長65mまで確認した。上端幅は3.4mで¥下端幅が1.2mの大型な溝で、ある。深さはl.Om以上あり，底面

には硬化面がある。第8区では西岸の上端部にSA002が平行するが，第13・15区では確認できなかった。

上面から深さ15cmの高さに宝永の火山灰と考えられる層がある。遺物はいずれも上層から常滑の聾片及び

奈良時代の瓦片が出土した。

走行方位が I期政庁の建物と一致し これに関連する溝になる可能性がある。SDOOlの西側の上端から

SB008' B -1の西側柱の柱筋まで、の距離は約54mあり，その距離は約半町に相当する。

SD003 (第11・13・14図)第 1次調査第3区

SB008の西， 12mの距離にあり，上端幅1.8m，下端幅O.5m-O.8m，深さ30cmの浅い溝で、ある。断面は

皿状で，走行方位はN-190 
- Wになる。北側の延長部分に当たる(財) 山武郡市文化財センター調査区

では，その延長を確認していない。時期は不明で、ある。

SD015 第3次調査第22区

SB019の南西に位置するが 部分的にしか調査を行っていないので，時期・性格・方位等は不明で、ある。

第3節 皿期正倉域

中央建物群の北東側に展開し， 一部の遺構は推定前期政庁域とも平面的に重複する。正倉院は溝で画さ

れた東西長370m，南北長300m以上の広域な範囲となるが，南東側から入り込む谷が存在するため，遺構

は谷頭にあたる標高46m以上の地点で、確認している。また，正倉院を画する溝の外側で確認した礎石建物
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や掘立柱建物の一部についても，正倉域に関連する遺構として取り上げている。

l.礎石建物(第 1・10・22・29図，図版4・5. 別表 1・3)

正倉区画溝内では8基の礎石建物を確認した。また，聞き取り調査及びボーリングステッキによる探査

で、SB037の東南東約90mの地点にも礎石建物と考えられる形跡があることから，確認した礎石建物は 9棟

となる。それらは正倉域西辺部に南北に配置される一群と北辺部に東西に配置した一群とになり，規則

的な配置をうかがわせる。

SB006 (第 1・22図，図版5. 別表 1・3) 第1次調査第2a区

調査区の北東側に位置する。確認された部分は礎石建物の北東隅に近く，確認面で東西 4m以上，南北

2.8m以上になる。正倉院を囲繰する西辺内溝から約20m離れた地点で，区画溝に平行して建築方位をN

-oo-Wにとる南北棟を想定したが，全体の規模は不明である。掘込地業は総地業となるもので. 11 b 

層を切り込む。基底部は平坦で、. 80cmの厚さで15層の版築を確認した。基壇下からは平面円形で、径1.5m

の大型の柱掘方があり，基壇下からの深さでも 1mある。おそらく前身建物として構築されていた掘立柱

建物の柱穴と考えられる。この柱穴には西側に柱抜取痕跡がある。この調査区内からは 9世紀後半のロク

ロ土師器杯 (74)の他に土師器高台付皿・丸瓦が出土した。

SB007 (第 1図，図版5.別表 1) 第1次調査第2b区

調査区の南端に位置する。礎石建物の南東端に近い部分であるが，隣接する第2a区には基壇部が及んで、

いないことから. SB006よりは小規模なものと考えられ，詳細な規模および建築方位は不明だ、が. SB006 

の北側で棟方向をそろえた建物と考えられる。掘込地業はnb層を切り，版築厚は40cm前後で、ある。版築

下からは深さ70cm以上となる柱掘方と考えられる掘り込みを確認し SB006同様，礎石建物に先行して掘

立柱建物が構築されていたものと想定される。出土遺物としては基壇上面で出土した土師器聾底部がある。

SB014 (第 1図，図版5. 別表1) 第3次調査第18-1・2区

第18-1区の北端で基壇東辺の一部，第四一 2区の北端で基壇南辺の一部を確認し

たもので，規模等詳細は不明である。正倉院区画構内に位置するが. 1期政庁域とも

重複する位置にある。確認した範囲から推定すると建築方位はN-380 

- Eとなり，

東に大きく振れることになる。版築厚は60cm前後あり，版築下には柱穴状の落ち込み

も認められることから 基壇構築以前に掘立柱建物が存在した可能性もある。

SB016 (第 1図，別表 1) 第3次調査第四一 1区・第20-1区

第19-1区で基壇南西隅に相当する部分，その北側に設定した第20-1区では基壇と考えられる硬化面

を調査区全域で確認した。詳細な規模等は不明だが，基壇南辺部はほぼ東西を向き，第20-2区には及ん

でいないことから，正倉院西辺区画溝に平行した配置をとると考えられる。版築厚は60cm前後の掘込地業

になる。基壇南西部版築下には深さ60cm程の柱穴状の落ち込みもあり，基壇構築以前の掘立柱建物の可能

性もある。この調査区では 9世紀中葉以降の土師器杯・聾が出土した。

SB017 (第 1図， 別表1) 第3次調査第21-5区

基壇東辺の一部を確認した。規模などの詳細は不明だが，基壇東辺の傾きから推定すると

対く西に振れた建一られ.SBO山 に西辺域の基壇建物ーは，建築方位墜豆

が区画溝の走行方位と一致しない一群である。掘込地業となるが柱掘方を整地して版築し

ていることから基壇構築以前に掘立柱建物が存在していた可能性がある。調査区内の出土遺物には土師器
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杯・須恵器聾があるが，いずれも古墳時代後期の所産と考えられる。

SB020 (第 1図，別表1) 第3次調査第23区

第23区のほぼ中央部で確認したもので，基壇の東西幅 8m前後と推定される。確認範囲から推定すると，

建築方位がN-40 -Wとなる南北棟建物と考えられる。掘込地業となり版築厚は60cm前後で、ある。基壇

東辺際の版築下には柱掘方径1.4m程の掘り込みが認められ，礎石建物の前身として掘立柱建物が存在し

た可能性がある。調査区内からの出土資料としては 8世紀以降の須恵器，平瓦・砥石がある。

SB032 (第 1・10・29図，図版4・5. 別表 1・3) 第7次調査第44区

広範囲に調査した第44区の北東部で確認した礎石建物 (SB032a)で，正倉院内溝の西辺溝 (SD039)か

ら東へ15.5mの地点に位置し. SM004 (島戸境3号墳)の周溝からは北へ6m離れる。古墳周溝との聞に

は塀SA007を基壇線と平行して設置している。基壇の規模は南北8.55m. 東西については，基壇南側の塀

SA007の配置と規模を再検討した結果，東西約lO.4mと推定した。建築方位はN-50 -Eである。掘込地

業は総地業となり，版築の各層は 3cm-5 cmの厚さで精微に掃き固めている。版築の厚さは約70cmある。

版築下で確認した 6基の柱掘方は径がl.lm-1.7mあか柱間す法は2.lm等間の 3間 (6.3m) x 3間 (6.3

m)の総柱建物 (SB032b) と考えられる。なおSB032周辺には柱掘方とおぼしき掘り込みを確認したが，

建物に直接伴うような形跡までは確認できなかった。なおSB032が位置する近隣の民家の庭先に礎石と考

えられる石材が保管されていた。昭和30年代に畑地より出土したもので，当初は 3個の石材があったが，

その内の 1個が保管されていたものである(10)。

出土造物としては下総産須恵器聾の口縁部破片の他に，内面に細かい同心円文あて具を用い外面は平行

叩きを施した東海産須恵器費や産地不明の須恵器聾の破片資料があった。

SB037 (第 1図，図版5. 別表1) 第8次調査

第 1次調査時に現道路沿いの崖面に基壇の断面を確認していたもので，第8次調査の折りに露呈してい

た基壇版築の断面を精査した。西に位置する礎石建物SB032とは約120m離れ，掘立柱建物SB028とは約60

mの距離をおく 。掘込地業の深さは50cm-60cmで，ほぼ水平な掘り込みである。版築はローム・黒褐色

土・暗褐色土の混合土を 3cm-5cmの厚さで互層に掲き固め，中層以下をとくに堅く掃き固めていた。確

認した基壇の東西長は約11mあり SB032同様 東西棟礎石建物と考えられる。この断面部では版築下に

前身の掘立柱建物と考えられるような柱掘方は確認できなかった。

2. 掘立柱建物(第 1・2・9・29図，別表1)

前述した礎石建物の前身建物として造営された掘立柱建物は存在するが，単独の明確な掘立柱建物は正

倉院北辺に位置するSB028の1棟だけである。

SB018 (別表1) 第3次調査第21-1区

第21-1区で確認した 2基の平面円形の柱掘方である。径は50cm程の小さなもので柱間間隔は約 2m.

建築方位はN-400 -wである。他の掘立柱建物と比較して規模の小さな柱掘方であり，塀・柵列の一部

と理解した方がよいかもしれない。

SB022 (別表1) 第4次調査第29区

正倉院を区画する西辺溝の外側に設定した第29区南端に存在するもので 埋め戻した柱掘方と厚さ25cm

の版築を確認している。掘立柱建物から礎石建物へ変遅した建物の可能性も考えられるが，柱掘方や基壇

の規模や棟方向など詳細は不明で、ある。
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SB028 (第 1・29図，別表1) 第5次調査第34区・第6次調査第43区

第34・43区の南端部で確認した 2間以上 x2間以上の掘立柱建物であり，正倉

院北辺区画溝のSD035に平行した東西棟の総柱建物と考えられる。建築方位はN

-50 -Wとなる。柱掘方の平面形は歪んだ円形で，規模は約1.45m. 確認面か

らの深さは1.2mである。東西棟の建物であると考えられ柱間す法は桁行2.55m

(8.5尺).梁行2.40m (8尺)となり，一部の柱掘方断面では柱抜取り後埋め戻さ

れ掘り直された状況が認められることから 2時期の変遷がうかがえる。8世紀代

の須恵器葦の他に砂岩製砥石(3 )が出土した。

SB029 (別表1) 第5次調査第35区

島戸境2号墳の北東10mの地点で 正倉院北辺区画溝の北側に設定した第5次調査 A， .... 司rノ/

第35区のほぼ中央で確認した 2基の柱掘方である。2基ともに柱掘方の平面形は径約 ハゴ 多/

1mの円形である。柱間寸法は約2.7m(9尺)と広く，桁行方向の柱穴と考えれば /

建築方位はN-170 

- Wの西に振れた側柱建物を想定でき，規模等詳細は不明なものの，嶋戸東遺跡のな

かでは最も北に位置する掘立柱建物になる。

B-3 (第2・9図，別表 1) (財)山武郡市文化財センター調査区

『年報』の記載からは除外された掘立柱建物の柱穴群になる。同じ調査区で調査し

ている構M-lの西端から7.5mの位置にある。M-lが第 7次調査第44区の西隅部

でLみつかっている後期正倉域を囲緯する西溝 (SD042)の延長線上にあるとすると，

B-3は正倉域の外側に位置することになり，正倉域に接して設置された建物という

ことになる。南側柱列に 3基の柱穴があり，東側柱列に 1基 やや柱筋からはずれるものの内部の柱穴が

東柱に相当するのかもしれない。4基の柱掘方は掘立柱建物の南東隅から南側柱列で2間以上，東側柱列

で1間以上となるもので，その内の 2基の柱掘方がB-1の柱掘方と重複する。新旧関係については明ら

かにしていないが，嶋戸東遺跡の建築方位の推移に照らせば B-1を切って構築されたものと考えられ

る。建築方位はN-30 -Eである。柱間す法は南側柱列で2.lm (7尺)等間，東側柱列では1.8m(6 

尺)等間と推定できるので，柱間す法の長い南側柱列が桁行になる東西棟建物と想定しておきたい。柱掘

方の平面形は径O.8m程の円形で，深さは60cm~75cmである 。

3. 塀・柵列(第10図，図版4.別表1)

SA005 (別表1) 第6次調査第43区

第43区の北端部にあり. SB028と正倉院北辺区画溝との聞に位置する。平面形は円形の柱掘方2基で，

径はともに約O.4m. 柱閉す法は1.8m(6尺)，建築方位はN-30 -Wである。

SA006 (別表1) 第6次調査第43区

第43区内の北よりにあり SA005の南側3.6mの距離をおいて同軸方向となる1間分2基の柱穴である。

柱掘方径は約O.7mの平面円形で，柱間す法は2.7m (9尺)となる。第5次調査第34区で確認した柱穴が，

SA006の東側延長線上に当たり. SB028を外部から遮蔽するための塀と考えられる。

SA007 (第10図，図版4. 別表1) 第7次調査第44区

SM004からSB032を遮蔽するために設置されたと考えられる目隠し塀で. SB032の基壇南端線から4.5m

離れて平行する。5間分6基の柱掘方を確認した。全長11.3m (37.7尺)で，柱間す法はほぼ等間の2.3m
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(約 8 尺)になる 。 柱掘方は径0.3m~0.5mで，ほぽ円形の掘り込みになり 建築方位はSB032と同じN-

50 -Eである。

4.竪穴住居(第20・21・30図，図版4，別表2・3)

S1035 (別表2) 第3次調査第四一 3区

正倉院西辺域の礎石建物SB016とSB014の聞に配した第四一 3区に位置する。竪穴住居北辺側を確認し

ただけなので，その規模等は不明であるが，住居西辺が西側の第19-4区まで及んでいないことから，一

辺長4m前後の小規模な住居と考えられる。掘り込みは浅く，確認面からlOcmほどしかない。この調査区

内から出土した10世紀前半の土師器杯が，この竪穴住居の帰属時期を示していると考えられる。住居北辺

の軸方向はN-890 

- Eである。

S1036 (別表2) 第3次調査第20-2区

SI035の北約 6m， SB016の西側に隣接する第20-2区で 竪穴住居の西辺側を確認したものである。規

模等は不明だが，第20-1区には及んで、いないことから，一辺長3.5m前後の竪穴住居と考えられる。確

認面からの掘り込みはlOcmと浅い。住居西壁はN-20 -Eをむく 。調査区内からの出土資料に10世紀前

半の土師器と瓦片があった。

S1037 (別表2) 第3次調査第21-2・3区

SI036の西約 6mの第21-2・3区で確認した竪穴住居の南辺部に相当する。確認面からの深さはlOcm

程度で，主軸を N-500 

- Eにとる。なお『第 3次報告』では，古墳時代後期の竪穴住居とするが，住居

を確認した調査区内からは 9世紀末から10世紀にかけての土師器が出土しているので， r第3次報告』の

帰属時期の決定に関しては問題が残る。

S1048 (第20・21・30図，別表2・3) 第7次調査第45区

第45区で，正倉院区画北辺の内溝と考えられるSD040に切られた竪穴住居で，住居の北西部が残る。規

模等詳細は不明だが，確認面からの掘り込みの深さは約35cm 主軸はN-500 -Wにとる。SI048を切る

SD040からは土師器杯・甑・聾 (27・29・36・37)，金銅製耳環 (22) など7世紀後半の遺物が出土して

いるが，これらはSI048からの流れ込んだ資料と考えられる。

S1049 (別表2，図版4) 第7次調査第44区

第44区の南西部で，正倉院外溝と考えられるSD042と正倉院内溝SD039の間で確認した一辺長 3m程の

小規模な竪穴住居である。主軸はN-750 

- Eで東壁中央にカマドがある。確認面から床面までの掘り込

みは12cmと浅く，南壁際の床面が硬化していた。床面中央より南よりの地点で径0.6m程の土坑状の掘り

込みを確認した以外には，柱穴等は存在しない。また出土遺物もまったくなく，帰属時期などは不明だが，

規模・形態から 9世紀以降と考えて差し支えないであろう 。

5. 正倉院外溝(第 1~3 ・ 8 ・ 9 ・ 20 ・ 21 ・ 30図，図版 2 ・ 4 ・ 17)

正倉院を囲続し南側を開放した「円j状に走行する。溝断面の形状は逆台形や逆「凸」形になる。西

辺域の構はSB008(1期政庁域)北側のSD012(第 2次調査第14区)から始まり，ほぽ真北に延び， (財)

山武郡市文化財センター調査区で確認した溝M-1 (W年報.1)および島戸境遺跡(稲見ほか 1991)で確認

した溝に連続する。さらに北進してSD042(第 7次調査第44区)を通り，第7次調査第45区の西側約20m

の地点でほぼ直角に東へ曲がり，北辺域を東西に定行すると推定できる。北辺を画する溝はSD041(第7

次調査第45・46区)から，わずかに南に下がりながら東進し， SD035 (第5次調査第34区)へと繋がって
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いく 。『第6・7・8次報告』ではSD041からSD035の北側約 8mの地点にあるSD034へ繋がるものと推定

したが，溝の断面形状等を検討した結果，今回の報告のように訂正する。北辺溝はさらに東へ伸びて，

(財)山武郡市文化財センターが調査した島戸境 1号墳(平山ほか 1994)の西側溝に重複する南北方向の

溝に連続し，これが東辺溝になると推定した。航空写真で確認できたソイルマークを考慮すると，北辺溝

はSD035の東側の地点で，やや北側に屈曲して直進するものと考えられる(図版17)。

西辺溝の規模は，南北長で、約200m. 溝の下端幅はO.9m-l.Om. SD012の上端幅は1.4mとなるが，北に

延びるにしたがい上端幅が広くなり，南端はSB008の北側柱列の外側で途切れる。溝M-1では上端幅が

1.4m-3.5mとなる。深さはO.8m-l.Omあり，埋土中層には白色の山砂がレンズ状に堆積している。

北辺域のSD041では上端幅で、は3.6m. 下端幅約l.Om. 深さ約l.Omとなる。断面形状は逆「凸j状とな

り，中段の段差が明瞭となり，中段部分のレベルでは硬化面が広がる。この状況は西辺域のSD040も同様

であり，部分的に道路として利用された結果と考えられる。SD035では断面形状が逆台形に近く，中段の

段差が不明瞭となる。上端幅は2.7m. 下端幅約O.9m. 深さO.8mで、ある。第45区ではSK009を壊して溝を

開削していることカ宝わかった。

なおSD040・SD041と調査区から少なからず出土遺物があるが，いずれも古墳時代後期の資料 (27・

29・36・37) になるので，溝開削時に壊したSI048もしくは周辺にあるその時期の竪穴住居からの流れ込

みの資料であろう。SD040から出土した金属製品の耳環 (22) も同様の理由によるものであろう 。

東辺域にあたる島戸境1号墳で確認した溝の断面形状はSD035と酷似している。上端幅2.7m. 下端幅は

1.4m. 深さl.3mで、ある。

6. 正倉院内溝(第 1-3・8・9図，図版4・17)

前述した外溝に平行して正倉院内を走行する溝であり，西辺はSD004(第 1・2次調査第3・14区)か

ら島戸境遺跡(稲見ほか 1991)で確認した溝. SD039 (第7次調査第44区)へと繋がか走行方位はほぼ

真北のN-40 -Eを示す。断面の形状は浅い皿形ないしは浅い逆台形となる。上端幅は2.5m前後で，下

端幅はl.lm-1.8m. 深さは40cm-60cmとなる。外溝とは10m前後の距離を保って併走すると考えられる。

SD004は後述するSD005を切って開削している。

北辺溝はSD040(第7次調査第46区)からSD036(第5次調査第34区)へ繋がり，上端幅が2.0m前後，

下端幅はO.7m-l.Om. 深さO.7m-l.Omのしっかりとした逆台形となる。SD040は3mの距離を置いて外

溝SD041と平行に走るが，第 5次調査第34区の地点では外講SD035と接するような位置関係になる。断面

形状や規模は西辺内溝と異なり，外溝との間隔も異なる。なお. SD040は7世紀後半の住居SI048を壊し

て開削している。

北辺溝はSD036から先の東側については明らかにできないが，北辺および東辺域に確認できるソイルマ

ークから，断続的に外溝に平行して走行した可能性が高い(図版17)。

7. その他の溝(第9・11・22図，図版2. 別表3)

SD005 (第9・11・22図，別表3) 第1次調査第3区・ 2次調査第14区

正倉院西辺内溝のSD004に切られた溝で、上端幅1.6m-1.8m. 下端幅O.6m-O.8m 深さO.5m-O.8mの断

面逆台形となる溝である。走行方位はN-330 

- Wとなり. (財)山武郡市文化財センター調査区の溝M

2に繋がり，途中から「く」の字状になって北方へ延伸すると考えられる。溝内からは 8世紀以降の常陸

産須恵器聾の胴部破片や 9世紀後半のロクロ土師器杯 (71).そして鉄津が出土した。なお. M -2は正
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倉院西側溝の 2条のうち，外側の溝に繋がると考えられるM-1に切られており， SD005' M-2は正倉

院を囲繰する 2条の溝よりも古い溝であることが分かる。

SD006 (第9・11図) 第1次調査第3区・2次調査第14区

SB009を切り，前述のSD005に切られる溝で，上端幅は1.9m，下端幅0.7m，深さ0.9m，断面形はきれい

な逆台形の溝である。走行方位はN-230 

- Wとなり (財)山武郡市文化財センター調査区の溝M-3に

繋がると考えられる。埋土からは鉄棒が出土しており， M-3からも52.4kgの鉄淳が出土した。SD005に

切られているので，正倉院を回線する 2条の溝よりも古い溝と考えられる。

SDOIO (第11図) 第1次調査第3区

正倉院西辺内溝のSD004の西側 3m程の距離を置いて平行する溝であり， 1期政庁の掘立柱建物SB008

の柱掘方の一部を切っている。上端幅0.75m-l.2m，下端幅0.9m，深さO.lmの浅い溝であり，溝の走行

方位はN-50 -Eである。この溝の北側延長部にあたる第 2次調査第14区では 溝の連続性が認められ

ず，時期 ・性格ともに不明な溝である。

SD013 (第9・11図，図版2) 第2次調査第14区

上端幅が1.6mで，深さが8cmの非常に浅い溝であり，東側はSD005によって切られている。

SD034 第5次調査第34区

上端幅3.8m，深さ80cmの断面皿状となる溝である。『第 6・7・8次報告JではSD041から繋がる正倉

院外溝と推定していたが，正倉院外溝としての断面形状の連続性が認められないことから，外溝とは異な

る性格と判断した。なお，調査区周辺の地形図には円形に近い等高線の乱れがあり， SD034の断面形状と

考え合わせると，円墳周溝の可能性が考えられる。

8. 古墳(第 1・10・24-28・30図，図版4)

SM004 (第 1・10・24-28・30図，図版4) 第7次調査第44区

正倉院内に残る，昭和30年代開墾した時期までは墳丘の高まりを残していた古墳で，島戸境 1号墳の調

査時に，島戸境3号墳として現状確認した古墳になる。SB032から南へ約6.5m隔たり，その聞に設置され

たSA007とは約1.5mの距離がある。また正倉院内溝SD039からは東へ約11m離れた地点に位置する。径23

m前後と考えられる帆立員式古墳の一部で，周溝のおよそ 3分の lを確認したことになるであろう 。周溝

は西側で途切れ，その部分の周溝の幅がも っとも広くなって7.5m前後あり，徐々に幅を狭めて周溝の幅

は4m程度になる。周溝内側の線形がやや括れる範囲を中心に形象埴輪 ・円筒埴輪など(1 -21)がまと

まって出土した。これらはその出土状況から，墳丘裾もしくは墳丘テラス部に樹立してあったものが，周

溝内に倒れ込んだ、のであろう。また鉄製の釘もしくは工具と考えられる断片 (5)が出土した。

9. 土坑(第20図，別表3)

SK009 (第20図，別表3) 第7次調査第45区

調査区の端にあり，部分的にしか調査を実施していないので詳しいことはわからないが，土坑の大半を

正倉院外溝 (SD041)の開削時に壊されている。長円形の平面形態で，深さは1.lmtまどである。出土遺物

としては手担の土師器椀 (22・23)があり，古墳時代後期と考えられる。

第4節 中央建物群北半部

中央建物群北半部は，推定 I期政庁域の南西約100mに位置する。第1次-4・6・8次にわたって調
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査を実施し最も重点的に調査を行った地域であり，多くの成果を上げてきた。その分，課題も数多く残

っている。区域内には少なくとも 9棟の掘立柱建物があり，さらに今回検討を加えた結果， 1棟の掘立柱

建物の存在が明らかになったので追加した (SB046)。

区域南半には二重周溝を有する古墳SM002があるが，掘立柱建物群がこの古墳の周溝部まで入りこむが，

墳丘があったと思われる区域には，竪穴住居や掘立柱建物が進出していないのが特徴である。

1.掘立柱建物(第 1 ・ 3 ・ 7 ・1l ~15 ・ 22 ・ 30図 ， 図版 6 ・ 7 ，別表 1 ・ 3)

SB001 (第 1 ・ 3 ・1l~13 ・ 22図，図版 6 ，別表 1 ・ 3) 第1次調査第4・7区

中央建物群の中核的な建物である。従前は， 2時期の建て替えを考えていたが，最も古いと考えた建て

替え時期の柱堀方の深さが0.45mで、あり，他の時期よりも浅く，梁行に柱掘方の重複がないこと等を勘案

して，建て替えは同位置で 1回の建て替えに改めた。桁行5間(l8.0m) X梁行 3間 (7.2m)の大型の東

西棟掘立柱建物であり 柱閉す法は桁行が3.6m(12尺)等間，梁行は2.4m(8尺)等間になる。建築方

位はN-5 0 -E である 。 基本的に側柱建物と考えられるが，南側柱列西第 1~3柱までの聞に円形の柱

掘方が2基，南側柱列の線上にあり，部分的に間柱を据えていた可能性もある。両者の埋土は黒褐色土と

ロームの混合土であり，本柱と類似する。

建物の変選を明らかにするために，北側柱列西第4柱の柱掘方を半裁した結果，新旧関係を確認できた。

埋土は白色粘土を含む茶褐色で，古い時期の埋土は柱掘方の中半までが新しい柱掘方によって壊されてい

ることがわかった。確認面から底面までの深さは1.75mに達する。最下面の 9層とその上に縦方向に入る

8層は，ボソボソの土であり，柱抜取り時に撹乱を受けた層になる。新しい時期のものは 6・7層を固め

てその上に柱を置いたと考えられ 5層部分が砂質でボソボソの層となり，東壁に柱抜取穴がみられた。

柱の太さについては，柱掘方を裁ち割った部分が若干中心か

らずれており， 5層の幅よりもさらに広がるものと考えられ，

40cm以上になる。確認面から底面までの深さは95cmで、ある。

古い時期の柱掘方の平面形は，南側柱列西第 2柱からわか

るようにほぼ正方形で， 一辺1.5m前後の規模と考えられる。

新しい時期の柱掘方はほぼ方形で 一辺が0.9m~ 1.2mであ

る 。 東側柱列南第 2柱，南側柱列西第 1~3柱で，柱掘方の

中心部分に柱抜取穴と考えられる円形の範囲にボソボソの砂

質に近い土が入るのを確認した。南側柱列西第 1・3・6柱

では，柱掘方の南側に細長く舌状に伸びる掘り込みがある。

この性格については不明な点が多いが，ピンポールで深さを

計測したところ，柱掘方の外側に向かつてしだいに浅くなっ

ていることが判明したので，柱抜取穴と理解した。

SB0011ま，後述するように建物の東西を南北に走行する各

2条の溝 (SD007'SD016， SD002' SX001 . SX002・SX003)

で区画していた可能性があり，重要な施設であった可能性が

高い。また， SB001の南側柱列の1.5m南に，柱列に平行して

幅20cm前後の溝を有するSA001がみられ，さらに北側柱列の

-37-
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1.5m北に幅20cm前後の溝が平行する。これらの溝は，基壇を外装した羽目板に相当する部材を並べた痕跡

とも考えられるが(山中 2003b) .部分的にしか確認しておらず不明な点が多い。なお.SB001に切られて

みえるSB003は2基の柱掘方のみの確認なので，不明な点が多いため，欠番とする。

南側柱列西第 1柱から 底部外面に「吉」を墨書した須恵器が1点出土した (66)。

SB010 (第11図，別表 1) 第2次調査第13区

SB001の北21mの地点に位置し斜行するSD001にほぼ接する位置にある。

SB011の柱掘方と重複し SB010のほうが古い。また西側柱列の一部は弥生時

代後期のSI019と重複する。3間 (8.4m)以上 x1間 (2.6m)以上の東西棟建

物と考えられる。ただし桁行については，北側柱列の東への延長部分が第 1次

調査第3区にあたり，そこでは柱掘方を確認しておらず，柱列がそこまで伸びないことは確実なので，桁

行はその手前までの最大でも 4閉までということになる。柱間す、法は桁行が2.85m(9.5尺)等間で，梁行

は2.55m(8.5尺)になる。柱掘方はやや方形に近く，長辺の 1辺が80cmほどになる。ただし柱堀方の辺は

柱筋の線にたいして斜めになる例もある。すべての柱掘方で、径30cm前後の柱痕跡を確認しているが，埋

土・柱痕跡内に黄褐色砂を多く含んでいた。その理由についてはよくわからない。建築方位はN-60
-

Wである。

SB011 (第11図，別表 1) 第2次調査第13区

SB010の北柱列と重複し先述したようにSB011が新しい。2基の柱掘方を確認したの j 1-，-巧

みである。柱間寸法は2.6m(8.7尺)である。柱掘方は 1辺長60cmほどの方形で，柱掘方 戸事す 子yc

のほぼ中央で、径30cmの柱痕跡を確認している。SB010同様，埋土と柱痕跡内に山砂をブロ 0 ¥ o  0レ

ック状に含む。建築方位はN-110 -Wで，正方位に近い建物より新しいにもかかわらず，建築方位の振

れが大きい建物である。

SB012 (第11・13・14・30図，図版7.別表1) 第1次調査第4区・第2次調査第11区・第8次調査第47区

SB001の東南に位置し 二重周溝をもっ円墳

(SM002)東部の外側周溝から内側周溝の手前

までに占地する。東西棟建物SB034とは建物の

南半部で重複し. SB034のほうが古い。 8間

(22.8m) x 3間 (5.9m) で，嶋戸東遺跡では

もっとも桁行が長い南北棟建物になる。桁行の

柱間寸法は2.85m(9.5尺)等間，梁行は2.0m(6.5尺)等聞になり，柱筋の通りはよい。建築方位はN-

180 -wで，柱掘方は0.8m-1.2mの円形もしくは長円形で，柱はすべて柱掘方でほぼ垂直に抜取っており，

柱抜取穴の上面には白色の山砂が堆積していた。埋土は暗茶褐色を基調とする。なお第 1次調査第4区に

位置する柱穴群は，当初SB002として調査したものになるが，規模を以上のように決定したことによって

すべてSB012に改めている。柱掘方から鉄釘 (8)が出土した。

SB013 (第11図，図版7. 別表1) 第3次調査第16区

SB001の西南 9mに位置する。『第3次報告jでは 6間x1間以上の建物規

模を想定していたが. 4間 (7.9m)以上 x1間以上とし， 建物の種類は不明

とする。柱掘方の径は0.9m-l.lmで，円形を基調とする。建築方位はN-210 

-39-
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-wである。もっとも東の柱掘方はSD0l6と重複するが，新旧関係は不明で、ある。

SB021 (第11図，図版6.別表 1) 第4次調査第24区・第8次調査第47区

SB001 と同規模の柱掘方径(1.0m~ 1.5m) をもっ柱穴 ./ ¥ ('ハ¥
って ./'イ/グ一一寸/く長勺 ((').¥ イメr

群が. SB001の南側柱列から南へ9.5mおい て 平 行 し 叩 .~'t' /ムど一一〆iW 早心杉
SB001に近い規模の建物を想定して精査したが. 1棟の建 ¥ I ~V)Q 〆/ぺL
物としての確証を得るには至らなかった。今回 周辺の調 1レ/χω(/Y A j'¥ 

査区の調査成果を突き合わせて検討した結果，桁行については，第24区内で3基2間分の柱掘方を確認し

さらに第24区から斜めに設定した調査区で，その柱筋の延長線上のやや離れた位置でさらにもう 1基柱掘

方をみつけていた。両者のあいだにはSD008が東西に走行したことを示す暗褐色部があり，それによって

両者を隔てていたことがわかり. 6基の柱掘方が3.6m(12尺)間隔でー列に並ぶ可能性が高いと判断し

桁行を 5聞に復原した。梁行は従来の想定よりも減じて 1間として，桁行5間(18.0m) x梁行 1間 (3.6

m)で，柱間寸法を桁行3.6m(12尺)等間，梁行3.6m(12尺)と想定した。建築方位はN-50 -Eにな

る。これにより SBο01とSB021については，桁行が同規模で柱筋を揃えて整然とした配置を想定できるよ

うになり，中央建物群のなかにE期の中枢建物が2棟並列する可能性を指摘できるようになった。

なお，東側柱列の中間に柱掘方が 1基みられる。これをSB021に伴うものとすると，その場合は. 5間

x2間(1.8m等間)の建物となるが，この柱掘方は 4分の 1程度を確認したのみで不明な点が多い。柱

筋からやや外側にずれるようにもみえるので，上記の理解を最優先とする。

SB030 (第11図，図版7.別表1) 第6次調査第42区

SB036の南西にあり， 二重周溝をもっ円墳 (SM002)の外側周溝が浅くなって途

切れた地点に位置する。 また塀SA004の北第 2柱を壊して造営され，南北溝

SD043・SD044に一部壊されている。桁行 3間 (5.4m) x梁行 2問 (4.2m)の側

柱建物だが，東の聞が広くなる傾向があり，東側柱列の柱筋の通りが悪い。柱掘方 ) 

は円形で0.5m前後しかなく貧弱である。嶋戸東遺跡、の中では小規模な部類に属し，

建築方位はN-50 -Eである。妻部分の南北の位置にも柱穴があることから， 独立棟持柱を据えた建物

になる可能性も考えられる。

SB031 (第11図，図版7. 別表1) 第6次調査第42区

調査区の北西隅で確認した 2基の柱掘方からなり. 2基の柱掘方とも芋穴に壊されており，遺構の遺存

状態は悪い。二重周溝の円墳 (SM002)の外側周溝から 6mの地点に位置し建築方位が似通ったSA004

からは西へ2m離れた地点に位置している。北側の柱掘方の埋土には山砂の堆積が確認できる。南側の柱

掘方はやや角張った円形で，柱掘方径は約70cm 柱掘方中央に20cm前後の柱痕跡がある。柱問す法は約

2.lm (7尺)になる。建築方位はN-go-Eになる。

SB033 (第11・15図，図版7. 別表1) 第6次調査第42区

中央建物群北半部の南端に位置する. 1聞の親柱の前後に控柱を 2本ずつ配置した四脚門と考えられる。

SB001の南約53m(177尺)の地点で. SB001の中心線の延長から東へ約 3mずれた地点に位置し. SM002 

内側周溝の西部をかすめてSB001と対峠する。 1間 (2.7m) x 2間 (3.0m)で，東西2.7m(g尺).南北

1.5m (5尺)の小型の柱問す法になる。親柱に取り付く遮蔽施設・区画施設はSB033の東側で柱掘方を 1

基確認したのみで，本来 門の両脇から延びる施設についてははっきりしない。柱掘方はほぼ円形又はほ
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ぼ楕円形である。建築方位はN-30 -Wである。なお西北控柱の 1基の柱掘方がSA003と重複し柱掘

方を半裁した結果. SB033がSA003より新しいことを確認した。

SB034 (第11・14図，図版7. 別表1) 第2次調査第11区・第8次調査第47区

西側柱列北第2・3柱の 2基の柱掘方は二重周溝をもっ円墳 (SM002)の内

側周溝内にあり，南・北側柱列の東第 2柱の 2基が外側周構内に位置する。

SB012の南 2間分と重複し SB034と重複する柱掘方を裁ち割ったところ，

SB012のほうが新しいことがわかった。桁行3間 (8.lm) X梁行2間 (3.6m)

の東西棟床束建物で，妻柱と側柱を結ぶ柱筋の交点上に，本柱よりも一回り小さい柱掘方を配置している。

添束は確認していないが低床の床敷き建物であろう 。建築方位はSB012と同様N-180 

- Wであり，桁

行の柱間す、法は2.7m (9尺)等間，梁行は1.8m(6尺)等間である。柱掘方内には塊状に白色の山砂が

堆積していた。

SB035 (第7・11・14図，図版7. 別表1) 第8次調査第47区

SB036の南西にあり， 二重周溝をもっ円墳 (SM002)の外側 ・内側周溝の北縁部に位

置し南側柱列の一部は内側周溝内にも及ぶ。SB036に切られて存在し規模は桁行3

間 (4.5m) X梁行2間 (3.6m)で，桁行の柱間す法は1.5m(5尺)等間，梁行は1.8m

(6尺)等間になる。嶋戸東遺跡の中で最も間尺の短い掘立柱建物であり，柱掘方の大 / 

きさもO.6m-O.7mと小型で、ある。建築方位はN-160 

- Wを示す。北側柱列の柱掘方はほとんどが芋穴に

よって壊される。

SB036 (第7・11図，図版7. 別表1) 第4次調査第24区・第8次調査第47区

SB021の南に位置し 二重周溝をもっ円墳 (SM002)の外側周溝の北縁に構築さ

れたSI050を壊して造営された建物である。建物の東側がSB035と重複し. SB036の

ほうが新しい。桁行 3間 (6.3m) X梁行2間 (3.6m)の側柱建物で，最低 1回の

建て替えがある。建築方位はN-50 -Eであり 桁行の柱閉す法は2.lm (7尺)等間で，梁行は1.8m

④ 

〔 /'/，/ /j

/¥O¥///// 

第15図 SB033
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(6尺)等間である。柱掘方の大きさはO.9m-1.0mで、ある。

SB046 (第11・14図，図版7，別表1) 第1次調査第4・11区第8次調査第47区

SB012・SA008に切られて存在する。建物の東部が調査区外になって l '-/  '-' 

西側柱列と北の隅柱から東へ 1間延びる柱掘方を 1基確認したのみで， プ;
建物の全容は不明である。 4聞の柱間す法は北から1.7m(5.7尺)， 1.8 

m (6尺)， 1.8m (6尺)， 1.6m (5.3尺)で，中央 2間の柱聞がやや広

くなる傾向がある。北の隅柱から東へ 1間延ひ、た柱間寸法は2.3m(7.7 

尺)あり，西側柱列のいずれの柱間す法よりも長くなるので，ここでは

西側柱列を梁行と考えることにする。それに基づいて桁行を西側柱列の

イ

間数よりも 1間多い 5聞に想定し桁行5間(推定11.5m) X梁行4間 (6.9m)の側柱東西棟建物に復原

しておくが，梁行4間の掘立柱建物は嶋戸東遺跡では唯一の構造になる O この想定に従えば，第 1. 2次

調査で確認したSD001はSB046の推定東側柱列の東約 3mの地点を走行することになる。建築方位はN-

280 -wになる。柱掘方はほぼ円形で，柱の径はO.5m-O.8m，深さはピンポール探査で、O.7m-1.0mあった。

埋土は黒褐色を基調とし， 2cm-3cmのローム塊を含む。

2. 塀・柵列(第11・13-15図，図版6・7，別表1)

SA001 (第13図，図版6・7，別表1) 第1次調査第7区

SB001の南側柱列のl.5m南の地点に，柱列に平行する。細い溝で連結されているものの，明瞭な柱穴ま

では確認できない。調査したのは全長で'4.9mになる。溝の深さはlOcmで、ある。円形の掘り込みが4箇所

あり，深さをピンポールで探査したところ20cm前後あった。埋土はSBOO1の a. b期と同様で、あり，前述

のようにSB001に伴う何らかの施設である可能性も考えられる。建築方位はN-50 -Eである。SB001の

北側にも同様の痕跡がある。

SA003 (第11・15図，図版7，別表1) 第6次調査第42区

SB033に切られる。柱掘方3基の 2間分を調査し建築方位はN-580 

- Eである。柱掘方は径O.66m-

O.88mで，不正な円形である。全長は3.3m以上になる。

SA004 (第11図，図版7，別表1) 第6次調査第42区

7尺等間の 3聞の塀で，北第 2柱がSB030西北隅柱によ って壊されていることから， SB003よりも新し

いことがわかる。建築方位はN-l1O -Wで， 二重周溝をもっ円墳 (SM004)の外側周溝の西部で途切れ

始める部分に接し周溝から約 1mの距離をおいて平行する。柱掘方は径60cm前後で，ほほ円形になる。

全長は6.5m(21.7尺)である。

SA008 (第11・14図，図版7，別表1) 第2次調査第11区・第8次調査第47区

SM002の東部に位置する。SB012. SB034のいずれかに付属する塀・柵列と考えられるが，柱穴の組合

せの考え方によって，帰属する掘立柱建物が変わることになる。ここではSB034に付属するものとして，

南北3間分の柱穴に加えて，北端からさらに西へ折れる柱穴2基も含めて一連の構造とし，部分的に廟を

さしかけた，身舎非一体型の変則的な廟を考えてみた。南北の柱列は 3間分を調査し建築方位は

SB012・SB034とほぼ同じN-180 

- Wになる。柱掘方の径は55cm-80cmで、ある。SB046を壊して敷設され

ており，全長は7.5m以上になる。SB012に付属するとした場合には，未調査部分の北側にも柱列が延びて，

SB012の北側柱列の東北側に塀・柵列が敷設されていたことになる。

-43-
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3. 溝・その他の遺構(第11 ・ 14 ・ 20~22 ・ 30図，図版 6 ・ 7. 別表 3)

多くの溝がみつかっているが，新しい時期のものも見られる。古墳時代後期~平安時代の溝と考えられ

る遺構はSD002・007・008・009・014・016・017・018.021・022・045. SX001 ~003が挙げられる 。

SD002 (第11・14・22・30図，図版6. 別表3) 第1次調査第4区

SB001の南東部で確認した溝で. SB001の東側柱列の線をSD002の位置まで延長した場合の両者位置関

係は約 5mの距離がある 。 SB012の北半部とは平面的に重複する 。 溝の上端幅はl.lm. 下端幅はO.2m~

O.4mで，深さは0.2m~0.3m になって，断面が皿状になる 。 溝の走行方位については，調査区内の狭い範

囲で走行方位が湾曲しているために判然としないが，南に位置するSX003と連続するものとすれば，

SB001と同方位のN-50 -E程度と考えられる。9世紀代の須恵器聾 (68) などが出土し，金属製品は

刀子 (10)が出土した。

SD007 (第11図) 第1次調査第7区，第3次調査第16・17区

SB001の西側柱列から5.3mの地点に位置し SB001の西側柱列とほぼ平行し. SD002とはSB001を介し

て対照的な位置関係になる。溝の上端幅が0.8m. 下端幅は0.6mで、あり，深さ0.4mで、ある。断面の形状は

逆台形である。構の走行方位はN-70 

- Eである。このSD002. SD007については，走行方位から考えて

SB001に伴う可能性がある。SD002と同様. 9世紀代の出土遺物がある。

なお. SD007の西にあるSD016. SD002の東に位置するSX001. SX002は. SB001と同じ走行方位なので，

これらもSB001に関連する講の可能性が考えられる。

SD008 (第11図，図版6) 第1次調査第4区・第3次調査第16区

SB001を切っており，溝を掘り下げて確認した上端幅は1.05m. 下端幅は35cm~65cmあり，深さは20cm

~30cmで，断面形は皿状である。 第 3 次調査第16区では，最大幅が3.3m の箇所もあり，同一の遺構とし

てよいのか疑問な点がある。遺物は，平安時代の須恵器聾の小破片が出土しているが. SB001よりも新し

く，走行方位はN-570 

- Eで，現代の地割りに近く偏向することなどから，官街遺構とは関連しない溝

である可能が高い。

SD009 (第11・20図，別表3) 第1次調査第4区

SB001の北側柱列の北9.7mの地点を東西に走行し古墳時代後期の竪穴住居に切られる溝である。下端

幅はl.lmで，残存の上端幅は1.3m. 深さは33cmである。土師器杯 (11・20)が出土した。

SD014 (第11図，図版7) 第2次調査第11区・第6次調査第42区・第8次調査第47区

SA009及びSI053. SM002を切って存在する。走行方位はN-650 -Wであるが，第42区のSD045に接続

するものと考えられ，南側に鍵の手状に曲がり，調査区外に伸びる。もとは大型の溝であったと考えられ

るが，削平によって基底面のみの残存となっている箇所もある。上端部は最大で'3.3mの幅があり，深さ

は最深部で、60cmで、ある。数回の掘り返しがみられる。遺物は溝底面から平安時代の須恵器聾片が出土して

いるが. SD008と同様な走行方位であることや 鍵の手状に溝が曲がることから 官街に伴わない溝であ

る可能性が高く，後世の地境溝の可能性も考えられる。

SD016 (第11図) 第3次調査第16・17区

SBOOl西側柱列の西9.lmの地点を南北に走行する講である。東に平行して走行するSD007とは約3.8mの

距離がある 。 溝の上端幅は0.8m~1.2mで，弥生時代の竪穴住居SI030と重複するあたりで一端，溝は途切

れる。深さはピンポールによる探査で、0.2mで、ある。遺物は 9世紀代の高台付椀が出土した。
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SD017 (第11図) 第3次調査第16区

SD008の北側に平行して，東西に走行する。SD008とは約 2m離れる。溝の最大幅は1.2mで，調査した

ほとんと手の部分で、は007mtまどの幅しかない。確認面からの深さはピンボール探査で'20cmあった。SD016・

SD007よりも新しい。

SD018 (第11図) 第3次調査第16区

平安時代のSI034に切られた平安時代の溝である。上端幅は209m前後あか大型の溝である。上面の確

認のみで掘り下げは実施していない。すぐ南にあるSB001までは続かず，不明な点が多い。

SD021 (第 1・11.22図，別表 3) 第4次調査第25区

調査区のほほ中央で、みつかった構で，幅は200m-305mとかなり出入りがある。深さ50cmほどで，硬化

面は確認できなかった。土師器杯 (70・73・77)などが出土した。

SD022 (第 1・22図，別表3) 第4次調査第25区

調査区の西端で、みつかった，やや蛇行気味の溝である。幅は2.lm 深さ50cm 断面皿形の掘り込みで

ある。土師器杯 (61)が出土した。

SD045 (第11・21図，別表3) 第6次調査第42区

講の一部がSM002の内側周溝と重複する，偏向する溝である。最大幅2.2m. 深さ20cmほどの溝で，幅

は地点によってかなり出入りがある。SD009と接続する北側に出土遺物がややまとまっており，須恵器高

台付杯 (49)・千葉市域産須恵器楚 (56)などが出土した。

SX001・SX002(第11・14・21図，図版7.別表3) 第2次調査第11区・第8次調査第47区

両遺構は同ーの溝の基底面残存部分と考えられ，主軸方位はN-60 -Eである。上端幅は 1m前後で、

あり，深さは. 10cm-25cmである。SX001からは平安時代の須恵器聾の小破片 (57)が出土した。

SX003 (第11・14図，図版7) 第2次調査第11区・第8次調査第47区

前述のようにSD002の一部と考えられる遺構である。深さは10cm前後である。SB012と重複するが，新

旧関係は不明で、ある。

SX004 (第11図) 第2次調査第13区

調査区の西端で確認した，不正長円形の掘り込みである。長径200m.短径1.6mで，主軸をN-570 

- E 

にとる。埋土はローム粒が均一に混じる茶褐色土で， しまりがない。深さは 1m以上あり，小規模な井戸

になる可能性もある。

40 竪穴住居(第11・14・15・21・31図，図版6・7.別表2・3)

中央建物群北半部では弥生時代~古墳時代後半にかけての竪穴住居が20軒みられる。7世紀中葉~後半

の竪穴住居が比較的多く，重複する箇所もあり，古墳時代後期に拠点的な集落が展開していたものと考え

られる。なお，奈良時代と平安時代の竪穴住居と考えられる遺構が各 1軒あり，注目される。古墳時代~

平安時代にかけての竪穴住居について記載する。

SIO02 (第11図，別表2) 第1次調査第4区

1辺長が2.5mの小型の竪穴住居で、ある。掘り込みが浅く，床面まで掘り下げたが，遺物はみられず，

時期は確定できないが.弥生時代の竪穴住居SI001を切っているので，古墳時代以降の可能性がある。

SIO04 (第11図，別表2) 第1次調査第4区

SB001の北に隣接し. SI005を切る古墳時代後期の竪穴住居である。
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SIO05 (第11図，別表2) 第1次調査第4区

SI001とSD009を切り， SI004に切られる。古墳時代後期の竪穴住居で，土師器斐が出土した。

SIO06 (第11図，別表2) 第1次調査第7区

SB001の柱抜取穴に切られ， SI007を切る古墳時代後期の竪穴住居で，土師器杯が出土した。

SIO07 (第11図，図版ふ別表2) 第1次調査第7区

平安時代の溝SD007と古墳時代後期のSI006に切られ， SI008を切る。東壁中央にカマドがあり，規模は

東西が4m，南北が推定で 4m前後で、ある。掘り込みは浅く，床面の一部まで掘り下げを行っている。主

軸方位はN-940 
- Eである。

SIO08 (第11図，別表2) 第1次調査第7区

SD007と古墳時代後期のSI007に切られる。

SI032 (第11図，別表2) 第3次調査第17区

SB012の南にある古墳時代後期の竪穴住居で，土師器聾が出土した。

SI033 (第11図，別表2) 第3次調査第17区

平安時代のSD007・SD016に切られて存在する，古墳時代後期の竪穴住居である。

SI034 (第11図，別表2) 第3次調査第17区

平安時代のSD018を切っており この一帯で最も新しい竪穴住居と考えられ，ロクロ土師器高台付杯・

須恵器喪が出土した。

SI046 (第11図，図版7，別表2・3) 第6次調査第42区

SB033の北西に位置する規模3.5m前後の小型の竪穴住居で、ある。東壁中央よりやや南寄りにカマドを敷

設する O 深さは確認面から 5cmほどである。西壁をのぞいて壁溝が巡る。主軸はN-790 
- Eにとる。8

世紀前半の所産と考えられる須恵器査の口縁部破片 (51)が出土しており注目される。

SI047 (第11・21・31図，図版7，別表2・3) 第6次調査第42区・第8次調査第47区

SB036の南に所在する。主軸方位はN-60 -Wで， 6.1m x 6.3mの規模で，深さは38cmで、ある。柱掘方

2基及び壁溝と北壁にカマドがあり， SM002の周溝とSI050を切っている O 出土遺物は 7世紀後半の土師

器杯の口縁部小片 (38・39)，椀形鍛冶j宰 (34)が出土した。

SI050 (第11・21・31図，図版7，別表2・3) 第8次調査第47区

一辺長が6m前後の竪穴住居で、あり， SI047及びSB035. SB036に切られ， SM002の周溝を切る。東壁の

南寄りにカマドがあり，主軸をN-650 

- Eにとる。住居内からは 7世紀後半の須恵器蓋 (32)，土師器杯

高杯 ・楚 (33-35・40・41)とともに，鉄素材 (25-29)・椀形鍛治浮 (33)等が出土した。

SI051 (第11・14・20図，図版7，別表2・3) 第8次調査第47区

SI050の東側に所在し， 2軒が重複 (a. b) している。SB035に切られ， SM002の外側周溝を切って

いる。古墳時代後期の住居で， 1辺長が7m弱の大きさである。土師器聾の破片 (30)が出土した。

SI052 (第11・15図，図版7，別表2) 第6次調査第42区

SB033に切られる一辺長が5.4m前後の，北壁にカマドをもっ竪穴住居である。出土遺物がないので時期

は不明だが，住居の規模及び主軸方位から， SI050と同時期の可能性が高い。

SI053 (第11図，図版7，別表2) 第8次調査第47区

SM002の外側周溝を切り， SD014に切られて存在する東壁中央よりも南寄りにカマドのある竪穴住居で
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ある。住居の規模は5.lmx 5.2mである。遺物が出土しなかったので時期決定は難しいが，主軸方位が

SI050とほぼ同様で、あることから，古墳時代後期の住居であろう。

5. 古墳(第 1・11・14・20・30図，図版7. 別表3)

SM002 (第 1・11・14・20・30図，図版7. 別表3) 第6次調査第42区・第8次調査第47区

中央建物群北半部の南半にある。南東部は緩斜面の肩部に位置するが，周溝は緩斜面の傾斜に沿って掘

削されており，斜面部で周溝が消滅することはないが，平坦部では深さが不定のためか，地点によって周

溝が途切れるところがある。二重周溝をもっ円墳で周溝のみを残している。内側周溝の内径で、21m.外側

周溝の外径で、36mある。周溝の幅は1.8m前後あるが.外側周溝のほうがやや上端幅が狭くなる傾向がある。

断面は浅い皿状で，削平されているため40cmほどの深さしかない。埋葬部は旧表土面より上部にあったた

めか，その痕跡すら残していなかった。

内側周溝南西部で周溝が途切れる南端部分の先端部からややまとまって土師器が出土した。杯類は口径

11cm-12cmで，体部にやや明瞭な稜を残す資料 (13・17) もあり，ほかに土師器鉢 (21)・土師器聾 (28)

などがあり. 7世紀前半の土器様相と考えられる。また不明鉄製品 (18・21)も出土した。

SM002の北半部を中心に掘立柱建物数棟と塀 ・柵列が点在するが，いずれも古墳内側周溝の内部の封土

部分までは進入していないのが特徴である。なお円墳の中央部には帰属時期までは特定できないが. 4.5 

m x3.0mの不定型な風倒木痕がある。

第5節 中央建物群南半部

中央建物群南半部は I期政庁域の南西約108m. 中央建物群北半部の真南に接して位置する。 I期政庁

域やE期正倉域の前面に広がる谷の谷頭にあたり，西から東へ下る緩傾斜地に立地する。遺構確認面の標

高約47mと建物群の中で最も低い一帯になる。調査区としては第5次調査の第30・31区と第6次調査の第

41 .42区の南端を主要な調査区とし. SB023がその規模から中枢的な建物と考えられる。なお，第6次調

査第40区の北端には柱穴 7基があり，同区南端のSM003周溝まで、の約25mの聞に柱穴が認められないこと

から，これらの柱穴が官術域の南限を示す可能性が高い。

1.掘立柱建物(第 1・11・16図，図版8・9. 別表1)

SB023 (第 1・11・16図，図版8. 別表 1) 第5次調査第30・31区

規模等からいって，中央建物群南半部の中心的な建物になる。ま

た重複関係から中央建物群南半部で最も新しいと判断した建物であ

る。建物の南半分は古墳時代後期の竪穴住居SI043とSB027を切る。

『第 5次報告Jでは 5問x3聞の南北棟総柱の倉庫と考えた建物に

なる。建物の北側が現道に接するために十分精査が出来ていないが，

北妻柱列東第2柱の北側，調査区の北東隅に柱穴の痕跡が認められないことや，北側柱列の柱穴規模が内

部の柱穴規模に比べ大きい点などから，桁行5間とした 『第5次報告jの評価は十分な妥当性がある。桁

行13.8m. 柱間す法は2.7m(9尺)を基準とする。しかし南 1聞は3.0m(10尺)の位置に柱痕跡を確認

しており，北側柱列の柱痕跡が柱穴の南側に寄っており，柱穴中央に柱位置を求めれば北端の桁行の柱問

寸法も 10尺であった可能性もある。その場合には桁行総長は14.lmということになる。梁行は6.0m. 柱間

寸法は2.lm (7尺)・1.8m(6尺)・2.lm (7尺)となって中央の聞が狭くなる。
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側柱の柱掘方は長軸1.77m~ 1.22m (平均1.44m). 短軸1.36m~ 1.06m (平均1.19m)，柱痕跡の直径0.58

m~0.35m (平均0.49m)，内部の柱掘方は長軸1.24m~ 1.01m (平均1.14m)，短軸1.12m~0.88m (平均

1.03m) ，柱痕跡の直径0.51m ~0.32m (平均0.42m)と， 側柱と内部の柱穴規模に差が認められる。低床

の板倉や土倉になる山中分類(山中 2003c)の総柱建物E類ないしは床束建物に該当するであろう 。調査

区及び周辺にはほかに総柱建物が認められないことを勘案すると，総柱建物よりも床束建物のほうがより

蓋然性は高いであろう。建築方位はN-30 -Eとほぼ真北にとる。

SB024 (第11・16図，図版8・9，別表1) 第5次調査第30・31区・第6次調査第41区

第5次調査では掘立柱建物の北東隅としていたが，第6次調査第41区の調査の結果，

柱列が西へ延び、ないことが明らかになったことから，柱穴の組み合わせを変更して掘

立柱建物の北西隅と したものである。第41区の調査で半裁した西側柱列の柱掘方は浅

く，確認面からの深さ20cm程で、あり，東列の低い部分では遺存度が悪い可能性が考え

られることから， SB027の南東隅柱北側の落ち込みを柱穴の残骸と捉え，本報告では

3間以上 x2聞の南北棟の北半部としたい。桁行の柱閉す法が2.lm (7尺)等問，梁行の柱間す法は

1.8m (6尺)等間と考えられる。第41区の南端で確認したSM003の周溝を切って南に延びることになるが，

掘立柱建物と古墳が重複する場合，古墳の墳丘は残す場合があるので，それに従えば長大な建物となる可

能性は低く，桁行が 3 間~5 間程度の建物であろう 。 建築方位をN-O O -Wにとる 。

SB025 (第11・16図，図版8，別表1) 第5次調査第30・31区

第5次調査では掘立柱建物の西辺の桁もしくは梁としていたが， r第6・

7・8次報告Jで北側の柱穴も含め，西側柱列が2.lm (7尺)等間，北側

柱列が1.5m(5尺). 1.8m (6尺)と柱間す法に差が認められるこ とから桁

行5間 (8.25m)以上×梁行 3間(3.4m)以上の南北棟とした。調査時の所

見では北側柱列の柱穴がSB023の柱穴を切るが，西側柱列の柱穴はSB023の

柱穴に切られるという蹴舗が見られる。桁行の方位N-260 -Wであり，建築方位の変選から考えて，

SB023に切られるものと理解した。南妻柱が第31区の南端で確認できていない点は今後の課題としておき

たい。

SB026 (第11・16図，図版8，別表 1) 第5次調査第30・31区

第5次調査ではSB025の南側に重なるように確認した掘立柱建物の北西隅である。

今回の報告では第31区南側の柱穴を東側柱列の一つに取り込んで、，建物の北側を確認

したものとして報告する。北側柱列は1.8m(6尺)・1.2m(4尺)と柱間す法に差が

認められ，西側柱列と東側柱列は 1聞のみで、2.lm (7尺)である O 北東隅柱の一部

は未確認だが第31区にかかっていた可能性が高く，北側柱列の柱間す法が不揃いであることから北側柱列

を北妻とし桁行2間以上×梁行3間 (4.8m)の南北棟とした。建築方位はN-60 -Wである。

SB027 (第11・16図，図版8・9，別表1) 第5次調査第30・31区・第6次調査第41区

第30・31区の南西隅で確認し第41区の調査により規模が確定した 4間

(9.0m) x 3間 (6.0m)の南北棟側柱建物である。桁行総長は30尺で柱間

す法は 7尺から 8尺になり，梁行総長は20尺で柱間寸法は 7尺・ 6尺.7 

尺と中央の聞が狭くなる。桁行:梁行の柱間す法の比率が3: 2となるの
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で，桁行・梁行はそれぞれの総長を決定してから柱聞を割り振った，いわゆる「総間完数制J(溝口

1999)を採用した可能性がある。SB023より古く， SB024よりも新しい。建築方位はN-lO -Eである。

SB038 (別表1) 第5次調査第31区

『第 6・7・8次報告書』で北西隅柱，北東隅柱，東妻柱の 3柱穴から 1棟の掘立柱建物を想定してい

たが，北西隅柱(第5次第30・31区SK005)が若干規模が異なることから掘立柱建物とすることは困難で

あると判断した。しかしながら 第30・31区の 2基の柱穴は規模も大きく何らかの柱穴とするべきであろ

う。本報告では，柱穴の問もしくは南側の未調査部分にもう 1基の柱穴を想定し， SB023の南半部西面に
どうかんしち・う

設けられた瞳竿支柱などの荘厳を演出する装置であった可能性を指摘しておきたい。

2. 竪穴住居(第11図，図版4・8・13，別表2)

SI043 (第11・16図，図版8・13，別表2) 第5次調査第31区

SB023 . SB027に切られる竪穴住居である。規模は5.2mx4.9mで、確認面の観察からはカマドは確認でき

なかった。出土造物から古墳時代前期の竪穴住居であろう。

SI044 (第11図，別表2) 第5次調査第32区

調査区の西半部に位置する。幅0.5mの調査区内で約 5mにわたり，焼土粒，炭化物粒を含む黒褐色土

が認められ竪穴住居と判断した。時期は古墳時代前期のものであろう 。

3. 溝(第11・15図，図版7・13)

SD046 (第11・15図，図版7・13) 第6次調査第42区

調査区の南西端で確認し第5次調査で報告した第30区北東端のSI042に連続するものと考えられる溝

である。第42区では南西壁 第30区では北東壁が調査区外である。しかしながら第42区の調査では南西壁

の立ちあがりを確認しており，底面幅0.43m，上端幅はl.5m前後になる。また，第42区の西端で溝内から

組合せのない柱穴を確認しており，柱穴より新しいものと判断した。溝の走行方位はおよそN-600 -W 

で，官街建物群の軸方位や現況地割の軸方位とも異なっており，その性格は今後の検討課題である。

4. 古墳(第 1・11・16・20・30図，図版?別表 3)

Sお1001(第 1・20・30図，図版9，別表3) 第6次調査第40区

台地南端の縁辺部に位置し 中央建物群南半部の第30・31区からは南へ100m以上離れる。官街遺構の

南限を確認するために設定した第40区の南端で周溝の一部を確認したものである。墳丘は現在も見かけで

1.5mほどの高まりを残すものの，篠竹に深く覆われ，墳丘測量も実施していないために詳しい墳形まで

はわからない。しかし確認した周溝の平面形状から，古墳中軸線を台地縁辺部の等高線と平行にして，後

円部を東に向けた，盾形周溝をもっ前方後円墳と考えられる。周溝内からは，土師器鉢 (24)・土師器斐

(31) ，鉄鉱 (12)・不明鉄製品 (19・20)が出土したが，いずれも周溝内に流れ込んだもので古墳の造営

時期を直接限定する資料にはならない。墳形等から勘案して， 6世紀代の古墳になるであろう 。

SM003 (第11. 16図) 第6次調査第41区

調査区南西隅で確認した古墳周溝の一部である。SB027の南側にあり，緩傾斜地の肩部に位置する。周

溝内側の立ち上がりがかろうじて調査区内に収まり，溝の上端幅は2.lm，底面幅は1.3mで，断面が浅い

皿状の掘り込みである。径30m前後の円墳で、あろうか。
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第6節西方建物群

中央建物群の西北にあたり，正倉院区画溝の西溝から西へ100m~150mの地点に位置する。 かなり広域

な平坦地を形成する一角になり，微妙な高さだが台地上では標高がもっとも高い一帯になる。調査区とし

ては第 1 次調査第 5 区と第 9 次調査第48~51区までを主要な調査区としこれらとはやや地点は離れるが，

第2次調査第 9・10区の調査成果についても適宜引用する。

1.掘立柱建物(第 1 ・ 3 ・ 11 ・ 17 ・ 18図，図版1O~16. 別表 1 ) 

調査区として広い面積を調査した第51区を中心に建物群が広がり それ以外の調査区では第 1次調査 1

区d. eの南端近くで柱掘方径が 1m近くあって，柱抜取穴に山砂が混入した柱穴を 1基確認した。そし

て第 1 次調査第 1 区 a~c ・第9次調査第48区以北には建物群が進出しないようである。

SB004 (第11・17図，別表1) 第1次調査第5区

古墳時代後期と考えられるSI003の北部に重複する。第1次調査でみつかった 4

基の柱穴を桁行とし，北東の棟柱位置の柱穴 1基も含めて，第 5区の北側へ展開す

る4間x2間程度の東西棟建物を想定した a第1次報告J)。この場合，梁行の柱

間す法が桁行の柱間寸法よりも長くなることになる。しかし第9次調査第49区で北側に延長しないことが

わかったので，建物は南へ展開すると改めた。柱列のうち，西第 1柱以外は柱掘方の辺が柱筋の軸線に沿

って方形なのにたいして，西第 1柱では柱掘方が軸線にたいして斜めになり径も小さくなるので，柱列の

組み合わせからは除外しておく 。以上からSB004は2間 (4.8m)以上の側柱列となって，柱間寸法が2.4

m (8尺)等聞になるので，当初の想定どおりこの柱列を桁行とする。柱掘方の 1辺長はl.lm~ l.2mで

やや大型な部類に属し，深さは85cm程度である。建築方位はN-80 -Wになる。20cm前後の柱痕跡を 2

基の柱穴で確認できた。

SB039 (第 3・17図，図版16. 別表1) 第9次調査第52区

調査区のほぼ中央に位置する，側柱構造と考えられる建物である。北側柱列東 斗ιA人 q 

第3柱 山市墳時代前期の竪穴住居臼060と重複する。調査区に接山、た 、1)A 7-
ために，北側柱列の 4基の柱穴のうち 3基の柱穴については，その一部しか確認

できなかった。4基の柱穴はいずれも柱を抜取られており柱の据え位置を確定できないが，柱掘方の心々

距離での柱問寸法が2.1m (7尺)を超えるので桁行の北側柱列と考えられ，それより以南の柱穴につい

ては調査区の南に延びる。4基の柱穴の桁行長は6.6m(22尺)で柱問寸法は2.19m(7.3尺)等聞になり .

柱筋のとおりも比較的よい。これらだけで北側柱列が完結するとするならば. 3間 (6.6m) x 2間とい

う建物規模を想定でき，柱閉す法に表れる造営尺の端数は，桁行の全長から柱位置を等分に決定したため

に生じたと考えるのが自然であろう 。建築方位はN-50 -Wである。柱掘方はほぼ円形に近く径は70cm

~75cmである。柱抜取穴には東第 2 柱をのぞいて，いずれも茶色味がかっ た白色砂が堆積する 。 ただし調

査区の壁面にかかる東第3・4柱では壁面に約30cmの立ち上がりがあり ，東第4柱の埋土を壁面で確認し

たところ，埋土の上面だけに茶色味がかった白色砂の堆積があり，それ以下には白色砂の堆積を確認でき

なかった。また東第 3柱では柱痕跡部分を確認しているが，上面に茶色味がかった白色砂が堆積するので，

柱痕跡部分から南側，つまり建物の内側へ柱を抜取ったと考えておきたい。出土資料としては東第2柱穴

から，外面に平行叩き目，内面に同心円当て具痕を残す薄手の須恵器聾の小片があった。
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SB040 (第 1・3・17・18図，図版10・13・14，別表1) 第9次調査第51区

調査区の中央西寄りの調査区境に位置し 建物はさらに西方の調査区外にのびる 内部の柱筋の交点上

に床束を据えた床張りの建物と考えられる。梁行が3聞なので桁行については 4間以上を想定できる。調

査区境には調査区に平行してSB040よりも新しい溝 (SD047)が走行するために，西部の 2基の柱穴につ

いては溝の埋土を掘り上げて調査した。また北側柱列の一部はSB041と重複し SB040の柱穴がSB041の

柱穴を切っている。また一部に小柱穴が重複しているが， SB040よりも新しいものが多い。

梁行長は5.33m 07.8尺)で柱間す法に多少の出入りがあるが，およそ1.8m(6尺)等間で柱位置が割

り付けられていると考えられる。南北の桁行の柱間す法は東 1聞が2.02m(6.7尺)， 2間目が1.73m(5.8 

尺)， 3間目が1.85m (6.2尺)と柱閉す法がかなり不揃いなので，桁行は 「総問完数制」によって柱位置

を割り振った可能性がある(溝口 1999)。柱掘方は円形を基調とし，径はl.lm前後あり，径のもっとも

大きい東側柱列北第2柱で、は1.2m -1.4mもあり，嶋戸東遺跡でこれまで、みつかっている柱掘方としては

大型な部類に属す。埋土は大小のロームブロックを非常に多く含む暗茶褐色土である。北側柱列の東第 1

柱で柱穴の断ち割り実施した結果，深さが82cmあり，柱掘方の上面がさらに30cmほどあったと仮定すれば，

柱掘方径と深さの比率はほぼ 1 1ということになる。北側の柱穴群では柱を抜いているものが多いが，

南側の柱穴群では径30cm-35cmの柱痕跡を残す。床束の柱穴は長径55cm-70cmで本柱よりも一回り小さく，

不整形になる傾向がある。建築方位はN-60 -Wになる。

この建物の特徴のーっとして.柱間装置に北側柱列の東第 1-3柱までを通る柱筋溝状遺構 (山中

2003b)がある。溝は柱掘方内を貫通して柱に直結するのが特徴である。東第 3柱では柱痕跡が残り，そ

こから幅55cm-60cmの柱筋溝状遺構が東へ延び，柱を抜いた第 2柱・第 1柱の柱掘方まで続く 。東第4柱

は調査区境に位置しているが，その壁面に柱筋構状遺構の断面を確認していないので，北側柱列の第 3柱

より西については，柱筋溝状遺構を敷設しない柱聞が少なくとも 2間分は続くことになる。柱筋溝状遺構

を第 1柱と第2柱の間で、断ち割った結果，断面形態は箱堀状で深さは55cmあり，柱掘方の底面から30cm前

後の高さの位置に柱筋溝状遺構の底面が設定されていることになる。柱筋溝状遺構の埋土は上下2層に分

かれ，上層は 2cm程度のロームブロックを多く含む暗茶褐色土で比較的しまっている。下層はlOcm大のロ

ームブロックを少しと 3cm-5cmのロームブロックを多く含み， しまりがやや弱くなる。3基の柱穴のう

ち2基の柱が抜かれ，断面にも柱材の横断面が表れていないことから，柱筋溝状遺構が地中梁の埋設痕跡

になる可能性はないと思うが，断ち割りの断面には板壁材の断面と思われる痕跡や埋戻しの形跡も確認で

きない。また溝の掘削深度も深いことになるので地覆の可能性も低いであろう。この柱筋溝状遺構が建物

北側の一部に しか敷設されていないので，現時点でこの装置の機能までは明らかにできないが，おそらく

柱穴上部の壁構造に関連する装置と考えるのがもっとも妥当のように思う 。その場合，溝の掘削深度の深

さと溝幅の広さを考慮に入れると，土壁を積み上げる際の基礎構造と考えることができるかもしれない 2)。

どの程度の高さまで土壁を直立させることが技術的に可能だ、ったのかわからないが，溝幅を考えると土壁

は柱をくるむほどの厚さを想定してもよいのかもしれない。なお出土遺物としては特筆するようなものは

なかった。

SB041 (第17・18図，図版10・13，別表 1) 第9次調査第51区

調査区の中央西寄りに位置し南側柱列は前述のSB040の北側柱列と重複し南側柱列の東第 1・2柱

はSB040の柱掘方に重なり，輪郭すら確認できない。またSAOllとも平面的に重複する。2問 (4.2m) x 
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2間 (3.9m)の東西棟建物で，柱はすべて抜かれ柱位置を特定できないが，柱掘方心々

間の柱間す法で、は桁行2.lm (7尺)，梁行2.0m(6.7尺)等聞を想定できる。柱筋の通

りは比較的よい。柱掘方は統一性を欠くようにみえるが. 3隅に位置する柱穴では丸み

のある長方形か台形で柱掘方が南北の梁行方向に長くなる傾向があり，中間に位置する

，U ¥ 0 0 
¥'-， Q---96令。 O

¥1 Aア'¥J
-ヤ戸γ1 _戸、4' () 

柱穴は柱掘方を円形もしくはソラマメ形にする。柱抜取穴には粒状になった白色砂の混入を確認できる柱

穴が多い。 柱掘方の径は65cm~95cmである 。 なお建物内部に位置する柱掘方の 1 基には 2cm~3cmの白色

砂ブロ ックを多く確認でき，これが本柱と同様の柱抜取痕跡とすれば床束にあたる可能性がある。建築方

{立はN-50 -Eになる。

SB042 (第17図，図版10・13・15. 別表1) 第9次調査第51区

調査区のほぼ中央に位置し東側柱列のほとんどは調査区外になる。古墳時

代後期 (7世紀中葉)の竪穴住居SI059と重複し. SB043とは平面的に重複す

るだけで新旧関係については不明である。4間 (9.00m) x 3間 (5.l5m)の

南北棟側柱建物である。柱間す法は桁行ではやや不揃いで，北の 1聞が2.25m

(7.5尺).中の 2聞が2.36m(7.9尺).南の 1聞が2.02m(6.7尺)で南の 1聞が

もっとも狭くなる。桁行の総長が完数尺になって， しかも柱筋の通りもよいことから，柱間す法が不揃い

なのも総聞を決定して柱位置を割り振った可能性がある (溝口 1999)。梁行の柱間す法はl.71m(5.7尺)

等を想定できる。ただし北側柱列東第 1柱は他の柱掘方に切られ，調査区境の壁面で柱穴の立ち上がりを

確認できるだけで，対向する隅柱も調査区外になるので東 1聞の柱間す法に関しては推定値になる。南梁

行の柱筋の通りは比較的よいが，北梁行では柱筋の通りが悪くなるので，建物造営時には南・西の柱筋が

基準になっていたのかもしれない。柱掘方は一部の柱穴で間延びするものがあるが，柱掘方として捉えら

れたものについては，径が85cm~95cmのやや歪な円形になる。 8 基の柱穴で、径30cm前後の柱痕跡を確認し

た。埋土は径 1cm~ 3 cmのロームブロ ックを多く含む暗茶褐色土と黒褐色土の混合土になる。なお建物内

部に小柱穴があるが柱筋からはそれるので，この建物に伴うものではないと考えられる。建築方位はN-

30 
- Eになる。

出土遺物としては，北側柱列東第2柱の埋土からロクロ土師器小型費の小片が1点出土した。小片のた

めに詳しいことについてはわからないが.9世紀前半代の資料になるであろう 。

SB043 (第17図，図版10・13・15. 別表1) 第9次調査第51区

調査区の中央部やや北側で，小柱穴群がまとまる一帯から抽出した掘立柱建物に

なる。柱のほとんどが抜かれているために柱位置の特定はむずかしいが. 3間 (6.0

m) x 2間 (4.2m)規模の東西棟側柱建物と考えられる。SAOlOの北端の柱穴と

わずかに接しその重複状況からSAOlOよりも古いと判断した。北側柱列と西側柱

列が比較的柱穴の形状がそろい，柱筋の通りもよい。それにたいして建物南東部は古墳時代後期の竪穴住

居SI059と重複し 重複部分で柱掘方がやや不分明になってしまったこともあって，柱穴の組み合わせが

むずかしい。柱筋の通りは悪い。柱掘方は不定形で，丸い形態のものから角張ったものまである。柱掘方

径は52cm~83cmで、ある 。 柱はすべて抜取られており，柱抜取穴に白色砂が顕著に堆積する。 建築方位はN

-20 
- Eである。
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SB044 (第17図，図版10・13，別表1) 第9次調査第51区

調査区の北端に位置し南側の柱列の4基の柱穴のみを確認した。以北の柱穴群につい

ては調査区外になる。全長が4.29mなので 1尺を300mmとすれば14.3尺だが， 1尺を296mm

とすれば14.5尺となって0.5尺単位の換算値を得ることができる。柱間す法はいずれの場合

でも1.4m(4.8尺)等間で，完数でも 5尺にしかならないから，確認した柱列は梁行にな

~ 

って，桁行4間以上で梁行3聞の南北棟建物と考えられる。柱筋の通りはよく，東第2柱をのぞいて径25

cm~34cmの柱痕跡を確認できた。 東第 2柱では柱抜取穴に白色砂と焼土粒が多く堆積しているのを確認し

た。 柱掘方は歪な円形で，径は75cm~104cmになる 。 埋土は径 3cmほどのロームブロックを多く含む暗茶

褐色土である。梁行での建築方位はN-20 -Eである。南に位置するSB042とは2.2m (7.3尺)隔たり，

柱筋の延長からもそれる。

SB045 (第17図，図版11・12，別表1) 第9次調査第49区

調査区の中央に位置し 建物の北側部分が調査区外になるが全容はほぼ把握できる o ムJ ""C

構造は付則 山 以 下 の よ う に 復 原できる。2間x2町 北 恥 建 物 で 北 111 r 
の間と南の間の柱問の比率を10: 7とする 2聞に分けることができる。つまり北の聞が r-ll 

1間 (3.0m) x 2間(3.0m)で，そこから南へ 1問 (2.lm)のびて南の間となる。南妻の等分の位置に

は柱掘方径が本柱と同じ径の柱を配って，棟柱とする。聞の境には梁の等分の位置に本柱よりも柱掘方径

が一回り小さくなる床束があり，建物全体か，いずれかの聞に床を張っていたようである。ただし北の聞

の桁行長が長くなることを考えると，北の間だけに床を張って，南の聞を土間にしていた可能性が強いで

あろう。柱筋の通りはよい。柱掘方は円形で，埋土は粗いローム粒を多く含む黒褐色土になる。柱掘方の

径は40cm前後で，柱抜取痕跡は不明瞭で，あるいは柱掘方径とほぼ同じ径の柱を使用していたのかもしれ

ない。建築方位はN-10 -Wになる。

2. 塀・柵列(第17図，図版11~13 ・ 15，別表 1 ~ 3) 

SA010 (第17図，図版13・15，別表1) 第9次調査第51区

調査区中央のやや北側に位置する。SB043と平面的に重複するが，柱掘方どうしが接する程度に重なり，

SB043よりも新しい。南北3間6.0m(20尺)の塀で，柱間す法は2.0m(6.7尺)等聞になる。柱掘方はや

や角張った円形で，径は52cm~72佃である 。 建築方位はN -70 

- E になる 。 埋土はいずれも lcm~3cm

のロームブロ ック を多く含む暗茶褐色土である。柱はすべて抜かれており，柱抜取穴には白色砂が粒状ま

たはブロック状に混入し，北第2柱ではさらに焼土粒・炭化粒も混在する。南西に位置するSB041とは，

SAOlOの南端の柱穴がSB041の北の桁行のほほ延長線上にあって柱筋が組み合う角度が94度になり，

SB041の隅柱との距離がl.3mになるので， SB041と関連する施設になってSBο41の北西側の空間を区画し

ていた可能性がある。

SA011 (第17図，図版13，別表1) 第9次調査第51区

調査区中央部に位置し SB041と平面的に重複し SB040の柱筋溝状遺構の一部を壊している。南北 3

間 (5.65m)の塀で，柱間寸法は1.88m(6.3尺)等聞になる。柱掘方はやや査な円形で，長径は60cm前後

である。建築方位はN-60 -Wである。柱はすべて抜取っていて 南第 1・2柱の柱抜取穴には白色砂

を粒状に含む。埋土は 3cm程度のロームブロックや粗いローム粒を含んでいる。
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SA012 (第17図，図版11・12.別表1) 第9次調査第49区

調査区の東部でSA0l4の南に位置し重複関係からSA013よりも古くなる。東西 2間3.0m(10尺).柱

間す法が1.5m (5 尺)等間になる塀である。 柱掘方は径30cm~35cmの円形で，埋土は暗茶褐色土もしく

は黒褐色土で，間柱でι至18cmの柱痕跡を確認した。建築方位はN-730 

- Wで¥真北からかなり斜行する。

SA013 (第17図，図版11・12.別表1) 第9次調査第49区

調査区の東部でSA013の北に位置し.SA012よりも新しい。東西2間 (3.5m).柱間す法がl.5m (5尺)

等聞になる塀である。 柱掘方径は東第 1 柱が長径58cmになり，それ以外の 2 基の径は38cm~47cmになる 。

平面形態は円形もしくは長円形である。埋土はSB045の埋土と似た性状で，粗いローム粒を少し含む黒褐

色土である。建築方位はSA013と同様に斜行し. N -640 -Wである。

3. 竪穴住居(第17 ・ 20~22 ・ 30図，図版10 ・ 11. 別表 2)

第9次調査で竪穴住居を13軒を確認しているが， 一部で竪穴住居どうしの重複を確認できる程度でその

分布状況は比較的散漫としている。帰属時期を特定できる例は決して多くはない。ただ平面形態が方形の

ものは，おおむね古墳時代前期以降になり，カマドを敷設した形跡を残す竪穴住居については古墳時代後

期以降と考えて大過ない。SI060(第 9次調査第52区)は出土遺物から古墳時代前期に比定できる。

SIOlO・ SI011(第 1次調査第 1区). SI003 (第 1次調査第 5区)は調査区内の出土遺物から古墳時代後期，

SI059 (第9次調査第51区)は 7世紀中葉と考えられる。また第9次調査第52区からも比較的遺存状態の

よい 7世紀中葉の土師器杯が 1点出土しているので，調査区西端に位置するSI061・SI062のいずれかがそ

の時期の竪穴住居になるであろう 。また第52区の東端に位置するSI065は丸みを帯びた平面形態なので弥

生時代後期の竪穴住居か古墳の周溝になる可能性がある。

なお第 2次調査第9・10区は竪穴住居が重複しながら調密に分布するが すべてを説明すると煩現にな

るので，出土土器を掲載したおもだ、った住居についてのみ解説を加えた。

SI017 (第20図，別表2・3)第2次調査第10区

調査区の東部に位置し調査区の幅 2mのなかでその一部を確認した竪穴住居である。一辺長が5.6m前

後の方形を基調とした平面形態になる。6世紀後半のSI018を壊している。遺存状態のよい土師器高杯

(25)が出土した。

SI021 (第22図，別表2・3) 第2次調査第9区

調査区の南端で，竪穴住居が重層的に重複するうちで，もっとも新しくなる竪穴住居である O 長軸3.2m

の長方形の平面形態なので，生産工房の可能性もある。北壁のほぼ中央にカマドを敷設し主軸をN-

340 -wにとる。深さは15cm程度と浅いが，カマド周辺に土器類が散乱しており，土師器杯 (58・60・

62) などが出土した。

SI022 (第21図，別表2・3) 第2次調査第9区

調査区の中央に位置する。一辺長2.5mの方形の竪穴住居で、 カマド等は確認できなかった。西壁はN-

540 
- Eをむく 。7世紀第 3四半期のSI024と時期不明のSI023を壊している。擬宝珠状つまみのある須恵

器蓋 (44)が出土しそれらから 8世紀前半の竪穴住居と考えられる。

SI024 (第20図，別表2・3) 第2次調査第9区

調査区中央のやや北よりの位置で，東壁と南壁を確認した。東隅はSI022によって一部壊され. SI025を

壊している。カマドが東壁にあり，カマドを東壁中央に敷設していたとすると 一辺長 5m前後の竪穴住
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居と推定できる。主軸はN-440 

- Eにとる。深さは36cmほどある。須恵器蓋(7)・内外面漆仕上げした

土師器杯(16) などが出土した。

SI025 (第20・30図，別表2・3) 第2次調査第9区

調査区の北端に位置する。東隅がSI024によって一部壊されている。主軸はN-400 

- Eにとる。深さは

70cmほどある。土師器杯 (4. 5) と，片刃式鉄鍛 (ll)が出土し. 6世紀後半の竪穴住居と考えられる。

SI026 (第20図，別表2・3) 第2次調査第9区

調査区の北端で，南隅を中心に確認したに竪穴住居である。SI025を壊してつくられた竪穴住居だが，

床面の高さはSI025とほぼ同じである。東壁はN-890 

- Eをむく 。深さは76cmになる。出土遺物には土師

器杯 (12・18)などがあった。

SI056 (第 3 ・17・22図，図版10・ll. 別表2 ・3) 第9次調査第48区

調査区の東端部に位置し. SI055など3軒の竪穴住居が重複するなかでもっとも新しい竪穴住居である。

竪穴住居の南東隅しか確認していないので規模等は不明だが 方形を規範とする平面形態になるであろう。

カマド等の住居付属施設は確認できない。住居南壁はN-740 -Wをむく 。出土資料に 9世紀後半の土師

器杯 (69・72)があり，その時期の竪穴住居になるであろう。

SI059 (第17.20図，図版10・ll. 別表2. 3) 第9次調査第51区

SB042とSB043が重複する。住居全体の約 3分の 2を確認した。西壁の 1辺長が4.8mあり，ほぽ方形の

平面形態になるであろう 。カマドは北壁の中央よりやや西の位置になる。主軸をN-27"-Wにとる。重

複する柱掘方を精査する段階で，土器類がまとまって出土した。出土した土師器杯類(14・15・19)から，

7世紀中葉の竪穴住居と考えられる。

4. 溝(第17図，図版13・16)

SD047 (第17図，図版13. 16) 第9次調査51・52区

調査区東端をSB040の一部を壊しながら. N -250 -Wの方向で走行する 。 幅1.6m~2.7mで，深さ 25cm

に硬化面があり，切通し状の道として使用されたことを物語っている。西側では硬化面の下がさらに15cm

ほど深くなっている。第52区の東端で，古墳時代後期の 2軒の竪穴住居 (SI062. SI063) と重複する溝も，

その走行方位からSD047と連続するものと考えられる。第51区の北端近くで，溝に壊されているやや大型

(一辺長l.2m前後)で方形の柱掘方の柱穴を 1基確認した。

SB040の柱穴を精査するために溝埋土を一部掘り上げているために，ややまとまって土器類が出土して

いる。もっとも新しい資料でも 9世紀代なので，その時期までには埋没したものと考えられる。

5. 性格不明遺構(第17 ・ 19図，図版1O~ 1. 別表3)

SX005 (第 3 ・ II ・ 17 ・ 19図，図版10~ 1. 別表3) 第9次調査50区

第9次調第50区の北半部に位置する。硬化面上に白色砂が高まりとなって 南北に長く帯状に堆積する。

白色砂の上面は耕作によって削平され平らになっている。北端部は調査区外になるために不明だが，調査

区境に焼土粒と砂を含む径55cmの黒褐色土の落ち込みがある。南端部はやや丸みをもって収束する。最大

長は5.32m. 幅85cm~llOcmで，主軸を N -190 

- Wにとる。ソフトローム上面までを浅く皿状に掘りくほ

めて，そこへ黒褐色土・暗茶褐色土・暗黄褐色土を充填して水平に整えてから上面を固めている。その範

囲は白色砂の堆積範囲を超えてさらにその西側に広がる。その硬化面の上に白色砂を断面が台形になるよ

うに盛り上げている。確認できた白色砂の最大厚は12cmになる。白色砂は淡い茶色を帯びた色調で，黒褐

oo 
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h
d
 



色土をブロック状に少し含む。乾燥するとかなり

固くしまるのが特徴である。出土遺物としては南

端部東側から砂にめり込むように，被熱痕跡を残

す小型の土師器聾 (42)上半部が出土した。形態

の特徴から 7世紀末-8世紀初頭の資料と考えら

れる。

この種の遺構は嶋戸東遺跡でははじめての例に

なる。遺構の面的な広がりが帯状でしかなく，周

囲に関連する遺構もなく，具体的な機能について

は明らかにできない。類例の増加をまって改めて

検討したい。

注

1 以下の説明で，掘立柱建物・礎石建物の解説に

添えた遺構図の小カットは，縮尺を300分の lにし

て掲載した。建築方位については，建築方位の変

選に相応するように，桁行・梁行に関係なく座標

北にも っとも近い方位を採用して記載した。また

遺構を説明する上での用語・用字等については，

山中 2007を参考にした。

2 独立行政法人文化財研究所奈良文化財研究所

箱崎和久氏のご教示による。
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第3章遺物

官街遺跡の多くがそうであるように，遺物の廃棄遺構等を調査しない限り，官街に伴う直接的な資料を

得るのは難しい。嶋戸東遺跡の場合もそれは例外ではなく，総じて出土遺物は少ない。ただし土器類は官

街の消長を裏付ける可能性を秘めているし，金属製品のなかには一般集落とは異なる様相の資料群を見い

だすことができる。このように官街との接点を見いだすことを念頭において，少ない資料ながらも個々の

遺物を取り上げていく 。なお以下の説明ではそれぞれの種別ごとに通し番号を付しているが，これまでに

報告したものを掲載することがあっても，とくに断らない限りその番号は踏襲していない。

第 1節土器類

これまでの 9次調査までで出土した土器類は，縄文時代~中近世までの極めて幅広い期間にわたるが，

出土量は少なく，小片が多い。この項では本遺跡の性格を考慮して，郡街成立前の古墳時代後期から郡街

の機能が消滅したと考えられる平安時代までの土器を対象として，時代的特徴を見出せる資料を選別して

報告する。

l.古墳時代 (第20・21図，別表3)

古墳時代後期の資料は，最も充実しており，これまでの調査でも古墳をはじめ数多くの竪穴住居を確認

しており，郡街成立前夜の様相を知るうえで欠かせない情報を提供してくれている。

6 世紀後半と考えられる土器群は 1~6 である 。 1 の須恵器杯身は小破片のため口径不明だが，口縁の

立ち上がりは直立気味になり，口唇部を丸く収めている。2の蓋は口径13.6cmの大振りのもので，身受け

部は直立し天井部との変換点は明瞭な稜をなしている。土師器杯は須恵器模倣杯の 3がある。口径は

13.5cmで，内外面に黒色処理を行っている。4は丸底から緩やかに立ち上がって口縁に至る。内外面を赤

色塗彩したもので，口径14.4cmである。5は体部が直線的に逆「ハ」字状に立ち上がり，口縁外面と体部

下端部に指頭圧痕が明瞭に残る特異なものである。6は小型の斐で，直立する短い口縁をもっ。この時期

の土器群は，中央建物群北半部の調査区から出土したものが多い。

7~31は 7 世紀前半~中頃にかけての土器群である 。 須恵器蓋 (7 ・ 8) は口縁と天井部の境には明瞭

な稜が認められるもので¥天井部外面に回転ヘラ削りを施している。須恵器杯身 (9・10)は，口縁部は

低く内傾して立ち上がるもので，口径lOcm未満の小さなものである。

土師器杯には，須恵器模倣となり体部と口縁部の境に明瞭な段をな して口縁がやや内傾して立ち上がる

もの (11 ・ 12) と直立するもの (13~15) がある 。 前者は口径1 1.4cm. 後者は口径lOcm~12cmのものがあ

る。また，半球状の体部から短い口縁が屈曲して内傾するもの (16・17)や，口径が13cmを超え，体部が

緩やかに湾曲しながら口縁に至るもの (18・19)，平底となる底部から緩やかに立ち上がり口縁に至るも

の (20)がある。なお，内外面に漆を塗布したもの (11・12・16・17・20)が多く見られることも特徴で

ある。また，小型ながらも器高が高くなり，碗・鉢とも呼ぶべき器形のもの (21~24) もある 。 21~23は

丸みを帯びた胴部から直立気味に口縁にいたるが. 21は胴部から口縁にいたる変換点に稜線を作りだし

内面に横方向のヘラミガキを施している。24の胴部は直線的に立ち上がるもので，コップのような形状と
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なる。

13・17・21はSM002(第6次調査第42区)の周溝内から. 22・23は正倉院外溝SD041に切られた土坑

SK009 (第7次調査第45区)から出土した。25の高杯は太く短い脚部と大きく聞いた杯部をもつもので¥

口径16.4cm.器高10.6cmで、ある。26は細身の脚部となり裾部は外方へ大きく広がる。聾類には胴部を幅広

いヘラ削りを施すもの (27・30・31)と，細いヘラミガキ様の削りを施す常総型聾 (28)の2種類がある。

29はバケツ型の甑である。これらの土器群は中央建物群北半部の調査区からだけでなく，西方建物群周辺

の調査区や正倉域北西部周辺の調査区からも出土しており，前段階よりも広範囲に分布する傾向がある。

32~41は 7 世紀後半を主体とした土器群である 。 32は湖西産と考えられる須恵器蓋で，天井部は回転ヘ

ラ削りを施して平坦になり，口径は9.5cmと小さい。土師器杯は内外面にヘラミガキを施した椀状のもの
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が多くなる 。 40の高杯は，太くて長い脚部を持ち，杯部も深くなる。 41は常総型聾の胴部である。 32~

35・40・41は中央建物群北半部に位置するSI050(第8次調査第47区)から. 38・39はSI050を切るSD047

(第8次調査第47区)からの出土である。

この時期の土器群は中央建物群北半部周辺の調査区や正倉域北西部周辺の調査区から出土している。42

はSX005(第9次調査第50区)で出土した口径14.6cmの土師器費で、ある。口唇部を丸く収め，斜方向のヘ

ラ削りを施している。43は表採資料で，内面にカエリをもっ口径18.6cmの須恵器蓋で、ある。両者ともに 7

世紀末~8世紀初頭の所産と考えられる 。

2.奈良・平安時代 (第21・22図，別表3)

8世紀代の資料はきわめて少ないが，須恵器有台杯が主体となり，無台杯がほとんど見られないことが

特徴となっている。

須恵器葦は擬宝珠状のつまみを有し (44).つまみ部を欠失したもの (45)も器高の低い扇平な形とな

り. 8 世紀後半~中頃のもと考えられる。 有台杯 (46~49) の高台部は，いずれも角高台のしっかりとし

たものである。46・48は白色小石を多く含む常陸産須恵器であり. 47は白色針状物を少量含む永田・不入
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窯の製品と考えられる。50はロクロ使用の土師器杯で、口径13.4cm，底径は8.2cmで、ある。以上の蓋・杯は 8

世紀後半に位置づけられる。51は口縁部直下に細い隆帯と刺突文を施した東海産の須恵器斐で， 8世紀前

半の所産である。52は須恵器長頚壷の下半部で 内面には自然紬が付着している 。 53~55は転用硯使用の

須恵器である。53は第3次調査第23区から出土し， 54・55は第4次調査第27区から出土したものである。

また，図示を省略しているが第 1次調査第3区から 2点，第2次調査第9・11区から各 1点ずつ，須恵器

聾の体部の破片を利用した転用硯が出土している。56・57は千葉市域産の須恵器聾破片である。これらの

壷・聾・転用硯は 8世紀後半の年代を与えられる。以上の8世紀代の土器群は中央建物群北半部や西方建

物群の調査区から出土したものが多い。

第22図は 9世紀以降の資料である。須恵器杯類が激減し，ロクロ土師器が主体となる。

第2次調査第9区のSI021から出土した土器は非ロクロ土師器杯 (58) とロクロ土師器杯 (60・62) の

組み合わせで， 62は外面に赤色塗彩を施している。また底部に墨書の残画が残る非ロクロの杯 (59) は第

4次調査第26-2区から出土した。「吉Jと墨書した，底部外面に火樺痕跡を残す須恵器杯 (66) は

SB001 (第 1次調査第7区)南側柱列西第 1柱から出土した。体部の立ち上がり角度が大きくなるロクロ

土師器杯 (61 ・ 63) も 9 世紀前半の資料と考えられる 。 64 ・ 65 ・ 67~78は 9 世紀後半に位置づけられるも

ので， 74・76・77のように底部は回転糸切り無調整とするものが増加している。69・72は第9次調査第48

区東端部のSI056から出土したものであり，第 1次調査第 5区aから出土した土師器高台付杯 (67) の底

部外面には「家」の墨書が認められる。有台杯となる79の高台部は高くなり， 10世紀代の所産である。以

上の 9世紀以降の土器類は極めて広範囲に分布し 中央建物群南半部を除いたほぽ全域で認められる。

第2節 土 製品

l.瓦(第23図 1~ 6) 

瓦は第9次までの調査で出土したものをすべてまとめても，整理箱 (54cmx 33cm x 15cm) 1箱にも満た

ない量しか出土していない。いずれも小片が多く，出土状況も特に偏在する傾向にはないので，現時点で

把握している出土状況から見る限りでは，瓦茸き建物の存在には否定的にならざるを得ない。出土瓦の様

相でも，その内容は真行寺廃寺の出土瓦に包括されるもので，今のところ官街固有の瓦は未見である。こ

こでは既報告のものから選別して取り上げておく 。

i 丸瓦(第23図1・2)

2点を図示した。 1. 2とも凸面には稜を残すようなタテのへラ削り調整痕を残すのが特徴で， 9世紀

前半と考えられるSI021(第2次調査第9区)から出土したものである。 1は粘土板から成形したもので，

狭端部が残る。焼成時の焼け歪みで大小のひびが多く入る。胎土に粗い白色系の砂粒を多く含む。色調は

灰色 (5Y4/1)である。2は幅4cmほどの粘土紐を巻き上げで成形しており，広端部が残る。色調は暗灰

黄色 (2.5Y512)で，細かい白色砂粒を多く含む。また凸面に特に顕著だが，いずれもカマド構築材と考

えられる樺色の細かい砂粒がこびりついており これらの瓦が竪穴住居のカマド構築材の芯に使用するた

めに持ち込まれたことを示唆している。

なお真行寺廃寺から西南約2.4kmの地点に位置する栗焼棒遺跡でも 竪穴住居内から真行寺廃寺と同種

の丸瓦が出土しており，やはり瓦をカマド構築材に使用されたと考えられている(加藤ほか 1998)。
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4点を図示した。いずれも小片のために成形技法の痕跡をとどめないが，真行寺廃寺例を参考にすると

3-5は桶巻き作りによるものと考えられる。3は小ぶりな正格子の叩き目である。4は斜格子叩き目で，

格子の線の 1本が次の格子に届かなかったために格子目に大小が生じている。埴谷横宿遺跡出土瓦で主体

的に出土するものと同一製品である。5の叩き目は平行線を基調とし叩き板の隅に平行線と直交する線

を彫り加えて，叩き板の一部に正格子が表れるものである。凹 ・凸の表面がオリーブ黒色 (10Y3/1) で，

断面の色調がにぶい黄色 (2.5Y6/4) で¥真行寺廃寺で出土するものと同ーの特徴を残す。凸面には丸瓦

と同様に淡い樺色の砂がこびりついており，カマド構築材の芯に使用した可能性がある。6は正格子叩き

目で側面が残る。凹面は単純な曲面で，側面の調整も凹面には行わず箱形の断面を形成しているので，

枚作りの可能性がある。ただし側縁近くに布端は残していない。

なお真行寺廃寺でもっとも新しい段階に位置づけている特殊叩き目を残す平瓦は，これまでの嶋戸東遺

跡の調査では出土していないが. (財)山武郡市文化財センターが調査した島戸境遺跡(稲見ほか 1991)

で特殊叩き目(四弁花文)平瓦が 1点出土している。

2. 埴輪(第24図~第28図，図版18・19)

後期正倉域北側のSB032の南側に位置する帆立貝式古墳SM004から，埴輪がまとまって出土した。出土

地点は，墳丘西側部分周溝が途切れて周溝内側の線形がやや括れる範囲を中心とし周溝中央部にもやや

まとまる箇所がある。出土総量は整理箱 (54cmx 33cm x 15cm) に換算して16箱であった。遺存状況が良好
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で，破片資料であっても大型なものが多く，墳丘裾部もしくは墳Eテラス部に樹立されていたものが周溝

内に倒れこんだ可能性が高い。埴輪の種類としては，円筒，朝顔形，人物，鳥，馬，家が出土している。

ここでは，比較的遺存状態の良いものを抽出して報告する。なお，台地北端の谷頭部を調査した第4次調

査第28区でも円筒埴輪と考えられる資料が出土している。

埴輪はいわゆる山武型埴輪である。同じ山武型埴輪が出土した古墳のうち，報告書が刊行されていて実

態がよくわかっている山武市小川崎台小川崎台3号墳例(黒沢ほか 1999) ，千葉市椎名崎古墳群B西側支

群 1号墳例(通称「人形塚古墳」 以下，人形塚古墳と略す。)(白井ほか 2006)， と比較してみる。

SM004例の場合，円筒埴輪は 2条3段構成と 3条4段構成の 2種類が混在し，小川崎台3号墳と似た構成

を示す。人形塚古墳は 2条3段のみである。ただし小川崎台3号墳の円筒埴輪の口径/底径比がやや大

きいのに比べ， SM004例は口径/底径比が小さい。さらに 2条3段の埴輪のみを比べた場合，小川崎台3

号墳例は全体に第 1段高が低いのに対して， SM004例中には，第 1段高の高い資料を含む。人形塚古墳例

は第 1段高がSM004例よりも高く，全体に細身である。朝顔形埴輪で比較した場合，小川崎台3号墳例は

花状部が極端に大きいのに対し SM004例はやや小さめ，人形塚古墳例に至っては括れ部が形骸化してい

る。以上のことから，年代的には小川崎台3号墳がもっとも古く， SM004→人形塚古墳という順序になる

可能性が高い。

i 円筒埴輪(第24図1-4，図版18)

円筒埴輪は 2条3段構成と， 3条4段構成の 2種類が存在する。 1・2は2条3段構成の埴輪である。

1の方がやや器高が低い。2は3条4段構成の 3・4とほぼ同じ器高である。 lは第 1段高が長めの形態

の円筒埴輪である。全体に細く，口縁部に向かつてわずかに直線状に広がる形態であるが，口縁部は強く

外側に屈曲する。突帯断面は弱い rMJ字形で，随所に断続ナデの痕跡が見られる O また突帯側面部のく

ぼみは，断面観察から粘土紐が上下2本に分かれる製作技法である可能性が高い。第2段に一対の円形透

孔を穿つ。成形は基底部から粘土紐を巻き上げるっくりである。調整は外面が縦ハケ，内面は口縁屈曲部

にのみ横ハケを施し，それより下の部分は縦方向のナデ，口縁端部は横方向のナデである。内面の透孔横

には，ハ形の爪形のような連弧が見られる。焼成はやや硬質で，胎土中には白色・赤色粒を多く含む。色

調は桂色 (5YR6/6)である。2は1とは逆に最上段がやや長めの形態である。 1に比べて太めで，作り

は粗雑である。成形は基底部からの粘土紐巻上げで，内面には粘土紐の接合痕が極めて明瞭に見える。口

縁部はわずかに外反する。突帝は上稜が強く突出する断面形である。突帯は 2本の粘土紐で形作以上半

部が突帯の主たる部分で，その下部に粘土紐を補強するように巻き付けている。透孔は第 2段に一対穿ち，

やや縦長の円形で，第2段の段聞の縦全体を覆うように穿っている。外面は縦ハケ調整で，第 1段から第

2段までが連続のハケ目で，第3段は突帯よりも 2cmほど上のところから縦ハケを開始しており，この付

近に乾燥単位があるものと考えられる。口縁部は横方向のナデ調整で，稜線ができるほど強く撫で付けて

いる。内面は横及び斜方向のナデ調整で，ハケ目の痕跡はまったく見えない。焼成はやや硬質で，胎土中

には白色・赤色粒を多く含む。色調は赤褐色 (2.5YR4/6)である o 3・4は3条4段構成の円筒埴輪で

ある。3は底径と口径差はあまりなく 口縁部のみを大きく外側に屈曲させる形態である。突帯は断面台

形で，側端面がわずかにへこむ。透孔はやや横長の楕円形で，第2・3段に90度角度を違えてそれぞれ一

対穿つ。外面に施されている縦ハケは，第 1・2段，第3・4段をそれぞれ通しで施していることから，

2条目の突帯付近に乾燥単位が入ると考えられる。内面は口縁部付近にのみ横ハケが入り，それ以下は斜
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め方向のナデ調整，口唇部付近は横方向のナデ調整である。焼成はやや硬質で，外面片側は縦方向に須恵

質に発色し，それ以外の部分は糧色 (5YR6/6)である。内面第 3段目の透孔脇に 1と同じ爪形の連弧が

見える。胎土中には，白色・黒色・赤色粒が多く含まれる。4も3条4段の円筒埴輪で¥形態は 3に酷似

する。口縁部上面に，両端を粘土痛で囲まれた剥離痕が見え，何か貼付されていた可能性がある。3と同

様に第2突帯で、外面のハケ目が変わり，この部分に乾燥単位があると考えられる。焼成はやや硬質で，胎

土中に白色・赤色粒を多く含む。外面片側に縦長に須恵質の部分が見え，それ以外の器表面は 3に比べて

やや赤味がかった樟褐色 (2.5YR4/6)である。

11 朝顔形埴輪(第25図 5~7. 図版18)

全体が遺存するものは存在しないが，形態はみな円筒部分が3条4段構成，花状部が2段構成であると

考えられる。括れ部の括れ方は明瞭で，花状部はやや上方に伸びてから口縁部を外側に大きくヲ|き伸ばし

さらに端部がやや下がる形態である。5はやや粗雑なっくりで，外面のハケ調整によって全ての粘土紐接

合痕跡が消し切れてはおらず，随所に粘土紐の接合痕が観察できる。口縁部上端面に剥離痕を伴う粘土痛

が近接して 5箇所見られ，何か貼付されていた可能性が高い。突帯はやや上稜部が発達する断面形で. 2 

の円筒埴輪同様に粘土紐を 2本用いて形成されていると考えられる。透孔は円形で，第2・3段目に90度

違えて各一対穿つ。ハケ調整は，全体に目の粗いハケを用いて施し花状部最上段のみ日の細かいハケ目

を内外面に施す。内面のこれ以外の部分は，横方向のナデ調整である。焼成はやや硬質で¥胎土には白

色・赤色粒を多く含む。色調は明赤褐色 (2.5YR5/8)である。6は5に比べて丁寧なっくりで，突帯は

断面台形の通常の形態、である。透孔は円形で，第 2・3段目に90度違えて各一対穿つ。円筒から括れ部に

向かう肩部外面に横一列の粘土の盛り上がりが見え，接合部位の痕跡と考えられる。外面にはやや目の細

かいハケ目が施され，内面は花状部の図示部分にハケ目が施され，それ以外の部分は円筒部から花状部第

1段が斜め方向の，花状部第2段は横方向のナデ調整である。焼成はやや硬質で，胎土中には白色・赤色

粒を多く含む。色調は明赤褐色 (2.5YR5/8)である。7は口縁部から基底部分を除く第 1段目まで残る

最も遺存度の良い朝顔形埴輪である。やや粗雑なっくりで. 5と同様に外面に粘土紐接合痕が随所に見え

る。突帯はやや上稜部の突出が強く，円筒埴輪 (2)・朝顔形埴輪(5 )と同様に 2本の粘土紐で成型さ

れているものと考えられる。透孔は円形で第 2・3段目に90度違えて各一対穿たれている O 内外面調整は

6と同様である。焼成はやや硬質で，胎土中には白色・赤色・黒色粒を多めに含む。色調は，内外面とも

に明赤褐色 (2.5YR5/8)である。

III 鳥形埴輪(第26図・第27図8~11，図版18 ・ 19)

鳥形埴輪は 2種類以上存在し.11は鶏形埴輪. 8~10はそれ以外の鳥形埴輪である 。

8は鳥形埴輪の中で最も遺存状況が良く，噛部分と体側部の羽部分のみを欠失する大型の鳥である。水

鳥または鶴・鷺等の埴輪であると考えられる。 3条4段の円筒器台上に脚部表現を持たない鳥を載せる。

突帯はやはり 2本の粘土紐で成型しているものと考えられる。円筒部第2段の体側面側に一対の円形透孔

を持ち，最上段尾羽付け根部分の下にも小型の横楕円透孔を穿っている。鳥の頚部は中実の棒状のっくり

で，体部にソケット状に挿し込んで、いる。頭部には目と耳孔とが刺突で表現されている。尾羽は短冊状の

粘土板を水平に貼付して表現しており，円筒部との付け根下部には粘土の補強帯を貼付する。外面の耳孔

周辺，頚部の背面等に赤色塗彩を施す。頭部と頚部前後面とを除く外面全面にやや粗めのハケ目調整を行

う。9は円筒の器台の上に突帯を 1条巡らしその上に脚部表現を持たない鳥を載せている。やはり噴部
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を欠失し鳥の種類は不明で、ある。円筒部は基底部のみ粘土板，それ以上は粘土紐巻上げで成形している。

頚部は中実の棒状で，体部にソケット状に挿し込んで、いる。8に比して頚部が短い。体側面に粘土板で羽

を表現し尾羽は角に丸味を持つ粘土板を水平に貼付している。尾羽の下には小型の円形透孔色器台の

体側面突帯直下には一対の円形透孔を穿つ。突帯は上稜が強く突出し外面頭部・頚部・羽部には図示し

たとおり赤色塗彩を施している。焼成はやや硬質で，前面部が縦方向に須恵質になっている。胎土中に白

色・黒色粒を多く含む。色調は部分によって異なり，褐灰色 (lOYR5/1)，にぶい褐色 (7.5YR5/3)，明

赤褐色 (2.5YR5/6)である。10は頭部片である。鶏冠・肉髭の痕跡がなく，噴端部が広く平坦であるこ

とから，水鳥であることは確実である。後頭部から背にかけての後部に脊梁状の突出が見られる。頭部は

中実づくりである。噛の先端に横方向の鋭く細い切込みを入れて，上下の噴を表している。目は刺突で細

長く表現しその後ろに耳孔を刺突で表現する。明先端部分，自の周辺及び後部脊梁状部分に赤色塗彩を

施している。焼成は硬質で， Jl台土中に白色粒を多く含む。色調は赤褐色 (2.5YR4/6)である。11は鶏形

埴輪である。2条3段の円筒器台上に，脚部表現を持たない鶏を載せている。頭部には鶏冠・肉髭・耳羽

それに目を表現している。尾羽直下に小型の円形透孔，体側部の第 2段に一対の透孔を穿つ。尾羽はやや

細長い楕円形の粘土板を水平に貼付している。体側部の羽は粘土板を貼り付けて表現する。頚部は中実の

棒状で，体部にソケット状に挿し込み，外面の鶏冠・肉曽部分に赤色塗彩を施している。焼成はやや硬質

で，胎土中に白色・赤色粒を多く含む。色調は赤褐色 (2.5YR4/6)である。

lV 馬形埴輪(第27図12-14，図版19)

12は馬装表現のある馬形埴輪の頭部前半部片である。成形は粘土紐巻上げの円筒づくりで，前端の口の

部分を粘土塊で塞いでいる。前端は口を浅い溝状に，鼻孔は刺突で表現し， ともに貫通はしていない。馬

装は素環の轡とそれに続く兵庫鎖づくりの引手を表現されている。轡と兵庫鎖には それぞれ鋲を表現し

ていると考えられる円形の扇平な粘土の貼り付けが見られる。器面調整は，外面がハケ調整で内面はナデ

調整である。遺存部分には赤色塗彩痕跡は確認できない。胎土には細かい白色・赤色・黒色粒が多く見ら

れる。焼成は硬質で，色調は器表面が明赤褐色 (5YR5/6)，器肉は褐灰色 (7.5YR5/1)である。13は馬

装表現のない裸馬と考えられる馬形埴輪の頭部前端部片である。成形技法，口・鼻の表現技法，調整技法

は12と同じである。焼成はやはり硬質で，胎土混和物，色調もほぼ12と同様で、ある。14は馬形埴輪のたて

がみ部分片である。扇平で，馬の頭部に接する面は両側を粘土で補強して接合している。両側面はハケ目

調整の後にナデ調整を行っている。端面は蒲鉾形にナデ調整を行っている。胎土中に白色 ・赤色・黒色粒

を多く混和している。焼成は硬質で，色調は外面が明赤褐色 (2.5YR5/6)，器肉が褐灰色 (7.5YR5/1)で

ある。赤色塗彩は施していない。

v 家形埴輪(第27図15・16，図版19)

15は寄棟造りの家形埴輪の屋根部分片である。上端がすぽまっていることと，上位に扇平な粘土紐が貼

り付けてあることから，屋根上端部分に復元できる。粘土紐巻き上げ成形である。器面調整は，外面はヘ

ラで連続する三角が描かれており， 一つおきに交互に赤色塗彩を施している。焼成はやや硬質で，胎土中

には白色・赤色・黒色粒を多く混和している。色調は内外面 ・器肉ともに明赤褐色 (2.5YR5/6)である。

16は家形埴輪の鰹木である。妻側端部に装着されたもので，妻側の屋根の端部表現が残っている。棒状で，

側端面は平坦に仕上げている。表面はナデ調整である。赤色塗彩痕跡はない。胎土中には，白色・赤色・

黒色粒を多く混和する。器表面は明赤褐色 (2.5YR5/6)，器肉はにぶい赤褐色 (2.5YR5/4)である。
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Vl 人物埴輪(第28図17・18.図版19)

17は胸部より上の前面が残り，額より上は欠失する。粘土紐の巻上げにより成形しているが，内面にも

ほとんどその痕跡を残していない。目はやや切れ長で，水平に割り抜いている。口は真一文字に細く割り

抜く 。眉毛は断面三角形の粘土紐，鼻は三角錐の粘土塊を縦に貼り付けてそれぞれを表現する。顔面の赤

色塗彩は幅が広く線状である。眉毛部分を横方向に赤色塗彩(赤色 (lOR4/8))している以外は，すべて

縦方向に行う。鼻筋の両協・目の上下 ・目と耳の間，そして口から顎にかけて赤色塗彩が残り，赤色塗彩

部分にハケの先端が擦痕として残る部分がある。首飾りを装飾し幅広の粘土紐を貼り付けた上に，中央

には先端が欠失している勾玉，その両脇には平べったい円形の粘土塊で玉を表現する。それぞれに赤色塗

彩を施す。胸部には痕跡程度にハケ目が残る。右肩付け根の曲面の流れから，右腕は上方に持ち上げられ

ていたようである。胎土には細かい砂粒・赤色粒・白色粒を多く含み，炭化物に由来すると思われる黒色

粒を少し含む。外面の色調は桂色 (2.5YR6/6)である。18は人物埴輪の左腕先部分片である。指は 5本

とも表現しているが，人差し指から小指までの 4本は，先端部を除き，手甲によって連結された表現にな

っている。掌をやや窪めて表現している。腕部分は中実作りと考えられる。焼成は硬質で，胎土中には白

色・赤色・黒色粒を多く含む。色調は表面がにぶい赤褐色 (2.5YR4/4).器肉がさらに暗い灰赤色

(2.5YR412)である。

Vll その他の埴輪(第28図19. 図版19)

19はイノシシをかなり忠実に模したものである。胎土・色調・焼成から，埴輪と同手法で作られたもの

であることは明らかである。足は4本とも欠失しており，本体への接着方法は分からないが，形象埴輪も

人物埴輪

その他の埴輪

O 

A 
irいV

17 

O 
。
。

第28図 埴輪 (5) (人物埴輪・その他の埴輪)
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しくは円筒埴輪の付属品と考えられる。口縁部に粘土痛を持つ円筒埴輪 (4)，朝顔形埴輪 (5)と接合

を試みたが，接合できなかった。形象埴輪の付属品としては，人物埴輪の腰に括り付ける例が知られてい

る。短い棒状粘土を芯にして，おそらく頭部と尾は芯から成形し両耳を小さくつまみ出し，背の部分は

たてがみを立てるように摘み上げ，それから側面と下面の足が付く部分に粘土を追加している。足は腹部

に貼り付けた粘土から摘み出しているようだが，左後脚の剥離面には刺突痕らしきものも見えるので，部

分的に粘土を追加しているのかもしれない。目と耳を沈線で，鼻孔と旺門を刺突で表現している。胎土に

は白色砂粒を多く含み.色調はにぶい赤褐色 (5YR5/4)で¥赤色塗彩痕跡はない。

v面表採資料(第28図20・21.図版19)

発掘調査地点周辺で表採した埴輪であり， SM004に確実に伴うものであるか否かは断定できない。20は

鹿形埴輪の角部片である。中実で 二股状の形態である。円錐状の角本体に脇に突き出る部分が貼り付け

られており，脇に突き出る部分の先端は欠失している。外面はナデ調整で，焼成は硬質で，胎土中に白

色・赤色・黒色粒を多く混和する。色調は，器表面が明赤褐色 (2.5YR5/6)，器肉が暗灰褐色 (7.5YR4/4)

である。21は鑓先と考えられる。柄の部分に接合痕跡が見えることから，単体の鑓形埴輪ではなく，盾持

ち人物等の人物埴輪に装着したものであると判断される。鑓先は三角形で，中央部に鏑を表現している。

茎と柄との部分との境は膨らみ 茎の中央部分には横方向に浅いへラ描きの沈線を巡らす。焼成は硬質で，

胎土中に白色粒を多く含む。色調は，器表面が明赤褐色 (5YR5/6)，器肉が褐灰色 (7.5YR4/1)である。

第3節 石 製品

石製品としては，旧石器時代~縄文時代の石器まで出土しているが，官街とは直接関係しないので省略

した。古墳時代の資料については，官街造営の前段階を示すために掲載しである。なお縄文時代の石器と

しては石鍛が出土しているだけで，縄文時代の竪穴住居から比較的よく出土する石斧・石皿・磨石などの

石器類は出土していないので，これまで縄文時代の遺構としては陥穴しか確認していないことと考え合わ

せると，縄文時代には一帯はもっぱら狩猟場として利用され，居住域を形成するようになるのは弥生時代

に入ってからになることを示唆しているのであろう 。

l.砥石 (第29図1-5) 

砥石それ自体が必ずしも時代性を反映する資料ではないが，明らかに近世の所産と思われるものは除外

した上で報告しておくことにする。 1は両端を欠損するが，断面が長方形になる板状の砥石で，片面に砥

面がある。両側面は平滑で裏面に成形痕がそのまま残るので，砥石台に装着して使用した砥石になるであ

ろう 。重量は21.5gで，凝灰岩を素材とする。第2次調査第12区からの出土資料である。2は断面がやや

台形の細長い砥石である。重量は8.7gである。石材は砂岩になる。正倉院外溝のさらに外側に位置する

SD037 (第5次調査第35区)から出土したものである。3は定型的な砥石とは異なり角張らず，表面から

側面にかけて緩やかに弧を描く部分までを砥面とする。重量は71.8gで，石材は安山岩質ホルンフェルス

である。SB028(第 5次調査第34区)から出土した。4は懸垂用の孔を穿った提砥の部分資料である。方

柱状の凝灰岩を素材とする。重量は1O.3gである。第3次調査第17区から出土した。5は全長が123.0mmの

もっとも大型な砥石で ほぼ完形である。縦断面が山形になり 両側面に細かい線状の成型痕が明瞭に残

り，裏面には砥面を形成しない部分に線状痕が残る。凝灰岩製で，重量は133.8gである。第3次調査第

2区から出土した。
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2.勾玉(第29図6・7)

滑石製の勾玉が2点出土した。6は全体に丸みはあるものの 横断面がやや扇平な勾玉である。頭部に

3孔を穿ち，うち 1箇所だけが貫通している。その周辺が浅いくぼみになっているのは，穿孔時にその衝

撃で素材が薄く剥離 したからであろう 。全長40.4mm. 最大幅17.5mm. 厚さ弘2mm. 重量は14.2gである。古

墳時代前期の竪穴住居SI038(第4次調査第25区)から出土したものである。7は頭部と尾部の幅の差が

小さく，厚みがあり，全体に丸みを帯びている。頭部に表裏を貫通する穿孔がある。全長31.9凹，最大幅

14.6mm.厚さ8.4mm.重量は8.0gである。第5次調査第33区出土資料である。

3. 鉄床石(第29図8・9)

8は鍛造薄片の鉄分が付着した痕跡が黒色・赤褐色になって，表面に斑点状にこびりついていることか

ら，鉄床石と判断したものである。自然面を 1面しか残さないので，原形は不明で、ある O 遺存している自

然面は平坦なので，作業面を確保するためにそうした素材を必要としたのであろう 。石材は流紋岩で，重

量は26.0gである。第1次調査第2区から出土した。9には自然面がわずかしか残らず，鉄分の付着も特

に確認できないが. 8と同一調査区から出土しているので. 8と同一個体と判断して掲載しておく 。重量

は57.2gである。

4.礎石(第29図10. 図版5)

後期正倉域北西隅に位置する民家の庭先に保存されていた資料で，昭和30年代に宅地西北の畑地内から

耕作中に出土したものである。本来は 3個体あったものが 1個体だけが保存されていた。出土地点は

SB032に近い地点になる。地中に埋まっている部分が不明だが，長径68cm.短径42cm程度の卵形に近い形

状の自然石であろう 。厚みは20cm程度になるであろうか。地表に出ている部分を礎石の表面とすると，比

較的平坦な自然面を残しているが，柱のあたり等の柱を据えた痕跡までは確認できない。石材については

未同定である。

第 4節金属製品・鉄浮

製品の出土は少なく，郡街に関連しそうな遺物は，鉄製万子片・鉄釘がみられる程度である。鉄釘の出

土は比較的多い。また，鉄津の出土が多く，鉄塊系遺物，椀形鍛冶淳や合鉄鉄津があり，製錬i宰と考えら

れる遺物もみられ，わずかに鉄塊系遺物や鉄素材と考えられる遺物もみられる。

鉄i宰等が出土した地点を区域ごとにみていくと，以下のようになる。なお括弧内の数字は挿図の通し番

号を示しその後に続くのは出土遺構を示す。

I 期政 庁域第3区含鉄鉄i宰 (37-SD005) 

※(財)山武郡市文化財センター調査区 鉄津52.4kg

E 期 正倉域 第2区鍛造剥片が付着した鉄床石片，第四区鉄i宰・含鉄鉄j宰計3点，第21区鉄i宰・含

鉄鉄i宰計5点第22区鉄津・含鉄鉄津計3点，第34区鉄津・含鉄鉄i宰計21点，第44区

製錬i宰 (41).第45区含鉄鉄i宰 (36)

中央建物群北半部 第4区椀形鍛治i宰・製錬i宰 (32).第7区椀形鍛冶i宰・製錬淳 (40-SD007). 第8区

椀形鍛治津 (31).第11区鉄塊系遺物 (38).第16区鉄津・含鉄鉄津の計6点，第24区

鉄i宰計6点第25区鉄j宰・含鉄鉄i宰計16点

中央建物群南半部 第30・31区鉄浮計7点，第33区鉄浮計4点第47区鉄素材・椀形鍛治i宰
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西方建物群第1区鉄浮計14点，第5区鉄淳計7点，第9区含鉄鉄淳 (35)・砂鉄塊系遺物 (39). 

第48区鉄素材

北 西地区 第28区鉄i宰計4点第29区鉄浮 1点

分布は調査地北端(第35~39区)と南端(第40区)にはみられないものの，遺跡中心域のほぼ全域から

出土している。

なお平成 2年度に(財)山武郡市文化財センターが調査した嶋戸東遺跡の溝M-3の上面から総量で

52.40kgに及ぶ鉄津が出土し報告者は近くに鍛治工房の存在を想定している(山口 1994)。現状でも調

査地南東の東方に開析された浅い谷筋には鉄津が散布するので，おそらくこの谷を回流する風を利用した

製鉄がかつては行われていたのであろう 。また，真行寺廃寺の調査では鍛治遺構を調査している(谷川ほ

か 1985)。

古墳時代の遺物は銅芯金鍍金の耳環 (SD040)や片刃の鉄鉱片 (SI025).棒状の不明鉄製品等がある。

なお 7世紀後半の竪穴住居SI050からは，再加工途上の鉄素材や椀形鍛治i宰がみつかっており，注目され

る。

1.鉄製品(第30図1~21) 

鉄釘(第30図 1~8) 

1は断面がやや長方形になる鉄釘で，頭部は押しつぶされ. 400 ほどの角度で屈曲する。第1次調査第

2区から出土した。2は頭部と先端部をわずかに欠損する程度で，ほほ完全な形である。全長106.0mmで，

幅5.0剛，厚さ4.7mmで、断面はほぼ方形になる。重量は15.8gである。頭部は鶴首状に折り曲げ，頭頂部は

15.0mm x 8.9mmの長方形に整えている。第7次調査第45区から出土した。3は頭部を作り出している鉄釘で，

先端部を少し欠くものの全長で、50.5mmしかないので2寸程度の小型の釘になるであろう 。断面は方形であ

る。第2次調査第10区から出土した。4は遺存状態が悪いが，頭部の形状から鉄釘と判断した。断面はや

や長方形である。第l次調査第4区から出土した。5は部分的な資料のためにはっきりしないが，釘もし

くは工具の断片と考えられるものである。鋳化により膨張・変形し 一部の表面は剥落している。上端の

欠損はかなり古い段階に欠損した痕跡をとどめている。断面は幅5.8mm.厚さ5.0阻で、ほほ方形になり，重

量は15.9gある。SM004(第 7次調査第44区)の周溝内から出土したものである o 6は頭部と先端部を欠

損する。断面はやや長方形になる。SB001(第 1次調査第4・7区)の南側柱列西第 1柱から出土したも

のである。7は鋭い先端部が遺存する。断面は幅が4.0mmで、厚さが3.5mmで、やや長方形になる。第8次調査

第47区から出土した。8は頭部・先端部とも欠損する。SB012(第2次調査第11区)の柱掘形から出土し

たものである。

万子(第30図9・10)

2点出土した。9は刃部が二つに折損したもので，片側だけに植物繊維の付着痕跡が確認できる。刃部

の最大幅は14.0凹で，背厚は3.4mmで、ある。第7次調査第45区から出土した。10は断面長方形の茎の一部が

遺存する。柄の木質が付着した痕跡は確認できない。SD002(第 1次調査第4区)から出土した。

鉄鎌(第30図11・12)

11は刃部の先端部が残り，片刃式の鉄鉱と考えられるものである o 6世紀後半の竪穴住居SI025(第 2

次調査第9区)から出土したものである o 12は全長133.3mmで，鋳化が著しく細部の形状は不明だが，刃

部の先端部の形状を残しているようで，柳葉状の鉄鉱になるであろう 。鎌身部の最大幅は6.2mm. 最大厚
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は2.0mmになる。鍛身部は間延び、した S字状に蛇行しているが，これは鋳化の影響によるものと考えられる。

SM001 (第6次調査第40区)の周溝内から出土したものである。

不明鉄製品(第30図13~21)

形状からだけではにわかに製品の種別を判断できないものを一括して，不明鉄製品として取り上げてお

く。13は鍛造の鉄板で， 平行四辺形の形状で遺存する。厚みは全体に均一で6mmあり，鋳化のために視認

できないが. x線透過写真では板の中央に径 3mm前後の穿孔らしき陰影を確認できる。重量は150gであ

る。SI016(第 2次調査第10区)から出土した。14は現存長29.0mmで，両端部は折損している。幅が6.3mm.

厚さが2.9mmで、断面が長方形になる棒状製品である。第8次調査第47区から出土した。15は上端部を欠損し

下端部にかけて細くなる。断面肉厚で長方形である。第2次調査第10区から出土した。16は断面正方形の
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第30図 鉄製品 (鉄釘・万子・鉄鍛・不明鉄製品)・銅製品(耳環・不明銅製品)
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棒状製品の上端部を強く折り曲げ縦長のリング状になっている。17はその形状から鎚の可能性があるもの

で，上端部を13.0mm鋭角に折り曲げ，棒部の下端部が鈍角に折れ曲がる。断面形は上部が長方形で，棒部

はほぼ正方形になる。16・17は第2次調査第9区から出土したものである。18は鋳化により膨張・亀裂 ・

剥離が進行しており，棒状部以外の原型は不明である。図示した以外に破片資料が3点ある。棒状部の断

面は方形で，幅4.5凹，厚さは3.8rnrn-4.7凹ある。第6次調査第42区から出土した。19・20は断片資料のた

め原形不明だが. 20は棒状素材を加工したものである。19・20ともSM001(第6次調査第40区)の周溝内

から出土したものである。21も断片的な資料のために原形が不明なものである。2個体を図示しているが，

断面形状から判断すると別個体になる可能性もある。SM002(第8次調査第47区)の周溝内から出土した

ものである。

2.銅製品(第30図22-24)

耳環(第30図22)

22は鋳化が進行して全体が緑青に覆われ，環内側の表面にわずかに金がみえる。銅芯に直接金鍍金した

ものであろうか。X線透過写真では銀板等を巻いていた痕跡は確認できない。最大外径17.3凹，最大内径

11.3皿で，重量は3.1gである。SD040(第7次調査第46区)から出土しているが，おそらく SI048からの

流れ込みであろう 。

不明銅製品(第30図23・24)

2点出土した。23は再加工途上にある断片で，帯状品が2枚重なって折り曲げられた状態にある。第7

次調査第44区から出土した。24は薄板状の製品で，鉄芯に銅張りを施したものであろうか。表面には緑青

が残り，色調は淡緑色である。第1次調査第 5区から出土した。

3.鉄素材，鉄塊系遺物・鉄津(第31図25-41)

鉄素材(第31図25-30)

再加工途上にある鉄素材と考えられるものをまとめた。いずれも鋳化が顕著で、，膨張し変形しているた

めに原形は不明である。25は上部に断面長方形 (3.8rnrnx 2.8肌)の棒状素材がみえる。26は表面に植物繊

維が付着しあるいは網カゴ状のものに収納していた痕跡であろうか。27は錆膨れで盛り上がっているが，

本来は厚さ1.5rnrn程度の板状になるであろうか。やはり表面に植物繊維が付着する。28は断面長方形の棒

状のものを素材としているようである。表面には広範囲に炭化木片が点々と付着し植物繊維はごく 一部

だけに確認できる。25-28はSI050(第8次調査第47区)から出土したものである。

29.30は製品段階で三角形に切落とし，ほぽ同じ大きさの素材を再加工途上のものと思われ，いずれも

表面に木質が付着する。29はSI050から出土し. 30はSI055(第9次調査第48区)から出土した。

鉄塊系遺物 ・鉄津(第31図31-41)

31-34は椀形鍛冶淳である。31はなかでも典型的な椀形鍛冶津である。重量は297.1gで，磁着度は 3

である。特殊金属探知機では金属反応は認められなかった。32は磁着度が3で 金属反応は認められなか

った。重量は37.3gである。33は炉底面から打割した痕跡を側面に残している。重量は53.2gである。

SI050 (第8次調査第47区)の出土資料である。34は上面の一部に打割痕跡を残す。重量は22.0gである。

SI047 (第8次調査第47区)から出土した。

35-37は含鉄鉄津である。35は磁着度6で，特殊金属探知器の検査反応はH(0)であった。36は中央

部下半が鋳化しており，部分的に割れて剥落している。メタル度は 2である。重量は58.1gになる。37は
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全面が破面になり，製錬津の可能性が高い資料である。磁着度は 3である。金属反応はなかった。重量は

110.6 gである。SD005(第 1次調査第 3区)から出土した。

38は鉄塊系遺物で磁着度6，特殊金属探知器による検査反応はH (0)であった。39は砂鉄塊系の鉄津

と考えられ，磁着度は 6で，特殊金属探知器による検査反応はH (0)であった。40は大型で厚みがある

ことから製錬浮と考えられる。磁着度は 2で，金属反応は検知できなかった。重量は181.0gである。

41は製錬浮もしくは炉壁材と考えられる多孔質の資料である。今回報告する鉄j宰の中ではもっとも大型に

なる。裏面は炉壁から剥がれたようにぎらつき，表面の約半分は溶融物が流れて固着した褐色のガラス状

被膜が覆っている。また一部には溶融物が滴状の形状を保ったまま固まっている。幅14.8cm，厚さ8.6cm，

重量は920gである。
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第4章

第 1節遺構の変遷

企士
ー口

三五
日日

官街を構成する主要な遺構群はいうまでもなく掘立柱建物・礎石建物で，それに付随して溝・塀・柵列

などがある。しかしこうした生活臭を排除した遺構群からは，竪穴住居などのような遺構の年代を直接決

定する土器類等の出土は基本的には望むべくもない。また保存目的の確認調査ということもあって，遺構

の掘り下げも限定的で，建物の年代を決定できるような出土遺物もほとんどなかった。また遺構どうしの

重複から新旧関係まで把握できた例も決して多くはない。したがって以下では，個々の遺構群のまとまり

を，建築方位・柱筋のそろい・建物群の構成など，限られたデータからいくつか想定できる遺構変遷のう

ちでもっとも整合的に理解できる変遷案を 1案として提示しそれを踏まえて遺構群の性格等について言

及していくこととした。なお建物群の機能・性格等については，それを直接的に物語る墨書土器等の文字

資料もないために，結論を一つに収散させることが困難な場合には，可能性のある結論を複数併記した。

l. 1期政庁域

i 調査の推移と諸説(第32図)

(財)山武郡市文化財センターによる嶋戸東遺跡の調査以来，この区域で、みつかった長舎建物群が嶋戸

東遺跡の中枢的な施設であるという評価にたいしてぶれることはなかった。しかし建物群の配置について

は不明な点も多いので，再度，諸説を時系列にしたがって整理しておく 。

第1次調査第 3区東部で掘立柱建物2棟 (後のSB008. SB009) を確認しその西側には遺構がなく，

大きい空閑地だ‘った可能性があった。第2次調査で南北棟建物 (SB008) と東西棟建物 (SB009) を直角

に近く配置していたことがわかり， IコJの字状建物配置の可能性を指摘した。また大溝SDOOlilちB008

の建築方位とほぼ同じ走行方向であることから， SDOOlil、ら東一帯を政庁域と想定した。第3次調査では，

北東部に西側の建物群に対応すると考えられるSB015・SB019がみつかり，西列・北列の建築方位がN-

33.5" -w，東列がN-370 -W，南列がN-350 
- Wとなる，やや変形した「口Jの字状配置で，東西長

約54m，南北長約41mと想定した(第32図)。山中敏史はこの成果を受けて，政庁を「ロ」の字状に長舎

建物を配置した IA類に分類した(山中 2004a) (第32図山中案)。

『第6・7・8次報告』では， (財) 山武郡市文化財センターの調査成果をオルソ幾何補正で座標復原し，

掘立柱建物B-l・B-2の建築方位はほぼ想定どおりだ、ったが，位置が南に45cm程度ずれたことから B

-1とSB008との柱筋が揃い， 2棟の掘立柱建物が計画的に配置されたことがわかった。この成果をもと

に再考し左右対称を意識した整然とした方形を念頭において，西列の建築方位をN-33.5" -Wとし

東列を N-34.5" -Wに変更し東西棟建物の梁行をN-33.5" -Wと考え，建物群の規模は東西長を54m

弱(約半町)とした。南北長については，約39mの横に長い案(第32図A案)と約55mの方形案(第32図

B案)を提示した。B案の南北長については，北側部分が未調査なため不明な点が多いので，全国の郡街

政庁の平均的な規模を参考にしたものである。
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U 1期政庁域の問題点と再評価 (第32図)

I期政庁と考えられる建物群の上記の想定は，発掘調査の方向性を示すために提示したものであり，不

確かな部分を多く含む。北東部分の現況が山林となっている地点の調査を実施すれば，解決の糸口がみつ

かる可能性があるが，ここでは問題点を列記しておく 。

政庁建物とした場合の問題点を検討する。まず第 1の問題点としては. SB008のみに床束がみられるこ

と，さらにSB009が柱筋溝状遺構を有する可能性があるなど，建物構造が一様でないことがあげられる。

政庁では格式の高い建物に床束建物を採用する例が多いが. SB008は西列の建物になる。 I期政庁を南面

する政庁と考えた場合 西列に正殿級の建物を配置するのも不釣り合いな気がする。さらにSB008と柱筋

を揃えた B-1には，床束がみられず，西列建物も構造的には不揃いになる。第2には建て替えた建物

(SB009・(SB015))と，建て替えのない建物 (B-1 . B -2 . SB008)があり，同時期にすべての建物

が揃っていたか否か，不明な点も問題である。また B-1のように外側に柱を抜取るものや. B -2・

SB008のように柱抜取痕のないものがあり，建物によって廃絶時期に多少の時期差があるかもしれないと

いう疑問も依然として残る。

こうした課題は残るものの，以下の諸点から政庁の建物群と考える。つまり SB008とB-1の西側柱列

の柱筋とがほぼ一致することや.これらの西列建物群と B-2とがほぼ直角の位置関係になるという高度

な企画性がみられること さらにはB-1とSB008の聞を塀で連結し 西側建物列が総延長で、約40mにわ

たって一直線に連なる。またこれらに固まれたなかには I期の建物がみられず，大きな空閑地が確保され

ていた可能性が高いことなどを主要な根拠とする。想定としては第32図のとおり，西列建物SB008・B-

1及び北列建物B-2を同規模の 2間x6聞の建物とし南列の一部を構成するSB009を4間以上 x2聞

の東西棟側柱建物としておく 。東部にも相当規模の柱掘形を数基確認しているので，その構成は別にして

も，そこに西部の建物群に対応する建物群があったのは確かであろう。しかし数少ない柱掘方からいく通

りもの建物構成の組合せが考えられるので 今回の報告では東部の復原を省略したわけで、ある。よって政

庁の規模は南jヒ39m以上で，東西長を不明としておく 。なお政庁は南面する可能性が高いが. SB008に束

柱がみられることから 西列に正殿を置いていた可能性も考慮に入れておきたい。

2. rn期正倉域(第9・33図，図版17)

ここでは正倉院区画溝と，正倉及び正倉院の管理施設と考えられる建物について再度整理して検討する。

i 区画溝の造営計画と成立時期(第9・33図，図版17)

嶋戸東遺跡の正倉域は，溝によって明確に区画されている。ただし正倉域には南東側から入り込む大き

な谷が存在するため南辺の区画溝は省略されたと考えられる。区画溝は外溝と内溝の 2条造営しているの

で，外溝から説明していく 。外溝の西辺はSD012として I期政庁のSB008と掘立柱建物B-1の聞に端を

発し. B -1の柱抜取穴の一部と B-2を切りながらほぼ真北方向に走行する(第9・33図)。さらに溝

はSD042に繋がり第 7次調査第45区の西約20mの地点で直角に東へ屈曲し北辺溝となる。北辺溝は

SD041・SD035へ繋がるが，その走行方向はやや南へ下る。これはSD041とSD039の中間に存在する島戸

境2号墳の墳丘部を避けたためと考えられる。溝はSD035からさらに東進し走行方向は航空写真で確認

できる溝のソイルマークから，やや北上すると考えられる(図版17)。このように北辺溝は一直線ではな

く，第 5次調査第34区のSD035地点あたりで大きく開いた iVJ字状に屈曲する。北辺溝はSD035からさ

らに260mほど東進して南下し，島戸境 1号墳の周溝を切る溝に繋がって東辺溝を構成していたと考えら
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れる。外溝の断面形はいずれも逆「凸j形であり，南辺を開放した「円J状の溝として造営されたといえ

るであろう 。なお削平されてしまった古墳の存在をソイルマークから読みとれることや，外溝が古墳の周

溝を切ることはあっても墳丘には及ばないことから，外溝の計画・造営にあたっては古墳の封土を目標に

線形を決定しでも，墳正まで削平するのは避けたものと考えられる。

内溝の西辺部を構成するSD004はI期政庁域のSB009を切りながら南北に走行する。この地点から北側

は島戸境遺跡の溝に繋がり，第7次調査第44区のSD039までほぼ一直線に北上する。西辺溝は外溝の内側

lOm~12mの距離を置いてほぼ並走するが，断面形は外溝と異なり浅い皿状になる 。 なお外溝SD012のよ

うに溝の端部は確認していない。北辺溝はSD040からSD036へ繋がる断面逆台形のものである。西辺部と

は断面形が異なるだけでなく，外構との距離が徐々に狭まり. SD036付近でほぼ接する。この地点より東

側は断続的に認められるソイルマークから推測して，内溝が存在した可能性が高い。しかし内溝が外溝同

様に連続した「円」状となるかは疑問である。内溝の西辺と北辺では断面形状が大きく異なることと，北

辺部での内溝と外溝との走行方向に若干の差があるのが問題となろう 。2重に巡る正倉院区画溝の例とし

ては那須官街遺跡(推定下野田那須郡街)西ブロックの正倉院に認められる(大橋 2001)。そこでは大

構が「ロ」字状に正倉院を区画し内溝は正倉院東辺部に大溝に並行して設けられるが，北辺部と南辺部

では明らかに途絶えている部分が存在し「コ」の字状になる。また内溝の存続期間は大溝よりも短く，

8世紀代に機能したものと考えられている。嶋戸東遺跡における正倉院を区画する内溝は外溝に規制され

ながらも，完全な二重ではなく断続的に敷設されたもので，存続期間も外溝とは異なっていた可能性が高

い。以上から外溝が正倉院を囲擁する溝で 内溝は正倉院内部をさらに区画するために，外溝の存続期間

中のある一時期に機能していたものと考えたい。

正倉院の規模としては東西長360mという極めて広大な範囲が推定できる。広大な正倉院としては福島

県関和久遺跡(陸奥田白河郡街) (木本ほか 1985)が東西長250m. 東京都北区御殿前遺跡(武蔵国豊島

郡街) (坂上ほか 2003)で、は南北長が約260mあり，それらと比べても嶋戸東遺跡における正倉院の広大

さは際だ、っている。これは正倉域に大きく広がる谷によって，利用できる面積が限られてしまっていたこ

とによるものであろう 。

区画溝の成立時期を考えるにあたっては 次の 3点が検討課題となる。一つは外・内溝ともに西辺部で

I期政庁域内を走行し. 1 期政庁の建物を切っていることである。北辺部では，外溝SD041は7世紀中葉

のSX009を切って造営され 内溝SD040も7世紀後半の竪穴住居SI048を壊していることが時期決定の要

素になる。さらに遺構との重複関係以外では，西辺構がほぼ真北に走行するという，他の建物群の変遷で

重要な要素となる方位の問題があげられよう 。以上のことを考慮すると区画構成立の上限年代は I期政庁

の廃絶以降. 7世紀後半以降に成立したことになる。

H 正倉域の建物配置と時期(第33図)

正倉域内の建物は礎石建物9棟と掘立柱建物 1棟 区画溝の外側に隣接する掘立柱建物が2棟ある。区

画溝の内側で確認した礎石建物のうち，調査で明らかになった建物は 8棟 (SB006・SB007.SB014・

SB016・SB017・SB020・SB032・SB037)あか規模が明らかになった建物はSB032だけで，前身建物と

して 3間x3聞の総柱建物が存在する。SB037を除く他の 6棟も掘立柱建物からほぼ同位置での礎石建物

へと変還した可能性がある。掘立柱構造はSB028の1棟だけである。

区画溝内の倉は，北辺に沿って西からSB032. SB028 . SB037が東西に並び北列の正倉群を構成し西
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辺では北からSB007. SB006・SB020が南北に直列し概ね柱筋も通る。SB006はSB007との間隔が2.4m

(8尺)と狭く，同時に建てられたものではなく時期差があったものと考えられる。また. SB016もこの

3棟の倉に並行して東側に配置されたと考えられる。SB014とSB017が区画溝の走行方向と一致しない一

群である。今後の調査で建築方位を訂正する可能性もあるが，現段階では谷に面した位置関係から，従前

からの理解に従って地形に制約された建築方位と理解しておく 。

区画構外の建物に B-3がある。正倉院区画西辺外溝から西へ約7.5m (25尺).外溝端部のSD012から

北へ14.4m (48尺)の位置にあり，外溝に直行する東西棟建物で¥正倉院付属の建物かもしれない。なお

正倉区画北辺溝の北約28mの地点にあるSB029が建物として成立するなら，最も北方に位置する建物にな

るが，建築方位が正倉院区画構の走行方位とも異なるから，正倉院に関係する建物とは言い難い。

III 正倉院の存続期間(第33図)

正倉院が I期政庁の廃絶以降に成立し. II期建物群との関連性も希薄なことから 嶋戸東遺跡の画期の

設定どおり正倉院はE期に成立したと考えられる。正倉は礎石建物が多く，そのほとんどが同位置で掘立

柱建物から建て替えられていると考えられる。一般的に郡街正倉では 8世紀半ば頃までは掘立柱建物が主

体で. 8世紀後半以降に礎石建物の比率が増し関東以北では礎石下に基礎地業を伴うものが増加すると

いわれているので(山中 2004b) .正倉院は 8世紀中葉以降に成立したと考えておきたい。

正倉院の機能終駕時期を考える上では，正倉院内に分布する竪穴住居の時期は重要で、ある。区画溝西辺

域の内構と外構の聞にSI049が存在する。一辺長3mで柱穴を伴わない小規模な竪穴住居であることから 9

世紀以降と考えられる。また礎石建物の密集する地点で SB016. SB017 . SB020に固まれた範囲に

SI035 . SI036 . SI037の3軒の竪穴住居が存在する。いずれも 9世紀末から10世紀にかけての遺物が出土

している。正倉の管理施設として機能したことも考えられるが，狭い範囲でほぼ同時期の竪穴住居が3軒

も建ち並んで正倉の管理機能を担ったとも考えがたい。おそらくはこの時期になると正倉は存在せずに一

般集落の用地になっていたことを示しているのであろう 。

3. 中央建物群

中央建物群には I 期~Ill期の掘立柱建物及び竪穴住居があり，官街域の広がりとその変遷を語る上で重

要な一角で， とくにIllb期になると大型建物であるSBOOlを中心に建物群が展開する。ここでは，最初に

I 期~Ill期の各時期における建物配置の概略を述べた後に . III b期の主要建物であるSBOOlを中心とした

遺構の性格について検討することにしたい。

i 遺構変遷の画期(第34・35図)

I期 掘立柱建物としてはSB046・SB025の2棟がこれにあたる。いずれも I期政庁よりもやや北寄りの

方位をとるが，この区域に I期の建物が進出している事実は，初期段階の官街域の広がりを示唆している。

SI051a . SI052からは 7世紀後半の遺物が出主していることから. 1期の竪穴住居と考えられ. SA003は

SI052に伴う塀であろう。なおSI050はI期に先行し椀形鍛治i宰や鉄素材が出土しているので，官街造営

に伴う工房の可能性も考えられる。北東部には I期政庁と中央建物群の地区を東西に仕切るSDOOlが斜行

する。

E期 北半部東寄りに多く分布し建築方位が同一のSB012とSB034が重複し. II期はある程度の時間幅

を想定して 2小期に細分した。

II a期 東側では. SB034とその東面と北面の一部を囲むSA008が. 2軒の竪穴住居 (SI051b. SI053) 
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に挟まれた位置に造営される。S1053は西に位置するSM002を遮蔽するためのSA009が伴う。S1051bは

SB051aの建て替えで， SB035 (II b期)に壊されていることからこの段階に含める。西側ではS1006・

S1047が建ち， S1047からは鉄津が出土し，工房の可能性も考えられる。

II b期 SB012は8間x3間の長大な側柱南北棟である。その 7m西にSB035が位置する。南西に位置す

るS1046も出土遺物から該期に含まれる。

このように I期 'II期の掘立柱建物と竪穴住居が混在する状況から，官街域に含まれながらも，明確な

目的をもって整備された地点ではないと考えられる。

皿期 北半部北側中央に位置するSB001を中心とする。SB001は真北から東にわずかに振れる掘立柱建物

であり，これに伴う 一群と，東西に10度前後の振れをもっ一群の 2つの建物群がある。南半部での柱穴規

模や北半部での切り合い関係などから，振れの大きな一群を真北の建物に先行するものとして小期を設定

した。なお，西方建物群では西に振れた掘立柱建物を真北の建物より新しく位置づけている O

皿a期 建築方位が東西に10度前後振れる建物の一群で，北端のSBOlO. SB011.南半部のSB026がある。

北半部西側に位置するSB031は並行するSA004がSB030に切られるため IDa期とし，この段階までは

SM002を意識していた可能性が高い。E期と比較すると中央部の空閑地が目立つ。

皿b期前半 北半部の建物群は建築方位が統ーされ， SB001' SB021は桁行をそろえ，その南に位置する

SB030も含めて 3棟の西側柱列をほぼ一直線上にそろえ，さらにその東西を 4条の溝 (SD007・SD016，

SD002・SX001・SX002・SX003)で仕切るなど，計画的な建物配置を窺わせる。とくにSB021は梁行が

1間で， SB001の南面9.3m(31尺)に位置することから， SB001の前殿もしくは細殿になる。そして

SB021の南約40mの地点には，南北を仕切る四脚門SB033を設置する。SB033はSB001の中軸線の延長か

ら東へ3.5mずれる位置になる。南半部には南北棟建物SB027を配置するなど，大きな空間を確保しながら，

かなり整然とした建物配置とすることで，最も充実した建物構成になる。なおSB024はSB027に先行する

が，柱穴規模から該期に含めた。

皿b期後半 SB001を同規模で建て替え，前殿風のSB021が小規模なSB036にかわり，南半部ではSB027

からSB023に建て替えられる。SB036はSB001の前面約14mの地点で，やや東寄りに建つ。SB033はSB036

のほぼ南面に位置するが， SB033の南 6mの地点に，門をふさぐようにSB023が建つことになるから，お

そらくこの時点でSB033とそれに伴う南面の仕切りは撤去されたと考える。なおSB001の柱穴内から出土

した須恵器杯片は 9世紀前半と考えられ， SB001の北側に進出じてくるS1034の時期と併せて IDb期の年

代を示す資料になるであろう 。

ii SB001をめぐる政庁説と館説について(第36・37図，第3表)

現在までのところ， SB001をIDb期の政庁正殿という見解と，それ以外の非実務的機関の中枢施設と考

える意見に 2分されている。両説の争点は， SM002の墳丘が郡街の整備段階まで残存していたか否かとい

うことにかかっているが，決め手を欠く 。そこでとりあえずSB001の建物規模等の属性から，類例も参考

にしながら検討を加えることにしたい。

政庁説の根拠としては， SB001の規模が18.0mx 7.2m，面積129.6ぱと，群を抜き 桁行の柱間す法も 12

尺等間で，柱の太さも40cm前後ある堂々とした建物であることがまずあげられる。ほほ同位置で建て替え

られ， とくに重要な建物であったことは明白である。

地方官街遺跡においてSB001と同様に側柱建物で，身舎の桁行が5間以上で、柱間す法が3.6m以上の建物
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は. SB001以外に 7遺跡. 17遺構(建て替えを含む)がある(第 3表)。それらは大宰府跡(横田ほか

2002)・多賀城跡(桑原ほか 1982)をはじめ城柵・駅家・郡街遺跡で，いずれも政庁や駅家の正殿もしく

は脇殿である。そこからSB001を政庁正殿級の建物という評価が生まれてきたわけである。SB001が無廟

な点は見劣りするが， 三十三間堂官街遺跡(推定陸奥田亘理郡街) (天野 2004・鈴木 2005.亘理町教委

2008)の無廟正殿SB50A.Bと比較してもほぼ同規模で，郡庁の正殿相当の建物としても遜色ない。桁

行12尺等間以上の郡庁正殿の例がほかに泉廃寺跡(陸奥田行方郡街) (荒ほか 2007)にしかないことを勘

案すれば. SB001の柱間規模は逆に破格の部類に属す。またSB001の南面9.3mの地点にSB021を並列させ

ることで. SB001を中央殿舎としてさらに格上げしている。このように桁行が同じ建物を 2棟並列する例

は国庁に多く(阿部 1986) .郡庁では茨城県神野向遺跡(常陸国鹿島郡街) (本田 1985)・群馬県天良七

堂遺跡(史跡上野国新田郡庁跡) (太田市教委 2009)で前殿が確認されている。

以上からSB001を政庁正殿に. SB021を前殿に擬し. SB033を政庁の南門とし東西の 4条の溝が東西

を限る区画施設になる。そうすると東西長36.4mで，南北はSBOOlの南側柱列からSB033まで直線距離で

53.4mあり，それにSB001の梁行長を加えると60.6mになる。南北長を65m程度とすれば，その区画面積

は少なくとも2.300ぱは超えることになる。

しかしIIIb期の建物群を政庁とするにはいくつか課題もある。第1点は，郡街政庁域の規模は方54mが

平均的規模で，この一角を政庁域とした場合，南北方向は十分だが，東西長についてはかなり狭くなる。
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第36図 中央建物群の遺構配置
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さらに内側の溝どうしでの心々距離になると29m弱になり， 2，000rrlにも満たない面積になる。しかし泉

廃寺跡 I期政庁域のように，東西長42.9m，南北長49.8mで，政庁域の面積が2，500ぱ以下の例もあるので，

あながち可能性は否定できない。第2点には周囲の区画施設として溝及び南門SB033があるものの，塀等

によって囲った形跡がなく，全体的に開放的な景観である。 SB033も一時期しか機能していない。ただし

9世紀代の政庁とすれば，脇殿を省略したり，塀等の囲緯施設がないことを退化形態とみなすこともでき

る。いずれにしても政庁説をとれば，二重周溝のSM002の墳丘を削平して，庁庭に相当する空間を確保し

たと考えるのが妥当で、あろう。

翻って館説にたてば， SBOOlの造営時にもSM002は墳丘を残していたと考えたほうがつじつまをあわせ

やすい。嶋戸東遺跡では，正倉域内のSM004のように墳Eを残したまま古墳を域内に取り込む場合があり，

SBOOl周辺でも同様の状況を想定するわけである O その場合SM002の周溝までは，掘立柱建物が進出して

いるので，周溝を埋め戻していたことは確実だが，墳丘はある程度残っていたと考える。中央建物群北半

部の I期-IIIa期には塀がいくつかみられるが， III期正倉院内では建物から古墳を遮蔽する塀が存在し

SM002の場合も遮蔽装置があった可能性が考えられる。その場合，館という機能を全面に出して， SM002 

の墳丘に館の借景あるいは築山のような性格を付与しておきたい。

ところで上総国府の館と考えられている市原市稲荷台遺跡(浅利ほか 2003)では，館の主殿とみられ

第3表 SBOOlと他の地方官街遺跡建物との比較

桁行 梁行 桁行総長 梁行総長 身舎前積
身舎桁行 身舎梁行

県名 遺跡名 遺構番号
(身舎) (身舎) (身舎)m (身舎)m rrl 

柱問寸法 柱|珂寸法 基部構造 平岡形式 時期 建物種別

平均値m 平均値m

宮城県 多賀城跡 SB150A 5 2 19.52 11.8 164.55 3.904 4.215 掘立柱建物 片廟 8c前半 正殿

宮城県 多賀城跡 SBl50B 5 2 18 7.2 129.6 3.6 3.6 掘立柱建物 四面廟 8c中葉 正殿

宮城県 多賀城跡 SB150C 5 2 18 7.2 129.6 3.6 3.6 掘立松建物 四而廟 8c中葉 正殿

宮城県 三十三rUj堂官術遺跡 SB50A 5 3 18 7.2 129.6 3.6 2.4 掘立柱建物 無廟
9c 

正殿
-lOc前半

宮城県 三十三間堂官街遺跡 SB50B 5 3 18 7.2 129.6 3.6 2.4 掘立柱建物 無l和
9c 

正殿
-lOc前半

秋田県 秋聞城跡 SB748A 5 2 18 8.1 145.8 3.6 4.05 掘立柱建物 片廟
8c後半前葉

正殿
-9c初頭

秋田県 秋問域跡 SB748B 5 2 18 8.1 145.8 3.6 4.05 掘立柱建物 片府 8c皿四半期 正殿

福島県 泉廃寺跡、 SBl712a 5 (3) 19.2 (9) (172.8) 3.84 3 掘立柱建物 無廟・床束
8c末

正殿
-lOc前半

福島県 泉!提寺跡、 SB1712b 5 (3) 19.2 (9) (172.8) 3.84 3 掘立柱建物 無廟・床束
8c末

正殿
-lOc前半

栃木県 上神主・茂原遺跡、 SB103 10 2 36.8 4.4 161.92 3.68 2.2 掘立柱建物 艦廟 8c前半 脇殿

栃木県 上神主茂原遺跡 SB104B 10 2 36.2 4.2 152.4 3.62 2.1 掘立柱建物 無耳目
7c後葉

脇殿
-8c前半

千葉県 嶋戸東遺跡 SB001a 5 3 18 7.2 129.6 3.6 2.4 掘立柱建物 盤崩 9c 

千葉県 的戸東遺跡 5BOOlb 5 3 18 7.2 129.6 3.6 2.4 樹立科建物 無廟 9c 

兵庫県 吉年地遺跡 SB600 5 5 18 13.2 237.6 3.6 2.64 礎石建物
無府・総柱 8c後半

瓦茸正殿
(低床張り) -9c前半

福岡県
大宰府跡(政庁・

SBOlOA 5 2 22.17 2.82 62.52 4.434 1.41 礎石建物 凶面腐
8c 1四半期

正殿
官街地区) -lOc中楽

福岡県
大宰府跡(政庁・

5BOlOB 5 2 21.84 6.48 141.52 4.368 3.24 礎石建物 四面廟 10c中葉 正殿
官街地区)

福岡県
大宰府跡(政庁・

5B085 7 2 26.25 5.7 149.63 3.75 2.85 礎石建物 二面崩 東脇殿
官街地区)

福岡県
大宰府跡(政庁・

5B545 7 2 26.25 5.7 149.63 3.75 2.85 礎石建物 二面廟
8cI四半期

西脇殿
官街地区)

福岡県
大宰府跡(政庁

5B550 7 2 26.25 5.7 149.63 3.75 2.85 礎石建物 二面廟 8c 1四半期 西脇殿
官街地区)

倒Ij柱建物で身舎が5間以上，身舎桁行柱関寸法平均値が3.6m以上の建物の一覧で，集成にあたっては，奈良文化財研究所が公開して
いる「古代地方官術関係遺跡データベースJ(http://mokuren.nabunken.jp/NCPstrlNCPstr.htm)を参考とした。
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る6間x4間の四面廟建物から南へ約53m離れた地点に. I王賜J銘鉄剣が出土したことで有名な稲荷台

1号墳が位置する。稲荷台 1号墳は径27mの円墳で，発掘調査時点まで墳丘が残存していたことから，こ

の古墳を館の築山としていた可能性が指摘されている。稲荷台遺跡が9世紀後半-10世紀中葉まで存続し

た国府の館という点で嶋戸東遺跡とは違いはあるが，同じ上総国内に古墳を借景にした施設が複数存在す

るということになれば，興味ある事例になる。なおSB001の北22mの地点には，井戸の可能性もある

SX004が位置するので 井戸であればSBOO1周辺には厨の存在も想定することも可能になる。

しかし館説にも問題点がある。第1には. SB001の建物規模が郡街の館としては逆に格式が高すぎる

きらいがある。第2には，前述した国庁や郡庁の正殿及び前殿の配置と類似した形で嶋戸東遺跡のSB001

とSB021が存在し政庁的な建物配置が館には似つかわしくないともいえる。

ただし建物規模の問題から再度さらっていくと，宮城県東山遺跡(推定陸奥田賀美郡街) (高野ほか

1989)では，政庁域以外の地区に 5間(17.2m (11.5尺等間)) x 3間 (7.1m)の建物が存在する。地方

官街遺跡で5問x3間で桁行の柱間す法が11.5尺等間あっても，政庁以外の建物を想定することもあるこ

とになる。そして政庁的な建物配置についても，下野国府の介館跡(田熊ほか 1985)に比定される遺構

群のなかに，東西棟の主要建物2棟を南北に並列した例がある(第37図)0SB055は6間 (15.0m) x 2問

(7.2m)で廟をもち，同じ桁行長で梁行が2間(約5.0m) になるSB053が9.3mの距離をおいて南面に並列

する。建物規模こそSB001. SB021とは異なるが，建物の並び， とくにその間隔が等しいのは注目される。

また平城京左京四条二坊ー坪(金子ほか 1987)の貴族邸宅の主屋域でも. 7間 (20.7m) x 3間 (10.1

m) と梁行2間 (5.9m)の殿舎を並列した例がある(第37図)。官街政庁以外にもこのような建物配置の

例があるので，建物の配置形態だけでは館説を否定する根拠にならないことになる。そうなればSB001と

SB021の関係を「上野国交替実録帳J1)に記載された郡街の館の「宿屋jと「向屋Jに見立てることもで

きるのではないだろうか。

以上，政庁説と館説の 2説について検討を加えてきたが，いずれも未解決の課題が残り，結論は持ち越

しとなった。周辺に調査が及んで建物群の性格が明らかになっていけば，相対的な評価から自ずと結論は

導かれていくことだろう 。政庁説は 9世紀前半という年代を考慮に入れれば， 一般に郡街自体が変容する

時期だから，その線上にある過渡的な形態とすれば想定内の変異形ともいえる。一方，館説はこれまで実

態があまりわかっていない郡街の館に関して. SB001のような大型建物と細殿(前殿)を並列した建物配

置もあり得るという可能性を指摘できたことは，郡街の館にたいして新たな視点を提供できたことと思う 。

なお 5間x3間で、桁行柱間寸・法3.6m前後の建物が東北地方に複数あることは注意しておきたい。

4. 西方建物群(第38図)

田期の建物群が集中する中央建物群から北西に90mの地点に位置しみつかった掘立柱建物群がほとん

ど正方位から東西10度の振れのなかに収まることから，中央建物群のE期の建物群との関連性をうかがわ

せる一角になる。

H期 造営方位だけを拠り所とすれば，もっとも古く位置づけられるのは，遺構の性格は不明だが，建物

群の東部に位置するSX005をあげられる。SX005が I期の走行方位で斜行する溝SDOO1の延長から直線距

離で、西へ約28m隔たっているのは，中央建物群北半部で I期 .II期の建物群がSD001iJ、ら西へ50m以内の

範囲に展開するのと似ている。SX005から出土した土師器聾 (42)は7世紀末-8世紀初頭の所産と考え

られ，この年代がE期の暦年代のある 1点を示唆していると考えてよかろう 。以上からこの一角は E期に
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桁行を同じくする建物を並列した 2例第37図

I期の時点ではほとんど空閑地であったと考えておく 。土地利用がはじまり，

E期になって掘立柱建物群が進出してくる。建物の重複はSB040・SB041とSB042. SB043 皿b期前半

の2例で確認できたが，新旧関係を把握できたのは前者のSB040・SB041の2棟になる。そこではこれま

正方位の建物から振れのある建物へと推移することになでの11鳴戸東遺跡の建築方位の変遷とは逆になり，

およそ 2群の建物群に集る。それを手がかりに西方建物群の変遷を建築方位に基づいて跡づけてみると，

中約できる。SB041. SB042 . SB043 . SB044 . SB045の5棟の掘立柱建物群をその第 1段階に位置づけ，

央建物群に本格的に建物群が進出する時期に平行させてIDb期前半とした。SB042を中心に据えて比較的

南北棟建物の限られた範囲に建物を配置したようである。SB042・SB044・SB045が南北棟建物になり，

建物構造も似通ってくる。なおSB041とSB042SB042 . SB044は梁行も 3聞になり，占める比率が高く，

この 2棟の建物を計画的に配置しSB042の南側柱列の西延長がSB041の棟通りにあたり，

た可能性がある。

の位置関係は，

SB004 . SB039の3棟の建物からなる。建物群は疎ら中核的な建物と考えられるSB040と，皿b期後半

機能を分散させたようである。あるいはSB040の西側に展開するのかもしれないが，な配置になり，

IDb期前半とは建物構造の理念が異なるようでSB040・SB039の2棟はいずれも東西棟建物と考えられ，

それに伴って建築方位が正方ある。いずれにしても西方建物群では南北棟建物から東西棟建物へ推移し

位からやや振れていくという傾向がある。

西方建物群の建物構造の特徴として 梁行3聞の建物の比率が高いことが挙げられる。梁行3聞の建物

は構造的にやや特殊な一面があり，屋根を架構する際に棟木を受けるためのー工夫が必要になる。つまり
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梁上に棟木を受ける束を立てたり，扱首組で棟木を受けたりという技術などを駆使して小屋組を完成する

必要がある(工藤 1979)。 こうした建物の平面形式を「在来型」と呼称することからもわかるように伝

統的な建築技術を下地とする。四面廟をもっ梁行3間の建物は，当初，祭殿として機能し内裏正殿とし

て完成し特殊な建築様式として発展してきたものである(山本 2004a. 2004b)。その末端に位置する廟

をもたない西方建物群の建物は格式こそ劣るものの. SB040のように床張りし柱筋溝状遺構を敷設した

特異な構造の建物もあることから，曹司を設置した一角になるであろう 。ただし区域内からは生産工房を

裏付けるような資料は出土していないので，郡街行政を担う実務的な官街域の一部としておく 。

注
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第2節 後期・終末期古墳群と郡街の占地

l.嶋戸東遺跡と周辺の後期・終末期古墳(第39図，第4表)

嶋戸東遺跡の位置する地域は，国造制期における武社国造の領域と考えられる地域である。武杜国造領

域は旧山武郡域とほぼ一致するものと考えられる。南半域の古代における山遺郡地域に比べて，北半域の

古代における武射郡に古墳の分布が多く見られる。

武社国造領域における主要な後期・終末期古墳の分布は，第39図と第4表に示した(栗田 2005. 白石

ほか 1996. 白石 2007.杉山 2000.萩原 1994.萩原 1996)。これら主要古墳の分布は，大きく 4群に

大別できる。A:木戸川上流域の中台(通称:芝山)古墳群周辺. B:木戸川中流域の朝日ノ岡古墳・大

堤権現塚周辺. C:境川左岸の麻生新田古墳群・胡摩手台古墳群. D:作田川左岸の板附古墳群がそれで

ある。これらの古墳群は，総体で見た場合. I埴輪を持つ大型前方後円墳」→「埴輪を持たない最終末大

型前方後円墳」→「終末期大型方墳(もしくは円墳)J と変選する。これら 4群のうち，このモデル化し

た変遷要素を満たしていないのは B群のみである。ただしB群には，武社地域最大規模の前方後円墳で

ある大堤権現塚古墳(主軸長115m)が存在している。

嶋戸東遺跡とこれら後期・終末期古墳群の地理的関係について考えた場合，嶋戸東遺跡に最も近接する

のはCの麻生新田古墳群・胡摩手台古墳群である。嶋戸東遺跡からの距離は，埴輪を持つ大型円墳の経僧

塚古墳(径45m)が北にO.7km. 埴輪を持たない最終末大型前方後円墳の胡摩手台16号墳(主軸長86m)

が北北西に1.6km. 埴輸を持たない終末期大型円墳のカブト塚古墳(径45m)が北にO.7kmの位置にある。

これらの古墳はすべて嶋戸東遺跡と同一台地上に存在する。そしてこの台地上の嶋戸東遺跡の南東には真

行寺廃寺が存在する。

これに対し. c群以外の 3群はすべて嶋戸東遺跡とは異なる台地上に位置している。C群以外の 3群に

は，それぞれの最終段階の古墳として. B群に先述した最終末大型前方後円墳の大堤権現塚古墳(主軸長

115m). D群に当該地域最大規模の終末期大型方墳の駄ノ塚古墳(一辺長60m)， A群に終末期大型円墳

の山室姫塚古墳(径65m)が存在する。武社の地域に存在する最も傑出した規模の終末期前方後円墳，終

末期方墳・終末期円墳が. I嶋戸東遺跡の位置する台地上には存在しない。しかもそれぞれの主要古墳群の

周辺には，郡街施設を設置するに十分な台地平坦面がそれぞれ広がっているにも関わらず，である。つま

第4表 旧山武郡内の後期・終末期主要古墳一覧

計ー 古墳名 所在古墳群名 墳 形 墳丘主軸長 埴輪

殿塚古墳 横芝光町中台古墳群 前方後円墳 88m あり

姫塚古墳
A 

横芝光町中台古墳1洋 前方後円墳 59m あり

小池大塚古噴 芝山町船塚古墳群 前方後円墳 76m なし

山室副E塚古墳 山武市大塚古墳群 円墳 65m なし

朝日ノ岡市墳 山武市蕪木古噴鮮 前方後円墳 76m あり
B 

大堤権現塚古墳 山武市大堤古墳1洋 前方後円墳 115m なし

経僧塚古墳 山武市麻生新聞古境1洋 円墳 45m あり

C 胡摩手台16号噴 山武市胡摩手台古墳群 前方後円墳 86m なし

カブト塚古墳 山武市麻生新田古墳群 円墳 45m なし

西ノ台古墳 山武市板附古境群 目1)方後円墳 90m あり

不動塚古墳 山武市板附古墳群 ~I) 方後円墳 62m なし
D 

駄ノ塚古墳 山武市板附古墳群会 方墳 60m なし

駄ノ塚西古墳 山武市板附古墳群 方墳 30m なし
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り当該地域の後期・終末期古墳のあり様を見た場合，それらは，ほほ同時期にほぼ同様の種と規模の古墳

が4群域で築造されているのである。

以上のような現象から見る限り，最終的に当該地域において最も規模の大きい古墳を造営した勢力に直

結する場所に，単純に次の段階の評街(郡衝)を設置したわけではないと考えられる。つまり近接して立

地する C群勢力のみが最終的に律令期の郡司層勢力として残ったと解釈するよりも，武杜の地域はこれら

4群の勢力を再編成して，次の律令期を迎えたと解釈するほうが妥当と考えられる。

2. 房総・常陸地域の様相(第39・40図)

次に，武射郡以外の周辺地域の様相に目を向けてみる(第39図)。上総・下総を含めた房総地域，常陸

の例に目を向けてみたい。嶋戸東遺跡の所在する房総半島は，北側に隣接する茨城県(古代の常陸国)の

地域とともに，国造制の段階において小国造が林立していた地域である O また，常陸国は省略本とはいえ

『常陸国風土記』が残存する重要な地域であり，後期・終末期古墳・国造領域・評家(郡街)の成立とい

う一連の流れを考える上では，格好の検証対象となる地域である。

i 下総地域の郡街遺跡と周辺の後期・終末期古墳

房総半島は郡街の実態の解明が遅れている地域の一つであり，後期・終末期古墳，国造領域，郡街の関

係のすべてを満たして考証できる例は下総地域に限られている。

埴生郡(埴生郡街:印嬬郡栄町大畑遺跡)

大畑遺跡の所在する地域は 国造制の段階においては印波国造の領域であったと考えられる。大畑遺跡

の近接地には龍角寺古墳群が存在する。龍角寺古墳群には，終末期大型前方後円墳として浅間山古墳(主

軸長70in)，終末期方墳として岩屋古墳(一辺長80m)が所在する。さらに初期寺院として龍角寺が近接

地に存在する。これらのことからも，龍角寺古墳群は印波国造の主要墓域と考えて問題のない古墳群であ

る。印波国造領域にはこの他にも成田市公津原古墳群等の主要古墳群が存在している。しかし龍角寺古墳

群は，後期・終末期において質的に明らかに突出した様相を見せる古墳群である。さらに印波国造領域は，

律令期において埴生郡と印膳郡に分けられている。

相馬郡(相馬郡街正倉 :我孫子市日秀西遺跡)

日秀西遺跡の所在する地域は，国造制の段階においては，印波国造領域であった可能性が高い。そう表

現する理由は， r先代旧事本紀J中の「国造本紀」を見る限り，後の下総国域の西半分の大きな範囲には

印波国造しか見あたらない点がまず第 1点である。次に古墳時代後期に印膳・手賀沼周辺域を中心として，

下総型埴輪の分布が見られる。相馬郡域はこの下総型埴輪の多い地域であり，印波国造との関係を無理に

引き離す理由がないことが第 2点である。周辺の終末期前方後円墳として日立精機2号墳(主軸長30m)，

終末期前方後方墳として日立精機 1号墳(主軸長48m)が挙げられるが，終末期大型方墳は確認できない

地域である。終末期に前方後方墳が存在する例は 全国的に見ても希少で、あり特殊である。また， 目立精

機2・1号墳は， 日秀西遺跡から直線距離にして約 7km離れており，武射郡や埴生郡に見られる終末期古

墳群と郡街との立地的関係とは著しく異なる。

11 常陸地域の郡街遺跡と周辺の後期・終末期古墳

常陸は， r国造本紀」によれば6国造が存在し律令制下においては11郡が存在していた。常陸の後

期・終末期古墳と国造の問題については，白石太一郎が詳細に検討している(白石 1991)。また，白石の

ほかに，茨城県内における後期・終末期古墳と律令期様相の関連を多くの研究者が考察している(阿久
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第39図 国造領域と主要古墳群の分布

- 郡衡所在地

ロ 郡衝推定地

・ 前方後円墳

。 円境

企 方墳 ※16・27は長方墳

A 前方後方墳

(1:8∞脚)

※ 務衡が確定できない地域については.

主要古墳の分布を省略した。

A. 嶋戸東遺跡 B. 大畑遺跡 C 日秀西遺跡 D 神野向遺跡 E 台渡里遺跡、 F 平沢遺跡 G 金田西遺跡 H 古郡遺跡 I 郡街推

定地 J 行方郡街推定地 l.大堤権現塚古墳 2 経僧塚古墳 3 カブト塚古墳 4 胡摩手台16号墳 5 駄ノ塚古墳 6 山室姫塚古墳

7 駄ノ塚西古墳 8 西ノ台古墳 9 不動塚古墳 10 朝日ノ丘古墳 11 殿塚古墳 12 姫塚古墳 13. 小池大塚古墳 14. 浅間山古墳

15. 岩屋古墳 16 船塚古墳 17 日立精機2号墳 18 日立精機 1号墳 19 夫婦塚古境 20 宮中野大塚古墳 21 黄金塚古墳 22 虎塚古墳

23. 大穴塚古墳 24 虎塚4号墳 25 牛伏4号墳 26 中台2号墳 27 平沢 1号墳 28. 愛宕山古墳 29 松塚2号墳 30 宍塚 1号墳 31 

武者塚古墳 32 小栗地内丑塚 l号墳 33.船玉古墳



夷潜郡

- 郡衝所在地

ロ 郡衡推定地

(1 : 8∞瓜苅)

第40図 常総地域における律令期の国界と郡界と郡街
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i孝・片平 1992，稲村 2000，佐々木 2005，日高 2000， 日高 2001)。ここではそれらの成果を援用し

さらに発掘調査等によって郡街遺跡が判明している例のみに絞り込んで、検討を加えたい。
か のむかい

香(鹿)島郡(鹿島郡街遺跡:鹿嶋市宮中・神野向遺跡)

『常陸国風土記』によれば，香島郡は孝徳朝に新たに建郡され，郡内の南の 1里は下総の下海上国造領

域を割譲し北の 5里は仲国造領域を割譲したものであるとされている。従って，単純に考えれば，その

大半の地域は仲国造の勢力範囲であった可能性が高いと考えられる。神野向遺跡の北西約 3kmの地点には

宮中野古墳群が存在する。同古墳群中には大型前方後円墳の夫婦塚古墳(主軸長108m)が存在するが，

当該古墳は発掘調査歴がなく築造時期は不明である。終末期帆立員型前方後円墳としては宮中野大塚古墳

(主軸長92m)が存在する。宮中野古墳群は，その規模と擁する後期 ・終末期古墳の内容から見て，国造

勢力の造営による終末期古墳群として捉えて，何ら問題のない古墳群である。にもかかわらず，仲国造の

「仲」を遺称として引き継ぐ那珂郡は，次に見るようにその郡街を水戸市内に置くのである。
だいわたり

那珂郡(那珂郡街遺跡:水戸市渡里町・台渡里遺跡)

香(鹿)島郡の項で記したとおり， r常陸国風土記』によれば，香島郡の建郡にあたっては，この那珂

郡に勢力基盤の中心を置いていたと考えられる仲国造の支配する領域の南端の 5里が割譲されている。さ

らに行方郡へも仲国造支配領域7里が割譲されている。このことから，仲国造領域は北西から南東に伸び

る長大なものであったと復原できる。

仲国造領域と考えられる地域の主要な後期・終末期古墳として，那珂川下流域の埴輪を持つ大型前方後

円墳のひたちなか市黄金塚古墳(主軸長80m)，埴輪を持たない最終末大型前方後円墳の岡市虎塚古墳

(主軸長57m)，終末期大型円墳の同市大穴塚古墳(主軸長60m)，それより 一段階後の終末期方墳の同市

虎塚4号墳(一辺長29m)が存在する。ひたちなか市の古墳群とは別に， 80m級の前方後円墳を含む水戸

市内原地区の牛伏・田島古墳群がある。その内.最終末段階の前方後円墳と考えられるのは牛伏4号墳

(主軸長52m)である。黄金塚古墳・虎塚古墳・虎塚4号墳は比較的近接して存在するが，大穴塚古墳は

東に大きく離れた那珂川の河口付近に存在する。黄金塚 ・虎塚・虎塚4号墳と台渡里遺跡は，那珂川を挟

んで直線距離にしてlOkmほど離れている。

筑波郡(筑波郡街遺跡:つくば市平沢・平沢遺跡)

当該地域は筑波国造の領域と考えられる。平沢遺跡に近接して中台古墳群，平沢古墳群が存在する。埴

輪を持つ終末期円墳として中台2号墳(径36m)，終末期長方墳として平沢 1号墳(別名:佐都ヶ岩屋古

墳， 30mx20m)がある。これらの古墳は，平沢遺跡を中心に非常に狭い範囲に分布している。また平沢

遺跡、の南側には筑波郡の郡名寺院と考えられる中台廃寺が存在する。
こんだにし

河内郡 (河内郡街遺跡:つくば市金田 ・金田西遺跡)

河内郡は，現存する 『常陸国風土記』が省略本であるために詳述記載はなく， i国造本紀」等にも該当

する国造名の記載はない。状況から見る限り，当該地域は国造制期において筑波国造の勢力範囲であった

と考えるのが妥当であろう 。

金田西遺跡の周辺には，埴輪を持つ最終末段階の前方後円墳である愛宕山古墳(主軸長55m)，埴輪を

持たない最終末前方後円墳の松塚2号墳(主軸長62m)，宍塚 1号墳(主軸長56m)が存在する。また，

時代的にはやや下るが終末期円墳の武者塚古墳(主軸長23m)は松塚2号墳とは桜川を挟んだ対岸に位置

する古墳である。金田西遺跡の北西には九重廃寺が所在する。このように，主要な後期・終末期古墳，郡
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街，寺院という 一連の組み合わせが明確であるにも関わらず，いずれの史書にも国造名の記載がないとい

うことは，河内郡を考える上で重要な点である。これは国造制と後の郡の成立の関係を理解する上での，

ひとつの代表的例であると考えられる。

新治郡(新治郡街遺跡.筑西市古郡・古郡遺跡)

新治廃寺が近接する O 当該地域は国造制期においては新治国造の領域であったと考えられる。古郡遺跡

に比較的近い終末期円墳に小栗地内丑塚l号墳(径30m)がある。古郡遺跡から遠く離れた地域の後期終

末期主要古墳としては，筑西市(旧・関城町)船玉古墳(一辺長35m)があげられる。

3. 嶋戸東遺跡例との比較(第39・40図)

下総地域，常陸地域における他の後期・終末期古墳群，国造勢力範囲，郡衝遺跡の関係を羅列してみた

が，最後に，これらの諸様相をもとに嶋戸東遺跡の場合と比較する。

まず，嶋戸東遺跡の例を以下の 4点で定義付けする。

-国造制段階における武社国造の領域である。

-周辺における後期・終末期段階の主要古墳分布は大きく 4群に分かれる。

-嶋戸東遺跡は，終末段階に最大規模の古墳を作った勢力に密着する地点に設けられていない0

・武射郡の南に隣接する山溢郡は，律令期に武社国造領域を分断して建郡した可能性が高い。

次に，嶋戸東遺跡を含めて，隣接する下総地域，常陸地域の例を以下のように分類する。

A. 後期・終末期古墳群と郡街との位置的関係

1 後期 ・終末期主要古墳群と密着した地点に郡街を設ける型(埴生郡，筑波郡)

2 後期・終末期主要古墳群と完全に切り離された地点に郡街を設ける型(相馬郡，那珂郡，新治郡)

3 後期・終末期主要古墳群と中間的な位置関係をもった地点に郡衝を設ける型(武射郡，香(鹿)島郡)

B.律令制に移行する際の国造領域の変動

1 国造領域をそのまま評(郡)が継承する型(多賀郡，久慈郡)

2 国造領域を分断して新たに評(郡)を設ける型(武射郡，埴生郡，相馬郡，新治郡，真壁郡，河内郡)

3 二つ以上の国造領域を再編して新たに評(郡)を設ける型(香(鹿)島郡，行方郡，信田郡)

Aの後期・終末期古墳群と郡街の位置的関係. Bの律令制に移行する際の国造領域の変動は組合せだけ

でも 9パターンにのぼり，さらにAとBの( )内に記した郡の組合せは決して合致するものがない。こ

のことは国造制期から律令制期に向けての各地の勢力再編が，実に多種多様であることを意味している。

勿論，武射郡街の設置箇所を. A-3で設定したように後期・終末期主要古墳群と中間的な位置関係の地

点と見るか否かによっては，この区分は変わる。嶋戸東遺跡周辺の後期・終末期主要古墳は，余りにも微

細にその様相がつかめているだけに. A -1に区分した密着型との区別が厳格になりすぎている可能性は

ある。また武射郡と香島郡の様相は，後期・終末期古墳の様相を比較した場合，決して同じではない。し

かし現状では，やはり A-3という区分は残しておくべきであろうと考える。その理由は，今後各地にお

いてさらに微視的な検証が進めば. A-3区分に該当する地域の存在する可能性もあるからである。

以上のことから出せる結論としては，国造制から律令制へ移行するに際して各地の勢力再編は決して一

様ではない， ということである。しかも 『常陸国風土記Jの記事を見る限り，国造勢力側が自律 ・能動的

に動いて自らの国造領域を分割・統合して評(郡)の設置等を行っている，としか読み取れない。つまり国

家中央からの強制的再編ではないという点は重要で、あり，このことが多様性の一因であるのかも知れない。
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第3節 史(資)料からみた古代武射郡と郡内の郷名

古代武射郡の比定については第5表にあるように，先学諸氏が試みている。それらを参考に文献史料や
やまのべ

出土文字資料，現地名などから武射郡及び南に隣接する山遺郡に所在する郷の比定を行ってみる。

武射郡は， r和名類来抄j(以下 『和名抄』 と略す。)では，巨備郷・加毛郷 ・理倉郷 ・押狼郷・ 長倉
あじろ にいい にいや はにや

郷・畦代郷・片野郷・大蔵郷・新居郷・新屋郷・埴屋郷の計11郷をあげる。まず武射郡及び郡内の郷名に

関する出土文字資料からみてみる。郡名のわかる資料は真行寺廃寺出土の「武射寺」の墨書土器と長屋王

邸出土木簡の 2例がある。郷名については， r正倉院文書』 で畦代郷，r正倉院調庸綾純布墨書銘文Jで長

倉郷の 2郷を確認できる。なお印膳郡に含まれる佐倉市高岡大山遺跡の出土資料に墨書土器「新居」があ

るが，武射郡新居郷の比定地が印膳郡に接することから，土器が移動した可能性もある。
あわう すがや たかふみ

武射郡の荷に位置する山遺郡については， r和名抄Jでは禾生郷・岡山郷・管屋郷 ・山口郷・ 高文郷・
かやの

草野郷 ・武射郷の7郷を記載する。武射郡とは異なり，山遺郡内の遺跡から出土した文字資料には，郡名

や郷名記載の墨書土器が比較的多くみられる。郡名を示す資料には八街市滝台遺跡から出土した「山遺郡

印」がある。墨書土器としては， r山遁Jや「山遺万所」などが大網白里町や東金市の遺跡、で多く出土し

ている。『和名抄』には郷名としての「山遺Jは存在しないので，これらの墨書土器は郡名を指すものと

考えられる。一方，郷名については，山口郷の「山口J. r山口館」など，草野郷の「草野」・「草新Jなど

の墨書土器がある。市原市上総国分僧寺からは「里山」の墨書土器が出土しており，これも岡山郷に比定

することができる。郡郷名記載の墨書土器をみる限り，武射郡よりも山遺郡に出土量が多い傾向がある。
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もちろん調査頻度も考慮しなければいけないが，両郡の奈 良・平安時代に関する調査成果を比較すると ，

遺跡規模や掘立柱建物が占める割合 などに大 きな差 があり ， こうした事 象が墨書土器の記載内容にも反映

しているかもしれない。

次に，両郡の郷域を比定してみる 。 郷 域 の比定にあた っ ては， r日本地理志料.1 (郁岡 1960) (以下 『志

料 』 と略す。) を 基本資料として郷域を示した 『千 葉 県地名変遷総覧.1 (羽山ほか 1970) (以下 『総 覧』 と

略す。) の「千葉 県 郷 名 分 布 図」 を参考にし て 各 郷 域 を プ ロ ッ トすると第41図のようになる 。 武射郡で現

地名等 か ら 確認 できる郷は， 11郷のうち 巨 備郷・加毛郷・押狼郷・長倉郷・大蔵郷・新居郷・埴屋郷の 7

郷になる 。 それ以外の郷については.出土文字資料も乏しく補強材料はほとんどない。 山遺郡の郷につ い

て は， 現地名から郷を比定できるのは天生郷・ 管屋郷・武射郷の 3郷で ，そ れに 加え て郷 名墨書土器の出

土 遺跡から郷域をある程度復原することは可能で、ある 。 「山口」は大網白里町山口を遺称地とし「草野」

第 5表 武射郡・山遺郡郷名一 党

『和名類豪抄』 『和名類紫!j>J『事l名類紫抄』 『和名類衆抄j 吉田東伍 1972 
明日岡良弼 1960 

1959 r群郷分治」 『千葉県の地名』

郡名 郷名 活字本 名峰本 東急本 高山寺本 『増補大日本地名辞轡j
「安房 ・上総・下総」

『房総通史J 円本歴史地名大系
(元和3年) (北線9年) (室町中期) (平安末) 由席6巻板東富山房

『日本地理志科J
改訂房総量曹刊行会 第12巷 1996

改訂房総叢容刊行会

折戸村折戸大神宮
折戸村大宮(古称巨備神社)折戸

大平村大字折戸
巨備郷 巨備郷 巨備郷 巨備郷 巨備郷

(巨倒神社)
借毛本郷ー木戸平野下野lJi線

(大宮神社)
未詳

高官 ・上横地 ・下横地・草深・ 4、訟

加毛騨西加茂東加茂住母家・
千代田村大盟(東 近世賀茂村(芝山

力11毛郷 加毛郷 加l毛郷 加l主郷 加毛郷 千代田村 縮業白升 ー坂志岡費出 ー岩山
車11倉 ・飯植

加li正・西加茂) 町)

理ft郷 理念郷 迎ft郷 理llft郷 理念郷 (i主倉郷)米目下 曾根合村。於幾・坂田・ 寺方・取立
米昨(千代凹村大

未詳
字削倉地、)

事ll ~~郷 事jl~締罰 事111民郷 ð'11~日郷 事11狼郷
(押Ir~型車) '1ニ熊村， '1ニ熊・木戸牽 ・小堤・谷蔓・

大総村大字牛熊か 未詳
大総村(牛1!~H) 殿都田高谷宮崎

長余郷 長倉郷 長合郷 長倉郷 長念郷 大総村(長倉村)
長倉村.長倉 ・姥山 ・遠山・中華・

大総村大字長倉
近世長倉村 (横芝

柴山山中 町)

武
未if.成東 ・富岡 新説 ・津遁市

畔代郷 畔代郷 畔代郷 畔代郷 畔代郷 未詳 場親回 ー川崎和田矢部 'i¥.¥坂・ 未詳 未詳

自す 島 ・殿葺

(lU遁荘片野郷) 貌尾ー八回・大堤・
松尾町付近 (もと

郡
片野郷 片野郷 行型f郷 Jt野郷 片野郷 松尾村八旧 .Jii尾 蕪木怯尾田越五反田 ー祝回・

片野郷)
未詳

高官1'水深

よ大蔵村 ー下大蔵村 芝原・早船・
盛岡村大字上大

近世上大蔵村

大蔵郷 大蔵郷 大蔵郷 大戯郷 大蔵郷 i'!t岡村大戯 .#'1奇 'iIt行寺 ・品戸 ・野揃 ・麻生・ ー下大蔵村(松尾
小川・戸田

磁下大蔵
町)

新宿郷 新居郷
新居郷 新居郷 新(興居調郡郷にま記) 二川村大字新:It-悶

新井凹村.新井凶 ・小池・ 高111.大
二川村大字新井回

近世新井田村 (芝
(再調揮に占紀) . '山凹 ・牧野 山町)

書rr屋郷 新屋郷 新屋郷
新屋郷

(新長郷)1北東町 未詳重複 未il1' 未詳誤記?
(高調郡と重瞳)

埴屋郷
埴谷村埴谷横田 沖渡 ・ 賓 I'~ ・

埴屋郷 埴屋郷 地底郷 睦岡村・日向村 小原 ・諸木 ・中蔓 ・寺蔓・大木・木 睦岡村大字纏谷 山武町埴谷
(興調郡と重裡)

原・板中

(高舎郷)

栗生村。栗生 ・片貝・ 小閥・御門
近世栗生村

禾生郷 禾生郷 禾生郷 禾生郷 禾生郷 楠岡村 .j骨鹿村 荒生大沼 ー西野貝塚 ・虞1Il'泊 豊海村梨生
凹・今泉 ・四天木

(九十九里町)

東金町 (旧名岡山村)。東金・凹IIff・

岡山郷 岡山郷 岡山郷 岡山郷 岡山郷 丘山村 ・東金町
重方 ・大豆谷 ・1由井・ 菱沼 ・二又 ・ 東金町(もと 岡山 近世東金村付近岡
)I日内 ・中野 ・殿廻 ・北幸谷 ・棚上・ 村) 山村
川場

山 松郷村菅谷 ・本郷I 松郷 ・泊庭 ・家

管屋郷 管屋郷 tl'屋郷 TI昼郷 管屋郷 ('1'i谷郷)訟之郷菅谷 ノ子 三箇尻酒蔵満揮 ー植1，'!・ 公平村松之郷菅谷 米詳
布団極楽寺 ・武勝

遺 山円村田中 小野丹尾 ー山間 大和村大字山口付 近世山口村 (東金
lli日郷 山口郷 U.lI-I型車 山口郷 山口郷 大和村大学山Ii

葺安寺 ・小西 ・福俵 ・抑掘 近 市)

郡
山辺村大字金谷字

金谷村高文(高海寺)，金谷・長谷・
山辺村大字金谷字 大網白里町金谷郷

高文郷 高文郷 高父郷 高文郷 高文郷
高文

小沼名村 ー興行餅木土焦高
高海 (寺) 高海?

海戸大和田ー 大木戸越智

草野郷 草野郷 草野郷 平野郷 草野郷 1描総村大字萱聖f 茅野村I 茅野 ・砂田・神房 ・小田
瑞峰村太字萱野か

近世萱野村(大網
大株 小食十 ー南'f 池田・小中村 向里町)

武射田村 上武射凹・ 下武射III目求
ft成村大字上武射 近世上・下武射凹

武射郷 武射郷 武射郷 武射郷 武射郷 盛成村大字武射凹 名 ・白緒 。作悶 ・松谷 ・井内・本須
問。下武射回 村(東金市)

賀・ 五木田
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第6表地名関係文字史(資)料一覧

郡名 (郷名) 文字史料。資料ほか 磁別 暦年 出土遺跡等 11¥ 典 備 .iJ 

武射寺 掛替土器 8C中 真行寺廃寺跡
『成東町真行寺廃寺跡発掘調査報告ー鍛冶工

成東町真行寺
房祉の調査j成東町教委 1985 

武 長倉郷 長倉郷桜井舎人都豊前[ 布損害 『正倉院調庸綾縞布掛脅銘文j

買上経師矢作成嶋上総国武射郡

射 畔代郷 畔代郷戸主矢作居者麻日戸口 神護景 正倉院文容 770 『正倉院文書』枠1龍優聾準等貫進文

雲四年六月十四日「大イ首都法進」

郡
新居郷 新居 w容土器 9C後 高岡大山遺跡 『千葉県佐倉市高岡遺跡群リ印文セ 1993 佐倉市上代字大山

(高舎郷)
上総国武昌郡高舎里荏泊四升八合和

木簡 713 平域京長屋王邸 奈文研 『平城京木簡J2-2170 (城21-3
jjij六年卜月

山主主 本側 平城宮 奈文研 『平域i~r木簡J 2 

山遺郡 木簡 平城宮(壬生門) 奈文研 f平城宮発掘調査出土木簡概報J26 

元位物部橘四上総図山遺/ 木簡 平域宮 奈文研『平嫌宮本簡J5 城4-10下(13

国山遺郡人 木簡 平城宮 奈文研『平域宮本側J5 

]遺郡 木簡 平域宵 奈文研『平城宮木簡J5 

山遺 鑓1'f上保 9C中 砂問中台遺跡 『砂田中台遺跡j山文セ ゆ94 大網白里町砂凹宇中台

山遺口(之) 場曹士宮品 9C前 砂田中台遺跡 『砂田中台遺跡j山文セ ゆ94 大網白里町砂田字中台

山造家/口 盛轡土器 9Cl町 砂田中台遺跡 『砂田中台遺跡j山文セ ω94 大網白里町砂悶字中台

口塗口(家ヵ) 鑓聖書土器 9c前 砂田中台遺跡 『砂田中台遺跡』山文セ ゆ94 大網白里町砂防宇中台

山遺 盛轡土~. 9c後 山田水呑遺跡 rlll回水呑遺跡』山JlI水谷遺跡調査会 ¥987 東金市山間字水呑新凹

山遺 昼啓土総 油井小塚原遺跡 ri由井小塚原遺跡群j山文七 1995 m金市池井字丑子台

山遺 愚容土踏 8C後 緒ケ崎遺跡 『大網山田台遺跡群皿』山文七 1996 大網白里町小西

山遺大 占量嘗土器 山田水昏遺跡 rUJ四本呑遺跡』山悶水容遺跡調査会 1987 東金市山田7二本存新凹

山港万所 愚容土器 9c 小西平台遺跡 「大網山田台遺跡群皿j山文セ 1997 大網白里町小西

山遺田本 m轡土器 9c 小西平台遺跡 rJ;:網山田台遺跡群lVJ山文セ 1997 大網白里町小西

111 山港御立 掛型F-t器 9C 小西平台遺跡 『大綱山田台遺跡俳皿』山文セ 1997 大網白里町小西

山遺郡印 印章 8C中 滝台遺跡
丸子lH新発見の『山遁郡印』をめぐってJr肯

八街市滝台松入
代文化」第21巻第4号古代撃協会 1968 

山遺 盤警土器 黒ハギ遺跡
梁瀬絡ー「黒ハギ遺跡Jr(財)千葉市文化財

千葉市緑区土気町
調査協会年報平成10年度J12 筑削

山遺口 盤嘗土器 9C前 道隆遺跡 『東金市道庭遺跡』千文セ 1998 東金市家の千字東太宮台

丈部臣11欄万呂年111ト九 労一年
岡山郷 上総国山遺郡岡山郷戸主文部医古万 正倉院文特 f正倉院文書j智職優婆塞等貢進文

白戸口

治
岡山郷 毘山 盛瞥 t器 上総国分僧寺

宮本敬一 「上総問分寺の成立Jr東海道の園
市原市惣干上

分寺ーその成立と変遷ー』栃木県教委

山口郷 ]郡山口郷[ 木簡 平城1'[ 奈文研『平城官発掘調査出土木簡概報J19 

山口郷 山口~l 自陸脊土官接 9Clitr 山田水枠遺跡 『山田水呑遺跡J1111J]水呑遺跡調査会 1987 束金市山間字水昏新回

山口郷 山口子万 掛瞥土器 9c 小西平台遺跡 『大綱山田台遺跡群田j山文セ 1997 大網白里町小丙

山口郷 山口万 盛嘗土器 9c後 新林遺跡 『大綱山田台遺跡群田』山文セ ゆ96 東金市新林

山口郷 山口家 盛讐土器 9C後 作畑遺跡 『作畑遺跡JIII武考古学研究所 1987 東金市油井字作畑

山口郷 山口万 墨瞥土器 作畑遺跡 『作畑遺跡j山武考古学研究所 1987 東金市油井字作畑

1部
山口郷 山1.-1万 『大網山田台遺跡群 mJ山文セ 1996 掛嘗上時 新林遺跡 東金市新林

山口郷 山万口(可) 掛轡土骨量 8C後 井戸ケ符遺跡 『東金市井土ヶ谷遺跡j千文セ 1992 東金市油井字長者展敷

山口郷 山佐 強轡土器 9c前 山凹水呑遺跡 『山田水呑遺跡』山田水存遺跡調査会 1987 東金市山田字水谷新田

山口郷 山口本口 曇轡土器 8C後 }長塚遺跡 fI克塚遺跡J山武町教委 1991 山武町椎崎字庚壕

山口郷 山口 刻轡土器 9C前 中原窯跡 『干藁市中原君臨跡』千葉県教委 1991 千葉市若葉区金親町字中原

山口郷 山口 掛暫土器 9C前 小西平台趨跡 『大網山田台遺跡群皿』山文セ 1997 大網白里町小西

山口郷 山万所 掛瞥土昔話 9C前 一本怯遺跡 『大網山田台遺跡昨 日山文セ 1995 大網白j[町小西

山口郷 佐倉 古車普土器 9c前 山田水呑遺跡 rllJ回水呑遺跡J111白水呑遺跡調査会 1987 東金市山田字水呑新日I

高文郷
上総国武昌郡高舎皇荏泊四升八合和

木簡 713 平城京長島王邸 奈文研『平城京本簡J2-2170 
銅六年卜月

t:f.野郷 草口(野ヵ) 掛暫土僻 8C 中林遺跡 『中林遺跡j山文セ 199¥ 大網白星町砂悶字rti中林

草野郷 草 占星書土器 8C中 南変台遺跡 f南変台遺跡JllJ文セ 1994 大網白里町萱野南変台

草野郷 草口(野ヵ) 過密土骨量 8C前 南変台遺跡 f南麦台遺跡』山文セ 1994 大網白里町萱野南麦台

草野郷 草野 掛容土器 lCに前 m変台遺跡 f南左台遺跡』山文セ 印94 大網白里町萱野南まh

草野郷 草口 E島容土器 9c中 砂田中台遺跡 『砂田中台遺跡』山文セ ゆ94 大網白里町砂田字中h

草野郷 革新 !I¥昏土器 9C前 南圭台遺跡 『南麦台遺跡J1I1文セ 1994 大網白里町萱野市J;:台
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第41図 武射郡・山溢郡分郡郷図

ハU

※都郷界は9世紀後半以前を

想定して 『総覧jの分布図
を一部変更している。



は大網白里町萱野が遺称地になって，墨書土器の出土範囲も郷域の想定範囲内に収まる。

今回の郷域の想定でこれまでともっとも大きく変わる点は，武射郷の郷域に関してである。『和名抄』

によると郡名郷である武射郷が燐郡の山遺郡に属している。『志料』では嶋戸・真行寺一帯を大蔵郷に含

める。武射郡街の正倉の存在を予見して，倉に関連づけて大蔵郷としたのなら卓見になるが，郡名郷の問

題は課題として残る。今回，考古学的に嶋戸東遺跡が武射郡衝で，隣接する真行寺廃寺からは「武射寺」

の墨書土器も出土し， 一帯に「武射」にまつわる影が色濃く落ちていることが明らかになった。そこで嶋

戸・真行寺一帯を武射郷とし，大蔵郷との境界にはとくに分水嶺もないので，嶋戸東遺跡の東側を武射郷

と大蔵郷との境界とし それに伴って隣接する畦代郷の郷域を沖積地一帯に変更した。

武射郷が武射郡に属していたならば，そこには郡の再編に伴う郡境の変更が想定できる。建郡以前の様

相として，かつて印騰地域と山武地域を検討し，古墳時代後期から平安時代にかけての古墳や集落の動向

に一定の共通性がうかがえることを指摘したことがある(栗田ほか 2005，栗田 2007)。国造制下の印波

国では，全長78mの前方後円墳で、ある印播郡栄町浅間山古墳，一辺長79mの岩屋古墳(方墳)が所在し，

武社国では横芝町殿塚 ・姫塚古墳や成東町西ノ台古墳，松尾町大堤権現塚古墳なとs全長60m以上の大型前

方後円墳が木戸川・境川・成東川流域に集中し最終的に成東川流域に一辺長60mの駄ノ塚古墳(方墳)

が築造される。律令期になると 前者の地域には埴生郡街 ・龍角寺，後者には武射郡街・真行寺廃寺が造

営される。ただ終末期の大型古墳や寺院が，印波国では後の印播郡ではなく，新たに設けられた埴生郡の

地にみられるのに対し武社国では古墳時代後期からの有力な古墳が継続して律令制下の武射郡域に所在

する状況は相違する。そうした若干の相違はあるものの，印掘と山武では共通点が多い。川尻秋生は大生

部直が印波評の分割を申請して埴生評を立てたと推測し，同様の状況は房総の各地で起きていたとする

(jll尻 2001)。古墳時代の共通性や印描評を分割して埴生評を立評した例などから，ここでは，武射評

(郡)を分割して山漣評(郡)が成立した可能性を考えたい。天野努は，安房郡の『和名抄J記載の郷と

木簡からみられる郷名とが一致せず，郷数も異なることから，郡郷里制から郡郷制への移行段階に，郷の

再編や統廃合が行われたと指摘している(天野 2001)。この点では，長屋王邸出土木簡の「上総国武昌

郡高舎里・・・・・・」が注目される。高舎里は郷里制の廃止に伴って「高舎郷」に改名されると思われるが，

『和名抄jには記載がない。高舎をタカヤと読み，山遺郡高文郷に比定する意見もあるが，郡境の変更と

いう点からすれば想定される武射郡の範囲とはかなりの距離があり，その可能性は低い。むしろ武昌郡以

前の評の範囲がこの付近まで及んで、いたことが想定される。

以上のような状況から，山遺郡(評)は武射郡(評)を分割して設置されたものと考えておきたい。常

陸国ではこのような状況は多くの評で確認される。大化5年 (649) に国造のクニを継承する形で立評が

行われ，自雑4年 (653) には評が分割され， 8世紀代の郡に相当する評が成立している。評の分割に際

しては，評を二分したり，評をまたがって再編するような状況がうかがえる。山遺郡がいつ武射郡から分

かれたかは判断する材料を持たないが，山遺郡内の集落が7世紀後半頃から急激に増大する状況から，ほ

ぽ同様の時期と推測される。すなわち，この段階では武射郷(里)が武射郡(評)に属していたと考えら

れる。では， r和名抄』ではどのような理由で武射郷が山遺郡内に記載されたのであろうか。現在確認で

きる 『和名抄』の最古の写本は，平安時代末期の『高山寺本Jであり， 10世紀頃の写しと考えられている。

『和名抄Jの編纂時期は確定していないが， 9世紀頃の郷名とかなり一致しているとの指摘もあり(池遁

1981) ，そうすると 9世紀段階には山遺郡武射郷として把握されていたことになる。しかし以下の理由
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で9世紀後半頃までは武射郡内に含まれていた可能性が高いと考えている。

『高山寺本Jでは，武射郡の新居郷は夷潜郡内に記載され，新屋郷と埴屋郷は夷潜郡と重複し. r名博

本Jにはこれらの 3郷を記載していない。『志料Jでは新屋郷は新居郷と埴屋郷を合体して誤記してしま

ったとしその存在に疑問すら投げかけている。『和名抄Jの山遺郡の郷の記載順は，武射郡に接する東

から西，北から南に向かつて一筆書きに記載しているが，武射郷はこの記載順に則していない。このよう

な状況から，写本段階で記載に混乱があったことも想定できる。すなわち本来は武射郡内の郷として記載

してあったのを，記載箇所を誤って山遁郡になった可能性も否定はできない。しかし『高山寺本Jのみな

らず. r東急本』や『名博本Jなどすべての写本が山遺郡武射郷と記載していることからすると，その可

能性は非常に低いと思われる。

そうすると『和名抄J編纂以前にすでに武射郷は山遺郡に編入されていたことになる。 9世紀前半以降，

最大の温暖期ともいわれるいわゆる平安海進(藤ほか 1989)の時期に海水面が上昇したことで，海岸平

野の多い九十九里平野で、は耕地の減少に伴って，郷域に変更があった可能性は十分ある。ここでは 9世紀

後半頃という年代を念頭において，武射郡を取り巻く土地の所有権の問題から，まず中世の荘園開発に伴

う山遺庄や武射御厨の動向を検討してみる。山遺庄は，武射から山遣にまたがるかなり広い荘園で¥時代

的には鎌倉末から室町期の成立と推定されている。また，武射御厨は『和名抄』の武射郷と巨備郷を含む

地域に想定し 応安8年(1375)の『市原八幡宮役注進状Jにある武射南郡 ・北郡の記載から，この時期

には既に御厨の解体が窮知されるとしている(伊藤 1986)0武射御厨の実態については不明な点が多いが，

f吾妻鏡J宝治元年 (1247) 6月7日条によれば，足利正義が千葉秀胤の所領拝領の際にその半分を伊勢
じんぼう しよう

内宮に寄進している。これが. r神鳳齢、.J (1l93~ 1360年編纂)にみえる武射御厨(武射南郷)になる。御

厨とは，本来天皇家や摂関家・伊勢神宮などへの供御として魚介類などを貢納する場所や建物を指し，海

洋を臨む巨備郷周辺を含んだ武射御厨は適所に立地するが，その成立年代は不明である。

房総における中世荘園の典型である相馬御厨は，伊勢神宮に何度か提出された寄進状の内容から，永暦

2年(1l61)に成立したと考えられている(鈴木 2001)。また大治5年(1l30)の平常重の寄進状写に

みえるように，下総国相馬郡布瀬(布施)郷を伊勢内宮に寄進している。御厨の前身の領地を寄進する状

況は，武射御厨の前身である武射南郷の寄進を暗示させる。成立時期は相馬御厨よりやや遅れるものと思

われるが，伊勢内宮への寄進など共通する様子がみられる。

武射郡や山遺郡にみられる山遺庄や武射御厨の開発は，上総氏や千葉氏によって行われているようであ

るが，前代はどのような状況であったのであろうか。この点で重要な鍵を握るのが藻原荘の存在である。
ちょう やく矛んさい

同荘は. r朝野群載Jにある寛平2年 (890)8月5日の藤原菅根らによる施入帳に「藻原庄壱処」とある

ことから. 9世紀後半には存在していた可能性が高い。この荘園は，菅根らの曾祖父藤原黒麻呂が上総介

となった宝亀 5年 (774) から 6年間の国司在任中に牧として入手し，それを開墾して治田としたとされ

ている。国司の土地所有が原則禁止の時代に，牧の開発は領有が許された数少ない地目の一つであったこ

とから，牧から荘園へという流れは当時盛んにみられ，房総でも同様の状況であったと思われる。

山遁郡内出土の墨書土器を検討した結果，大網白里町山荒久遺跡から 9世紀前半の「子庁牧J.同町金

谷野A遺跡から 9世紀中頃の「浦上庁牧」と判読できる資料を確認した。この時期には既に牧としての認

識があったものと思われ，藻原荘のみならず，山遺郡にも牧を前身とした 9世紀後半頃の初期荘園開発が

行われていたことを想定した(栗田 2007)。山遺庄や武射御厨が中世の山遺郡と武射郡にまたがって設
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けられた状況を考え合わせると. 9世紀後半頃の開発は武射郡まで及んで、いた可能性が高いと思われる。

このような広範な初期荘園開発が展開する中で，武射郷が山遺郡に編入され，以降中世的荘園は，山遺

郡・武射郡両郡の広範な範囲を開発するようになる。すなわち武射郷は初期荘園が展開する 9世紀後半頃

までは武射郡内に存在し. r和名抄』の記載が誤記でなければ. 9世紀後半以降の荘園開発を契機として

山遺郡内に編入されたものと思われる。

以上のようにみると，武射郡及び山遺郡の再編には 2つの画期を想定できる O 第 1は，武社国を継承す

る形で立てられた武射評から山遺評(郡)が分割される段階で，印波評と埴生評の関係などから 7世紀後

半頃が想定される。第2の画期は 武射郷が山遺郡に編入される段階で，中世的荘園から想定される初期

荘園が展開する 9世紀後半頃であろう 。すなわち武射郷は評段階から 9世紀中頃までは武射郡に含まれる

とともに. r和名抄J記載の山遺郡武射郷は 9世紀後半以降の郷を示していると考えられる。
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第4節 竪穴住居の分布と郡街関連遺構との関係

9次にわたる調査の結果，弥生時代後期から平安時代までの住居跡65軒を確認している。また，山武町

教育委員会が確認調査を実施した島戸境遺跡でも古墳時代後期の竪穴住居8軒(稲見ほか 1991).真行寺

廃寺の確認調査でも弥生時代後期以降の竪穴住居19軒 (天野ほか 1984 .沼津 1982.沼津ほか 1983)の

存在が明らかになっていることから，嶋戸東遺跡が立地する台地上に大規模な集落が展開していたことが

分かつてきている。ここでは，第9次調査までに確認した古墳時代後期以降の竪穴住居を中心にその分布

と変遷を考え(第41-43図)，郡街の成立から廃絶に至るまでの関係を検討する。なお確認調査という性

格上，遺構を精査していないものが大半で，竪穴住居の帰属時期を明確にできないものも多い。そういう

場合には調査区内から出土した土器を参考にして時期決定したものもあり，これまでの『報告』とは帰属

時期が異なる場合があることをあらかじめ断っておく 。
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竪穴住居の変遷 (9c-lOc)第44図



1. 6世紀から 7世紀中頃までの竪穴住居の分布(第位以上第6表別表2) 

確認した竪穴住居数は26]肝と多い。西方建物群や中央建物群の周辺に濃管な分布が認められるばかりで

なく.正倉院北辺部までも分布の広がりを確認できる。島戸境遺跡、で確認した 8軒の古墳時代後期の竪穴

住居は個々の時期は不明だが. 7世紀中頃の土師器が出十ーしていることから.今回の変選図でも当該則に

入れて図示した。また真行寺廃寺講堂の東側でも 7世紀中葉の竪穴住居が存在する。このような状況から

見ると，郡街成立以前は.墓域とともに集落が台地上に広く. しかも密度濃く展開していたことがうかが

える。しかしこのような分布状況にもかかわらず. 1却l政庁域周辺には全く分布が認められない。その理

由としては.東側から入り込む谷地形に面するという，自然地形上の制約を受けたためと考えられる。

2. 7世紀後半から 8世紀代の竪穴住居の分布(第43図.第7表別表2)

前代までの分布とは様相が大きく変化し.この時期]に該当する軒数は12]肝に激減する。 I期政庁域や正

倉域北西部には竪穴住居は全くなくなり， これまで1密集していた西方建物群周辺の竪穴住居も極めて散漫

な分布となり.中央建物群周辺域に分布の集中が認められるようになる。

房総においては. 7世紀中葉まで広く濃密に展開する集落が7世紀後半以降急激に小規模なものとなる

のが一般的な傾向である。そして 8世紀後半からまた新たな局面を迎える。嶋戸東遺跡における竪穴住居

数の推移も同様の経過を辿ったと考えられる。そのなかで前代に集落域であった正倉域から竪穴住居が全

く存在しなくなるのは，集落の強制退去という事態も想定しておくべきであろう。また. 7世紀前半以前

に築造されたと考えられる二重周溝をもっ古墳SM002の周溝部を切って. 7 世紀後半~8 世紀前半の竪

穴住居が6~Ff も建つようになることも注目すべき点である 。 他の古墳では周溝が正倉区画構に切られて造

営されたことはこれまでにも述べてきたが，竪穴住尉が古墳周溝を壊している例はこのSM002だけであ

る。調密に分布する 7世紀中頃までの竪穴住民ですらもSM002と重複することは無いが. 7世紀後半の竪

穴住居SI050・SI051a. SI051b . SI053は周溝部まで 7世紀末頃の竪穴住居SI047は，古墳内周溝の内側

(盛土相当部)まで進出している。このことから. 7世紀後半にはSM002の周j荷はすでに埋まった状態で

あったと考えられる。またSI052はI期のSA003と SI053はE期のSA009とそれぞれ対になると考えられ

る。さらにSI047. S1050では製鉄関連造物を伴い 前代までの集落にはみられない性栴を帯びるようにも

なる。これらのことから中央建物群域に展開する竪穴住居は. l' II期の掘建柱建物群と関連したものと

いえるであろう。

3. 9世紀以降の竪穴住居の分布 (第44図.第7表，別表 2)

9世紀以降の竪穴住居は 9軒と.さらに減少する。9世紀前半の竪穴住居と考えられる 2軒 (SI016・

SI021)は，最も西方に設定した調査区に位置するものであり. 9世紀後半以降の 7!I!fは正倉域や中央建

物群の北端部や西方建物群の北端部などで確認している。真行寺廃寺跡、の確認調査でも10世紀代の竪穴住

居や造物が出土していることから. 9世紀後半以降の集落としては密度こそ薄いものの広範囲にわたって

集落が展開したことがうかがえる。郡街関連遺構との関わりで見るならば，中央建物群のSB001より南側

では当該期の竪穴住居がみられないことと.正倉院内に 4軒の竪穴住居が進出していることから，中央建

物群は 9世紀代まで機能していた可能性が高いことと.正倉域は 9世紀末までにはその機能は終駕してい

たことを物語っていよう。

A
吐



第 7表 古墳時代以降の竪穴住居一党

l時 j羽 遺 +品 f昨 ーヲ

6世紀後半 51013. 51018. 51025. 51028 

7世紀前半 51∞2. 51005. 51008. 51011. 51012. 51033. 51055 

7世紀中葉 51∞3. 51007. 51017. 51023. 51024. 51026. 51027. 51032. 51048. 51054. 51057. 51058. 5I059. 
51061. 51062 

7世紀後半 51∞4. 51009. 51050. 51051a. 51051b. 51052. 51053 

7世紀末 51∞6. 51010. 5I047 

8-1世紀前紫_'ilt¥)i 5I022. 5I046 

9世紀前半 51016. 51021 

9世紀後半 51034. 5I039. 5I049. 5I056 

9世紀末-10由紀 5I035. 51036. 51037 

参考文献

天野 努ほか 1984 r成東118真行寺廃寺跡研究調査報告J(財)千葉県文化財センター

稲見英輔ほか 1991r島戸境遺跡Jr山武町内遺跡群調査報告書』山武l町教育委員会

沼津 豊 1982 r成東町真行寺廃寺跡確認調査報告J千葉県教育委員会

沼津 豊ほか 1983 r成東町真行寺廃寺跡研究調査概報j(財)千葉県文化財センター

第5節武射郡衝と真行寺廃寺

1. I郡街隣接寺院」としての真行寺廃寺(第45図)

武射郡では，国分寺創建期を遡る初期寺院として，真行寺廃寺の他，湯坂廃寺 ・埴谷横宿廃寺 ・山田廃

寺の4寺院がある。この時期の寺院数としては，国府所在郡の市原郡と並んで上総国では最も多く. 1寺

もしくは無寺という郡も多いなかで，郡内各地で寺院造営が始まる武射郡のあり様は特異である (須田

1980)。ところで武射郡の郡司層勢力について第 2節では 武射郡街に近接する後期 ・終末期古墳の勢力

のみが郡司層勢力として最終的に残ったのではなく，武社の後期 ・終末期古墳の 4大勢力を再編成して律

令期を迎えたとする見通しを述べている。この 4大勢力と初期寺院との位置関係を見てみると. A:木戸

川上流域の芝山古墳群周辺.B:木戸川中流域の朝日ノ岡古墳・大堤権現塚周辺. C:境川左岸の麻生新

田古墳群 ・胡摩手台古墳群 ・真行寺古墳群.D:作田川左岸の板附古墳群のうち.Cの終末期大型円墳

(カブト塚古墳)から南l.lkmの同一台地上に真行寺廃寺が.Dから南l.Okm離れた作田川傍の微高地上に湯

坂廃寺が造営される。それに対して埴谷横宿廃寺はCの北に続く諸木内古墳群・埴谷古墳群から西l.lkm離

れた境川対岸の台地上に 山田廃寺はAから3.8km遡った木戸川上流域の山田宝馬古墳群に隣接して造営さ

れる。つまり Bを除き. A' C' Dの後期・終末期古墳の隣接地もしくは周辺古墳群の隣接地に造営される。

前代からの伝統的勢力や周辺新興勢力，この中には後の郡司相当氏族も含まれるのであろうが，こうした

氏族による 「氏寺J造営は何を意味するのであろうか。

各寺院の規模は，真行寺廃寺では南基壇Cl5.5mx 12.0m. 推定金堂) と北基壇 (22.5m-22.8m x 13.8 

m-14.0m. 推定講堂)周辺の瓦分布状況と 8世紀後半の出土瓦が少ない点から. 8世紀前半に推定金

堂 ・講堂が南北に並ぶ伽藍が成立したと考えられる (天野ほか 1984)。その他の寺院では，湯坂廃寺で基

壇 1基(一辺長約13m)が，山田廃寺で基壇 1基(一辺長約10m)があり，埴谷横宿廃寺で、は不明で、ある。

また国分寺創建期以前の出土瓦は， 真行寺廃寺の軒丸瓦 3種・軒平瓦 2種 (二重弧文・ 素文)・無段式丸



瓦 ・桶巻き作り平瓦(凸面ナデ.平行 ・格子・斜格子叩き)に対して，湯坂廃寺の軒丸瓦 1種 ・無段式丸

瓦 ・桶巻き作り平瓦(凸面ナデ ・格子叩き)，埴谷横宿廃寺の軒丸瓦 1種・軒平瓦 1種 (二重弧文)・丸

瓦・桶巻き作り平瓦(凸面ナデ調整 ・斜格子叩き)，山田廃寺の丸瓦 ・桶巻き作り平瓦(格子 ・縄叩き)

である。真行寺廃寺以外の 3寺院は，出土瓦の種類 ・量が少ない点から 瓦葺き仏堂 1字程度の小規模な

寺院と考えられる。武杜国造の 4大勢力の後期・終末期古墳がほぼ同規模だ、ったのに対し初期寺院では

真行寺廃寺が卓越した規模を備えていたといえる。

これら 4寺院の造営過程はどうであろうか。最も先行したと考えられるのが真行寺廃寺である。創建期

軒丸瓦の 1種，雷文縁複弁八弁軒丸瓦は，いわゆる「紀寺式」である。真行寺廃寺出土の雷文縁軒丸瓦は，

藤原京の中で本薬師寺と対称の位置にある小山廃寺出土瓦 (花谷 2000)を直接の祖形にしたと考えられ

る市原 l有二日市場廃寺出土瓦から派生したものである。小山廃寺はその小字が「キテラJであることから

紀氏の氏寺「紀寺Jにあてる説などが唱えられてきた。「紀寺j説では， r続日本紀jにみえる紀寺の寺奴

蝉の記事から670年頃には何らかの造営が開始されたことになる。条坊調査の進展により小山廃寺の伽藍

が藤原京の条坊施工後の道路を基準としていることが明らかとなり，その条坊施工が676年の新城に始ま

(l : 4) 

1 ~3 小山廃寺 4 二日市場廃寺 5~7 真行寺廃寺 8 保賀廃寺 9 黒瀬瓦窯跡、 10 弓波廃寺

第45図 真行寺廃寺出土の軒丸瓦と大和 ・上総 ・加賀出土の紀寺式軒丸瓦



り (小沢 2001).創建重弧文軒平瓦が川原寺出土瓦と類似する点等から.小山廃寺の創建を670年代中頃

~後半の間とする考えが示されている(近江 1999)。現段階では，後者の年代観が妥当であろう 。二 日

市場廃寺例は.小山廃寺出土瓦と比べ，外区雷文の外側圏線が太く，蓮弁端部が反り返らず，中房蓮子の

周環が消失するなど後出的である。ただし全国に分布する同型式の中で，小山廃寺出土瓦と同じ 1+ 5 + 

9の中房蓮子をもつものは，加賀国の保賀廃寺・黒瀬瓦窯・弓波廃寺出土瓦と二日市場廃寺例のみである

(岡本 1994)。これらの瓦はさらに問弁聞に 4つの雷文を割りつける小山廃寺出土瓦の特徴も踏襲してい

る。加賀国内の資料は，中房蓮子の周環を残すものの雷文外側の圏線が消失するので(北陸古瓦研究会

1987) .加賀国と上総国とでは小山廃寺例を直接の祖形としながら，別々に在地化が進行したと考えられ

る。真行寺廃寺例は.雷文外側に圏線があり，問弁問に 4つの雷文を割りつける特徴も踏襲するが，中房

蓮子は 1+ 8で蓮弁もより平坦になり， 一段と退化している。一方.小山廃寺ではさらに退化した雷文縁

細弁十六弁蓮華紋軒丸瓦 2種と藤原宮式軒丸瓦 2種が出土している。これらは使用された南門や大垣の造

営時期等から 8世紀初頭前後と考えられている(近江 1999)。この細弁蓮華紋軒丸瓦 2種は，中房蓮子

が 1+6+11ながら周環を消失し複弁が単弁化し，問弁も中房蓮子に届かず. 1種の雷文は個々が大き

くなり左右と一体化し数が減少する。中心蓮子に対して蓮子が二重から一重に変化する点を除j 各紋様

は真行寺廃寺例の方が祖形に近く，真行寺廃寺例を 7世紀末の成立と考えられる。

このほかに真行寺廃寺からは，ほかに素文縁素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦と素文縁素弁十四弁蓮華紋軒丸瓦

の2種が出土している。全体的な紋様構成は類似しているが，前者は問弁が中房まで達しているのに対し，

後者は達しておらず，素弁の形状も後出的である。出土量と出土分布，瓦の組合せなどの分析から，雷文

縁複弁八弁蓮華紋軒丸瓦と素文縁素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦が金堂・講堂の創建期瓦で，素文縁素弁十四弁

蓮華紋軒丸瓦がその補修瓦と考えられている(天野ほか 1984)。ただし両基壇に約 3度の造営方位の違い

があり，時期差があった可能性もあり，金堂・講堂創建期瓦のより詳しい分析は今後の課題である。素文

縁素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦は類例として 市原市菊間廃寺出土の素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦 (須田 1998a) 

をあげられるが，細片で詳細不明である。次に香取市木内廃寺や埴谷横宿廃寺，湯坂廃寺などの素弁八弁

蓮華紋軒丸瓦が類例として挙げられる。後者は山田寺式軒丸瓦を祖形とする龍角寺 (印膳郡栄町)出土瓦

から，下総・上総で広く展開し変化する中に位置づけられるものである (山路 2001)。この素文縁素弁

十三弁蓮華紋軒丸瓦は，埴谷横宿廃寺・湯坂廃寺出土瓦と素弁や問弁，外区が類似するとともに，これら

の軒丸瓦と組合う桶巻き作り平瓦が3寺院間で共有する関係にある。つまり埴谷横宿廃寺の斜格子叩き平

瓦は，真行寺廃寺例と同一叩き板で，凸面ナデ調整平瓦も同手法のものが出土している。これらは真行寺

廃寺の素文縁素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦と組合う平瓦である。湯坂廃寺でも凸面ナデ調整平瓦のほかに，長

方形叩きの後にナデ調整を行う平瓦が出土し 真行寺廃寺例と同じ叩き板である。後者は真行寺廃寺の素

文縁素弁十四弁蓮華紋軒丸瓦と組合う平瓦である (荻 1998)。これらの点から，真行寺廃寺出土の素文

縁素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦と埴谷横宿廃寺と湯坂廃寺の素文縁素弁八弁蓮華紋軒丸瓦はほぼ同時期と考

えられる。真行寺廃寺の素文縁素弁十三弁蓮華紋軒丸瓦が雷文縁複弁八弁蓮華紋軒丸瓦と共に創建期瓦と

考えられることから. 8世紀初頭に想定する。それに対して山田廃寺 (福間 1998a)はこれら 3寺院とは

瓦の共有関係はなく ，軒瓦が出土しておらず，桶巻き作り平瓦の存在から 8世紀前半と想定する。これま

で述べてきた武射郡内の初期寺院の様相は以下の通りにまとめられる。

1.武射郡では複数の有力勢力が再編成されて律令期を迎えた可能性が高く，こうした勢力により多くの

円
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初期寺院が造営された。各初期寺院は「氏寺Jという性格をもっていたと考えられる。

2.湯坂廃寺 ・埴谷横宿廃寺・山田廃寺が一堂程度の寺院であるのに対し真行寺廃寺は金堂 ・講堂から

なる伽藍で，創建期において卓越した規模を誇る。

3. 真行寺廃寺が先行して造営が開始され，湯坂廃寺や埴谷横宿廃寺が若干遅れて造営がはじまる。瓦の

製作・供給には真行寺廃寺を中心として 湯坂廃寺と埴谷横宿廃寺へ供給する。

このうち 2と3については， 真行寺廃寺が武射郡街に隣接して造営されたことと関わるのではないだろ

うか。7世紀後半に武射郡街は終末期大型円墳(カブト塚古墳)の南0.7kmに造営が開始され. 7世紀末

に武射郡街から緩やかな谷を挟んだ、南0.3kmの位置に真行寺廃寺の造営が開始される。郡衝が西へ30度振

れた建築方位で造営された I期から，西へ20度前後振れる H期へ移り変わる時期に， 真行寺廃寺はほぼ正

方位で造営が開始される。終末期大型円墳やその他の古墳が多く立地する台地に営まれた郡衡は，この有

力古墳群の系譜氏族と共に，武射郡内の他勢力も造営に関わったことが想定される。また寺院造営につい

ても，他の寺院と比較して伽藍規模が卓越しており， 一氏族単独での造営とは考えづらい。さらに他の複

数の氏寺造営との連携が認められ，中核寺院として機能しており 複数氏族の造営関与を想定する方が理

解しやすい。一氏族を超えた氏寺がこの時期に存在するのであろうか。河内国古市郡の郡街周辺寺院の可

能性があり. ['古市寺Jとも呼ばれた西琳寺の縁起などを収めた 『西琳寺文永注記』が参考となる(山中

2005)。西琳寺は西文氏の氏寺で，西文氏を含めた複数氏族により造営整備されたこと，西文氏以外の

複数氏族出身の僧がいたことが記されており，西琳寺は他氏族を排除するような氏寺ではなく，古市郡を

中心とした知識として結縁している諸氏族 (個人)に解放された知識寺と指摘されている (中村 2004)。

なお真行寺廃寺からも「武射寺jと墨書された 8世紀中葉の土器が出土しており.郡名寺院であったこと

がわかる。また下総国埴生郡の郡街周辺寺院である龍角寺からは，創建期前半は前代の印波国造域の地名

文字瓦が，創建期後半は埴生郡域の地名文字瓦が出土している。それぞれ瓦製作に対する各地域の負担を

明らかにするために書かれており.広い地域が負担していることがわかる。「知識jという考えを導入し

ながら，発願者は広い地域に負担を求め 各集団も負担に応じたことが指摘されている (山路 2001)。領

域内で突山した様相を見せる後期 ・終末期古墳の龍角寺古墳群に隣接し郡内の初期寺院が 1寺院である

龍角寺と真行寺廃寺の状況とは異なるが，その造営基盤を示す一事例といえる。

なお 8世紀後半には新たに武射郡内の木戸川中流域右岸に小川廃寺(福間 1998b)が造られる。上総

国分寺系の有芯三重の重圏文軒丸瓦・重廓文軒平瓦・丸瓦 ・凸型台一枚作り平瓦 (縄叩き・無文ヘラ削

り)が出土している。真行寺廃寺でも，小川廃寺と同箔の重廓文軒平瓦 ・凸型台一枚作り平瓦(縄叩き ・

格子叩き)が出土しており，補修瓦として使用されたと考えられる。これらの瓦は，同じ造瓦工房の製品

と考えられ，ここでも真行寺廃寺は他の寺院造営に伴い， 屋根瓦の修複を行っている。また山田廃寺から

小支谷をはさんで、約200mの位置に小金台廃寺(福間 1998a)が造営される。凸型台一枚作りの平瓦(格

子叩き)が小金台廃寺と山田廃寺から出土している。両者は近接し瓦も共有することから，ほほ同じ主

体による造営の可能性もあり，小金台廃寺造営は山田廃寺を含めた寺院整備とも捉えられる。なお山田廃

寺の同一台地上の山田遺跡から. 8世紀後半の墨書土器「小金寺J. ['小金山寺jが出土しており，小金台

廃寺もしくは山田廃寺を指すものと考えられる。なお湯坂廃寺・埴谷横宿廃寺にはこの時期の修復瓦はな

く，真行寺廃寺とは対照的である。

以上，武射郡内の初期寺院を概観し郡街隣接寺院である真行寺廃寺が，他の初期寺院と比べ卓越した
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伽藍を備え，度重なる修造をしていることを述べてきた。また山田廃寺・小金台廃寺を除き.湯坂廃寺・

埴谷横宿廃寺 ・小川廃寺の造営において，真行寺廃寺はそれぞれの瓦生産と連携し中核的機能を担って

いる。各初期寺院は.隣接する前代の古墳群との関係から氏寺と考えられるが， 真行寺廃寺は郡街に隣接

して造営され，一氏族を超えた氏寺として複数氏族が関与した武射郡の拠点寺院に位置づけられる。

2. 真行寺廃寺出土の特殊叩き目平瓦をめぐって(第46図)

真行寺廃寺出土の平瓦の叩き目には，正格子・斜格子・平行線などの刻線系叩き目・縄叩き目.そして

ここで取り上げる特殊叩き目の大きく 3種類がある。これを成形技法から大別すると，刻線系叩き目が桶

巻作り.縄叩き目・特殊叩きが一枚作りになる。上総国の場合，国分寺創建期が桶巻作りから一枚作りへ

の変換点と考えられており (須田 1978) .特殊1111き目平瓦は8世紀後半以降の所産になる。

特殊叩き目と分類したもののなかから，全体の文様をある程度復原できるものを 4種類(I~N類)取

り上げてみた。なお真行寺廃寺ではこれまでに.幾何学的な文様以外の絵柄を刻線で板に刻んだ叩き目と

しては8例ほど知られている (天野ほか 1984)。

I類 1~3 は刻線で横からみた鳥を表現した叩き日で，羽の下の足は鮮明な文様としては確認できなか

ったが，それに相当すると思われる縦方向の彫り込みがあるので.文様の長さからいってもおそらく鳥の

全身をモチーフとしたものであろう。鳥の下端を除く 3方に正格子の文様を組み合わせている。鳥は首が

やや長く，噴も前方にやや長く伸びて，かなり写実的な表現をしている。3は叩き目の右下部分に該当す

る資料と考えられるが，他の資料との連続性を確認できなかったために 位置の特定が難しい資料である。

E類 4~6 の叩き目は，蕨手文 ・ 巻きの強い唐草文・羽状文・ 4 弁花文の 5 単位の文様から構成されて

いる。個々の文様を関連づけて一つの文様として理解することはできないが，植物の部分部分を切りとっ

てデザインしたものかもしれない。

E類 7~9 は大きな渦巻文とおそらく 4 弁と考えられる花弁を上下に配置した文様である 。 8 の凹面に

は，側面近くに布端が表れている。

W類 10・11は滴状の 4弁の花弁を芯にして，その周囲を線彫りで囲み，さらにその外側に輪郭を加える

ように板を面的に彫り込んだものと考えられる。先の尖った花弁の弁端を残すのは 1箇所だけで，残り 3

箇所は弁端を欠落している。これはもともと 4弁すべてに弁端があって 何らかの理由で板の 3方を切り

詰めた際に. 3箇所の弁端も切り落としたと考えられる。叩き締めの重複が少ないのが特徴である。

叩き目の文様をも っとも大きく復原できた I類で'15.0cmx 6.5cm それ以外は長さがかなり短くなり H

類 'III類は 5cm~ 6 cm X lOcm. N類は9.0cmX 8.5cmになり .N類だけ文様面が方形に近い。 I 類~ III 類の

凸面への叩き締めの状況を観察すると.叩き板の長辺を平瓦の側縁にたいして直交して叩き締めるという

特徴がある。W類は叩き板の 3方を切り落としているという形状を考慮に入れると， 叩き板の柄 (持ち

手 ・握り)は，板の裏面か板を切り落としていない側にあった場合とを想定できる。ただし板の裏面に握

りを想定した場合，ほほ方形の叩き板にしては，文様の圧痕は一定方向をむく 。また既出資料のなかに凹

面を叩き締めた例があって，それでは叩き板を切り落としていない側を端面側に向けた圧痕を残す。つま

り凹面の場合には，凹面の曲率と直交する方向を柄の位置としたほうが合理的なので，ここではW類は握

りではなく，板を切り落としていない側に柄があったと推定しておく 。とすると.これら特殊叩き目とし

た一群は. unき板の長辺を瓦の曲率と平行に叩き締めていたと考えられる。

叩き板の形状が短冊形かT字形によって柄の位置はかわるが 叩き締めの圧痕は. 叩き板の形状に関係
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なく叩き板の長辺が平瓦の曲率にたいして直交するのが普通である。叩き締めの際の効率的な接地面積の

有効性を考えれば，そのほうが合理的なのはいうまでもない。このように真行寺廃寺の特殊叩き目平瓦は

叩き板の文様の特異性だけでなく 叩き締め手法にも通常とはやや異なる痕跡を残しているといえる。

これら特殊な叩き目の平瓦の l群は，その文様的な特徴からしばしば朝鮮半島系の文様という評価が下

されてきた (天野ほか 1984)。とくに花弁を 4弁1単位とした単位文様の構成は，高句麗・高麗出土とい

われるなかに類例を見いだせる。そしてその l類型が福岡県浦の原窯跡から出土しており (前原 1979) ， 

それが平安京に搬入されて10世紀後半~11世紀前半の年代を与えている。 年代の下限を示すと考えてよい

だろう 。上限に関しては かつて須田勉が特殊叩き目を朝鮮半島系叩文として 8世紀後半の年代観を与え，

i8世紀後半に新造された建物が瓦積基壇であることと合わせ興味深い。」とした (須田 1997)。しかし

その時期は上総国分寺系の瓦当文様と造瓦技術を導入して，造瓦体制を一新して修復した時期に当たる。

瓦積基壇もそれに伴って施工している。瓦積基壇は上総国分尼寺金堂と共通した技術を採用したもので¥

修復そのものが造瓦技術も含めて国分寺の官営工房主導のもとに実施されたことは明らかである (荻

1998)。そうした統率された体制下に特殊叩き目を使用するような工人集団が編入される余地はまずない

であろう 。特殊叩き目を 8世紀後半とする須田の年代観も，瓦積基壇を朝鮮半島系の技術と評価する流れ

に引きずられすぎているのではなかろうか。しかし現時点ではこれ以上年代を絞り込む根拠を見いだせな

いが.強いて想定年代を 9世紀代におけば 9世紀代の史料中に特殊叩き目と関連しそうな事象を見いだ

すことができる。以下，そこから間口を広げながら，状況証拠を積み上げていく 。

その関連記事というのは f日本三代実録』貞観12年 (870) 9月15日条に記載された，いわゆる貞観の

韓冠といわれるものの一連の顛末である。朝廷の意向が新羅人にたいして厳しくなり始める頃に勃発した

事件で，前年の貞観11年 (869)に新羅の海賊船2般が豊前回の絹 ・綿を掠奪し嫌疑をかけられた30人

を捕縛し武蔵国に 5人，陸奥田に10人，そして上総国の定額寺に僧香嵩・沙弥伝僧・閥解・元昌・巻才

ら5人が移配したというのがおよその経緯である (佐伯 1964)。その後，武蔵国に移配された金連・安

長 ・清信の 3人は貞観15年 (873) 6月に逃亡し同年 9月には上総国に移配された伝僧・巻才の 2人が

甲斐国山梨郡に来たところを上総国へ戻され，元慶 3年 (879) 4月には武蔵国に移配された残り 2名も

逃亡して所在不明となってしまった。史実から確認できる彼らの動向はここで途絶えてしまう 。

しかし陸奥田に移配された新羅人の足跡については，かつて工藤雅樹が陸奥田分寺跡出土の新羅系宝相

花文軒丸瓦を検証して，それらが大宰府から陸奥国に配属された新羅人のうち造瓦に長けた潤清らが陸奥

国修理府で製作したものであると指摘した (工藤 1965)。貞観11年 (869)5月に陸奥田内を大地震が襲

って甚大な被害をもたらし多賀城跡ではその復興期をW期として， N期の瓦が多賀城跡ばかりではなく

周辺の官寺からも出土していることから，工藤の見解を追認し史実のとおり広範な被害であったことが

明らかになった(進藤ほか 1982)。潤清らはその復興事業で中心的な役割を果たし，近年その生産工房も

仙台市与兵衛沼窯跡を中心に明 らかになりつつある(仙台市教委 2007.大谷 2008)。出土瓦の大半を平

瓦が占め，そのなかに古代朝鮮との関係をうかがわせる，瓦当面に均整唐草文と波状文を施文した棟平瓦

などが出土している。

上総国に移配された新羅人については，僧 2名を含む 5名が囲内の定額寺に移配されている。ここで問

題となるのは，いうまでもなく 9世紀後半の定額寺がどの寺院かということになる。上総囲内で9世紀代

の寺院は国分二寺をのぞいてはほとんど見あたらない。せいぜい真里谷廃寺が9世紀初頭頃であろうか。
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定額寺に列されたと考えられる寺院に市原市光善寺廃寺 (須田 1998b)をあげることができるが，出土

軒瓦から判断する限りほとんど8世紀代でその終罵を迎えているようである。そうした消去法に基づくと，

新羅人の動向と真行寺廃寺から出土した特殊叩き目の文様の由来を結びつける案が一つ浮かび上がる 1)。

また真行寺廃寺からは 「武射寺j以外にも 「大寺jという 墨書土器が出土している。「大寺Jが国大寺を

頂点とする寺院の階層構造に列したことを示すものではないにしても，通称的な格はいい表わしているの

であろう 。定額寺に関 しては諸説あり，内包している問題も多岐にわたるので深入りできないが， 真行寺

廃寺が少なくとも 8世紀中葉までは古代武射郡に数寺あった寺院のなかで常に中核的な寺院であり続け.

8世紀中葉には官が関与した修造を行っており.その時点で何らかの公的な性格を帯びていた可能性もあ

る (糸原 1998a・糸原 1998b)。宝亀 3年 (772)に卜禅師の一人になった広達は 『日本霊異記j(中)第

26の説話によれば2) 俗姓下毛野朝臣，上総国武射郡の人 (一説に畔蒜郡の人ともいう )といわれており，

その出自もこうした環境があってこそだとも思えるのだが，いかがであろうか。いずれにしてもはなはだ

心許ない見通しでしかないが，ここではとりあえず以上のように結論づけておく 。

なお 『日本後紀』弘仁 3年 (812) 5月乙百条では 9世紀初頭の安房国内に数寺存在したことをうかが

わせるが，考古学的に寺院として確認されている遺跡は国分寺を除いては無いに等 しく .未知の寺院遺跡

がまだ地下に埋もれている可能性も否定はできない。しかし貞観期は定額寺制度が隆盛を極め.郡を単位

として国家的法会の場を国家が確保した時期に相当するので (原田 1994) .定額寺は相応の瓦葺寺院で

寺域も確保していると考えるのが妥当で、，それだけの施設の形跡がそうそう我々の目から逃れて地下に埋

もれているとも思えない。

1玉

I すでに津田芳男が同様の指摘をしている (津田 2001)。

2 r扶桑l略記』聖武天皇の条.r今昔物語』巻12にも同様の説話がみえる。
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津田芳男 2001 1成東町真行寺廃寺と朝鮮系 (?)瓦JW千葉のなかの朝鮮J明石書店

中村英重 2004 W古代氏族と宗教祭記』吉川弘文館

沼津 豊 1982 W成東町真行寺廃寺跡確認調査報告』千葉県教育委員会

沼浮 豊ほか 1983 W成東町真行寺廃寺跡、研究調査概報.1 (財)千葉県文化財ーセンター

花 谷浩 20001京内廿凹寺についてJW研究論叢』沼 奈良国立文化財研究所学報第60附

原田和彦 1994 1定額寺制試論JW信濃』第46巻第5号 信濃史学会

平山誠ーほか 1994 r烏戸境 1号墳発栂調査報告書』山武11汀教育委員会

福間元 1994a 1小金台廃寺・ 111田廃寺Jr千葉県の歴史 資料編考古 3 (奈良 ・平安時代).1千葉県

福間元 1994b 1小111廃寺Jr千葉県の歴史資料編 考古 3 (奈良 ・平安時代).1千葉県

前原元三郎 1979 1浦の原窯跡出士花文斜格子目文011き平瓦JW地域相研究』第7号

山路直充 2001 1房総への仏教伝来とその受容JW千葉県の暦史 通史編古代 2.1千葉県

山中敏史 2005 1地方官術と周辺寺院をめぐる諸問題 氏寺論の再検討 J W地方官衡と寺院一郡街周辺寺院を中

心として一』独立行政法人 文化財研究所 奈良国立文化財研究所

第45図挿図出展一覧

1.近江俊秀 199 17世紀後半の造瓦の一形態Jr瓦衣千年』 図3-1類より

2. 花谷浩 20001京内 1:1-四寺についてJW研究論叢Jl X 1 奈文研第43図2より

3. 1に同じ。図3 KYM-4より

4. 郷堀英司ほか 1984 r市原市二日市場廃寺跡確認調査報告』千葉県教委 第11図2より

5. 天野 努ほか 1984 r成東町真行寺廃寺跡研究調査報告Jl (財)千葉県文化財センター 第12図より

6. 沼津 豊 1982 W成東町真行寺廃寺跡、確認調査報告』千葉県教委第10図2より

7. 5に同じ。第12図3より

8. 小森秀三 1987 11.保賀廃寺Jr北陸の古代寺院』桂書房 図61-2より

9. 北村圭弘ほか 1987 12.黒瀬瓦窯跡JW北陸の古代寺|則桂書房 図62より

10 小森秀三 1987 14 弓波廃寺JW北陸の古代寺院』桂書房 図71より

第6節 まとめ

嶋戸東遺跡、の 9次におよぶ調査によって，多くの貴重な成果をあげることができた。今回の報告にあた

っては，これまでの調査成果を 5箇所の地区ごとに集約して， 3時期の画期を設定し遺構の変選や遺構

群の性格などについてふれてきた。最後に時間軸を念頭におきながら，時期・地区を横断的に概観して.

武射郡街としての景観復原を試みて結びとしたい。

古代武射郡はいうまでもなく武社国造領域から成立し 『常陸国風土記』 などの立評記事を参考にする

と孝徳朝のような早期の段階に立評していてもおかしくない領域になる。 しかし I期から E期へ連続し
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ていくという前提のもとに E期の年代観から推し量って， 1期の建物群については天武朝 (7世紀後葉)

を中心とした年代を想定しておきたい。 I期の建物群としては政庁域の一角と，その南東側を区切る大溝

(SDOOl) ，そして大溝の西側に 2棟 (SB025. SB046)を加えた遺構群の構成を考えた。

この政庁域内には前後する時期の竪穴住居が 1軒も存在せず，集落域と競合することがない。緩やかな

谷地形に面するということもあって 居住域としてはもともと不向きだ、ったのだろうが，その立地は 『常

陸国風土記』行方郡条にみえる郡家(郡街)を沢地形の低地に造成したという記述 (1其地 昔有水之沢

今遇宗主雨 磨庭湿漬J) とも共通する立地になる。あえてそうした地点を選んだことについては注目し

ておきたい。占地した理由は様々あると思うが，そのなかに集落域との調和を志向した可能性があること

も付け加えておきたい。つまり台地上には平坦な用地が十分あり，日秀西遺跡(推定下総国相馬郡街正

倉)のように先行集落を接収して までも官街域を確保する事例がある ことも考えると，在地支配を象徴す

る建物群の占地にしては，公的権力を行使する必要のない地区を選択した可能性があるからである。それ

は嶋戸東遺跡一帯が，古墳群からうかがえる豪族の勢力図からは中立的な地点に当たるということとも関

係するのかもしれない。なお I期.II期を通して 調査した範囲では正倉はみつかっていない。この段階

ではまだ豪族層等が所有する倉に依存していたために未分化の場合も多く， 1期の建物群がかなり狭い範

囲にしか展開しないことを考えると あったとしても小規模な群構成であったろう 。

I期でもう 一つ問題となるのは，偏向する大溝SD001の存在である。 I期.II期に機能したと考えてい

る溝だが，その走行方向は I期建物群とほぼ平行し さらに北160mの地点で、は近世-の佐倉海道とも平行

する。この走行方向は I期の造営方位と軌をーにするという意味では重要な意味をもっ。 しかし皿期にな

ると，たとえば正倉院内溝とはその延長線上で交錯し SB001との位置関係でみてもかなり近接すること

から.その時期には廃絶していたと考えられる。そして現道がSD001と平行することから，遅くとも近世

にその斜方位が復活し台地左岸をほぼ直線的な線形で貫くようになる。嶋戸東遺跡、の位置する台地の西

側縁辺は境川によって開析され，台地縁辺の形状が斜方位とほぼ平行することから，偏向方位は自然地形

にすりこまれた方位と考えられる。平沢官街遺跡(常陸国筑波郡街正倉)・弥勅寺東遺跡(美濃国武義郡

街)などの造営方位が斜方位である理由も同様に考えられている(山中 2003)。

E期は中央建物群で小期を設定し a期についてはSI047. SX005出土土器から 7 世紀末~8 世紀初頭，

b期をSI046出土土器から 8世紀前葉に位置づけた。これらの遺構群はいずれもSD001から西へほほ50m

の範囲にあり，掘立柱建物だ‘けで、は30m以内に占地することになる。それは I期の中枢からはずれた一角

で.核となる建物もない。床束をもっSB034や収納機能を備えたと考えられるSB012のような長大な建物

を造営するなど，異なる構造の掘立柱建物を小期をまたいで造営し竪穴住居は工房的な性格をもつもの

が出現してくるようになる。真行寺廃寺の造営開始期も この段階と考えられる。

皿期は建築方位を正方位に近 く統ーして，台地を広範囲に括って正倉院の敷地を確保し中央建物群域

に建物群が大規模に進出した段階で 土地利用を大きく転換した時期でもある。ただし正倉域と中央建物

群とでは画期の性質がやや異なるために 大枠での時期設定にたいして a期 .b期の境に多少ずれがある。

皿a期の開始期を示す直接的な資料はとくに見あたらないが，正倉建物の掘立柱建物から礎石建物への

建て替え時期を全国的な例を参考に 8世紀後半とすると その前段階にあたるI1Ia期を 8世紀中葉と考え

ておきたい。正倉院の溝で囲競された敷地面積は広大でも，南面する谷地形を大きく取り込み，有効面積

はかなり減少しているはずである。それでも正倉の配列に西群と北群があか東群も加わって，少なくと
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も院内に正倉群を「円」状に配置していたのであろう 。西群・北群の一部で確認したように各小群はさら

に複数の列をつくって，正倉を列立させていた可能性がある。正倉の遺構数が 1郷あたり平均3棟前後と

いう数字を参考にすると (山中 1994)， 8世紀中葉には40棟を超える正倉の倉と屋，そしてそれに伴う

管理棟などが院内に建ち並んで、いたことだろう 。なお正倉院の敷地選定にあたっては古墳の墳正を目標に

溝の敷設を計画し正倉域内に古墳があってもSM004のように墳丘を残したまま域内に取り込む場合もあ

った。似た例は上神主・茂原官街遺跡でもみられる (深谷ほか 2003)。そこでは官街域の南辺に位置する

神主41号墳から浅間神社古墳の墳裾に沿わせるように南辺溝をやや蛇行させ，官街域内で'1;1:径40mを超え

る円墳 1基 (SZ45)だけを残して，それに満たない径の円墳を削平したようにみえる。古墳の規模によ

って墳丘を削平する古墳が決定していた可能性もあり，嶋戸東遺跡の場合を考える上で参考になるであろ

つ。

正倉院で掘立柱建物から礎石建物に建て替えを進めている 8世紀後半を中心とした時期に，中央・西方

建物群ではほとんどといってよいほど土地利用の形跡がない。本格的な土地利用がはじまるのはIIIb期に

なってからで，西方建物群でも歩調を同じにしたと考えられ，この段階になってはじめて台地中央の平坦

部にも建物群が進出してくる。中央建物群の中枢施設になる建て替え後のSB001が9世紀中頃に廃絶して

いると考えられることから， 8 世紀末~9 世紀初頭にSB001の造営がはじまり，それが中央建物群 IIIb 期

の始期にあたる。さらにSB001の建て替え時期を境にして前半と後半に分けておく 。

IIIb期の中央建物群の景観は既述のとおり，歯切れの悪さは残してしまったが. SM002の墳丘の有無が

政庁説・館説の正否を大きく左右することはいうまでもない。しかしいずれの立場をとるにしても， 9世

紀前半の嶋戸東遺跡を取り巻く地方情勢とは密接に関わっていたはずである。9世紀代に国街機構は整

備 ・拡充されていくが，郡街遺跡では逆に 9世紀前半代に廃絶または移転したとみられる例も少なくなく，

戸籍・計帳制度の崩壊に伴って根本的な変容を迫られ (坂上 2001)，それによ って地方官街としての郡

街の役割も相対的に低下していくと考えられている (山中 1994)。政庁説はまさにこうした情勢が遺構

の上に投影されて，このように簡素な構造の政庁になったことを説明しようとしたものである。

館説にたてば， 9世紀代に郡の館を整備 ・拡充した例には.駅路に沿う郡の館を 8世紀末以降に整備 ・

拡充した例があるが (坂本 1955).嶋戸東遺跡のように駅路からはずれる場合には逆に縮小すると考え

られているので当てはまらない。そこで施設の整備 ・拡充という共通項から郡の館と国街機構の接点を探

っていくと.年代にややずれがあるのは気になるが，天長 3年 (826)に常陸国・上野国とともに上総国

が親王任国に指定されたことがあげられる。公的使臣が宿泊する施設を相応の件まいで新調する必要が生

じたとすれば，館を荘厳化した理由もあながち説明できないわけでもない。それには上総固と同時に親王

任国に指定された常陸国 ・上野国の国 ・郡に帰属する館が.指定時期を挟んでどのような変選をたどった

のかということについても，目を配っていく必要があるであろう 。そして出土土器等から.中央建物群は

9世紀中葉にはほぼ終罵を迎え，西方建物群の一角にはSI056のような 9世紀後半の竪穴住居が官街域に

出現してくるようになる。

9世紀代の正倉域については，次の記事が参考になる。それは 『日本三代実録』元慶8年 (884)8月

4日条の上総国にたいして前司の子弟や富豪浪人で国務に従わないものを放逐するよう命じた記事である。

この時すでに実力で固 ・郡に対向する群党が国内に盤掘し律令の収取構造を根本から崩壊させつつあっ

た状況がうかがえる。その背景には 9世紀前半の気候変動とそれに起因する飢僅 (森田 1978.宮瀧
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2002) ，また倖囚対策などによって国内が疲弊したことなどがあって，それらを挺子に反体制的な勢力が

伸張していったのであろう 。 こうした状況を考えると， 9世紀半ばには税の徴収すら立ちゆかなくなり.

正倉の維持管理もままならなくなっていた公算が大きい。なお真行寺廃寺の特殊叩き目平瓦の年代を 9世

紀後半とすれば，郡街機能が終駕を迎えつつあるときに. まだ寺院の修造を行っていたことになる。 した

がって中央建物群のSB001を中心とした建物群の評価に関しては意見がわかれるところだが，少なくとも

皿a期の政庁はみつかっていないので，政庁説では他所から郡庁が移動してきたことになるし，館説では

未確認の皿 a期の政庁域をIllb期も引き続き使用したと考えるのが自然であろう 。

参考文献
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深谷 昇ほか 2003 r上布¥1主 ・茂原官街造助j上三川町教育委員会 ・宇都宮市教育委員会
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付章 郡街研究の焦点と嶋戸東遺跡の調査

嶋戸東遺跡発掘調査指導委員会委員 阿部義平

第 1節 郡街調査の進展と研究の焦点

日本列島中央部に中央集権化した律令国家と呼ばれる古代帝国が成立したのは. 7世紀から 8世紀にか

けてのことであり. 7世紀中葉の大化改新とよぶ変革をへて，国域全体に国や郡という政治行政単位を配

して国家統一の実をあげていったという 。しかしこの大化改新の実態は，研究者の間では論議のある所で

あった 1)。

都から派遣される国司のいる国府に対して，現地任命の郡司が在地の要職に当たる郡は全国に600ほど

置かれた。その中枢施設の郡衝は地名や礎石群や焼米の遺跡，あるいは長者伝説が伝えられるにすぎなか

った。郡街の発掘はここ40年ほどのことである。九州、|から東北地方まで，既に20余の郡街関連遺跡、が国の

史跡に指定されている。千葉県下でも，多くの調査例 2)を踏まえて嶋戸東遺跡で郡街推定地の研究調査が

続けられ.古代武射郡の郡街跡と確定できた。筆者は，郡街研究に関わる現時点での焦点と考えられる問

題点，並びに武射郡街跡のこれからの調査のもつ可能性などについて付言をまとめる。

郡の役所である郡街 (7世紀後半代には評の字をあててコホリとよんだ)は 儀式や事務の公式の場で

ある郡庁院，税として稲などを大量に備蓄した正倉院，宿泊機能をもっ館院台所方である厨の院の他，

工房や厩や居住棟や雑舎などの建物施設群が役割ごとに集合して建てられ，全体で、数百m四方にも及ぶ広

がりがあった。近くに郡の名を付けた寺が建てられることも多かった。このうち郡庁院は，中庭を囲んで

大きな建物が見事に配置された院をなすもので，都や国府の役所と類似した要素や規模による上下関係の

差も示されていた。

ところで，郡の解明には歴史地理学によるしぼりこみ，文献史料による郡の役割や建物名称や成立年代

などの研究31が続けられてきた。「上野国交替実録帳」と呼ばれる1030年頃の古文書は，古代上野国の国

司の交替時の引継ぎに関わる文書で 失われた不実建物を列記したことが知られている。そこに郡街につ

いてもまとまった記載があって，草案で欠失や混乱もあることなどの内容が前沢和之氏により考証され

た4)。郡街の発掘成果の点検には，文献研究と発掘遺構の対比研究を重ねる必要があった51。郡街と目さ

れる遺跡 ・遺構の集成から一般の集落との区別も研究が重ねられ，遺跡から郡街のあり方を把握できるに

至り 61 郡の名を記した墨書土器や郡の文書行政を示す木簡の出土などで次々に実証されるに至ったので

ある。

これらの遺跡の発掘成果は，山中敏史氏の一連の研究があか古代史の叙述への組み込みなどの郡街評

価の方向付けも試みられてきた7)。 その論点には小論及び今後の検討対象になる点が含まれている。「古

代郡街遺跡の再検討Jでは，郡街 ・郡庁院の要件をさぐり，郡街の成立について. r国家権力主導型J. 

「豪族居宅型J. rプレ評家発展型」の既存の提案は成立しがたいとみている。成立時期について 7世紀末

から 8世紀に求められるとし先行する少数例があるが後代への連続'性をもたないとみる。郡庁院の配置

は律令制的官街様式として，遅れて建設されたとした。この視点は1994年の 『古代地方官街遺跡の研究j

でもみられる。郡庁院に対称配置から非対称配置への傾向があってこれを時期差とする考え方に対しても.
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長舎固いの型の先行などの一般的傾向はあっても多様性がまずあると把える。郡 (評)の成立年代は孝徳

朝の立評とみる説，天智朝，天武朝，飛鳥浄御原令施行期の説があることをあげ.先行の特例を除いて，

7世紀末ないし 8世紀初めころに全体的な成立をみると再論した。ここで先行する初期評の例としてあげ

られる内の仙台市郡山遺跡について，筆者は評ではなく .孝徳朝ころの柵の遺跡、とみてきた。久米高畑遺

跡は.最新の発掘で国造期に遡る官街とされる例であるへ いずれにせよ，初期評の実態が問題となるに

至った。2001年の「評制の成立過程と領域区分」では，初期評とされる久米官街遺跡が再論されたが，発

掘が続いており，判断が保留される例であろう。因l幡国伊福部氏の 『因|幡国伊福部臣古志jにみえる水依

評について検討し国造のクニの一角に小規模な評が設けられた例とし孝徳朝全面立評を考え直す事例

であると結論した。しかし水依評が孝徳朝立評時の因幡で唯一最初の評で，後に高島評などを分評した可

能性も依然残されているので，初期評の少数先行説はまだ立証されたとはみがたい 9)。立論のもととなる

郡庁院の類型や年代の枠組みは.2004年の 『古代の官街遺跡、 nJの図示 ・解説でも示されて郡庁院の

建て替えによる構造変化が大きく，場所も移動する例があり，連続性が相対的に希薄で所在地の移動例も

あるとまとめる。これは地域実情による変化で，在地条件によって変容していく側面があるという。7類

別の大別とその小別も，踏襲例もあって時期差と捉えることはできず.古い類例や新しい類例の傾向があ

るだけとする。

筆者は郡街遺跡、の調査に行政面から注目し.国立歴史民俗博物館の律令国家の展示に郡街の研究の一端

も紹介した。また城柵や国府あるいは

宮城等の庁施設との比較研究も試みて

きた10)。郡庁院は第47図に示すように

13例をあげ，中心に正殿をもっ「ロ」

の字形の長舎囲いの類例は 7世紀第

3四半期にさかのぼる可能性があると

した。名生館遺跡例や三次郡街例が8

世紀初め頃におけることやこれらが先

の長舎囲い型に後続する型とみられる

ことをあげ，これら以降に正殿や脇殿

が品字形に院内に配置される諸類型に

なっていく変選が大局的にあるとみた。

評の本来の出発点は 7世紀中葉に収束

する日J能性があるとみていた。この点

は東京都北区の御殿前遺跡11)で出土し

た畿内系の土器なども参考にしていた

が，正式報告で先行造成期の次の長舎

聞い配置が7世紀第4四半期に降るこ

ととなり，全国的な大勢として郡庁院

画期を山中氏のいう飛鳥浄御原令ある

いはその前後や天武朝からの動きとし

11_1 
-1
」
2
1zi

--BE「」
ド
-
E

5口

9a ・・・・.

3 .. ・
o 50m 
ヒゴ

6白 7回

10円7b回
4b昌 11 -9b 笛 12 - 13口口
E • E-)-日 - 口• 

第47図 郡庁院の比較 (阿部義平 『官制 1989による)

I 肉幡同八上郡 2 武蔵図豊島郡 3 武蔵園都筑1部

4.筑後図御原郡 (a一日期 ・bー阻期) 5.美作国久米郡 G 近江国栗太1部

7. 'i~ 陸匝l鹿島郡 ( a- I JVI'b- 1I期 ) 8 備後国三次都

9 駿i可同志太郡 (a-1 a J羽.b一日 bJ羽) 10. 陸奥国丹取郡

11 山背国ts野郡 12.山背国久世郡 13. 君臨国新治郡

※1部庁院の配置類型は.既に把握されていた。
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てみる見解が主流となるに至った。しかし研究史にみ

える遺構の変選や集成，年代判定は検証を重ねるべき作

業で， 切り 合い等の前後関係が変わった事例もあった。

郡庁院などは掃守屋がつき，常に掃除されて遺物が残る

機会は少ないことになる。肝心の配置集成でも郡庁院で

あるかの疑問例が入っていたのである 12)。院をなす施設

が郡庁院以外にもあることは.発掘例や文献からも指摘

されてきた。郡衝の全体や郡庁院の変遷全体を探り出し

たとみられる遺跡例はこれまで認められていなかった。

一方で、年代判定に用いられる土器の編年研究は，木簡の

紀年銘などを加えた出土例の積み重ねで. 7世紀中葉の

年代判定が可能になってきている。難波宮での研究成果，

仙台市郡山遺跡，あるいは関東地方などでも年代付けが

50m 

第48図 新田郡庁院(註15の 『天良七堂遺跡j付図による。)
※院の東西幅は約90mにおよぶ。

なされつつある 13)。これまでに郡庁院の成立状況や年代付けや歴史評価に定説ができつつあるかにみえた

諸側面も，新しい具体例があればこれまでの説を再検討する必要性が方法的にも残されていたのである。

郡では郡倉院の後半期以外の礎石建物の使用はほとんど指摘された例がないが，郡庁院での築垣の使用や

瓦の出土例などからは礎石建物への転換の検討なども進む可能性が残っていた。

第49図 陸奥田磐瀬郡街跡の発掘地区の概要 (註16の「皆川報告J付図より一部力JI筆(阿部)0)

at開発地が多く入り込んでいる。(約1: 2000) 
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第50岡 磐瀬~]~I庁院の主要遺構の重複状況図
(W6の I~T Jl I f!l仏

属などの検討課題も残っている。郡庁院の発掘事例は奈良文化財研究所の整理で7類別とその亜式に細分

されていたが.ここではこの分類や阿部提案の分類にこだわらないで新しい郡街発掘事例をみていこう 。

郡庁院の良好な変選事例は 福島県須賀川市栄町遺跡で掘り出された陸奥田磐瀬郡街跡であるヘ 磐瀬

郡は石背 ・石瀬ともみえ.養老 2年 (718)の石背国分国の中心となった郡である。遡って石背国造の国

があって，大化元年に蝦夷と境を接するとされた地域の内に入っていたとみられる。常陸国に近く，国造

固からの立評が早期に行われたとみられる郡の内に入る 。 遺跡は平成 8~17年度まで， 駅前区画整理に伴

い緊急調査された。古代城柵官街検討会で皆川隆男氏により遺跡の発掘成果の大要が報告されている。阿

武隈川の支流の釈迦堂川が西から流れ込む付近の起伏のある低丘陵西端の緩い南向傾斜地に営まれていて，

遺跡の過半は市街地化して道路が切りこまれたりしていた。 第49図に示すように.東西300m~400m，南

北200mほどの範囲内の西端近くに政庁院と付属官舎，諸曹司等.中央部で大型掘立柱建物，東部で館院

とみられる建物群や塀の区画などを検出した。倉院は検出に至らなかった。政庁院付近から「石瀬jの郡

名墨書土器が出土した。郡庁院区画では第50・51図に示すように，先行集落の遺構はなく，郡庁院の遺構

群は 6期の重複と把えられた。ほほ同地点に営まれ続け，地形北縁に合う北で西に振れる軸の時期と南北

方向に取hを合わせた時期に大別される。政庁|民北部は現]R線の走る谷部への傾斜が始まる。
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第51図 磐瀬郡庁院の変遷図 (註16の 「皆川報告J付図によ る。)
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I期は主軸が西へ22度偏している。2間x8聞の身舎建物(中舎とでもよぶべきか)が東面と西面にあ

り，北面にも想定される。建物背面をつないだ掘立柱の塀があり，外径53mほどの区画が作られ.中央北

寄りに身舎式の正殿が想定される。南面も門を兼ねた身舎建物が想定される。塀の折れる西北隅の外に竪

穴式建物 (SIOl)があり.この時期とされる。

E期はさらに少し西に偏した軸をとる。配置は I期から大分変わって，まさに長舎囲い方式である。占

地も少し南にずれる。長舎は西面で 2間x6間以上北面で 2間x17間以上で塀なしで逆L字状につき

つけられている。長舎の柱聞は 6尺内外で，復原すると桁行20聞をこす。囲みの中央北には身舎式の短い

東西棟の正殿があったと考えられる。長舎囲いの西北方に 6棟ほどの掘立柱建物からなる遺構ブロックが

設けられ，大規模な機構が集中したことが知られる。

皿期は主軸が全体に南北方向 (N-2S -W)に変化する。H期と似た長舎囲いの配置である。西辺の

南北棟は 2間x14間以上の建物で柱聞は H期の長舎より若干広い。東西棟は 2間x15間 (29m)以上ある。

西方にSBl7の2問x4問建物，北方に総柱建物が付く 。E期以降は主軸を踏襲するとみられる。

W期は，皿期と同様な主軸で脇殿が検出される地区の内，切り合いで古い廟付南北棟掘立柱建物

(SB35)のみが比定されている。失われた柱穴も多いが，東西3間×南北5間程度，それに 4面廟がつく

らしい。西脇殿位置に当たり， IV期ころの正殿に似た建物である。正殿位置にSB35に対応する遡る建物

を探る必要が生じるが，後述のようにその可能性はあるようだ。

V期は，西面の身舎建物と塀列からなる。建物は掘方の多くを失っているが， 2問x9間 (以上)の南

北棟で，外側柱の北延長に14間以上の掘立柱の塀がのびて東に折れるとみられる。 I期と似た配置となる

が，脇殿は南に降って北に空間が取られ 中心に四面廟付の正殿があったかと推定できる。

VI期には以降の時期の遺構が全部入り ，正殿と西脇殿，西門，東門，門外で南北に並ぶ土坑列，区画外

西方に柵列囲いをもっ掘立柱建物群の院施設が認められる。門の外径で、東西63mほどに及ぶ築垣の方形区

画の院となる。正殿は 3間x5聞の身舎に四面廟がつく東西棟で，東西総長15.5m，南北12mあり，南に
どうばん

5聞の孫廟もつく 。最低 l聞は建て直しがあり liJ 足場穴も巡る。正面中軸南に瞳幡遺構らしい柱穴が2

個ある。西脇殿は 2間x5聞の身舎に2面廟付とされるが，廟の柱穴は小さい。最低 11E!1は建替えがある。

西門はl間x2間の四脚門で.対応する東方に東門がみられる。

I期又はその直前ころの長方形竪穴式建物跡から栗囲式中段階の内黒の杯が出土している。 I期の区画

外側に接近して土坑が点々とみられる。土坑はVI期の推定築垣列の外にも土取穴状に並ぶことがみられた。

E期の区画外にも長方形の落ちこみがあか各期での活動が図上から推察される。

まとめとして，正殿や脇殿が発掘できたので，郡庁院であることが確定し 6期 (最終期は長期に及

ぶ)にわたる変遷が把握されたとする。特に竪穴式建物SI01出土の土師器から，初現期が7世紀中頃に上

がる可能性が記されている。6期の変遷確認は，正報告での検討の余地を残すとはいえ，切り合い確認で

あって，極めて重要な成果とみるべきものである 。 I ~ V期の正殿は.削平等により知ることはできない

ので.他遺跡、17肋、ら筆者の推定を加えた。発掘された正殿地区の図をみると，正殿柱穴掘方群の西外側柱

の北延長に掘方列がみられ，また正殿の古い方の掘方の重複状況からも 正殿は重複する建物の余地がみ

られる。身舎梁行3問である点も.IV期のSB35が脇殿として揃う可能性を生じる。東と西の門の外に南

北に土坑が続くことは門の南北に築垣とその土取穴のある状況とみられ.版築の築垣区画を想定させる。

正殿掘方底の礎石や柱穴上部の根石状の石や瓦も，礎石建ちの有無の検討の余地を示すとみられる。VI期
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は平安期前半の表杉ノ入式まで長期の存続期内変選があるのであろう。これまでみた注目点を項目にする

と，

l.遺跡が先行集落の後でなく 新しく占地して開始される。

2. 1 . n期は地形条件等による斜位の軸方向をとっている。両時期が単なる建替えでなく区画の若干の

ずれ，配置の変更，付属施設の出現等の大幅変更を含む。竪穴や土坑からあまり短期とはみがたい。

3. III期以降は主軸がほぼ真北をとる。政庁院位置を踏襲しているo N期のSB35は廟付の大きな建物で¥

西脇殿地区に営まれたが，脇殿の規模としては特異な配置の例でもある。正殿がSB46かその付近で探

される可能性もあか正殿・両脇殿という品字形の配置がこれ以降に基本的な配置原則となっていくと

みられる。V期のSB37は身舎式の脇殿に戻るが， 1期との相違点も指摘される。

4. 正殿が廟付建物として確認できるのはVI期であるが.他遺跡例から長舎固い期，あるいは長舎の脇殿

期からの正殿配置があるとみられ 7 世紀末~8世紀初めに遡る他の事例 1 8) も報ぜられている 。 VI期に

まとめられる正殿は，梁行 3間と古い様相も残しており，重複や余分な柱穴の存在から正殿変選の詳細

が注目される O

5. V期は，正殿 ・脇殿の配置とみられる。 I期と似た配置に戻った点もあるが，軸が全く異なる。正殿

も既に四面廟建物となっているとみられる。H期・皿期の長舎囲い配置がこの間に相当長期間の変選と

重ねる点が注目されるlヘ
6.出土品から磐瀬郡と関わる。 I期が7世紀中葉を含むこと，後の瓦の使用も注意されている則。

7 発掘地域全体の内で，政庁院がこの地に限定され，連続的な造営が重ねられたとみられる。7世紀中

葉にかかる郡の出現，長舎配置への転換，品字型の採用後の長期変遷があったものと判断される。これ

は今までの郡庁院類型のほとんど全ての型が時間軸で変選する基本を示すものとみることができる。御

殿前遺跡、の事例等にみられる長舎囲いの配置に先行して，中舎と塀の「ロjの字配置の一類型が置かれ

ることが最も注目され，これまでの諸類型の内から身舎が正殿となる「ロjの字形(中・短舎による)

配置が，最も先行した配置として浮かび上がってきた200

以上，切り合いを伴う時間軸での変遷で把えたのが，磐瀬郡街の重要な発掘成果である。他遺跡の重複

例では欠ける時期もあるが 基本となる変選がおさえられたものと考える。例えば御殿前遺跡では，長舎

囲い以前に造成された遺構面や遺構がみられるのに先行する院は発掘地内で当たらなかったとみられる。

上野国新田郡庁は長舎囲い方式の広大な類型を把握していた22)。磐瀬郡街の例は，郡庁院変選の前半期の

骨組みをよく示したといえる。欠落期や後半期の変遷の多様性は，各郡衝の変遷史を語ることとなろう 。

指摘しておきたいのは，これまで軽視されてきた孝徳朝の評の創出がようやく 一連の郡庁院自体での変選

のスタートとして把握できることである。該当する時期の出土品はこれまでも既報告の他の郡庁院でもみ

られることがあったし配置類型も知られていなかったわけで、はない。しかしこれが一地点での変遺とし

て出現から廃絶まで把握できたことはめぐまれた重要な事例とすべきであろう 。

この磐瀬郡街の変選と比較するため，地域的にも近い例として，陸奥田の行方郡街例却をみておく 。福

島県南相馬市泉廃寺跡で行方郡衝が発掘された。行方郡は浜通りの北寄りの郡であるが，国造国が先行し

ない郡なので，遅れた立評例でありうる他に，行方軍団が置かれ，製鉄遺跡等の集中する多賀城等の後方

支援の拠点でもあか宝亀5年 (775)の海道の蝦夷の乱報告直前に郡の正倉が焼けた事件のあった所で

もあった。遺跡群は東西に lkmにわたって並んで、おり 西に館かとされる町池地区，中央部西に正倉院，
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その東に政庁院，東方に寺院が

推定されている。第52図に示す

ように，郡庁院はA ・B'Cと

その細分の 6時期に分けた配置

変遷がある 。 A期は斜位中j~1iで，

東西42.8mと南北49.8mの「ロ」

の字形に中舎と塀で囲みこみ，

2間x4聞の身舎建物の正殿が

みられる。B期は軸を南北に変

更し A期より少し大きい東西

44.2mと南北52.4mの身舎建物

と塀による「ロ」の字形区画内

に，四面廟付となった正殿があ

るa小期と，その建替が正殿施

設でみられる b小期がある。囲

み内は石敷きされた広庭となる。

C期は同じく南北軸で¥施設外

部が東西54.9m. 南北68.lmと

拡大する。3小期に分けられる。

a期は南辺中央に門が付く 。中

心建物は 3問 x5間の東西棟で，

その北に 2間xlO間の長い身舎

建物がある。囲み内の西北と東

南に南北棟建物が配される。

b . C期はその改変期で建物が

分けられたり.失われたりして

いた。出土遺物の年代は 7世紀

ιコ

問;JJ71t

第52図行方郡庁院の変選図

A期 Ba期

Bb期

門

U
担 1712

O 

Cb期 J~~ 
0 5白百

(註23の 「荒報告J付図による。)

後半から10世紀前半まであり .A期は 7世紀後半. B期は 8世紀. C期は平安時代に大11措置かれるという。

この間，同じ地点で変選を重ねるが，配置に大幅な変化もみられ C期は建物も囲みも大きく，整備され

た変選があるという 。この行方郡庁院で注目したいのは A期の規模が小さく 中軸が斜行しているとい

う磐瀬郡街例の I期に近い特色である。B期は区画が南北軸となり，また少し拡大するが，その配置はA

期と類似している。異なる点は正殿が四面廟建物となる点で， 他遺跡、での奈良時代初期頃の正殿例と通じ

る所である。C期は更に拡大し正殿前方に庭と左右の脇殿をとる可能性仁正殿北方の建物の存在が変

遷の要点として認められる。磐瀬郡街の例と比較すると，初現の庁院は類似した点があるが，行方郡街例

は長舎囲いの時期を欠き. B期はA期に似るが正殿と四面の建物囲いの点で磐瀬郡街のV期に類似点があ

るらしい。C期は行方例に独自色が多くみられるが，品字形配置の大枠にある点は磐瀬郡街の降る時期に

対比される。行方郡街例の長舎囲い期の欠落と斜行刺!の「ロJの字配置の変遷は，磐瀬郡街例の示す時間
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軸での変遷に対し遅れた創

建期に古い配置様式がとられ

て， 伝統化してB期に至った

変遷例と読むこともできる。

長舎囲いが他所に移っている

のでなければ，行方郡の分評

成立は長舎囲い期を欠く形で

スタートしたことになる。そ

の他の大枠では両庁院には通

じる所がみられた。国造国が

先行しない行方郡が7世紀第

4四半期頃に始まるのが正し

いとすれば，郡庁院での配置

様式の欠落と対応した変選例

になるとみられる。

陸奥田磐瀬郡庁院の例は，

『常陸国風土記』の記す茨城

県下，その北の福島県下や南

の千葉県下での国造国分布域

からの立評やその後の分評事

情等と同じような歩調をとっ

た可能性は高いものと考えら

れる。磐i頼郡庁院の I期 ・E

第53図 東山官街遺跡・壇の越遺跡・風早遺跡全体図
(註27の 「柳沢論文jによる。)※阿部は.東山遺跡を某柵.噴の越遺跡と風早遺跡を草1>.政庁を柵

の館とする。

期 ・皿期.N期以降の各類例が西日本を含んで全国的に認められ.N期以降の変化には静岡県御子ヶ谷遺

跡の再検討にもみられるように剖¥ 各地域でのあり方がみられることになろう 。

第3節館院等の分離

研究史にみるように，郡街の要件となる郡庁院の研究が進められ，その類例をほぼ把握できたのは大き

な成果であった。 しかしその成立期や変選について考古学的な方法の問題が大きく残っていた。簡単に成

立期を語る遺跡にめぐまれないまま，特殊事例を設定して評の成立とその遺構実態解明を混乱させてきた

と考えられるお}。郡庁院検討のための事例集成にも，郡庁院以外が元報告のまま集成されたとみられる所

がある。院をなす施設に 郡庁以外の施設のあることも整理しておかなければならない。都の朝堂院から

内裏や官の院，大宰府や鎮守府や関 ・鴻艦館等の客館や院，国庁院の他に国司館や各国の客館があげられ

る。郡庁院と対比して分離すべき地方の院は，駅館院26)の他に，鎮守府下の各城柵の城庁院，郡街の別院

等や各機能施設の院などで.特に郡の館は調査例も増え.郡司館か郡の客館かなどの検討の余地がある。

ここでは郡庁院集成に混入したと筆者がみる城柵の館(城司館と城の客館がありうる)をとりあげたい。

東山遺跡は，宮城県加美郡加美町にあり. 1987年から調査が城柵から郭内外まで広がって継続してきた

-135-



遺跡であるヘ 賀美郡街と目されて指定され，奈良文化財研究所による郡庁院集成に 4点の配置図が挙げ

られている。しかし第53図に示すように土築の城壁，土築郭壁と柵木列で囲んだ外郭，城の内に院施設を

設けており，城の南門も認められている。奈良時代後半に外郭の他に城の南部に一区画が柵木列で囲みこ

AJ9j (造営問!の監穴住居跡昨)

天王ド 511'(733) -天平8年 (736)ぜi

G同j(政月一筋 rrc蹄1)
9世紀中頃~後半頃

E3) 

v人/」

、〈
に¥

ぐこ

{戸¥え¥¥
E3) 

担4田

8J91 (造営JUjの小縦模合/!U昨 CJUI(政庁第 1JUj) 
-k・f-S1ド (736)-天平 9年 (737)頃 五平9年 (737)頃-~IU(lI l '1' (780) 

1-1 JUI (政庁第 rrd却11): 9世紀末頃-lOllt紀前輩頃 A即J-IIWJt要遺情全体r~1
. 上部に灰白色火山販が雄慣する自然堆mの遺構 後ド織を1干した温情"年代決定資約川z;瓦}をIHt

第54図 柳沢説の東山官街跡政庁地区における主要遺構の変選 (註27の「柳沢論文Jと付図による。)

※阿部は。政庁でなく 柵の館院と付属施設とみる。
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まれて城が拡大している。城壁は良く残存して城柵であることを明示していた。高台の一端をとりこんだ

域内の中央東寄り部に，発掘者が郡庁院と判断した院があり，西接して掘立柱式から礎石式に変遷する正

倉院なども検出されたと報ずる。この郡庁院と正倉院は奈良時代後葉以降に比定されている。城と郭と院

を持つ施設は，東北地方の城柵によくみられるものであり ，城柵の中枢に当たる政庁院 (城庁院)の報告

例も 10例に達するが，その内で東山遺跡の事例は実は特異なあり方を示している。筆者は東山遺跡を城柵

の範時として集成するとともに，郡に結びつける文献根拠は確実ではないこと，政庁院の遺構としては疑

わしいとしてきたが泌) 注目されることもなかった。城柵の庁院には規模や配置にまとま った特色があり，

国の施設であって，外交用の迎接機能を示す建物配置があったのである。東山遺跡例はこれらの要件に欠

けるので，発掘が不足かとも考えたが.比較研究上では既に他遺跡で報告類例のある館 (城館としては城

司館と城客館がありうる)と考えるに至った。この問題は，本報告書の嶋戸東遺跡での検討と重なる所が

ある。

東山遺跡のいわゆる政庁院は1992年以降ほぼ完掘され. 4つの変遷整理案が提示されている。ここでは

最新の論考である柳沢和明氏による遺構のまとめ仰を第54図によ ってみていく 。東山遺跡は郡街とみる説，

城柵とみる説，城柵と郡街の兼用又は併設とみる説がある。 政庁院に注目すると .A期 (733年~736年頃。

以下時期は図参照)に竪穴住居群が出現し B期には更地となって南寄りに小倉や小屋がみられる。C期

は政庁の第 1期で. 3間x6聞の掘立柱建物や片廟付建物の他，出土埠や平瓦から推定される基壇建物

(位置不明)の配置がみられる。D期はこの地区の大改修の開始期で. 1期政庁を解体し 竪穴式の住居

や工房がある。宝亀の反乱 (780年)の頃におく 。E期は政庁 E期の最初の a期で，南jヒ50mX東西59m

ほどを柵列で区画 (東側は斜面に近く，ほとんど不明)した内にほぼ中央北寄りに 2間X 5聞の東西棟の

正殿，東の中央北に 2間X 3聞の建物，北東に 3問 X 3間で南に廟下の開放土間の付いた建物がある。外

囲の柵列は，折れや切れのある複数の小柵木列内の 1列で，西面で折れや喰い違いが顕著に示され，柵木

間も不整である。南門に当たるとされる位置は柱が切れ. 4.6m以上空いて棟門が存続したと推測された。

区画の軸は北で13度東にふれ，以降はほぼ踏襲される 。 F期 (9 世紀初頭前後~9世紀中頃)は正殿の同

位置での建替えと中庭をはさんで東脇殿・西脇殿とされる建物が置かれる。脇殿建物は正殿とほぼ同規格

又は正殿より大きな床張り廟付の建物である。北東部には正殿より大きな建物の建替えがみられる。区画

の北にも建物群がある。G期はF期をほぼ踏襲した建替えで，東脇殿は 2間x3聞の建物となる。H期も

ほぼ同様の配置であるが，中庭東寄りに東西棟小舎.東脇殿の付近に土坑や 1間x1聞の小棟がある。区

画北にも工房や倉がみられる。

出土瓦や土器等から，各期の年代付けがなされている。 瓦は多くない。 E~H期の主要殿舎も瓦葺きで

ないとみられている。H期政庁が781年頃から10世紀前葉頃まで維持されていた。この東山遺跡、の性格は

柳沢氏によると変選があり，城郭として成立した後，伊治公砦麻呂の乱 (780年)に対処した復興期 (D'

E期)に城柵に郡が併設され. 9世紀後半 (H期か)に城柵が廃止され，賀美郡街となったとする。正倉

院は郡の併設とともに城内に移されたとする。 I期政庁は院も配置も正殿の存在も不明な点が多く. II期

に政庁院がみえ，存続したことになる。なおD期の竪穴住居埋土他から 「館上」の墨書土器.H期の土坑

から 「上厨jの墨書土器等も採集された。

この郡庁院の視方に対する論点をあげる。

l. 1期政庁院の存在， 基壇建物，脇殿等は不明点が多く ，従ってE期との連続性も不明。城柵の最も重
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要な時期の院がまだ未解明となる。

2. 区画が他城柵例より小さく，横長特例の郡庁院並みともいえるが，東辺が地形傾斜で開放され.東の

殿は眺望用をかねた主要建物の可能性を示す。区画施設は明確な柵列掘方ではなく，牧場の柵状の多重

乱杭状で途中で折れや空地があり，恒常的儀礼囲郭施設とみがたい。

3. 明瞭な門施設を欠j 棟門は開口しすぎて無理がある。西辺で開口の可能性もある。

4.北東部に大規模南北棟建物が存続し建物規模からも重要な役割があったとみられる。

5. 正殿が中心性，中指"位置，優位性を示さず方位もぶれる。脇殿建物も柵との接近.位置の非対称性，

欠落での出発からみて，中心郡街庁性を示さない。東脇殿が優位性を示す状況もある。

6. H期中庭小棟は前殿で、はなく，馬房ら しい。

7. 東脇殿と東北建物付近に生活的土坑が遺存する状況。

8. i館上Ji上厨」の墨書土器はこの院の関連が考えられるが まず館と厨の位置呼称であり，次に城柵

呼称との関連も要検討である。

9. 建物・区l闘が正確な取11方向に従わず，任意性があり，中軸そのものが南北方向をとらないで外部の町

並みとも異なる。

10. 城内では東縁辺に当たる位置でもある。

以上の疑問に対し他例では陸奥田理郡の郡庁院東接地の院の区画で，同様に乱杭状区画の一部が当た

り， しかも内部施設等から館と想定されている発掘事例がある制。 東山の院の東側の建物は南寄りも北寄

りも居住性があるとみられ，施設入り口が本来西(西脇殿の北側)にあったことがあるとみれば，郡庁院

としての不規則性や外囲の軟弱性も，郡庁院以外の院の可能性を検討すべきことを示していると考える他

はなかろう 。墨書土器で包含層や北の付属地から出土した 「館上」等は，台地上の館とその付属の厨があ

ったことを示しているのである。これを横長の不整な院をなした某柵の主要な館のーっと提案したい。館

の発掘例は既に磐瀬郡や行方郡で、も，門をもった区画施設をもっ建物群として発掘されており，他にも既

に報告例がある。墨書土器でも秋田城で「演継 一館J.伊場遺跡の「上館」などがあり，上下や東西は

複数の館の呼称とみられている31l。 賀美郡内にあった某柵は.平安時代も連絡路の先の出羽での経営が不

安定であり，軍事交通上の要地として存続したものと考えるべき施設である。宝亀の乱以降はかえって拡

大し重要施設化したともみられる。賀美郡の庁は，郭内外の十字街といった道路の主要地点近くに存在

したことが文献から考えられ，宝亀年間には郭内に収容されたものと筆者は考えている。また正倉院は軍

事緊張の増した時期に域内に大規模に設けられており この時期に遺構のみえなくなる色麻柵(城生遺

跡)の倉などとあわせて城内に移された可能性が考えられる。城柵にも，鎮に運ばれた根以来の米穀の備

蓄機能があったのであり， 仙台市郡山遺跡の I期にはそれが明確にみられ. n期には柵外の六反田遺跡な

どの域外施設が確保されていたともみうるもので32) 城柵には米の備蓄があり.また必要に応じて郡倉院

から米が運ばれることがあり得た。郡の正倉院は南小林遺跡や行方郡例からも，火災や攻撃に対し不安

のあるものであった。城柵には付属の倉院が備えられていたとみるべきものであろう 。城柵内にある東山

遺跡、の正倉を，郡の正倉とするのは，その管理や搬入の便，西国の大野城等での米等の備蓄とも合わせ検

討すべきものであり，東山遺跡の例を郡倉院とする証明はまだできていないとみられる。但し宝亀の乱

を境に，郡の防備が強化された実例は玉造郡などで認められると筆者は考えており，実態としては郡を囲

む城郭施設が設けられ，その管理や使用に郡が大きく関わる時期があったことも考えられるので，この点
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は別論したい。

賀美郡の某柵を中心においた城郭施設と考えられる東山遺跡(それを囲む壇の越遺跡とその他)は，国

の施設である城柵と在地の郡施設との近接した関係を示しているが，東山遺跡政庁院は郡庁院ではなく城

柵の館と考えられる。院という囲みこまれた施設の調査は増加しつつあり，本来の施設目的や機能，呼称

による類別が当然存在したものと考えられるものであり，またそれを細かく考古学的に把握する試みがな

されるべきであろう 。

第4節 嶋戸東遺跡の発掘と研究の展望

太平洋を眺望する台地上にある嶋戸東遺跡が古代上総国の武射郡街跡であることは本文に詳述された。

調査の足どりは広大な遺跡への小さな窓あけとして，主要な遺構の追跡，範囲の把握などの試行も続けら

れたが，郡街としての各種遺構が広域に存在することが確認された。

早い段階で調査された「ロ」の字形長舎配置の政庁院については，斜行する主軸での配置が復原された。

この方式の配置は他遺跡例との比較からは 7世紀第4四半期かそれ以降に置かれることを小論で、述べてき

た。小郡遺跡などにも近似例がある。直接の年代資料は得られなかったが.I武射寺Jであると復原され

る至近の寺院跡での瓦葺建物の年代が，瓦からこれ以降に置かれる点と符号するものであろう 。この政庁

院と同様な斜め方向の建物の広がりが認められた。この広がりの内には，さらに遡る時期の政庁院も隠さ

れていると判断できるであろう 。郡街の建物群の主軸は.この後いくつかの段階をもって南北方向へと収

束する振れ方を示すという 。これも他の郡街例と通じる点である。発掘された郡庁院から遠くない範囲で，

各時期の政庁院変選も掘り出される可能性が高い。正倉院は溝 あるいは加えて土塁なとεで、東西300mを

こす範囲を囲んで、，掘立柱式の倉からそれを造り直した基壇礎石式の倉の並びが既に発掘されている。こ

れは全国的にみて大規模な事例に属する。正倉院の南限は，浅い谷との関係から.谷の北側を囲い込むか

とみられ，この浅い谷の内には南から西への交通路 郡庁院に近づく谷頭区画には厨などの施設も考えら

れる所である。この浅い谷は台地の南東から台地上に登ってくる連絡路，あるいは倉や厨や寺などへの物

資の搬入路を考えさせる所がある。この谷地形と倉院や庁院などとの関係も残った課題となる。正倉院の

西部端近くでは方向の異なる倉の基壇例もみられた。この方向の違いは，政庁院中軸をとった建物群を取

り込むか踏襲して正倉院域が広大に設定された経緯を示すものであろう 。

政庁院西南の中央建物群とされる院は，既に検討されているように.本遺跡、の特色を示す遺構である。

この性格の最終的な確認も残された課題である。調査時点から最も大きな建物として 一時期の政庁の正

殿かという仮説も立てられ，検討が続けられた。しかし政庁ないし政庁院と見難い点もあって，館などの

施設の可能性が浮かんできた。館とすれば，政庁院所在地にも接近した位置となり，殿舎中心で南門から

入った中庭に築山状に古墳を残して取り込んだ優雅な事例となる。近年の館とされる事例の増加の内でも，

特色ある事例になる可能性も高い。西方建物群では曹司とみられる官舎群がみられ，政庁院周辺での郡街

遺構の集中を示すとみられた。この院や官舎の集中に対して，東方で南にのびる台地を占地して. I武射

寺」が堂塔を並べてそびえていた空間がある。このように，ゆったりした台地上で，下の低地からの遠望，

あるいは逆に上からの眺望も考えて郡の諸施設が展開したことが復原される。その細部はまだ土中に埋没

しているが，復原や研究の糸口はつかまれたこととなろう 。今後 郡街のもつ諸問題が全国にさきがけて

この武射郡衝で解明されることを期待したい。
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嶋戸東遺跡を全国的にみた注目点は，評の成立までのこの地域の政治状況が解明されてきている点であ

る。関東北部などの後の律令期の一国に近い範囲の大国造の地域に対し房総半島は後の郡の領域程度の

小国造が並ぶ地帯の典型例でもあった。この地域の在地首長の成長や動向は.前方後円墳などの変遷によ

り把えられることが既に報ぜられていて外房地域は前期の大型古墳が特定地に限定され.後期になって

の前方後円墳を含む古墳群の成立と消長が知られる。武杜国造域での分布や変遷も既にまとめられている。

評以前には有力古墳が数ヶ所に分散してみられ，その最終期の 7世紀の有力古墳として，全国的にも注目

される駄ノ塚古墳や駄ノ塚西古墳と付近の遺跡、の内容が調査されている。嶋戸東遺跡付近には弱小の真行

寺古墳群があるだけであり 国造期の終末から評の成立期にあたって 政治拠点の新選定がみられる。l嶋

戸東遺跡は諸権力層拠点の中間地帯への郡の設置である例となる。この実態もさらに調査研究が可能な研

究基盤が形成されているのである。この武射郡あるいは武社国造の地域の人々は，舟でつながる北方の広

大な陸奥国やその付近の開発や経営.あるいは軍事的活動に関わったことが，文献や陸奥国から運ばれた

とみられる出土遺物からも直接知られる所があり ，また北方に与えた影響も知られ始めている。房総の一

地域に限らず，北域に登場する人々を動かした地方官術として.武射郡街並びに武射郡下の解明は大いに

注目される。将来への研究課題も多く残されている郡街遺跡であるといえるであろうお}。

註

1 大化の年号や日本書紀の記事，特に改新の詔は後の修飾iなどが疑われ，否定論なとご実証的検討が続けられた

が. }京詔の存在や難波への選者11;などは大方の承認する19rとなっている。評(こほり )の成立は孝徳朝の天下立

許説が有力だが.別の見解もあって考古学的な検証では.大化立評を否定して.前代からの様々な継続性で遅

れた成立期を探す説が有力となっていた。吉村武彦 2008 1大化改新と古代国家誕生」新人物往来社ほか参照。

2 架回則久ほか 2006 1房総における郡街遺跡の諸問題一下総国を中心としてJr研究紀要J25 千葉県教育振

興財団

3 詳の成立年代について，鎌田元一 1977 1評の成立と国造Jr日本史研究j176。

4 前沢手[1之 1978 II上野国交替案録l阪J郡街項についての覚え書Jr群馬県・史研究j 7 群馬県

5 森公章 2008 1文献史料から見た郡家の構造と機能Jr条盟制古代都市研究j23 

6 奈良国立文化財研究所}A磁文化財センター 1979 1古代地方官術遺跡関係文献目録Jr埋蔵文化財ニュース1

18 I総論 ・東日本篇に郡 ・郡街の研究史を掲載。同 1979 r埋蔵文化財ニュースj19にE西日本篇がある。

同センター 1996 1古代地方官街遺跡関係文献目録Jr埋蔵文化財ニュースj81が追加され.遺跡・遺構につい

て 奈良文化財研究所 2004r古代の官街遺跡 E造物 ・遺跡編』で全体的解説や個別遺構判定等がまとめら

れている。

7 山中敏史 1976 1古代郡術追跡の再検討一郡衡の成立WJを中心としてーJr日本史研究J161。同 1994 r古
代地方官街遺跡、の研究j1~，訂作房。 同 20011評制の成す過科と領域区分一評術の構造と許支配域に関する試論j

『考古学の学際的研究』岸和田市ほか。

8 久米高畑遺跡は，橋本雄一 2007 1久米官術遺跡群 (愛媛県松山市)における造営尺の検討Jr条里制古代都

市研究J23。橋本雄一他 2006 r史跡久米官術遺跡群発掘調査報告書j松山市教育委員会他。評以前に遡る中

枢の院施設を検出したと報ずるが.その配置は註(6)の 『古代の官街遺跡、 IIJのp161-163の図の図 ・図

を重ねたような配置であり ，年代の根拠や造物は図示されていない。遺構の方向性等の検討の余地も残る。

9 1因l憐国伊福部臣古志jは.佐伯有清 1973r古代史の謎を採るj読売新聞社ほか。同 1974 Ir因幡国伊福

部臣古志』の研究Jr対外関係と政治文化の研究』 第二。 it.~美 ・ 邑美の譜代豪族である伊稲部臣氏が孝徳拶j立詳

に関わった祖先の功業を挙げている。その本拠地は骨蔵器出土等も合わせて稲葉山付近とみられている。
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10 阿部義平 1989 r官街jニュー ・サイエンス社。同 1983 I古代城柵政庁の基礎的考察Jr考古学論叢』。 同

2007 I古代城柵の研究 (四)J国立庇史民俗博物館研究報告 138にミニ都城や城柵の城庁院の類型を図示した。

11 小林三郎ほか 1988 r御殿前遺跡』北区教育委員会。武蔵国豊島郡街である本遺跡の政庁の地区では，先行

集落を除いて 1a， 1b. IIa. llb-Y期まで区分された遺構配置変遺が示された。 1a期は竪穴住居群と

祭杷土坑状の遺構で， 7世紀第 3凹半期に短期存続した造営期。 1b期は長舎で囲んだ政庁院と西隣りの講区

画や掘立柱建物群が造られた 7世紀第4四半期から 8世紀第I四半期の遺構群。E期は政庁自体に当たらない異

方向指hの時期で 8世紀代に置く 。皿 'N'Y期は I期と似た南北方向に近い軸で.8世紀後半代の H期以降10

世紀に廃絶した。門付きの院や政庁院 回廊囲みの政庁院と変選する。切り合いの修正や遺構期の検討をへて

1 b 期政庁院は 7世紀第4四半期以降に収まったが.筆者は当初から長舎囲いが切り合いで古く.祭杷土坑と

関わるとみれば第 3四半期に遡る例かとみていたが，報告にある時期への比定で，全国的にも納まることとな

り，それ以前が問題に残った。

12 註(6 )の奈良文化財研究所 『古代の官街遺跡 IIJのVU-3の郡庁付図では，第1に上野国交答実録帳の

新田郡庁の正殿が公文屋であると示されたが， 他郡の例からも庁屋が正殿とみるべきである。同図22・30の久

米官街例は.正報告との調整を要し国造期との関係検討が課題である。31・32・40・43は東山遺跡例である

が，筆者は城柵の館院とみているものである。41も配置が大幅に修正される l例。

13 難波宮では宮下層の出土品が注目されてきたが，近年の木簡等の一括例と合わせて宮造営層前後の土器が解

明され，図示されている。佐藤隆 2000 I古代難波地区の土器様相とその史的背景Jr難波宮祉の研究j第十一。

仙台市郡山遺跡でも 7世紀中葉以前の集落から城柵各期までの土器編年が示されている。

14 註 (4)の前沢文献。多様な政庁院の配置が考えられることを指摘している。

15 文化庁文化財保護部 2008I新指定の文化財 上野国新凹 1J~1庁跡J r月刊文化財j539。太田市教育委員会

2008 r天良七堂遺跡一上野国新田郡庁跡の範囲確認調査.10 7世紀後半からの出土品が少量みられる。

16 第26回古代城柵官街遺跡検討会 (2000.2)以降.第32回の検討会資料 (2006.2)に皆川隆男氏のまとまった報

告が掲載された。

17 正殿掘立柱柱方に l回以上の切り合いがあるとするが.北の側柱.入側柱で古期に 2個以上の重複が図示さ

れている。建物北西にのびる柱穴も余分にみられる他.掘ブJ底の礎石や上部の石が認められた状況も要検討で

ある。

18 正殿が四面廟になるのは，下寺尾西方A遺跡，岡遺跡などの例.長舎や中舎で囲む例は小郡遺跡他.長舎を

脇殿とする例は上村l主 ・茂原遺跡などでもみられる。

19 Y JtJjの脇殿は，妻の柱が小さく側柱柱穴の確認例も少ないが，北にのびる柵列は明|僚で未発掘地で東に折れ

るらしい。正殿はSB45か付近に求められるものであろう 。長舎と呼ぶ掘立柱建物には.他例を含めて掘立柱建

物の桁行 6間-7間程度.10間前後までのもの，15間程度から17間以上にも及ぶものなどの差があり.最大で

50mをこす。ならべて長舎となる例もみられる。正殿程度かその倍程度までの桁行長のものは中舎として把え

ておきたい。

20 これまでも.関東地方の郡庁で瓦の出土例がみられたが.今回の磐瀬郡術例で、も瓦出土の他に院の外囲いが

版築の築垣とみられることから.礎石建物化への接近も考えられる例となる。

21 中舎と柵木列に身舎の正殿をもっ例は，泉廃寺跡 ・小郡遺跡 ・下本谷遺跡・宮尾遺跡にみられる。

22 新田郡庁の例は.これまで一辺半町(180尺)程度を基準にしたかとされた郡庁院の規模の常識を破か国庁

院の規模かそれを超す状況を示した。国庁院の出現以前の状況を示すか。他に万代寺遺跡や下寺尾1m方A追跡、

などを含めた大規模例のグループがあることが判明。

23 1原町市教育委員会 2003 r泉廃寺跡』。 荒 淑人 2007 I行方郡術の様相一泉廃寺跡の調査成果-J r第33回

古代城柵官街遺跡検討会資料j古代城柵官街遺跡検討会ほか。南相馬市教育委員会 2007 r泉廃寺跡 陸奥国

行方郡家の調査報告』

24 小郡官街遺跡の再検討は片岡宏二 2008 I小郡官街遺跡 (福岡県小群市)の再検討Jr条旦制古代都市研究j



23。御子ヶ谷遺跡の再検討は岩木智絵 2008 ["御子ヶ谷遺跡 (静岡県藤枝市)の概要Jr条里制古代都市研究j

23。

25 山中敏史 1984 ["国街 ・郡街の構造と変遷Jr講座日本歴史2 古代 2j東京大学出版会。

26 木本雅康 2008r遺跡からみた古代の駅家j山川出版社他。

27 多賀城跡調査研究所の多賀城関連遺跡発掘調査報告書 12~ 18のほか.加美町 ・ 宮崎町教育委員会の歴年の報

比書がある。郡庁院の発掘は多賀城跡調査研究所 1993 r東山遺跡四一賀美郡街跡推定地-Jほか。政庁院変

遷案は，多賀城跡調査研究所1993のほかに.斎藤篤氏案.村田晃一氏案がある。柳沢和明 2008 ["東山官街遺

跡政庁地区の構成と変遷Jr芹沢長介先牛ー追悼 考古 ・民族 ・歴史学論叢jに経過を含めたまとめがある。

28 1993年の政庁院説での報告以来.城柵が地方官街である説の論拠とされた。筆者は当初から城柵の一党にこ

れをいれ，注意をl喚起してきた。文献根拠についても阿部義平 2003 ["日本列島古代の城郭と都市Jr国立歴史

民俗博物館研究報告J第108集 国立歴史民俗博物館で検討を加えた。郭と櫓や門が発見されてようやく城柵

説が顧みられるに至った。城柵の庁院には 5棟配置と筆者が呼ぶ特色があり.東山遺跡例はこれとも別のもの

である。

29 註 (27)の柳沢文献の提案を検討対象としている。壇の越遺跡の 1町割宅地との比較も必要。

30 亘理町ー教育委員会「三十三間堂官街遺跡現地説明会資料J2008.11。日理郡政庁院に隣接する館と想定され，

乱杭状の外囲いがある。

31 註 (6)の奈良文化財ー研究所 『古代の官街遺跡jを参照。

32 仙台市郡山遺跡の西 2krnにある六反田遺跡、は倉院の可能性があり.城柵外に方向を合わせた院が計画配置さ

れたことを推察させる。荒井裕 2008 ["大野田古墳群他一官街関連遺構Jr第34回古代城柵官街遺跡検討会一資

料集j

33 嶋戸東遺跡、について成東町教育委員会他主催 2004 ["嶋戸東遺跡成果発表会一よみがえる古代の役所跡J

に.阿部「古代国家の成立と地方の役所J.栗田則久「嶋戸東遺跡 (武射郡街跡)の調査成果Jがある。
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別表



別表 1 掘立柱建物・基壇建物，塀・柵列等一覧表

区域 遺繕f存号 建物構造 規模 悠築方位 桁行会長m(尺) 梁行全長m(尺) 平面積 調査次数と調査区 備 CJ!; 

床束をもっ。SOOlOよりも

SB008 床束建物 6 × 2 N-340-W 16.80 (560) 4.00 03.3) 67.2ぱ 1 . 2次 3. 14区 古い。柱抜取穴内に白色山
砂JIE積。

SB009 側柱建物 4 × 2 N-330 -W 10.80以} (36.0)以t 4.80 06.0) 1 . 2次 3・14区 S0004より古い。

期
SB015 側柱建物 I以1'，X ー 3次 19区

政 SB019 側柱建物 ー x 3次 22区

庁 B-l 側柱建物 5 以 I~ X 2 N -340 -W 16.00以l (533)以} 3.80 02.7) 
(財)山武郡市文化財 柱穴迎土上商に砂のI桂積を
センター調査区 確認。

域
B-2 側柱建物 5以L X 2 N -340 -W 16.50 (55.0) 推定3.80 (推定12.7)

(I材)山武郡ili文化財 柱穴1ID.土上面に砂のJlt積を
センター調査区 確認。

SA002 塀・柵列 3
'
H. X ー N-280 -w 6.40以上 (21.0)以l 1次 8区 SOoolより古い。

SB006 礎石建物 ー一 × ーー N-OO-W I次 2a区 前身の掘立柱建物を伴う。

SB007 礎石建物 一一 × 1次 2b区 前身の掘立柱建物を伴う。

SB014 礎石建物 ー一 × ーー N -37。一E 3次 18-1 . 2区

SB016 礎石建物 ー x
3次 19-1 . 20 

llK 

SB017 礎石建物 ー x 3次 21-5区

SB020 礎石建物 × N-4。一、市 推定8.00 (推定26.7) 3次 23区

皿
SB032a 礎石建物 ー x N-50-E 推定10.4 (推定34.7) 推定8.55 (推定お5) 7次 44区 目隠し塀(SA007)を伴う。

知j
SB032b 総柱建物 3 × 3 N -50 -E 6.30 21.00 6.30 (21.0) 7次 44区

SB032aの建て替え。目隠し
塀(SA007)を伴う 。

正
SB037 礎石建物 × 8次道路市Iffi岡

倉 SB018 側柱建物 l以1"，X N-400-W 2.00以l (6.7)以l 3次 21-1区

域
SB022 礎石建物? × 4次 29区

SB028 総柱建物 2以，.. x 2以l N-80-W 2.55以l (85)以i 2.40 (8.0) 5・6次 34・43区 21時期の可能性あり。

SB029 側柱建物 l以，"， x ー N-170-W 2.70以1 (9.0)以l 5次 35区

B-3 側柱建物 2以，.. x 1以l N-3。ーE 推定2.l0以，.(推定7.0)111 推定1.80以'(推定6.0)以i
(l材)山武郡市文化財
センター調査区

SA005 塀・柵列 l以上 × ー N-3。ーE 1.80以r (6.0)以l 6次 43区

SAOO6 塀・柵列 1以'"， x N-30-E 2.70以l (9.0)以l 6次 43区

SA007 塀柵列 5以上 × ー N-50-E 11.3 (37.7) 7次 44区 SB0320コ目隠し堺か。

21時期lの変遷あり 。SO∞8
SBool 側柱建物 5 × 3 N-5。一E 1800 (60.0) 7.20 (24.0) 129.6rrl I次 4・7区 より古く. SIOO6よりも新

しい。

SBOlO 側柱建物 3以，..x 1以i N-60-W 8.40以l (28.0)以l 2.60'~' (8.7)以l 2次 13区
SI019よりも新しし、。柱抜取
穴内に賛褐色砂H主総。

SB011 側柱建物 一 x N-l1O-W 2次 13区
SBOlOよりも新しい。柱抜
取穴内に黄褐色砂殿様。

中
SB034よりも新しく ，目隠

SB0l2 側柱建物 8 3 N -180 -W 22.80 (76.0) 5.90 09.7) 134.5rrl 
1 . 2・8次 4・

し塀 (SA008)を伴う 。柱政
央

× 
11・47区

取穴内に白色砂推獄。

建 SB013 側柱建物 4以，..x 1以i N -210 -W 7.90以t (26.3)以l 3次 16区

物 SB021 側柱建物 5 x l N-5。ーE 18∞ (60.0) 3.60 02.0) 
1 . 4次 4・7・

柱穴の組み合わせを変更。
24区

群
SB030 仰l柱建物 3 × 2 N-5。一E 5.40 08.0) 4.20 22.6ぱ 6次 42区

SD043 . SD044より古〈
SA004よりも新しい。

北
SB031 側柱建物 1以"，x ー N -90 -E 2.l0以i (7.0)" ， 6次 42区 柱抜I収穴内に山砂。

半 SB033 四脚門 l × 2 N -30-W 2.70 (9.0) 3.00 00.0) 8.l凶 6次 42区 SI052 . SA003よりも新しし、

部 SB034 床来建物 3 × 2 N -180 -W 8.l0 (27.0) 3.60 02.0) 29.2rrl 2.8次 11.47区
SB012より古い。柱抜取穴
内に白色山砂。

SB035 側柱建物 3 × 2 N -160-W 4.50 05.0) 3.60 02.0) 1 6.2 rrl 8次 47区
SB036より 古く SI051よ
りも新しい。

SB036 側柱建物 3 × 2 N-5。一E 6.30 (21.0) 3.60 (12.0) 22.7rrl 4.8次 24・47区
21時期'10SB035よりも新し
し、。

SB046 側柱建物 5 × 4 N -280-W 般定11.5 (推定38.3) 6.90 (23.0) 
1 . 8次 4・11・

471孟
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区成 遺憾番号 建物機造 規僕 建築方{立 桁行全長m(尺) 梁行全長m(尺) 平I釘:fl'i 調布次数と翻資区 {桁 考

5AooI 塀 ・柵列 3以1: X N -50 -E 4.90"1 (]6.3)以 l l次 7区
深さIOcmの担穴を構が連結

する。

5A003 塀 ・柵列 2以上 × ー N-580-E 3.30以l (]1.0)以 i 6次 42区 5B033よりも古い。

5A004 塀 -柵列 3 x N-llO-W 6.50 (21.7) 6次 42区 5B030よりも古し、。
北

5A∞8 塀 ー柵列 3'H X ー N-180-¥司f 7.5011l (25.0)以 i 2.8次 11・47区 5B012の目隠し塀か。半
行115A∞9 塀-柵列 3 x N-170-W 5.20 (17.3) 8次 47区

5B023 床来建物 5 × 3 N -30 -E 13.80 (46.0) 6.00 (20.0) 8 1.6 rrl 5次 30・31区 5B027より新しし、。

建物央中
5 . 6次 30・31・

5B027よりも新しいの5次

5B024 s!II柱建物 3以 t X 2 '1I N-OO-W 2.10以l (7.0)以上 1.80以l (6.0)以 l 調査の柱穴の組み合わせを
41g 

変更。

i洋 5B025 側柱建物 5以上 x 3111 N -260-W 8.25以 上 (27.5)以上 3.40以t (]1.3)以 l 5次 30・31区

南半 5B026 側柱建物 2以上 × 3 N-60-W 2.10以 l (7.0)以 i 4.80 (]6.0) 5次 30・31区

語11
5B027 側柱建物 4 × 3 N-IO-E 9.00 (30.0) 6.00 (200) 54.0rrl 

5・6次 30・31・ 5B023より古く 5B024より

41区 も新しい。

5B038 随竿支柱? × 5次 31区 柱穴 2;!.!;

5B004 側柱建物 2以上× ー N -80-W 4.80'"1 (32.0)以 l l次 5区 51∞3よりも新い、。

5B039 側柱建物 3以上 x 2以l N-50-W  6.60'"1 (22.0)以 i 9次 52区 柱抜取穴内に白色山砂J1E積c

5B040 床束建物 4以上× 3 N-60-W 3.80以i (127)以l 5.33 (17.8) 9次 51区
5B041よりも新しい。北側

柱列に柱筋担軽状遺構を敷設c

5B041 l未来建物? 2 × 2 N-50-E 4.20 (]4.0) 3.90 (]3.0) 16.4ぱ 9次 51区
5B040よりも古し、。柱抜取

西 穴内に白色山砂Jlfc稿。

方 5B042 側柱建物 4 × 3 N -30 -E 9.00 (30.0) 5.15 07.2) 46.4 n1 9次 51区
5B044と重複し.51059よ
りも新しい。

建 5B043 側住建物 3 × 2 N -20 -E 6.00 (200) 4.20 (]4.0) 252rrl 9次 51区
5AOI0よりも 古 い。柱抜取

穴内に白色山砂枇獄。

物 5Bω4 側柱建物 4以 t x 3 N -20 -E 4.29 (]4.3) 9次 51区 柱抜取穴内に白色山砂Jfi符ic

群 5B045 側柱建物 2 × 2 N -IO-W  5.10 07.0) 3.00 (]Oβ) 15.3rrl 9次 49区 内部に東柱あり 。

5AOlO 塀・柵91) 3 × 一一 N -70 -E 6.00 (20.0) 9次 51区
5B043よりも新しし、。柱妓

取穴内に白色山砂Jffc級。

5AOll 塀 ・榔列 3 × ーー N-60-W  5.65 (188) 9次 51区 柱抜取穴内に白色山砂J1主税c

5AOl2 塀 -柵列 2 × ーー N -17・-E 3.00 (]O.O) 9次 49区 5AOl3よりも古い。

5A013 塀 ・柵列 2 × 一一 N -260 -E 3.50 (]1.7) 9次 49区 5A012よりも新しい。

別表2 竪穴住居一覧表

l時期l
泣fI~番号 平而形態 規模(m) 主制l方向 調査|旦 地区名 1iii 考

区分

5[001 間メL方形 7.5 x ー N -850 -E I次 4区 中央建物群北半古都 5[002. 5[∞5・50009よりも古い。

~{J'、・ 51030 不正格円形 6.3 x 5.5 N -120-W 3次 16区 中央建物群北半古都

生
5I031 不明 一ー × ーー N-310-W 3次 16区 中央建物群北半部 50008よりも古い。

後j羽
5I038 小判形 7.5 x 7.2 N -400-W 4次 251亙 中央建物群北半部 50020よりも古し、。

5[065 〆卜判形 ー x 9次 52区 凶方建物群

ノ1f0走|三jfT初干3 J 

5I015 不明 一 x N -21。ーE 2次 10区 西方建物群 5I014・51016よりも，J，し、。

5I019 ノト判形 (5.3) x N-500-W 2次 13区 中央建物群北半部 50001 . 5BOIOよりも，r.し、。

5I029 方形 ー x N-740-E 2次 9区 西方建物群 51021・5I027よりも古し、。

51041 小判形 (6.0) x ー N-840 -E 4次 29区 jヒ剖i
古

51043 方1f~ 52 x 4.9 N -250-W 5次 31区 中央建物群南半古都
墳前

51似4 桁円形 × ーー 5次 32区 中央ill物群北半部
J羽

51045 桁円形 (3.6) x ー N-500-W 5次 36区 北部

51060 方形 4.5 x 4.5? N -160 -W 9次 52区 西方建物群 51063・5B039よりも古い。

墳古後期 51040 方形 ー x N -780 -E 4次 24区 中央建物群北半部 西カマド。

|6H: 半後 51013 方形 (5.7) x (5.7) N -120 -W 2次 10区 西方建物群 5I012・5B∞4よりも古<. 5I014よりも新しい。

紀 51018 方形 × 一一 N-770-W 2次 10区 四方建物群 5I017よりも台い。
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時期j
遺t再f番号 平函形態 規綴(m) 主軸方向 識査区 地区名 備 1t 

区分

l6il: 半後
51025 方形 ー一 × 一ー N-36.-E 2次 9区 凶方建物群 51024・51026よりも古い。

紀 51028 方形 ー x N-52.-E 2次 9区 西方建物群 51021・51027よりも古い。

51002 方形 2.5 x ー N -35.-W l次 4区 中央建物1洋北半部 51001よりも新しい。

51005 方形 ー一 × ーー N -86。一E l次 4区 '=1"央建物群北半自~\ 51004よりも古く 51001・50009よりも新しし、。

7 51008 方形 × 一ー N -37。ーE l次 7区 中央建物l町北半部 51007・50∞7よりも古い。
世

紀前
51011 方形 4.4 x ー N-W-W l次 I区 西方建物群

半 51012 方形 ー x N -73. -W 2次 10区 西方建物群 51013よりも新しい。

51033 方形 ー x N-7.-W 3次 17区 中央建物群北半部 50007・50016よりも古し、。

51055 1jM ー x N -64. -E 9次 48区 西方建物苦手 51056・51057よりも古い。

51003 方形 x 6.6 N-4.-W 1 . 9次 5・50区 西方建物群 5B∞4よりも古い。北カマド。

51007 方形 4.0 x (4.0) N-6.-E l次 7区 中央建物群北半部 51∞6・50007よりも古く.51∞8よりも新しし、0*カマド。

51017 間丸方形 5.6 x (5.6) N -25.-W 2次 10区 i母方建物群 51018よりも新しい。

51023 方形 一一 × ーー N -72。一E 2次 9区 V_4方建物群 51022よりも古い。

51024 方形 × ーー N-44.-E 2次 9区 西方建物群 51022よりも古く 51025よりも新しい。東カマド。

51026 方形 × 一一 N -89.-W 2次 9区 西方建物群 51025よりも新しし、。

7 51027 方形 4.6 x ー N-84・ E 2次 9区 商}j建物群 51021よりも古く .51028' 51029よりも新しし、
世
紀 51032 方形 一 x N -24. -W 3次 17区 中央建物群北半部

中
51048 方形 × 一一 N-50.-W 7次 45区 皿}羽正倉域 50040よりも古い。業

51054 方形 3.7 x 3.7? N -89。一E 9次 48区 凶方建物詳 商カマド。

51057 方形 ー x N -64。ーE 9次 48区 西方建物株

51058 隅丸方形 × 一一 N-l.-W 9次 49区 西方建物群

51059 方形 4.8 x (5.4) N-27.-W 9次 51区 四方建物群 5B042・5B043よりも古い。北カマド。

51061 方形 一ー × N-71.-E 9次 52区 四方建物群 51062よりも古い。

51062 方形 一一 × 一一 N -40.-W 9次 52区 西方建物株 51061よりも新しい。

51∞4 方形 × N-70.-W 1次 4区 中央建物群北半部 51005よりも新しい。

51∞9 方形 x ーー N -37.-W 1次 5区 西方建物群

7 51050 方形 6? X ー N-65.-E 8次 47区 中央建物群北半部
51047・5B035. 5B036よりも古<.5M002よりも新し

世
い。束力マド。

紀後 51051a 方形 7? x N -28.-W 8次 47区 中央建物群北半部
5B035よりも古く 5M002よりも新しい。

半
51051 b 方形 7? x ー N -15.-W 8次 47区 中央建物群北半部 5B035よりも古<.5M002よりも新しし、。

51052 方形 × ーー N -30.-W 6次 42区 中央建物群北半部 5B033よりも古い。北方マド。

51053 方形 5.2 x 5.l N -65. -E 8次 47区 中央建物静北半部 50014よりも古く .5M002よりも新しし、。点カマド。

7 ¥ 51006 方形 x N -19.-W 1次 7区 中央建物群北半部 5BOOlよりも古<• 51007よりも新しい。
夜世末11・18 仕

51010 方形 4.l x (4.l) N-3.-W 1次 I区 西方建物群

私主EI1Ji : 51047 方形 6.3 x 6.l N-6.-W 6・8次 42・47区 中央建物群北半部 5M002・51050よりも新しい。北カマド。

8~脂 51022 方形 2.6 x (2.6) N-54.-E 2次 9区 西方建物群 51023・51024よりも新しい。

勾I世Uj:iB泌3 12 
51046 方形 3.6 x 3.5 N -80。一E 6次 42区 中央建物群北半部 ~tカマド。

9前 51016 方形 4.6 x (4.6) N-79.-E 2次 10区 西方建物群 51015よりも新しい。

紀t世
51021 隅丸方形 3.3 x (5.0) N -34.-W 2次 9区 西方建物群 51027・51028. 51029よりも新しし、。工防跡?;1ヒカマド。

9 51034 方形 × N -23。一E 3次 17区 中央建物群北半部 50018よりも新しし、

世
紀

51039 不明 × N-31.-E 4次 27区 北西部

後 51049 方形 3.0 x N -75. -E 7次 44区 皿j明正fr域 東カマド。

半 51056 方形 一一 × N -74.-W 9次 48区 西方建物群 51055よりも新しし、

9 ¥ 51035 不明 × N-89.-E 3次 19-3区 mJUI.i.E念域
f止10

51036 不明 × N -2. -E 3次 20-2区 凹JUI正念域
紀世
末紀 51037 方形 5.2 x 5.2 N -50.ーE 3次 21-2・3区 皿JVI正念域

不 51064 附丸方形 × N -86.-W 9次 51区 四方建物群
明
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別表3 IB-I:.土器観察表

tfil:;(1 111圭(Cm) 日是正:j(cm) !尺i壬(Cm)

借り
部ニり 値目リ ~1f極 遺.ff J.支 l羽11'1><:.遺構 備 ゴd与

) は ~Ig ，~ [ ]は.fJ!.イF向

第211:;<1 5良j包総 村、 [2.7) II縁小{彼片 2次 91元a

第211::11 2 ~fi!!J~~ 1.， ( 13.6) [3.8) 118 4 i欠 251亘 51038

f:，j'i211:;<1 3 I:r.iliili品 十千 (13.5) [2.9) 1-1縁部114 4次 251天5lO38 内外面禁色処Jlll

第211:;<1 4 上自ili?~ 杯 (14.4) [45) 118 2次 91互5lO25 内外商赤色塗彩

第211::11 5 UIi捺 杯 11.4 3.8 7.0 ほ(3.'完形 2次 91耳 5lO25

第211ヌl 6 上師~~ 事ん柄 (9.0) [65) li縁部14 2次 91;{b

第211::11 7 2丘J巴~ Jを (92) 3.1 (36) 1 4 2次 91'(5lO24 

第211:;<1 8 ~n ，fJ.~illf 蓋 [23) 1/6 3次 161メ

第211;:(1 9 ~fî.'包r.1f 付; (9.0) [18) li縁部1/10 3次 161え

第211::11 10 1IÎ!J.~?'~ +ィ; (90) [1.4) II縁部1112 3次 161メ

第211::11 11 Lr.ili r.:~ 十イ; (11.4) [2.6) II縁部114 l(欠 41豆50009 |勾i耐・IJ縁外Imi剣 tJ.lf

第211立| 12 十自ilir.詰 何; (L 1.4) [18) 116 2次 91正5lO25・5lO26 内I耐・口縁外Iflii剣I:J'.げ

第211::11 13 上自ili?1f 何; (122) [2.7) 117 6次 421'(5M002 

第211:;<1 14 Lr.市r.ii 初、 (]O.O) [2.6) 1110 9次 511正51059

第211:;<1 15 I陶器 材、 (10.9) [2.8) 1 10 9i次 511'(51059 

第211:;<1 16 l二mli:rif 粁、 01.0) [3.4) 114 2次 91>(51024 内外面i奈仕上If

第211χl 17 lニsIIi:li) 村、 10.8 3.5 7 10 6 次 421正 5~1∞2 Jf;J面 白11縁外liii漆fl:I匂げ

f:，j'i211:;<1 18 上師器 +1、 (13.2) [32) 113 2次 91耳 5lO26

第211:;<1 19 土印lî~ 科、 (130) [40) 3/10 9次 511豆 51059

第211::11 20 上師片品 何、 (11.2) 3.1 (5.8) 1/5 l次 41'( S0009 内外商漆仕上げ

第211::11 21 上師:If十 鉢 (98) [49) 117 6次 421正5M∞2

第211耳| 22 仁郎総 腕 00.0) [4.3) 115 7次 451正5K∞9 手引土器

第211:;<1 23 i二郎総 碗 (]0.6) 5.2 (5.4) 115 7次 451メ 5K009 手県土器

第211災| 24 I:nllir.品 鉢 (9.3) 7.4 (5.9) 4/9 6次 401豆SM001

第211百| 25 上師:If十 t13均; 06.4) 10.6 10.1 
11縁部1'4 底部ほほ

2次 101メ SI017
1e形

第211::<1 26 lmli~品 向上r [76) 16.5 脚部4/5 9次 511メ 外lfii赤色塗彩

第211χl 27 土自ili?ii き盟 (24.1) ([3.0) 1/10 7次 451ズ S0041

第211立l 28 t附音寺 翌E [ 18.3) 8.4 3/10 8次 471><:S~loo2 

第211:;<1 29 土防総 r.J( (250) ([69) 3/10 7次 451耳 S0040

第211立l 30 t附器 翌E (]4.8) [5.5) 1120 8次 471'(51051 

第211ズ| 31 上師器 王監 [37) (98) 1110 6次 401><5Mool 

告~221:;<1 32 ~tí 恵rr:~ 蓋 9.5 4.1 7/10 8次 471正5lO50 io¥1lJl!i産

第221::11 33 」二日市町+ 何; (9.0) [28) 2/5 8次 471豆 SI050

百~221:;<1 34 上師器 何; (11.0) 3.5 (5.0) 4/9 8次 47区 SI050

第221:;<1 35 上自雨¥1ii 折、 00.8) 3.5 3/10 8次 471豆51050

第221:;<1 36 上師器 料、 (J 12) [48) 1110 7次 45区

第221:;<1 37 I-.mli器 十平 ( 13.0) [40) 117 7次 45区

第221災l 38 |二師総 杯、 11縁郎小破片 8次 471'(51047 内外面漆イ:I:Jニげ

第221:;<1 39 土師i*f 料、 I1縁部小破片 8次 471豆51047

第221誕| 40 土師ii.i 市向、 ([38) 11.1 3/5 8次 47医 51050

第221耳| 41 土削ir.存 翌E [10.4) (] 1.4) 1110 8次 471耳 SI050

第221ヌ| 42 J:siIi器 斐 14.6 ([0.7) t 下古1¥ほほ完]彩 9次 501互SX∞5 被熱痕跡あり

t.i'i221'21 43 須恵6if 蓋 ( 18.6) [2.2) 115 5次衣J軍 内面カエリ
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Jポ医| I]j!{'(cm) 日1f~'~ (Cm) 底筏(cm)

番号
番号 種別 (.;f種 遺存度 調査区-泣桃 {椅 1!; 

)は推定.[ ]は現存高

第221~司 44 須恵器 益 [21] 
体部114. つまみ部完

2次 9区 51022
形

第22図 45 須恵mf 議 (153) [13] 1/9 4次 25区 51038

第22図 46 須曹、*f 荷台付杯 [23] (9.3) 1ft剖;1110 81大 471R 常陸~

百~22図 47 須恵日誌 日台付杯 [18] (9.0) 高台育1¥116 2次 9区d 永悶・不入Mi.

第22図 48 須恵、II詰 荷台付杯 [21] (78) 高台古都破片 2次 9区b 常陸産

第22函 49 須車、器 高台付杯 [19] 00.8) 底部115 6次 42区 50045

第221~1 50 土r.IPlIif 何; (I3.4) 3.9 8.2 口縁部一部¥.ほか113 2次 10区

第22図 51 須恵、球
事'紙‘' 口縁部破片 6次 42区 51046 *海地域産

第22図 52 須恵器 荷台付壷 [53] (9.[) 1/7 7次 44区

第22区l 53 須恵器 高台付盤 [3.2] 00.0) 底部114 3次 23区 内面転用硯使用

第22図 54 須恵器 楚 胴部破片 4次 27区 50025 内面転用硯使m
負~22図 55 須定、器 5世 胴音1¥破片 4次 27区 50025 内面転用硯使用

第22図 56 須恵、器 ~ 胸部小破片 6次 42区 50045 千葉市域産

第22図 57 須恵器 き担 腕部破片 2次 11区 5XooI 千葉市域産

負r'i23図 58 土師器 杯 (116) [3.8] 118 2次 9区 51021

第23図 59 土師器 何; (12.0) 43 (5.0) 113 4次 26区 50023 底部外面墨書

第23図 60 土日市総 何; 114 3.7 6.8 2/3 2次 9区 51021

第23図 61 土師音寺 何; (I3.0) 4.3 6.4 口縁音1¥116底部完形 4次 25区 50022

第23図 62 土師器 何; [2.2] 71 底部完形 2次 9区 51021 外面赤色主主彩

第23図 63 土師i*f 何; (J26) 4.4 (73) 底部3/4.口縁部1/3 l次 41Rc

第23図 64 土師器 何; 13.7 5.0 63 ほほ完形 4次 25区 内面黒色処理

第23図 65 土師器 高台付皿 (13.4) 2.6 7.0 114 2次 10区 pitl0H.¥土

第23図 66 須恵器 折、 0.7 (6.4) 
体剖¥114 高台部ほぽ l次 7区 5Bool

底部外商「育」墨書
完形 南側柱列西 1柱出土

第231i司 67 土日市器 高台付杯 15 (88) 底部114 i次 51互a 底部外而「家J墨書

<:ii23図 68 須恵務 翌E [231] 14.2 胴部下半1/4.1~'ì:部3/4 1次 4区 50002

第23医l 69 士郎器 十手 (J30) [2.9] 1110 9次 48区 51056

第23図 70 土師器 柄、 (13.5) 4.2 (6L) 114 4次 251R 50021 

告ii23医l 71 !こ師器 何、 02.4) 3.9 (58) 114 2次 14区 50005

第23図 72 土師器 材、 [3.3] (59) 3/10 9次 481R 51056 

第23医l 73 土師器 十ィ、 (]l.0) [3.3] 1110 4次 251R50021 

第23@司 74 二七師器 柄、 (10.8) 3.4 (6.0) 口縁部115底音1¥114 1次 21Ra

第23図 75 土師器 日台f寸皿 04.2) [3.3] (90) 112 4次 271R 50025 内面黒色処理

第231Z1 76 土師w.f 1111 (54) (3.6) 7.2 底部2/3 5次 37区

第23図 77 土師器 杯 [17] 6.6 底部のみ 4次 25区 50021

第23図 78 士郎器 折、 [13] (55) 底部112 3次 19区

第23図 79 土師器 高台付杯 (141) 6.4 8.2 杯部114 4次 25区
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写真図版





図版2 1期政庁域(1)



I期政庁域(2 ) 図版3



図版4 皿期正倉域(1)
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皿期正倉域(2 ) 図版5



図版6 中央建物群北半部(1)



中央建物群北半部(2 ) 図版7



図版8 中央建物群南半部(1)



中央建物群南半部(2 ) 図版9



図版10 西方建物群(1)



西方建物群(2 ) 図版11



図版12 西方建物群(3 ) 



西方建物群 (4) 図版13



図版14 西方建物群(5 ) 

(東から)



西方建物群(6 ) 図版15



図版16 西方建物群 (7)



航空写真とソイルマーク 図版17
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図版18 埴輪
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編著者名 栗田則久・郷堀英司・今泉i紫・小林信一 ・半i宰幹雄・阿部義平・萩j尽恭一 ・糸原j青

編集機関 財団法人 千葉県教育振興財団 文化財センター

所 在 地 〒284-0003 千葉県四街道市艇波809番地の 2 TEL 043 -424 -4848 

発行年月日 西暦2009il二9月30日

(;]れ収り遺が跡、名タ 所在地
コー ド

北緯 東経 調査期間 調査商積 調査原因
市|町村 遺跡、番号

嶋Lま戸とυ東dt:..逃跡 さ山人武U市しし島ま戸と347-1ほか 市町村合併以後 35度 140度 19971001-
623rrl 

国庫補助事業によ

37分 24分 19971031 る保存目的の範囲

12237 001 18秒 45秒 19981001-
527ぱ 郁:認音，~査

(rI本il!IJ地系)
19971030 

市町村合併以前 iTil町村 遺跡番号 19991001-
500rrl 19991029 

成%11円分 12404 006 20001002-
600rrl 

IJ 1武j1IT分 12405 014 20001031 
20011001-

604rrl 
20011031 

20021001-
602rrl 20021031 

20031002-
1.028rrl 

20031119 
20040601-

850rrl 
20040630 

20061002-
579ぱ

20061031 

所収遺跡、名 種目IJ 主なi時代 主な遺構 主な造物 特記事項

嶋戸東遺跡 官級I 奈良・平安時代 掘立柱建物 35棟以上 土日iIi器・須恋;古寺・ 墨書土器・土 古代武射郡の郡llir跡の翻

{礎イュ建物 8;1圭以上 製品 (瓦・埴輪)・石製品 (砥 査。

塀-柵列 13基以上 石-勾玉・鉄床石-礎石)・金

滅状遺構 44条以上 属製l日 (鉄釘・刀子・鉄鍬・耳

土坑 lUま 環)・鉄淳

性絡不明遺構 5;1き

集予喜朗; 純文|時代 陥穴 2基

弥生JI寺代 竪穴住居 HI以上

古墳時代前期 竪穴住居 8軒以上

古君II時代後期 竪穴住居 37]1司以上

奈良・平安l時代 竪穴住居 lO;liJ以上

古墳 占積l時代終末期] 円境 2;1左以上

前方後円墳 1基以上

帆立貝式古墳 1基以上

要 約 古代上総図武射~i1)術に比定されている嶋戸東遺跡は.これまでに第 1 次調査から第 9 次調査の調査を実施してき

た。本告はそれらの調査を総括し第 9次調査の調査成果については本告を正式報告とするものである。l嶋戸東進

跡では官術を構成する姉i立柱建物建物群を主体とする遺構群が数多くみつかった。官街域は 7世紀後半から 9世紀

代まで造営され.画期を 3J別設定した。 7世紀後半の I期では偏向した長会建物を「コ」の字状に配置した状況が

明らかになり.全体では 「ロ」の字状配世になると考えた。 mJ羽 (8位紀中葉以降)になると，造営の恭準線を正

方位に統一 し 3方を構で囲んで全国でも有数の敷地稲積をもっ正倉院が造営される。正倉院区画t，Yiの造営にあた

つては。既存の古墳を目印としたり 院内に墳丘を残したまま取り込む場合もあった。|淀内には少なくとも西列・

;1ヒ列に正念群を配置し. 8世紀後半代に掘立柱建物から礎石建物へ建て替えているようである。 また中央建物群で

は. 9世紀前半にSB001(5悶 x3附)という大型建物を造営する。SB001とそれを取り囲む建物群の性絡につい

て古 墳 墳 丘 (SM002)の有無も絡めて。政庁説と飴・説の雨説から検討を加えた。そして周辺の竪穴住居の分布か

ら.9世紀後半には官街としての機能は終駕し郡城の再編を迎え. ~i1)名郷が隣郡に移ると考えた。
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